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支
援
活
動
に
必
要
な
視
点
を
考
え
る

巻
頭
寄
稿

鈴
木
俊
彦

日
本
赤
十
字
社
副
社
長
／
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
客
員
教
授

は
じ
め
に

二
年
後
の
令
和
九
年
、
日
本
赤
十
字
社
は
創
立
一
五
〇
周
年
を
迎

え
る
。
こ
の
節
目
に
当
た
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
我
が
国
の
赤
十
字

運
動
の
来
し
方
を
振
り
返
り
、
こ
の
社
会
に
赤
十
字
が
あ
る
こ
と
の

意
味
・
意
義
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
時
代
に
向

か
っ
て
赤
十
字
が
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
に
歩
む
べ
き
道
を
確
た
る

も
の
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

今
更
言
う
ま
で
も
な
く
、
赤
十
字
が
培
っ
て
き
た
理
念
と
使
命
は
、

人
類
の
善
性
と
理
性
の
到
達
点
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
将
来

に
わ
た
っ
て
変
わ
る
こ
と
な
く
掲
げ
続
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
世
界
は
不
変
で
は
な
い
。
国
も
社
会
も
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
変
化
を
続
け
て
お
り
、
変
化
の
速
度
は
ま
す
ま
す
大
き
く
、
変

化
の
度
合
は
ま
す
ま
す
激
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
赤
十
字
の
理
念
と
使
命
が
、
実
世
界
に
お
け
る

活
動
を
通
じ
て
確
た
る
形
と
し
て
現
わ
れ
続
け
る
た
め
に
、
私
た
ち

は
こ
れ
か
ら
の
活
動
の
在
り
方
を
ど
の
よ
う
な
視
座
で
考
え
、
活
動

の
中
核
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
形
成
し
て
実
行
し
て
い
く
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
答
を
見
出
す
に
は
、
ま
ず
世
界
と
社
会
の
現

―
我
が
国
社
会
の
変
容
を
見
据
え
て

状
に
対
す
る
的
確
な
認
識
と
理
解
を
形
成
し
、
そ
う
し
た
認
識
と
理

解
に
立
っ
て
、
私
た
ち
が
携
わ
っ
て
い
る
支
援
と
い
う
活
動
に
つ
い

て
そ
の
本
質
に
立
ち
帰
っ
て
、
そ
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
が
理
念
の
実
現
の
た
め

に
最
大
限
の
力
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
活
動
の
基
盤
づ
く

り
を
可
及
的
速
や
か
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅰ　

世
界
と
社
会
の
変
化
を
し
っ
か
り
認

識
し
理
解
す
る

私
達
は
、
大
き
な
変
革
の
時
代
に
生
き
て
い
る
。
多
極
化
が
進
行

し
権
威
主
義
国
家
が
台
頭
す
る
一
方
、
拡
大
が
続
く
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
負
の
影
響
が
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
影
を
落
と
し
、
格
差
・

貧
困
の
拡
大
、
移
民
問
題
と
排
外
主
義
の
嵐
の
中
、
諸
国
で
社
会
の

分
断
化
が
進
行
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
こ

う
し
た
リ
ス
ク
は
一
層
顕
在
化
し
増
幅
し
て
い
る
。

我
が
国
に
目
を
転
じ
る
と
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
や
Ａ
Ｉ
を

は
じ
め
と
す
る
様
々
な
技
術
革
新
が
進
展
す
る
中
で
、
地
域
の
状
況
、

人
々
の
意
識
や
家
族
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
有
様
（
あ
り
よ
う
）
は
大
き

く
変
化
し
て
お
り
、
社
会
は
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
か
ら

の
時
代
の
赤
十
字
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
前
提
と
な
る
こ

と
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
変
容
の
実
状
を
的
確
に
認
識
す
る
こ
と
で

あ
る
。

⑴
我
が
国
の
社
会
の
変
容
を
ど
う
捉
え
る
か

赤
十
字
の
活
動
の
中
心
と
な
る
「
支
援
」
活
動
を
念
頭
に
置
い
て
我

が
国
の
社
会
の
変
容
を
捉
え
て
み
よ
う
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
①

世
帯
・
家
族
の
縮
小
、
②
地
域
の
縮
小
、
③
意
識
の
変
化
、
④
格
差
・

貧
困
の
拡
大
、そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
⑤
支
援
ニ
ー

ズ
の
多
様
化
・
複
雑
化
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
を
簡
単
に

確
認
し
て
い
く
。

①
世
帯
・
家
族
の
縮
小　

人
口
減
少
の
中
で
、
世
帯
や
家
族
が
縮

小
し
て
い
る
。
世
帯
規
模
は
長
期
的
に
縮
小
傾
向
に
あ
り
、
そ

の
中
で
大
き
な
問
題
は
高
齢
単
身
世
帯
の
増
大
で
あ
る
。
平
成

の
は
じ
め
頃
に
は
、
単
身
世
帯
と
言
え
ば
若
い
男
女
の
一
人
暮

ら
し
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
今
後
は
、
高
齢
者
の
一
人
暮
ら

し
が
圧
倒
的
多
数
と
な
る
。
加
え
て
未
婚
の
ま
ま
高
齢
単
身
世

帯
と
な
る
人
が
著
し
く
増
加
し
て
い
く
が
、
そ
の
場
合
、
子
ど

も
な
ど
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。

地
域
や
家
族
の
下
支
え
力
の
減
退
・
喪
失
の
大
き
な
一
因
で
あ

る
。

②
地
域
の
縮
小　

人
々
の
生
活
を
支
え
る
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市

町
村
の
規
模
が
縮
小
を
続
け
て
お
り
、
医
療
・
福
祉
な
ど
公
共
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サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
が
大
き
な
課
題
と
し
て
顕
在

化
し
て
い
る
。
地
域
ご
と
に
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
変
化
と
必
要
と

な
る
対
応
を
見
通
し
備
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

③
意
識
の
変
化　

人
と
人
と
の
関
係
の
在
り
方
に
関
す
る
意
識
は

大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
子
ど
も
や
孫
と
の
つ
き
あ
い
方
、
高

齢
の
親
と
そ
の
子
の
同
居
意
識
、
隣
近
所
の
人
と
の
つ
き
あ
い

方
、
職
場
の
同
僚
と
の
つ
き
あ
い
方
な
ど
、
人
々
の
意
識
の
中

で
は
、
血
（
け
つ
）
縁
・
地
（
ち
）
縁
・
社
（
し
ゃ
）
縁
と
も
に
薄
ら

い
で
い
る
。

④
格
差
・
貧
困
の
拡
大　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
先
進
国
は
お

し
な
べ
て
格
差
の
拡
大
を
経
験
し
た
。
そ
の
状
況
は
、
ブ
ラ
ン

コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
二
〇
一
二
年
に
発
表
し
た
「
エ
レ
フ
ァ

ン
ト
カ
ー
ブ
」
に
よ
っ
て
鮮
明
に
実
証
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国

に
お
い
て
も
、
高
齢
者
の
生
活
保
護
率
の
上
昇
と
高
止
ま
り
な

ど
二
極
分
化
が
進
み
、
さ
ら
に
子
ど
も
の
貧
困
、
特
に
ひ
と
り

親
家
庭
の
貧
困
は
深
刻
な
問
題
と
さ
れ
、
対
応
が
急
が
れ
て
い

る
。

以
上
の
①
～
④
は
相
互
に
関
連
し
影
響
し
合
い
、
こ
の
結
果
、
⑤

支
援
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
複
雑
化
と
い
う
状
況
を
現
出
せ
し
め
て
い
る
。

⑤
支
援
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
複
雑
化　

生
活
上
何
ら
か
の
支
援
を

要
す
る
人
や
家
族
・
世
帯
の
状
況
は
、
近
年
、
著
し
く
多
様
化

し
複
雑
化
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、お
金
が
な
く
て
生
活
に
困
っ

て
い
る
、
病
気
で
働
け
な
い
、
介
護
が
な
い
と
暮
ら
せ
な
い
と

い
っ
た
、
困
難
を
解
消
す
る
た
め
の
対
処
方
策
が
明
確
な
場
合

が
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
近
年
は
、
多
様
な
要
因
が
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
生
活
に
困
っ
て
い
る
・
苦
し
ん
で
い
る
人
々
が

圧
倒
的
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、毎
日
の
よ
う
に
メ
デ
ィ

ア
に
登
場
す
る
「
孤
独
・
孤
立
」、「
ひ
き
こ
も
り
」、「
自
死
」、

「
八
〇
・
五
〇
問
題
」、「
ゴ
ミ
屋
敷
」、「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」、「
子

ど
も
の
貧
困
」、「
女
性
の
貧
困
」、「
外
国
人
地
域
」
…
…
、と
い
っ

た
言
葉
を
想
起
す
れ
ば
、
よ
く
御
理
解
い
た
だ
け
よ
う
。

⑵
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
即
応
し
た
支
援
ス
キ
ー
ム
を
考
え
る

社
会
の
変
容
に
伴
い
支
援
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
構
造
が
変
化
す
れ

ば
、
支
援
の
ス
キ
ー
ム
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
構
築
し
直
す
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
は
、
社
会
保
障
の
分
野
に
お
い
て
、
人
々

の
生
活
に
関
わ
る
保
障
や
支
援
の
制
度
・
事
業
の
ス
キ
ー
ム
を
ど
の

よ
う
に
再
構
築
し
て
い
く
か
に
関
わ
る
重
大
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の

観
点
か
ら
近
年
の
保
障
・
支
援
制
度
の
変
遷
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ

の
背
景
や
必
然
性
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
変
容

に
伴
っ
て
生
じ
た
多
様
か
つ
複
雑
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
既
存
の
生
活

保
障
・
生
活
支
援
の
制
度
や
事
業
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
ジ
ャ
ス
ト
ミ
ー

ト
の
支
援
に
繋
が
ら
な
い
と
い
う
機
能
不
全
状
態
を
ど
の
よ
う
に
克

服
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

①
生
活
保
障
・
生
活
支
援
の
発
展
過
程
と
機
能
不
全

こ
う
し
た
問
題
状
況
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
我
が
国
の
生
活
保

障
・
生
活
支
援
の
発
展
過
程
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

我
が
国
の
生
活
保
障
・
生
活
支
援
に
関
す
る
制
度
は
、
対
象
者
の
属

性
に
着
目
し
て
給
付
や
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
立
て
、
充
実
を
図
る
形
で

高
度
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
が
、
一
方
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々

の
ニ
ー
ズ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
制
度
の
枠
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
多
様
化
・
複
雑
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、

対
象
者
の
属
性
別
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
給
付
や
サ
ー
ビ
ス
が
、
そ

の
ま
ま
で
は
ニ
ー
ズ
に
即
応
で
き
な
い
と
い
う
一
種
の
機
能
不
全
を

起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

②
機
能
不
全
を
克
服
す
る
基
本
原
則

社
会
の
変
容
に
伴
う
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
複
雑
化
に
直
面
し
、
生

活
保
障
・
生
活
支
援
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
即
応

で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
克
服
し
、
本
来
の
支
援
機
能
を
取
り
戻
す

た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
手
が
か

り
と
な
る
も
の
が
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
こ

の
制
度
は
、
か
つ
て
の
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
か
ら
一
貫
し
て
続
い
て
き

た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
脆
弱
化
に
対
し
て
、「
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
」
と
し
て
創
設
さ
れ
た
仕
組
で
あ
り
、
筆
者
が
厚
生
労
働
省

社
会
・
援
護
局
長
で
あ
っ
た
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
に
施
行

さ
れ
た
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
ス
キ
ー
ム
が
真
に
実
効
あ
る
も

の
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
徹
底
し
た
基
本
原
則
は
次
の
三
つ
で
あ

る
。第

一
原
則
　「
ひ
と
」
を
中
心
に
お
く
。

　
　

支
援
を
必
要
と
す
る
「
ひ
と
」
を
中
心
に
置
い
て
、
そ
の
ニ
ー

ズ
に
即
応
す
る
よ
う
に
様
々
な
支
援
を
組
み
立
て
、
提
供
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
多
様
か
つ
複
雑
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
可
能
と

す
る
。

第
二
原
則
　
双
方
向
・
マ
ル
チ
に
つ
な
が
る
。

　
　

支
援
の
「
受
け
手
」
と
「
送
り
手
」
は
、
固
定
的
・
一
方
的
な
関

係
で
は
な
い
。
ま
た
、「
受
け
手
」
と
「
送
り
手
」
は
両
者
だ
け
の

「
閉
じ
た
関
係
」
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
支
援
を
通
じ
て
地
域

や
社
会
の
様
々
な
主
体
と
つ
な
が
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
支

援
に
お
い
て
双
方
向
・
マ
ル
チ
に
つ
な
が
る
健
全
な
関
係
・
構

造
を
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

第
三
原
則
　
社
会
的
排
除
・
孤
立
か
ら
社
会
的
参
加
へ
向
か
う
。

　

第
一
・
第
二
原
則
の
帰
結
と
し
て
、「
社
会
的
排
除
・
孤
立

か
ら
社
会
的
参
加
へ
向
か
う
こ
と
」
を
必
然
的
に
可
能
と
す
る
。
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③
新
し
い
社
会
づ
く
り
へ
の
発
展 

～ 

地
域
共
生
社
会
の
構
想

近
年
、
社
会
保
障
分
野
に
お
い
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
、
障
害
者
自

立
支
援
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
と
い
っ
た
制
度
横
断
的
な
改
革
構

想
が
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
か
つ
、
共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
下

に
出
現
し
推
進
さ
れ
て
き
た
。
共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
、
す
な
わ

ち
②
に
述
べ
た
三
原
則
の
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
制
度
横
断
的
な
改
革
は
、
社
会
の
変
容
に
伴
う
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
・
複
雑
化
に
対
応
し
、
支
援
が
本
来
の
機
能
を
取
り
戻
す

た
め
の
必
然
的
な
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も

「
対
象
属
性
を
超
え
た
地
域
包
括
支
援
」
を
目
指
す
も
の
と
総
括
さ
れ

る
。「
対
象
属
性
を
超
え
た
地
域
包
括
支
援
」
の
思
想
を
社
会
の
在
り

方
に
発
展
さ
せ
た
も
の
が
地
域
共
生
社
会
の
構
想
で
あ
る
（
地
域
共
生

社
会
構
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
題
と
紙
幅
を
超
え
る
た
め
こ
こ

で
は
割
愛
し
た
い
）。

Ⅱ　

真
に
実
効
あ
る
支
援
に
必
要
な
視
座
と
中
核

前
節
で
述
べ
た
三
原
則
は
、
現
代
社
会
で
支
援
を
要
す
る
様
々
な

人
々
へ
の
対
応
に
お
け
る
共
通
の
原
則
で
あ
り
、
中
で
も
第
一
原
則

の
『「
ひ
と
」
を
中
心
に
お
く
』
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
支
援
の
在
り
方

を
考
え
る
上
で
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

改
め
て
赤
十
字
の
支
援
に
戻
っ
て
、
支
援
の
本
質
に
触
れ
つ
つ
考

え
て
み
た
い
。

本
稿
に
一
貫
す
る
問
題
意
識
は
、
変
革
の
時
代
の
中
で
こ
れ
か
ら

の
支
援
を
考
え
る
上
で
持
つ
べ
き
視
座
と
中
核
は
何
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
ま
ず
世
界
と
社
会
の
変
化
を

認
識
し
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
特
に
、
社
会

の
変
容
を
的
確
に
認
識
し
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
。
人
々
の
ニ
ー
ズ
は
生
活
の
場
で
あ
る
社
会
と
の
間
で
相

互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
汲

み
取
ら
な
け
れ
ば
真
に
実
効
あ
る
支
援
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
必
要
と
な
る
こ
と
は
、
世
界
と
社
会
の
変
化
に
関
す
る
認
識

と
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
支
援
に
求
め
ら
れ
る
視
座
と

中
核
は
何
か
を
問
い
直
し
再
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字

社
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
基
に
し
な
が
ら
考
え
て
み
た

い
。

　
〔
日
本
赤
十
字
社 

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト 

抜
粋
〕

［
日
本
赤
十
字
社
の
使
命
］

「
わ
た
し
た
ち
は
、
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た
い
と
い
う

思
い
を
結
集
し
、
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
人
間
の
い
の
ち
と

健
康
、
尊
厳
を
守
り
ま
す
。」

［
わ
た
し
た
ち
の
決
意
］

「
わ
た
し
た
ち
は
、
赤
十
字
社
運
動
の
担
い
手
と
し
て
、
人

道
の
実
現
の
た
め
に
、
利
己
心
と
闘
い
、
無
関
心
に
陥
る
こ
と

な
く
、
人
の
痛
み
や
苦
し
み
に
目
を
向
け
、
常
に
想
像
力
を
持
っ

て
行
動
し
ま
す
。」

こ
の
中
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
三
原
則
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
第

一
原
則
の
考
え
方
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。『「
ひ
と
」を
中
心
に
置
く
』

と
は
、
苦
し
ん
で
い
る
人
を
常
に
中
心
に
し
て
支
援
の
全
体
像
を
考

え
、
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
即
し
て
敷
衍
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴「
常
に
想
像
力
を
持
っ
て
行
動
し
ま
す
」と
は

苦
し
ん
で
い
る
人
の
生
活
や
人
生
全
体
に
視
野
を
拡
げ
て
ニ
ー
ズ

を
的
確
に
汲
み
取
り
、
的
確
に
応
え
る
た
め
の
様
々
な
支
援
を
組
み

立
て
実
行
す
る
。
例
え
ば
、
被
災
し
た
「
ひ
と
」
が
現
場
で
見
せ
る
姿

は
、
そ
の
人
の
一
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
支
援
を
行
う
赤
十
字
の
一
人

ひ
と
り
が
、
被
災
の
現
場
で
苦
し
ん
で
い
る
人
の
姿
の
奥
に
あ
る
も

の
、
そ
の
「
ひ
と
」
の
こ
れ
ま
で
の
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
生
活
や
人
生

の
全
体
像
に
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
真
に
実
効
あ
る
支
援
に
は
至
ら

な
い
。
そ
の
「
ひ
と
」
は
こ
れ
ま
で
も
生
き
て
き
た
し
こ
れ
か
ら
も
生

き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
思
い
を
致
す
の
で
あ
る
。「
常
に

想
像
力
を
持
っ
て
行
動
し
ま
す
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑵「
人
の
痛
み
や
苦
し
み
に
目
を
向
け
、
行
動
し
ま
す
」と
は

苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
か
ら
支
援
者
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、
支
援

者
が
い
る
か
ら
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
の
で
は
な
い
。
支
援
に
関
わ

る
者
は
日
々
の
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
て
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
見
失

い
が
ち
で
あ
る
。
支
援
を
求
め
て
い
る
「
ひ
と
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生

活
や
人
生
の
中
で
様
々
に
苦
し
ん
で
い
る
。
支
援
す
る
側
が
そ
の
「
ひ

と
」
を
自
分
の
「
支
援
の
型
」
に
当
て
は
め
て
対
応
す
る
よ
う
な
こ
と
は

本
末
転
倒
で
あ
る
。
苦
し
ん
で
い
る
人
の
様
々
な
苦
し
み
を
そ
の
ま
ま

に
受
け
止
め
て
こ
れ
を
救
お
う
と
心
が
け
る
。「
人
の
痛
み
や
苦
し
み

に
目
を
向
け
、
…
行
動
し
ま
す
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑶「
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
人
間
の
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守

り
ま
す
」と
は

日
本
赤
十
字
社
は
、
医
療
事
業
、
看
護
師
養
成
、
血
液
事
業
、
災

害
救
護
、
国
際
活
動
な
ど
な
ど
幅
広
い
事
業
や
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
取
組
は
い
ず
れ
も
、「
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
人
間

の
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守
り
ま
す
」
と
い
う
使
命
の
下
に
行
わ
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れ
る
支
援
で
あ
る
。
そ
の
礎
と
な
っ
て
い
る
理
念
や
使
命
の
成
否
は
、

『「
ひ
と
」
を
中
心
に
置
く
』
と
い
う
視
座
と
中
核
を
ど
こ
ま
で
徹
底
で

き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

Ⅲ　

よ
り
良
い
社
会
の
構
築
に
向
け
た
支
援
の
展
開

赤
十
字
の
支
援
活
動
は
地
域
づ
く
り
や
新
し
い
社
会
の
形
成
と
無

縁
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
の
在
り
方
を
左
右
す
る
最
も
重
要
な
点
は
、
大

き
く
か
つ
急
速
に
変
化
し
て
い
く
社
会
の
中
で
、
国
民
が
共
有
で
き

る
理
念
を
い
か
に
形
成
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
は
、

こ
れ
ま
で
世
界
に
通
用
し
て
き
た
基
本
的
な
シ
ス
テ
ム
や
価
値
観
が

大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
今
般
の
コ
ロ
ナ
・

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
そ
う
し
た
現
代
社
会
の
脆
弱
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、

こ
れ
に
対
峙
し
て
い
く
私
た
ち
の
覚
悟
を
改
め
て
問
う
た
も
の
と
言

え
る
。
こ
れ
か
ら
の
世
界
や
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
と
し
て
い
く
た

め
に
心
に
持
つ
べ
き
理
念
は
何
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
共

有
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
答
を
出
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
い
へ
の
答
は
赤
十
字
の
掲
げ
る
理

念
と
も
通
底
し
、
新
し
い
社
会
に
向
け
た
取
組
は
赤
十
字
の
活
動
と

も
根
本
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

日
本
赤
十
字
社
創
立
一
五
〇
周
年
を
二
年
後
に
控
え
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
の
赤
十
字
活
動
を
考
え
る
視
座
と
中
核
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
。令

和
七
年
四
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
、
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博

覧
会
（
大
阪
・
関
西
万
博
）
が
開
催
さ
れ
る
。
万
博
と
赤
十
字
が
切
っ

て
も
切
れ
ぬ
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
既
に
大
方
の
御
案
内
の
と
お
り

で
あ
る
。
赤
十
字
が
掲
げ
る
「
人
道
」
の
理
念
は
、
万
博
を
通
じ
て

人
類
の
英
知
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
。
一
八
六
三
年
に
赤
十
字
国

際
委
員
会
の
前
身
「
五
人
委
員
会
」
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、

一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
、
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
へ
の
出

展
に
よ
り
、
赤
十
字
の
理
念
は
世
界
に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
日

本
赤
十
字
社
誕
生
の
き
っ
か
け
も
万
博
で
あ
っ
た
。
日
本
赤
十
字

社
の
初
代
社
長
で
あ
っ
た
佐
野
常
民
は
、
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博

に
佐
賀
藩
代
表
と
し
て
参
加
し
、「
負
傷
者
を
敵
味
方
区
別
な
く
救

護
す
る
」
と
い
う
赤
十
字
の
理
念
を
知
り
感
銘
を
受
け
た
。
そ
の
後
、

一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
は
日
本
国
政
府
代
表
と
し
て
参
加

し
、
帰
国
後
、
一
八
七
七
年
に
西
南
戦
争
の
最
中
、
有
栖
川
宮
熾
仁

親
王
殿
下
に
願
い
出
て
博
愛
社
を
設
立
、
一
八
八
七
年
に
日
本
赤
十

字
社
に
改
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

過
去
の
万
博
と
同
様
、
今
回
の
大
阪
・
関
西
万
博
に
は
国
際
赤
十

字
・
赤
新
月
運
動
も
パ
ビ
リ
オ
ン
を
出
展
し
、
日
本
赤
十
字
社
が
事

務
局
を
務
め
る
。
今
般
の
出
展
は
、
日
本
に
お
い
て
赤
十
字
の
活
動

に
関
わ
る
全
て
の
関
係
者
の
参
加
の
下
に
進
め
ら
れ
、
世
界
に
対
し

て
赤
十
字
の
理
念
と
活
動
を
広
く
発
信
す
る
場
と
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
今
般
の
出
展
の
取
組
を
、
日
本
赤
十
字
社
に
と
っ
て
、

創
立
一
五
〇
年
と
そ
の
先
に
向
け
て
の
新
し
い
時
代
の
赤
十
字
を
創

る
一
里
塚
と
し
て
い
き
た
い
。
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国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
は
二
〇
二
五
年
四
月
か
ら
半
年
間
、

大
阪
・
夢
洲
で
開
催
さ
れ
る
大
阪
・
関
西
万
博
に
パ
ビ
リ
オ
ン
を
出

展
し
ま
す
。
本
稿
で
は
赤
十
字
が
万
博
に
出
展
す
る
背
景
と
今
回
の

赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
概
要
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

Ⅰ　

パ
リ
で
花
咲
く
赤
十
字
の
は
じ
ま
り

赤
十
字
と
万
博
の
か
か
わ
り
は
赤
十
字
運
動
の
は
じ
ま
り
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
の
赤
十
字
の
「
は
じ
ま
り
」
と
は
、
以
下
の
三

年
間
で
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

一
八
六
二
年

：

赤
十
字
の
創
始
者
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
が
著
書
『
ソ

ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
で
負
傷
兵
の
救
護
と
そ

の
国
際
条
約
に
よ
る
保
護
を
提
唱

一
八
六
三
年

：

デ
ュ
ナ
ン
の
訴
え
は
瞬
く
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に

広
が
り
、
最
初
の
赤
十
字
機
関
で
あ
る
赤
十
字
国
際

委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
前
身
「
負
傷
兵
救
護
の
た
め
の

国
際
委
員
会
」
が
設
立

一
八
六
四
年

：

戦
地
に
お
け
る
傷
病
兵
救
護
の
た
め
の
最
初
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
今
日
の
国
際
人
道
法
）
が
成
立

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
今
日
で
は
世
界
規
模
で
活
動
す
る
人
道
支
援
団
体
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
小
規
模
な
ス
イ
ス

の
一
民
間
団
体
で
、
各
国
の
赤
十
字
社
の
設
立
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

の
加
盟
を
推
進
す
る
時
期
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
推
進
の
最
中
に
訪
れ
た
好
機
が
一
八
六
七
年
に
パ
リ
で
開
催

さ
れ
た
万
国
博
覧
会（
以
下「
万
博
」）
で
し
た
。
現
在
の
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

に
隣
接
す
る
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
公
園
一
帯
を
会
場
に
、
一
〇
〇

を
こ
え
る
国
の
展
示
会
場
、
売
店
や
遊
園
地
、
レ
ス
ト
ラ
ン
が
立
ち

並
び
、
来
場
者
は
九
〇
〇
万
人
超
に
達
し
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
発

足
間
も
な
い
赤
十
字
は
、
こ
の
万
博
を
世
に
赤
十
字
思
想
を
広
め
る

好
機
と
捉
え
、
パ
ビ
リ
オ
ン
を
出
展
。
下
の
イ
ラ
ス
ト
の
よ
う
な
素

朴
な
し
つ
ら
え
で
、
傷
病
兵
の
救
護
活
動
や
創
設
メ
ン
バ
ー
の
紹
介

な
ど
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
内
容
は
高
く
評
価
さ
れ
、
万
博
開
催
の
勅

令
を
下
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
か
ら
グ
ラ
ン
プ
リ
メ
ダ
ル
が
授
与
さ

大
阪
・
関
西
万
博
に
「
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
」
を
出
展

日
本
赤
十
字
社 

広
報
室

大
阪
・
関
西
万
博
準
備
室

―
「
人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。」
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
へ
、
次
世
代
へ

大阪・関西万博の国際赤十字・赤新月運動館（赤十字パビリ
オン）の正面外観イメージ

赤十字パビリオン “L’Exposition universelle de 1867 : illustrée”
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れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
赤
十
字
の
パ
リ
万
博
へ
の
出
展
は
、
赤
十
字

の
国
際
的
な
認
知
度
向
上
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
え
ま
す
。
な
お
、

こ
の
年
に
は
今
日
ま
で
続
く
国
際
赤
十
字
の
最
高
議
決
機
関
「
赤
十

字
国
際
会
議
」
が
同
じ
く
パ
リ
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
赤
十
字
思
想

は
こ
の
地
で
大
き
く
花
開
い
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

Ⅱ　

日
本
へ

万
博
は
日
本
赤
十
字
社
の
創
設
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

パ
リ
万
博
に
は
の
ち
の
日
本
赤
十
字
社
初
代
社
長
と
な
る
佐
野
常

民
が
佐
賀
藩
派
遣
団
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と

き
佐
野
は
、
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
を
目
に
し
ま
し
た
。
佐
野
は
そ
の

後
の
一
八
七
三
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
万

博
に
も
政
府
代
表
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
赤
十
字
の
展

示
物
を
目
に
し
て
い
ま
す（
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
は
赤
十
字
単
独
の
パ
ビ
リ
オ

ン
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
各
国
の
展
示
物
の
中
に
赤
十
字
の
展
示
物
が

多
く
陳
列
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
）。
こ
の
二
つ
の
万
博
へ
の
佐
野

の
参
加
に
つ
い
て
、
吉
川
龍
子
『
日
赤
の
創
始
者　

佐
野
常
民
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
　
　（

万
博
を
目
に
し
た
）
当
時
の
佐
野
が
注
目
し
た
の
は
、
赤
十

字
の
組
織
が
各
国
の
有
志
者
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
政
府
が
こ

れ
を
認
め
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加
入
し
、
成
立
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
時
の
政
府
と
国
民
と
が
相
応
じ
た
か
ら
こ
そ
、
万
国

が
連
合
し
て
敵
味
方
を
問
わ
ず
救
護
す
る
事
業
が
起
こ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
源
は
人
の
至
性
（
至
誠
）
に
基
づ
く
と
、
彼
は
説

い
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
、
当
時
の
印
象
を
述
べ
た
佐
野
の
有

名
な
言
葉
が
続
い
て
い
る
…

人
々
は
文
明
開
化
の
象
徴
と
し
て
、
法
律
の
完
備
や
機
会
の

発
達
を
あ
げ
る
が
、
佐
野
は
赤
十
字
の
よ
う
な
人
道
的
国
際
組

織
の
発
展
こ
そ
、
文
明
進
歩
の
象
徴
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
佐
野
は
大
阪
の
適
塾
で
外
科
医
と
し
て
の
修
業
も
積
ん
で

お
り
、
そ
こ
で
緒
方
洪
庵
か
ら
人
命
尊
重
の
精
神
「
不
治
の
病
者
も

…
棄
て
て
省
み
ら
ず
は
人
道
に
反
す
」
の
教
え
を
う
け
て
い
ま
し
た
。

そ
の
意
味
で
、
佐
野
と
赤
十
字
と
の
出
会
い
は
全
く
新
た
な
価
値
感

に
触
れ
た
と
い
う
よ
り
、
適
塾
で
の
教
え
が
佐
野
の
胸
に
今
一
度
去

来
し
た
も
の
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
以
上
の
万
博
と
赤
十
字
の
歴
史
的
関
連
に
つ
い
て
、
令
和

六
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社
情
報
プ
ラ
ザ
で
企
画
展
「
万

博
と
赤
十
字
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
（https://w

w
w.jrc.or.jp/w

ebm
u-

seum
/colum

n/expo/

）。
ぜ
ひ
、
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

Ⅲ　

愛
知
か
ら
大
阪
へ

日
本
で
の
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
前
例
に
二
〇
〇
五
年
の
愛
・
地

球
博
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
割
愛
し
ま
す
が
、
こ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の

目
玉
と
な
っ
た
の
が
、M

r.Children

の
楽
曲
「
タ
ガ
タ
メ
」
に
合
わ
せ

た
映
像
シ
ア
タ
ー
で
す
。
こ
こ
で
は
「
子
ど
も
た
ち
を
加
害
者
に
も

被
害
者
に
も
せ
ず
に
、
こ
の
街
で
暮
ら
す
た
め
ま
ず
何
を
す
べ
き
だ

ろ
う
」
と
い
う
、
ま
さ
に
赤
十
字
の
人
道
思
想
に
通
底
す
る
印
象
的

な
歌
詞
を
ベ
ー
ス
に
、
世
界
を
取
り
巻
く
人
道
危
機
と
こ
れ
に
立
ち

向
か
う
赤
十
字
の
姿
を
重
ね
あ
わ
せ
た
映
像
演
出
が
展
開
さ
れ
ま
し

た
。
パ
ビ
リ
オ
ン
の
ク
チ
コ
ミ
の
評
価
は
徐
々
に
高
ま
り
、
最
終
的

な
来
場
者
数
は
当
初
予
想
の
三
倍
を
超
え
る
四
七
万
人
余
り
に
達
し

ま
し
た
。

さ
て
、「
自
然
の
叡
智
」
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
愛
・
地
球
博
に
対
し
、

今
回
の
大
阪
・
関
西
万
博
の
テ
ー
マ
は
「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会
の

デ
ザ
イ
ン
」
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
赤
十
字
に
と
っ
て
は
、
い
か

に
「
い
の
ち
の
輝
き
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
く
か
」
と
い
う
全
体

テ
ー
マ
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
様
々
な
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
が
世
に
あ

ふ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
ど
う
赤
十
字
・
人
道
理
念
の
独
自
性
を
発

揮
で
き
る
か
と
い
う
よ
り
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
状
況
に
あ
る
と
も
い

え
ま
す
。
そ
こ
で
次
に
大
阪
・
関
西
万
博
に
お
け
る
赤
十
字
パ
ビ
リ

オ
ン
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

Ⅳ　

「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会
の
デ
ザ
イ

ン
」
に
お
け
る
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン

大
阪
・
関
西
万
博
開
催
二
〇
〇
日
前
の
二
〇
二
四
年
九
月
二
五

日
に
開
設
さ
れ
た
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
特
設
サ
イ
ト
（https://

expo2025.jrc.or.jp/

）
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
す
。

賑わいを見せる愛・地球博の赤十字パビリオン
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人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。The Pow

er of H
um

anity

一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
、
国
際
赤
十
字
は
初
め

て
万
博
に
出
展
し
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
一
六
〇
年
近
く
経
っ

た
い
ま
も
、
赤
十
字
の
使
命
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

人
間
の
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守
る
こ
と
。

そ
の
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
は
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
い
た

い
と
い
う
思
い
を
結
集
し
世
界
中
で
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

い
つ
か
こ
の
活
動
が
終
わ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
が
、
い

ま
だ
終
わ
り
は
見
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
人
を
救
え
る
の
は
、

人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
館
で
、
人
間
の
チ
カ
ラ
を
感
じ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
少
し
で
も
あ
な
た
の
心
が
動
い
た
な
ら
き
っ
と
世
界

は
、
変
わ
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

こ
の
説
明
は
端
的
に
言
え
ば
、
い
か
に
赤
十
字
の
独
自
性
を
発
揮

す
る
か
と
い
う
よ
り
、
混
迷
を
極
め
る
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
と

し
て
の
普
遍
性
（
人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。）
を
今
一
度
再
確
認
し
よ

う
と
い
う
決
意
表
明
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

感
じ
取
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
今
回
の
パ
ビ
リ
オ
ン
で
は
以
下
の
よ

う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
特
設
サ
イ
ト
の

説
明
を
借
り
な
が
ら
、
そ
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

赤
十
字
は
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
（
以
下
「
協
会
」）
が
建
設
し
た
建

屋
（
約
三
〇
〇
㎡
）
を
借
り
受
け
、
そ
の
内
装
を
施
す
「
タ
イ
プ
Ｂ
」
と

い
う
形
態
で
出
展
し
ま
す
（
他
に
は
自
前
で
設
計
・
建
設
す
る
「
タ
イ
プ
Ａ
」

や
ス
ペ
ー
ス
を
共
有
し
ブ
ー
ス
展
示
を
行
う
「
タ
イ
プ
Ｃ
」
等
が
あ
り
ま
す
）。

連
棟
長
屋
の
建
物
で
、
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
隣
に
は
国
連
な
ど
の

国
際
機
関
が
出
展
し
ま
す
。
な
お
、日
本
赤
十
字
社
は「
国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
運
動
」
と
い
う
国
際
機
関
の
事
務
局
を
担
う
立
場
と
し
て
参

加
し
ま
す
。
こ
れ
を
は
じ
め
、
万
博
へ
の
参
加
国
・
機
関
と
し
て
は
、

海
外
の
国
と
地
域
が
一
六
一
、
赤
十
字
を
含
む
国
際
機
関
が
九
、
そ

の
他
国
内
の
行
政
や
民
間
企
業
等
を
含
め
、
計
一
九
〇
以
上
の
出
展

者
が
参
加
し
ま
す
。

赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
人
間
を
救
う
の
は
、
人

間
だ
。」
パ
ビ
リ
オ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
わ
た
し
の
〝
で
き
る
〟
は
、

誰
か
の
た
め
に
な
る
。」
と
い
う
も
の
で
、
一
人
で
も
多
く
の
来
場
者

の
方
が
パ
ビ
リ
オ
ン
体
験
を
通
じ
具
体
的
な
人
道
ア
ク
シ
ョ
ン
に
踏

み
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

パ
ビ
リ
オ
ン
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
前
回
の
愛
・
地
球
博
と
ほ
ぼ
同

等
で
す
。
三
〇
〇
㎡
の
ス
ペ
ー
ス
を
以
下
の
三
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
け
、

空
間
演
出
を
施
し
ま
す
。

ゾ
ー
ン
１

：

導
入
（
メ
イ
ン
シ
ョ
ー
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
）

賑
や
か
な
屋
外
か
ら
一
転
、
シ
ッ
ク
な
空
間
演
出
で
、

世
界
中
の
多
様
な
人
々
の
穏
や
か
な
日
常
を
空
間
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
手
法
で
赤
十
字
の
世
界

観
の
入
口
を
演
出
し
ま
す
。

ゾ
ー
ン
２

：

パ
ビ
リ
オ
ン
の
柱
と
な
る
メ
イ
ン
シ
ョ
ー

半
球
ド
ー
ム
型
シ
ア
タ
ー
で
没
入
感
の
あ
る
映
像
と

ゾーン 1：導入（メインショーへのプロローグ）

ゾーン 2：パビリオンの柱となるメインショー

ゾーン 3：活動紹介・メッセージウォール

音
楽
の
感
動
体
験
。

災
害
・
紛
争
で
奪
わ
れ
る
日
常
と
こ
れ
を
取
り
戻
す

人
々
の
姿
を
実
在
の
赤
十
字
職
員
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス

ト
ー
リ
ー
で
演
出
し
ま
す
。

ゾ
ー
ン
３

：

活
動
紹
介
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
ウ
ォ
ー
ル

現
実
の
赤
十
字
の
人
道
支
援
活
動
を
写
真
や
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（
リ
ン
ク
）
等
で
紹
介
。
同
時
に
パ
ビ
リ
オ
ン

体
験
の
想
い
を
デ
ジ
タ
ル
端
末
で
文
字
に
残
す
メ
ッ

セ
ー
ジ
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
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な
お
、
万
博
の
開
催
年
の
二
〇
二
五
年
は

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
三
〇
周
年
。
ま
た
、
翌

二
〇
二
六
年
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
五
周
年
と

い
っ
た
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
本
稿
執
筆
時

点
で
は
ま
だ
ま
だ
製
作
途
上
の
部
分
大
で
す
が
、

パ
ビ
リ
オ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
に
は
こ
う
し
た
出
来
事

と
こ
れ
ら
に
縁
の
あ
る
人
々
、
展
示
物
等
も
取
り

入
れ
る
予
定
で
す
。
し
か
し
、最
も
伝
え
た
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
「
人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。」
と
い

う
普
遍
的
価
値
観
の
発
信
で
す
。
一
人
で
も
多
く

の
来
場
者
の
方
々
に
現
地
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ

き
、
ぜ
ひ
、
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
で
「
人
間
へ
の

信
頼
」
を
肌
身
に
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

あ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
衝
撃
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
設
問
は
、

難
問
で
あ
る
。
そ
の
答
え
を
、
私
は
今
も
探
し
続
け
て
い
る
最

中
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
赤
十
字
社 

大
塚 

義
治 

名
誉
社
長
（
当
時
副
社
長
）
が
日

赤
に
着
任
直
後
、
愛
・
地
球
博
の
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
を
訪
問
し
た

際
に
の
こ
さ
れ
た
手
記

１

に
あ
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
で
大
塚
社
長
が
い

う
「
衝
撃
」
と
は
、
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
が
こ
こ
ま
で
人
々
の
（
特
に
若

い
世
代
の
）
盛
況
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
驚
き
の
こ
と
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
く
み
出
さ
れ
る
「
難
問
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
手
記
で
は
こ
う

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

重
要
な
こ
と
は
、
赤
十
字
は
〝
実
践
〟
の
た
め
の
運
動
で
あ
り
、

組
織
体
だ
と
い
う
事
だ
。
実
際
に
何
を
し
た
か
、
何
が
出
来
た

か
、
が
問
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
赤
十
字
運
動
の
在
り
方
も
、
そ

の
理
論
も
、
時
代
と
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
た
進
化
と
成
長
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
弛
み
な
い
努
力
の
積
み
重
ね
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
い
う
「
時
代
と
環
境
の
合
わ
せ
た
進
化
と
成
長
」
と
は
何

か
（
言
い
換
え
れ
ば
、「
現
代
に
お
い
て
い
の
ち
と
尊
厳
を
守
る
人
道
支
援
活

動
の
在
り
方
と
は
何
か
」）
と
い
う
問
い
こ
そ
、
パ
ビ
リ
オ
ン
を
訪
れ
た

後
に
我
々
に
残
さ
れ
た
「
難
問
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
答
え
は
現
在
で
も
依
然
（
ま
し
て
や
気
候
危
機
の
現
代
に
お
い

て
は
な
お
さ
ら
）
混
迷
を
極
め
た
ま
ま
で
す
。「
い
の
ち
輝
く
未
来
社
会

の
デ
ザ
イ
ン
」
を
標
榜
す
る
万
博
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
難
問
へ
の
答

え
は
赤
十
字
の
み
な
ら
ず
、
万
博
の
来
場
者
・
参
加
者
全
員
が
何
ら

か
の
形
で
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
か
つ

て
佐
野
が
パ
リ
万
博
で
感
化
さ
れ
日
本
に
赤
十
字
運
動
を
も
た
ら
し

た
よ
う
に
、
大
阪
で
も
ひ
と
り
で
も
多
く
の
来
場
者
の
方
が
人
道
ア

ク
シ
ョ
ン
に
一
歩
を
ふ
み
だ
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
パ
ビ
リ
オ
ン
を

目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
先
達
の
精
神
を
受
け
継

い
だ
現
代
の
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
が
ど
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
の
か
、

実
地
に
て
ぜ
ひ
体
験
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
皆
様
の
ご
来
場
を

心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。　

注1　

大
塚
義
治
「
愛
知
万
博
・
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
の
衝
撃
」『
人
道
研
究

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』Vol.4

（
日
本
赤
十
字
学
園
、
二
〇
一
五
年
）

◆「
思
い
」を「
行
動
」に
！　
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
に
託
す
夢 

�

岡
山　
晃
久　
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
館
々
長 

�

（
日
本
赤
十
字
社　
広
報
室
長
）

日
赤
発
祥
の
原
点
と
も
言
え
る
一
八
六
七
年

の
パ
リ
万
博
か
ら
一
五
〇
余
年
を
経
て
、
今
回

の
大
阪
・
関
西
万
博
で
赤
十
字
の
理
念
を
世
の

中
に
伝
え
広
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

理
念
は
今
も
な
お
変
わ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的

な
も
の
で
す
が
、
世
界
中
で
起
こ
り
続
け
る
紛

争
や
災
害
に
よ
る
人
道
危
機
が
以
前
に
も
増
し
て
高
ま
る
中
、
よ
り
声
高
に
伝
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
で
の
体
験
を
通
し
て
赤
十
字
の
幅
広
い
活
動
を
知
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
本
来
、
誰
し
も
心
の
中
に
あ
る
は
ず
の「
人
道
」

の
存
在
に
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
が
一
番
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
切
な

日
常
を
奪
わ
れ
た
人
々
の
苦
し
み
を
自
分
ゴ
ト
と
し
て
感
じ
て
も
ら
い
、
次
の
ア

ク
シ
ョ
ン
へ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
時
、
人
道
へ
の「
思
い
」が「
行
動
」に
変
わ
り
、

赤
十
字
の
理
念
が
形
と
な
っ
て
さ
ら
に
支
援
の
輪
が
広
ま
る
は
ず
で
す
。

「
人
間
を
救
う
の
は
、
人
間
だ
。」こ
の
当
た
り
前
の
、
し
か
し
難
し
い
テ
ー
マ

に
対
し
て
一
八
四
日
間
を
か
け
て
一
人
で
も
多
く
の
方
に
共
感
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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あ
の
感
動
を
も
う
一
度
！

　　
　
　
　
　
　 

二
〇
〇
五
年
「
愛
・
地
球
博
」
の 

　
　
　
　
　
　 

赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
を
振
り
返
る

「
自
然
の
叡
智
」
を
テ
ー
マ
に
二
〇
〇
五
年
三
月
二
五
日
か

ら
九
月
二
五
日
ま
で
、
愛
知
県
で
開
催
さ
れ
た
「
愛
・
地
球
博
」

に
日
本
赤
十
字
社
は
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
と
し
て
「
国

際
赤
十
字
・
赤
新
月
パ
ビ
リ
オ
ン
」
を
出
展
し
ま
し
た
。
期
間

中
の
来
場
者
は
四
七
万
人
に
お
よ
び
、
館
内
の
マ
イ
ン
ド
シ
ア

タ
ー
で
上
映
さ
れ
る
映
像
と
音
楽
（M

r.Children

の
楽
曲
）
で
再
現

さ
れ
た
世
界
で
必
死
に
生
き
る
人
々
の
姿
が
来
場
者
の
心
に
感

動
の
渦
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
二
〇
年
。
今
年
四
月
一
三
日
か
ら
大
阪
・
夢
洲
で

開
催
さ
れ
る
大
阪
・
関
西
万
博
に
赤
十
字
パ
ビ
リ
オ
ン
が
再
び

甦
り
ま
す
。
パ
ビ
リ
オ
ン
を
訪
れ
、
是
非
「
あ
の
感
動
を
も
う

一
度
！
」
ご
体
験
く
だ
さ
い
。 

（
編
集
部
）

パビリオン内を視察される天皇皇后両陛下（当時）

↑多くの来場者で長蛇の列が続く日も

←館内の「心の掲示板」には 5万枚﻿
の来館者メッセージが寄せられた 47万人の来場者で賑わった愛・地球博、国際赤十字・赤新月パビリオン
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二
〇
二
二
年
に
激
化
・
拡
大
し
た
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ

る
国
際
的
武
力
紛
争
と
、
翌
年
十
月
に
勃
発
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ

マ
ス
の
新
た
な
敵
対
行
為
の
中
で
、
人
工
知
能
（A

rtificial Intelligence

、

以
下
Ａ
Ｉ
）
を
活
用
し
た
武
器
が
、
火
薬
、
核
兵
器
に
次
ぐ
第
三
の
軍

事
革
命
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
一
層
の
注
目
を
集
め
て

い
ま
す
。
国
際
人
道
法
（International H

um
anitarian Law

、
以
下
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）

の
守
護
者
と
し
て
、
そ
し
て
、
純
粋
に
人
道
に
特
化
し
て
紛
争
地
で

活
動
を
続
け
る
中
立
な
組
織
と
し
て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
）
は
、
二
〇
一
五
年
か
ら
Ａ
Ｉ
兵
器
、
さ
ら
に
は
自
律
型
兵
器
シ
ス

テ
ム
（A

utonom
ous W

eapon System
s

、
以
下
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
の
規
制
を
訴
え
て

き
ま
し
た
。

Ａ
Ｗ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す
る
新
技
術
を
搭
載
し
た
紛
争
手
段
の
使

用
や
、
宇
宙
空
間
や
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
攻
撃
は
、
法
の
空
白

の
中
で
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
一
貫
し
た

主
張
で
す
。
こ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
二
三
年
の

国
連
総
会
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
四
十
三
カ
国
の
共
同
提
案

国
が
提
出
し
た
自
律
型
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
決
議
案
七
八
／

二
四
一
が
百
六
十
四
カ
国
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
加

速
。
ミ
リ
ア
ナ
・
ス
ポ
リ
ア
リ
ッ
チ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
は
、ア
ン
ト
ニ
オ
・

グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長
と
共
同
で
、
二
〇
二
六
年
ま
で
に
Ａ
Ｗ

Ｓ
の
明
確
な
禁
止
と
制
限
と
い
う
二
段
階
の
規
制
を
定
め
た
新
し
い

法
的
拘
束
力
の
あ
る
条
約
に
つ
い
て
検
討
・
交
渉
す
る
こ
と
を
、
政

治
指
導
者
に
向
け
て
訴
え
ま
し
た
。
ス
ポ
リ
ア
リ
ッ
チ
総
裁
は
ま
た
、

二
〇
二
四
年
五
月
に
ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
関
す
る
国
際

会
議
、六
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
ア
ジ
ア
安
全
保
障
サ
ミ
ッ

ト
（
通
称

：

シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
会
合
）
の
「
Ａ
Ｉ
と
サ
イ
バ
ー
防
衛
、
将
来
の

戦
争
」
特
別
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、「
人
間
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

重
要
性
」
に
つ
い
て
言
及
し
ま
し
た

１

。

Ａ
Ｉ
の
発
展
が
加
速
度
的
に
進
む
中
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
完
成
し
、
実

際
の
戦
場
で
使
わ
れ
る
日
も
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、

有
効
な
規
制
な
く
し
て
は
、
民
間
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
り
、
制
御
の

効
か
な
く
な
っ
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
暴
走
す
る
と
い
う
可
能
性
も
大
い
に
あ

り
ま
す
。
本
稿
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
な
ぜ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
規
制
を
訴
え
て

い
る
の
か
、
そ
し
て
、「
人
間
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
下
、
ど
の
よ

う
な
規
制
が
必
要
な
の
か
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
人
道
支
援
の
可
能
性
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
知
見
か
ら
探
り
ま
す
。

Ⅰ　

な
ぜ
事
前
の
規
制
が
必
要
か

ま
ず
は
じ
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
る
新
た
な
条
約
の

必
要
性
を
訴
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
発
展
の
歴
史
か
ら

ひ
も
解
き
ま
す
。
武
力
紛
争
時
に
適
用
さ
れ
る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
、
武
力
紛

争
の
目
的
を
武
力
行
使
に
よ
っ
て
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
を
弱
体

化
・
無
力
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
自
ら
の
政
治
的
主
張
を
他

の
当
事
者
に
合
意
さ
せ
る
手
段
と
し
て
紛
争
を
捉
え
、
そ
の
目
的
の

達
成
に
お
い
て
、
戦
闘
員
を
は
じ
め
、
民
間
人
な
ど
戦
闘
に
直
接
参

加
し
て
い
な
い
者
、
ま
た
、
捕
虜
や
傷
病
兵
な
ど
戦
線
を
離
脱
し
た

者
に
対
し
て
過
剰
か
つ
不
必
要
な
痛
み
が
与
え
ら
れ
る
場
合
は
、
非

人
道
的
な
行
為
と
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
痛
み
を
生
じ
さ
せ
る

武
器
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
具
体
的
な
例
と
し

て
は
、
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
（Convention on Certain 

Conventional W
eapons

、
以
下CCW

）
に
お
け
る
検
出
不
可
能
な
破
片

を
利
用
す
る
兵
器
、
ナ
パ
ー
ム
弾
、
失
明
を
も
た
ら
す
レ
ー
ザ
ー
兵
器
、

そ
し
て
対
人
地
雷
全
面
禁
止
条
約
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、

こ
う
し
た
枠
組
み
で
規
制
さ
れ
て
い
る
武
器
は
、
レ
ー
ザ
ー
兵
器
を

除
い
て
、
規
制
に
至
る
ま
で
多
く
の
犠
牲
者
、
そ
し
て
今
も
な
お
肉

体
的
・
精
神
的
に
負
っ
て
い
る
傷
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
人
々
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

幸
い
な
こ
と
に
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
ま
だ
実
際
の
紛
争
で
は
使
用
さ
れ
た

こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
は
存
在
し
て

い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
使
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合

の
影
響
の
重
大
さ
に
思
い
を
馳
せ
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
実
際
に
使
用
さ
れ
る

人
工
知
能
と
自
律
型
兵
器

西
山
秀
平

赤
十
字
国
際
委
員
会
駐
日
代
表
部 

法
律
顧
問

―
国
際
人
道
法
の
観
点
か
ら
譲
れ
な
い
『
人
間
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
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前
に
、
そ
の
使
用
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
を
行
う
こ
と
が
重
要
な
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
各
国
に
訴
え
か
け
る
こ
と
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
核

に
関
わ
る
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
守
護
者
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
の
重
大
な
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
懸
念
し
て
い
る
点
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
り
ま

す
。
一
点
目
は
、法
的
な
課
題
で
す
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
よ
る
無
差
別
攻
撃
が
、

Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
基
本
原
則
で
あ
る
区
別
・
均
衡
性
・
予
防
原
則
す
べ
て
の

観
点
か
ら
懸
念
さ
れ
ま
す
。
二
点
目
は
、
倫
理
的
な
課
題
で
す
。
Ｉ

Ｈ
Ｌ
は
原
則
と
し
て
「
人
の
命
を
手
に
か
け
る
の
は
人
で
あ
る
」
こ
と

を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
生
殺
与
奪
を
機
械
や
セ
ン
サ
ー
に
委

ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
慈
悲
と
い
う
要
素
を
武
力
紛
争
か
ら

排
除
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
三
点
目
は
、
人
道
上
の
課
題
で
す
。
Ａ

Ｗ
Ｓ
は
、
紛
争
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
々
を
リ
ス
ク

に
さ
ら
す
可
能
性
を
高
め
、
武
力
紛
争
を
よ
り
凄
惨
な
も
の
へ
と
変

容
さ
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｃ
は
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
早
急
な
規
制
を
訴
え
て
い
る
の
で
す
。

Ⅱ　

対
象
は
予
見
不
可
能
か
つ
人
間
を
標

的
と
し
た
Ａ
Ｗ
Ｓ

禁
止
さ
れ
る
べ
き
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
つ
の
要
件

を
必
須
事
項
と
し
て
提
起
し
て
い
ま
す
。
前
提
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ

は
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す

：

使
用
者
に
よ
る
最
初

の
起
動
・
発
射
の
後
、
セ
ン
サ
ー
を
通
じ
て
受
信
し
た
外
部
か
ら
の

情
報
を
一
般
化
さ
れ
た
「
標
的
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
」
に
基
づ
い
て
プ
ロ
セ

ス
し
、
攻
撃
を
自
動
的
に
行
う
兵
器
の
こ
と
。
簡
潔
に
言
う
と
、
人

間
の
介
入
な
し
に
標
的
を
選
択
し
、
武
力
を
行
使
し
ま
す
。
そ
し
て

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
殺
傷
能
力
の
有
無
に
関
係
な
く
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
脅
威
と
捉

え
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
使
用
者
は
、
特
定
の
標
的
や
、
そ
の
結
果

と
し
て
の
武
力
行
使
の
正
確
な
タ
イ
ミ
ン
グ
や
場
所
を
選
択
す
る
こ

と
は
な
く
、
武
力
行
使
が
実
際
に
行
わ
れ
る
ま
で
知
る
こ
と
さ
え
で

き
な
い
状
況
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
特
色
を
受
け
て
、
禁
止
対
象
と
し
て
い
る
の

は
、
予
見
不
可
能
な
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
、
人
間
を
標
的
と
し
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
で
す
。

前
者
は
、
事
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
規
律

さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
た
「
標
的
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
」
が
、
敵
対
行
為
を
行

う
対
象
選
定
に
至
る
過
程
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

起
因
し
て
い
ま
す
。
使
用
者
が
、
攻
撃
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か
を
明

確
に
理
解
・
説
明
で
き
な
い
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
遵
守
で
き
な
い
こ

と
は
明
ら
か
な
た
め
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

そ
の
よ
う
な
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
予
見
し
て
い
な
い
行
動
を
起
こ
し
て
Ｉ
Ｈ
Ｌ

に
違
反
す
る
行
為
を
実
行
し
た
場
合
、
そ
の
責
任
を
負
う
の
は
誰
か

と
い
う
議
論
に
な
っ
て
き
ま
す
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
起
動
し
た
戦
闘
員
、
そ

の
使
用
を
命
じ
た
指
揮
官
、
使
用
を
許
可
し
た
政
府
や
組
織
の
高
官
、

は
た
ま
た
設
計
し
た
技
術
者
な
の
か
。
そ
の
責
任
の
所
在
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
き
ま
す
。

人
間
を
標
的
と
し
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
、
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
事

前
に
読
み
込
ま
せ
た
攻
撃
対
象
の
集
団
の
構
成
員
の
顔
の
骨
格
や
特

徴
に
基
づ
く
顔
認
識
に
基
づ
き
標
的
を
事
前
に
選
定
し
ま
す
。
ま
た
、

標
的
と
し
た
対
象
の
挙
動
や
武
器
の
所
持
な
ど
に
基
づ
き
、
攻
撃
の

実
行
を
決
定
し
ま
す
。
前
提
と
し
て
、
こ
う
し
た
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
は
、
そ

の
他
の
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
求
め
ら
れ
る
技
術
レ
ベ
ル
を
遥
か
に
超
え
る
高
度

な
顔
認
証
技
術
や
外
的
な
環
境
を
読
み
込
む
技
術
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
戦
闘
に
参
加
し
て
い
な
い
民
間
人
が
攻
撃
に
巻
き
込
ま
れ
る
可

能
性
が
極
め
て
高
く
な
る
う
え
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
確
実
に
遵
守
し
た
形
で

展
開
・
運
用
さ
れ
る
見
込
み
が
非
常
に
低
い
こ
と
は
明
白
で
す
。
さ

ら
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
民
間
人
に
加
え
、
既
に
戦
闘
に
参
加
し
て
い
な
い
、

あ
る
い
は
、
戦
意
を
喪
失
し
た
戦
闘
員
も
保
護
の
対
象
と
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
顔
認
証
デ
ー
タ
に
基
づ
き
攻
撃
対
象
と
し
た
戦
闘
員

が
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
対
峙
し
た
際
に
、
負
傷
あ
る
い
は
降
伏
し
た
と
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
き
ち
ん
と
攻
撃
を
停
止
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
峙

し
た
場
合
と
人
間
が
対
峙
し
た
場
合
と
を
比
較
し
、
そ
う
し
た
保
護

が
十
分
に
機
能
し
な
く
な
る
危
険
性
に
鑑
み
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
禁
止
の
必
要

ICRC のリハビリセンターで義足をつけて歩行訓練を受ける少年。爆発で一瞬にして片足を
失ったとき、彼はまだ六歳だった（2022年 2月、アフガニスタン）
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性
を
訴
え
て
い
る
の
で
す
。

Ⅲ　

実
際
の
犠
牲
が
出
て
か
ら
で
は
遅
い

こ
こ
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
設
け
る
べ
き
制
限
と
し
て

掲
げ
て
い
る
四
つ
の
要
件
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

一
つ
目
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
攻
撃
で
き
る
標
的
の
種
類
に
つ
い
て
で
す
。

本
来
、
発
電
所
や
橋
、
線
路
な
ど
、
民
間
人
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
あ
っ
て
も
、
軍
事
利
用
さ
れ
て
い
る
確
証
が
取
れ
れ
ば
、
攻

撃
す
る
側
の
指
揮
官
の
判
断
の
も
と
攻
撃
対
象
と
な
り
え
ま
す
。
た

だ
し
、
人
間
の
判
断
が
介
在
し
な
い
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
こ
う
し

た
攻
撃
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
軍
事
目
標
と
な
り
う
る

物
の
み
を
攻
撃
対
象
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
軍
民
の
二
重
用
途
に

な
り
う
る
物
に
対
す
る
攻
撃
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

二
つ
目
の
要
件
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
使
用
す
る
期
間
、
地
理
的
範
囲
、

使
用
規
模
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
運
用
さ
れ
る
条
件

を
予
め
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
攻
撃
に
よ
る
民
間
人
・
民
用

物
や
環
境
へ
の
影
響
を
可
能
な
限
り
少
な
く
す
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｈ

Ｌ
の
遵
守
が
困
難
で
な
い
条
件
を
前
提
と
し
て
使
用
を
認
め
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、
戦
場
の
み
で
の
使
用
、
出
撃
す

る
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
数
、
稼
働
し
て
よ
い
時
間
を
規
制
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

三
つ
目
の
要
件
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
使
用
す
る
状
況
を
限
定
す
る
こ
と

に
つ
い
て
で
す
。
例
え
ば
、
民
間
人
と
戦
闘
員
が
入
り
乱
れ
る
人
口

密
集
地
、
民
用
物
と
軍
事
物
、
あ
る
い
は
二
重
用
途
の
物
が
多
く
存

在
す
る
都
市
部
で
の
使
用
は
認
め
な
い
な
ど
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
遵
守
が
担
保

で
き
な
い
状
況
下
で
の
使
用
を
制
限
し
、
偶
発
的
な
民
間
人
の
犠
牲

や
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
誤
作
動
に
よ
る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
違
反
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
企

図
し
て
い
ま
す
。

四
つ
目
の
要
件
は
、
人
間
と
機
械
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
を
必
要

条
件
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
禁
止
さ
れ
た

Ａ
Ｗ
Ｓ
に
あ
た
ら
な
い
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
い
え
ど
、
間
違
い
を
犯
す
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
軍
事
的
な
任
務

に
従
事
す
る
間
、
人
間
に
よ
る
効
果
的
か
つ
適
切
な
監
視
の
下
で
の

み
〝
行
動
〟
を
許
可
し
、
万
が
一
意
図
し
て
い
な
い
挙
動
や
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を

違
反
す
る
恐
れ
の
あ
る
挙
動
が
見
ら
れ
た
場
合
に
は
、
人
間
に
よ
る

遠
隔
操
作
に
よ
り
停
止
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
す
。
こ
の
制
限
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
Ｉ
Ｈ
Ｌ

を
遵
守
し
た
形
で
使
用
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
様
々
な
軍
事
的
決
定
を
補

助
す
る
Ａ
Ｉ
機
能
に
関
し
て
も
昨
今
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
Ａ

Ｉ
は
既
に
多
く
の
軍
事
技
術
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
読
み
込
ん
だ
り
与
え
ら
れ
た
情
報
を
処
理
し
、

と
る
べ
き
行
動
の
選
択
肢
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
決
定

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
標
的
の
特
定
、
状
況
・

付
随
的
損
害
の
測
定
、
攻
撃
手
段
の
選
定
、
敵
の
行
動
パ
タ
ー
ン
予

測
、
資
源
の
最
適
化
、
進
軍
ル
ー
ト
の
計
画
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
。
Ａ
Ｉ
は
あ
く
ま
で
〝
決
定
を
補
助
〟
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
下

し
た
決
定
の
責
任
を
負
う
の
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
為
に
は
、
Ａ
Ｉ
は
間
違
い
を
犯
す
も
の
だ
と
い
う
前
提
に
立
ち
、

提
示
さ
れ
た
選
択
肢
を
鵜
呑
み
に
し
た
り
、
人
間
が
た
だ
た
だ
決
定

ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
の
存
在
に
成
り
下
が
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
決
定
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
遵
守
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
は
揺
ら
ぎ
ま
せ
ん
。
使
用
者

は
、
Ａ
Ｉ
機
能
を
使
用
す
る
際
に
、
常
に
敵
対
的
な
情
報
に
関
す
る

干
渉
、
Ａ
Ｉ
に
供
給
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
質
の
担
保
、
Ａ
Ｉ
に
内

在
す
る
バ
イ
ア
ス
や
人
間
の
有
す
る
自
動
化
バ
イ
ア
ス
を
正
し
く
認

知
し
、
そ
れ
ら
の
危
険
性
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｉ

機
能
を
活
用
す
る
軍
や
組
織
は
、
適
切
な
規
則
を
設
け
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
の
使
用
者
た
る
人
員
を
き
ち
ん
と
訓
練
す
る
義
務
も
求
め
ら

れ
る
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
つ
の
禁
止
要
件
、
そ
し
て
四
つ
の
制
限

を
確
保
し
た
上
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
運
用
を
定
め
た
新
し
い

条
約
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
全
て
人
間
を
中
心
に

据
え
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

を
は
じ
め
と
す
る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
中
核
を
成
す
考
え
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

人
道
的
見
地
か
ら
武
力
行
使
は
適
切
に
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
同
時
に
、
攻
撃
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
人
や
物
を
徹
底
的
に
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
勿
論
、
規
制
に
関
し
て
は
、
使
用
さ

れ
る
ま
で
実
際
に
ど
う
い
う
被
害
が
出
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う

批
判
や
反
論
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
核
保
有
国
が
参
加

し
て
い
な
い
核
兵
器
禁
止
条
約
の
よ
う
に
、
同
じ
こ
と
が
こ
の
条
約

に
も
起
こ
っ
て
、
意
味
の
な
い
規
制
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
懸
念
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
何

十
万
も
の
人
々
を
死
に
追
い
や
っ
た
第
二
の
軍
事
革
命
で
あ
る
核
兵

器
と
並
び
、
第
三
の
軍
事
革
命
と
目
さ
れ
、
そ
の
使
用
が
多
く
の
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
な
Ａ
Ｗ
Ｓ

が
、
何
の
規
制
も
な
く
戦
場
へ
と
放
た
れ
る
の
を
黙
っ
て
み
て
い
て

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
犠
牲
者
を
生
む
前
に
、
我
々
は
行
動
を
起
こ

す
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最
初
は
少
数
の
国
の
参

加
で
始
ま
っ
た
条
約
だ
と
し
て
も
、
少
し
ず
つ
賛
同
す
る
国
の
数
を

増
や
し
て
い
き
、
や
が
て
は
全
て
の
国
が
参
加
す
る
普
遍
的
な
条
約

に
な
る
可
能
性
を
、
こ
の
条
約
は
秘
め
て
い
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
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Ⅳ　

一
人
一
人
の
危
機
感
を
大
き
な
う
ね
り
に

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
各
国
政
府
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
守
護
者
の
立
場
か

ら
自
ら
の
考
え
を
説
明
し
、支
持
を
得
ら
れ
る
よ
う
日
々
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
法
規
制
の
啓
発
に
お
い

て
は
、
市
民
か
ら
の
声
も
大
変
大
き
な
追
い
風
と
な
り
、
後
押
し
し

て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
う
し
た
一
人
一
人
の
声
が
う
ね
り

と
な
り
、
新
た
な
機
運
を
生
み
、
政
府
の
意
見
に
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ー

ス
を
た
く
さ
ん
見
て
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
Ａ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す
る
新
興
技
術
は
、
負
の
側
面
だ

け
で
は
な
く
、
人
道
支
援
の
場
に
お
い
て
も
新
た
な
可
能
性
を
も
た

ら
す
と
い
う
、
正
の
部
分
も
持
ち
え
ま
す
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
早
稲
田
大
学
と
共
同
で
Ａ
Ｉ
を
用
い
た
地
雷
探
知
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
雷
の
敷
設
情
報
を
機
械

学
習
し
た
Ａ
Ｉ
に
よ
り
埋
ま
っ
て
い
る
地
雷
の
位
置
を
予
測
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
地
雷
探
知
の
デ
バ
イ
ス
は
あ
る
も
の
の
、
費
用
面

や
そ
の
デ
バ
イ
ス
が
入
っ
て
い
け
な
い
場
所
で
は
使
用
で
き
な
い
た

め
、
訓
練
を
受
け
た
人
間
が
探
知
機
を
用
い
て
人
海
戦
術
で
行
っ
て

い
る
の
が
実
情
で
す
。
こ
れ
は
、
多
大
な
リ
ス
ク
と
隣
り
合
わ
せ
に

な
り
な
が
ら
、
膨
大
な
費
用
と
時
間
が
か
か
る
作
業
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
人
間
不
在
の
探
知
が
可
能
に
な
れ
ば
、
世
界
で
地
雷
探
知
の
負

担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

い
か
な
る
技
術
で
あ
っ
て
も
、
善
悪
を
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
技
術
を
生
か
す
も
殺
す
も
、
そ
れ
を
使
用
す

る
私
た
ち
人
間
次
第
な
の
で
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
紛
争
の
最
前
線
で

の
活
動
を
通
し
、
紛
争
犠
牲
者
の
視
点
に
立
ち
、
寄
り
添
い
な
が
ら

新
し
い
技
術
と
も
調
和
し
た
質
の
高
い
人
道
支
援
を
届
け
ら
れ
る
よ

う
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
新
た
な
技
術
が

人
々
に
光
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
守
護
者
と

し
て
の
使
命
を
全
う
し
て
い
き
ま
す
。

注１　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
「
新
技
術
の
発
展
と
使
用
に
は
人
間
中
心
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
」

早稲田大学と立ち上げた共同事業の一環として、サーモカメラ搭載のドローンを飛ばして地
雷など爆発物を探知するためのテストを実施（2019年 11月、埼玉）

©ICRC
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Ⅰ　

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
に
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
（
Ｃ
Ｃ
Ｗ
）
の

締
約
国
会
議
がLethal A

utonom
ous W

eapons System
s

（
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）

を
議
題
と
す
る
こ
と
を
決
め
て
か
ら
、
約
十
年
が
経
過
し
た
。
そ
の

間
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
非
公
式
専
門
家
会
合
が
、

二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
四
年
九
月
現
在
ま
で
政
府
専
門
家
会
合
（
Ｇ

Ｇ
Ｅ
）
が
毎
年
開
催
さ
れ
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
に
関
す
る
技
術
的
、
軍
事
的
、
倫

理
的
そ
し
て
法
的
側
面
か
ら
の
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
れ
ら
議
論
の
対
象
で
あ
る
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
、
よ
り
核
心
的
に
は

A
utonom

ous W
eapons System

s

（
Ａ
Ｗ
Ｓ
）１

の
定
義
が
、
諸
国
間
で

未
だ
に
合
意
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
兵
器
の
規
制
に
合
意
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
禁
止
対

象
と
す
る
兵
器
の
定
義
に
合
意
す
る
こ
と
に
は
、
一
般
に
多
く
の
困

難
が
伴
う
。
ど
の
兵
器
を
如
何
に
規
制
す
る
か
は
、
当
該
兵
器
の
軍

事
的
有
用
性
お
よ
び
非
人
道
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
各
国
が
如
何
に
評

価
す
る
か
に
左
右
さ
れ
、
そ
れ
は
畢
竟
、
各
国
の
置
か
れ
た
中
長
期

的
な
安
全
保
障
環
境
や
よ
り
広
く
政
治
・
経
済
・
社
会
的
状
況
の
認

識
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
従

来
の
兵
器
と
は
質
的
に
異
な
る
新
規
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
、
定

義
の
合
意
を
妨
げ
て
い
る
主
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

Ａ
Ｗ
Ｓ
の
も
つ
「
自
律
性
（autonom

y

）」
概
念
の
捉
え
難
さ
に
、
問
題

の
根
源
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
を
概

観
し
た
後
、
自
律
性
概
念
を
よ
り
深
く
分
析
し
、
自
律
性
概
念
が
曖

昧
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
示
す
（
Ⅱ
）。
そ
の
よ
う
に
概
念
が

曖
昧
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
自
律
性
を
も
つ
機
械
が
人
間
を
殺
傷
す
る
」

こ
と
へ
の
倫
理
的
評
価
も
対
立
を
深
く
し
、
そ
れ
が
法
的
議
論
に
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、Ａ
Ｗ
Ｓ
の
倫
理
論
争
が
、

国
際
人
道
法
（
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
の
法
的
性
質
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
を
問

い
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
Ⅲ
）。

Ⅱ　

Ａ
Ｗ
Ｓ
の
自
律
性
概
念

⑴
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
主
要
な
定
義
の
試
み

兵
器
シ
ス
テ
ム

２

の
自
律
性
と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
人
工
知
能
（
Ａ

Ｉ
）
を
主
と
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム

の
関
与
な
し
に

―
し
か
し
人
間
の
制
御
下
で
、
人
間
と
の
相
互
作

用
を
通
じ
て

―
目
的
達
成
の
た
め
に
作
動
を
決
定
す
る
性
能
、
と

捉
え
得
る

３

。
Ａ
Ｉ
と
は
、
人
間
が
細
か
く
操
作
せ
ず
と
も
自
動
的
に

動
い
て
タ
ス
ク
を
遂
行
で
き
る
、
知
性
あ
る
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す

る
シ
ス
テ
ム
を
指
す
。
な
か
で
も
、「
機
械
学
習
」
と
呼
ば
れ
る
Ａ
Ｉ

の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
外
部
環
境
か
ら
取
得
し
た
デ
ー
タ
か
ら
意
味

の
あ
る
特
徴
を
選
び
集
め
、
パ
タ
ー
ン
や
相
関
関
係
と
し
て
統
計
的

に
関
連
付
け
、
か
つ
、
経
験
知
に
基
づ
き
自
ら
作
っ
た
モ
デ
ル
に
従
っ

て
そ
れ
ら
一
連
の
作
業
を
行
な
う
た
め
、
よ
り
高
い
精
度
で
特
定
の

問
題
に
答
え
た
り
物
事
を
予
測
し
た
り
で
き
る
。
こ
う
し
て
Ａ
Ｗ
Ｓ

は
、
Ａ
Ｉ
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
お
よ
び
こ
れ
を
内
蔵
す
る
機
械
ま
た
は

兵
器
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）
を
含
む
全
体
を
指
す
が
、
特
定
の
種
類
の
兵
器

（
例
え
ば
マ
ス
タ
ー
ド
ガ
ス
や
失
明
レ
ー
ザ
ー
兵
器
の
よ
う
な
特
定
の
効
果
や

特
定
の
形
態
の
損
害
を
も
た
ら
す
よ
う
設
計
さ
れ
た
兵
器
）
を
指
す
の
で
も
、

特
定
の
作
動
態
様
を
指
す
の
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
日
本

語
に
す
る
な
ら
、
自
律
「
型
」
で
は
な
く
自
律
「
性
」
兵
器
シ
ス
テ
ム
と

呼
称
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

Ａ
Ｗ
Ｓ
開
発
の
動
因
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
人
間
の
情
報
処
理
能
力
を
遥

か
に
凌
駕
し
、
ま
た
、
人
間
の
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
な
諸
制
約
を

免
れ
て
い
る
た
め
、
よ
り
効
果
的
で
効
率
的
な
軍
事
活
動
が
可
能
と

な
り
軍
事
能
力
が
高
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
Ａ
Ｗ
Ｓ

の
重
要
な
特
性
は
、
搭
載
し
た
兵
器
の
使
用
（
致
死
力
行
使
）
を
人
間
に

代
わ
っ
て
制
御
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
開
発
を
先
導
す

る
米
国
に
よ
る
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ

の
特
性
を
軸
と
し
て
い
る
。

自
律
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
定
義
問
題
と
国
際
人
道
法
の
法
的
性
質

田
村
恵
理
子

宮
崎
公
立
大
学
准
教
授
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①
広
義
の
定
義

米
国

４

を
初
め
多
く
の
諸
国

５

お
よ
び
有
力
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ

６

等
が
採
用

す
る
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
は
、「
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
致
死
力
行
使
に
人
間
が
ど
の
よ

う
に
関
与
す
る
か
」
に
着
目
す
る
方
法
を
と
る
。
つ
ま
り
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
、

人
間
の
関
与
な
し
に
致
死
力
行
使
（
標
的
選
定
お
よ
び
攻
撃
実
行
）
を
な

し
得
る
兵
器
シ
ス
テ
ム
と
定
義
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
人
間
の
関
与

な
し
」
の
意
味
に
よ
っ
て
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
そ
の
内
部
で
分
類
さ
れ
、
①
Ａ

Ｗ
Ｓ
の
致
死
力
行
使
に
人
間
の
関
与
が
必
要
な

4

4

4

4

4

4Sem
i A

utonom
ous 

W
eapons System

s

（Sem
i 

Ａ
Ｗ
Ｓ
）、
②
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
致
死
力
行
使
に
人

間
が

―
追
認
又
は
中
止
す
る
な
ど

―
関
与
で
き
る

4

4

4

4

4Supervised 

A
utonom

ous W
eapons System

s

（Supervised 
Ａ
Ｗ
Ｓ
）、
そ
し
て
③

Ａ
Ｗ
Ｓ
の
致
死
力
行
使
に
人
間
が
全
く
関
与
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4Fully A
utono-

m
ous W

eapons System
s

（Fully 

Ａ
Ｗ
Ｓ
）
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
①
の

Sem
i 

Ａ
Ｗ
Ｓ
の
場
合
、
致
死
力
行
使
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
人
間

が
い
る
（〝hum

an in the loop

〟）
た
め
、
人
間
の
関
与
が
あ
り
、
②
や
③

と
は
異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、 

い
わ
ゆ
る
自
動
化
バ
イ

ア
ス
（autom

ation bias

）
に
鑑
み
れ
ば
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
作
動
を
人
間
が
有

効
に
制
御
で
き
な
い
可
能
性
が
付
き
ま
と
う
点
で
、
①
と
②
の
相
違

は
大
き
く
な
い
。
つ
ま
り
、
①
～
③
の
間
に
は
明
確
な
境
界
線
が
な

い
と
言
え
る
。

こ
う
し
て
、
上
記
の
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
は
非
常
に
広
い
も
の
と
な

る
７

。
こ
の
定
義
に
は
地
雷
で
さ
え
当
て
は
ま
る
の
で
、
米
国
防
総
省

指
令
は
そ
れ
を
明
示
的
に
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
程
で
あ
っ
た
。
Ａ

Ｗ
Ｓ
の
推
進
派
（
米
、
露
等
）
は
、
か
か
る
広
義
の
定
義
に
よ
っ
て
現

行
の
兵
器
シ
ス
テ
ム
も
カ
バ
ー
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
カ
テ
ゴ
リ

カ
ル
な
禁
止
を
阻
止
す
る
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
禁
止
派
（
Ｎ
Ｇ

Ｏ
等
）
も
同
じ
広
義
の
定
義
を
用
い
る
が
、
真
正
面
か
ら
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
開

発
禁
止
を
唱
え
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
功
を
奏
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

②
狭
義
の
定
義

も
う
一
つ
の
主
要
な
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
は
、「
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
性
」
に
着
目
す
る
方
法
を
と
る

８

。
す

な
わ
ち
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
は

―
自
力
で
作
動
で
き
な
い
性
質
（inert

）

を
も
つ
以
外
に

―
「
自
動
性
（autom

atic, autom
ated

）」
と
「
自
律
性

（autonom
ous

）」
に
区
別
で
き
る
。
自
動
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間

が
事
前
に
パ
ラ
メ
ー
タ
や
ル
ー
ル
を
設
定
し
、
外
部
環
境
か
ら
の
一

定
の
入
力
に
一
定
の
範
囲
で
の
み
反
応
す
る
作
動
様
式
ゆ
え
、
人
間

に
と
っ
て
予
測
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
自
律
性
兵
器
シ
ス
テ
ム

（
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
は
、
人
間
が
設
定
す
る
の
は
タ
ス
ク
の
み
で
、
後
は
自
ら

で
幅
広
い
入
力
か
ら
機
械
学
習
し
合
目
的
に
作
動
を
選
択
す
る
の
で

あ
り
、
人
間
の
高
次
の
指
令
を
個
別
の
状
況
に
自
律
的
に
適
用
す
る

と
い
う
作
動
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
動
性
兵
器
と
異
な
り
、
本

来
的
に
予
測
不
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
上
記
の
定
義
は
、
人
間
の
関
与
如
何
だ
け
で
な
く
、
シ

ス
テ
ム
の
内
在
的
性
質
に
も
着
目
す
る
ゆ
え
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
よ
り
狭
義

に
定
義
す
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
地
雷
は
Ａ
Ｗ
Ｓ
で

は
な
く
自
動
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
分
類
で
き
る
。
か
か
る
狭
義
の
定

義
は
広
義
の
そ
れ
よ
り
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
仔
細
に

見
る
と
自
動
性
と
自
律
性
の
境
界
線
も
截
然
と
は
し
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
自
動
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
も
予
測
可
能
性
が
低
い
場
合
が
あ
り

得
る
と
い
う
よ
う
に
、
問
題
が
指
摘
さ
れ
る

９

。

⑵
自
律
性
概
念
は
な
ぜ
捉
え
難
い
の
か

前
節
で
見
た
広
義
と
狭
義
の
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
の
相
違
は
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
自
律
性
概
念
の
捉
え
方
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、
何
れ
の

定
義
に
つ
い
て
も
諸
国
が
合
意
で
き
な
い
の
は
、
政
治
的
意
図
は
さ

て
お
き
、
自
律
性
概
念
の
捉
え
難
さ
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
捉
え
難
さ
は
、
以
下
三
つ
の
側
面
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

①
学
際
性

一
つ
目
は
、
自
律
性
概
念
が
複
数
の
学
問
分
野
に
お
い
て
異
な
る

意
味
や
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
の
自
律
性
を
扱
う

学
問
は
、
法
学
だ
け
で
な
く
哲
学
や
心
理
学
な
ど
他
の
社
会
科
学
に

も
、
さ
ら
に
は
、
電
気
電
子
工
学
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
、
認
知
科
学
、
脳
科
学
、
神

経
科
学
等
に
も
及
ぶ
。

法
学
で
は
一
般
に
、
自
律
性
は
「
自
己
統
治
す
る
能
力
」
つ
ま
り
「
自

分
（
た
ち
）
で
自
分
（
た
ち
）
の
服
す
る
規
範
を
定
め
得
る
（
定
め
る
べ
き
）

こ
と
」
を
意
味
し
、「
人
間
個
人
の
」
自
律
性
が
前
提
と
さ
れ
る

10

。
こ

の
よ
う
な
規
範
的
な
自
律
性
概
念
に
対
し
、
他
学
問
分
野
で
の
自
律

性
概
念
は
概
し
て
記
述
的
・
経
験
的
な
概
念
で
あ
り
、
あ
る
存
在
が

有
す
る
独
立
し
て
判
断
し
動
作
す
る
事
実
上
の
能
力
を
意
味
す
る

11

。

し
か
し
、
Ａ
Ｉ
の
自
律
性
と
、
例
え
ば
生
物
（
生
命
）
の
自
律
性
と
は

意
味
が
異
な
る
よ
う
に

12

、
記
述
的
な
自
律
性
概
念
も
文
脈
依
存
的
で

あ
り
統
一
的
に
把
握
し
が
た
い
。

②
連
続
性

二
つ
目
は
、
Ａ
Ｉ
の
自
律
性
が
「
連
続
体
（continuum

, spectrum

）」

的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
の
中
の
ど
の
点
を
取
っ
て
も
そ
の
近
く
の
領

域
と
明
確
に
区
別
で
き
な
い
よ
う
な
広
が
り
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
の
自
律
性
は
、
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
二
値
的

概
念
で
は
な
く
、
低
度
か
ら
高
度
ま
で
の
レ
ベ
ル
や
段
階
を
も
つ
と

捉
え
ら
れ
る

13

。
こ
れ
が
、
例
え
ば
自
動
性
と
自
律
性
の
境
界
線
が
明

確
で
な
い
こ
と
の
背
景
に
あ
ろ
う
。
加
え
て
、将
来
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
進
展
に
伴
い
、
連
続
体
と
し
て
の
自
律
性
を
捉
え
る
社
会
の
認
識

が
変
化
し
う
る

14

。
例
え
ば
、
か
つ
て
は
比
較
的
低
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て

も
自
律
的
だ
と
認
識
さ
れ
た
性
能
が
、
社
会
に
広
く
普
及
す
る
こ
と
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で
陳
腐
化
し
、
よ
り
高
度
の
自
律
性
を
備
え
た
性
能
で
な
け
れ
ば
も

は
や
自
律
的
と
は
見
做
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

③
テ
ク
ニ
カ
ル
な
幅

三
つ
目
は
、
た
と
え
自
律
性
を
テ
ク
ニ
カ
ル
に
の
み
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
と
し
て
も
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
定
義
す
る
こ
と

は
容
易
で
な
い
。
同
一
の
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス

の
機
能
ご
と
に
、
作
戦
行
動
の
異
な
る
局
面
ご
と
に
、
又
は
予
期
せ

ぬ
事
態
の
発
生
や
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
誤
作
動
と
い
っ
た
状
況
変
化
に
応
じ
て
、

自
律
性
の
レ
ベ
ル
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ

15

。
例
え
ば
、
韓

国
が
北
朝
鮮
と
の
非
武
装
地
帯
で
監
視
任
務
に
配
備
す
る
自
律
歩
哨

銃SG
R-A

1

は
、
モ
ー
ド
の
変
更
に
よ
っ
てSem

i AW
S

に
な
っ
た

りFully AW
S

に
な
っ
た
り
す
る

16

。

以
上
に
基
づ
く
と
、
自
律
性
概
念
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
と
問
題

（
違
法
）
と
言
え
る
よ
う
な
一
律
の
閾
値
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能

に
近
い

17

。
自
律
性
概
念
は
曖
昧
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
そ
し

て
、
概
念
が
曖
昧
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
自
律
性
を
も
つ
機
械
が
人
間

を
殺
傷
す
る
」
こ
と
へ
の
倫
理
的
評
価
も
対
立
を
深
く
し
、
そ
れ
が

法
的
議
論
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
を

見
て
い
く
。

Ⅲ　

Ａ
Ｗ
Ｓ
に
対
す
る
倫
理
と
法
の
交
錯

⑴
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
め
ぐ
る
帰
結
主
義
と
義
務
論
の
対
立

行
為
や
政
策
等
の
正
し
さ
を
評
価
す
る
た
め
の
基
準
を
論
じ
る
規

範
倫
理
学
で
は
、
主
要
な
二
つ
の
立
場
が
対
立
し
て
き
た
。
帰
結
主

義
（consequentialism

）
と
義
務
論
（deontology

）
で
あ
る
。
帰
結
主
義
は
、

行
為
や
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
・
結
果
に
関
す
る
情
報

の
み
を
使
用
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
の
代
表
は
功
利
主
義
（utilitarian-

ism

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
義
務
論
は
、
そ
う
し
た
帰
結
以
外
の

情
報

―
道
徳
的
権
利
義
務
や
行
為
者
の
意
図
等

―
も
考
慮
に
入

れ
る
立
場
で
あ
り
、
そ
の
代
表
は
カ
ン
ト
主
義
で
あ
る
。
両
者
は
そ

れ
ぞ
れ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
使
用
を
如
何
に
評
価
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
帰
結
主
義
（
と
く
功
利
主
義
）
か
ら
見
た
Ａ
Ｗ
Ｓ

―
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
武
力

紛
争
を
よ
り
人
道
的
に
す
る
？

「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
が
達
成
さ
れ
る
帰
結
を
も
た
ら
す
行
為

や
政
策
が
正
し
い
と
す
る
功
利
主
義
は
、個
々
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

の
幸
福
な
い
し
効
用
は
計
測
で
き
る
と
前
提
し
て
そ
れ
ら
を
集
計
し
、

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
全
体
に
と
っ
て
の
幸
福
と
見
做
し
、
こ
の
幸
福

の
全
体
集
計
が
一
番
大
き
く
な
る
行
為
や
政
策
を
選
ぶ
べ
き
と
主
張

す
る

18

。
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、①
計
測
・
集
計
さ
れ
る
べ
き「
幸
福
」

と
は
何
か

―
人
々
が
追
求
し
追
求
す
べ
き
と
さ
れ
る
「
価
値
」
は
何

か

―
が
最
初
に
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
②
個
別
に
計

測
し
た
幸
福
を
「
集
計
す
る
方
法
」
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
で

あ
る
。
例
え
ば
ベ
ン
サ
ム
は
、
幸
福
は
「
快
楽
」
で
あ
り
、
そ
の
反
対

物
は
「
苦
痛
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
（
①
）、
快
楽
か
ら
苦
痛
を
差
し
引

き
し
て
個
々
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
帰
結
と
し
て
生
じ
る
正
味
の

快
楽
を
計
測
し
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
加
算
す
る
と
い
う
集
計
方
法
を

採
用
す
る
（
②
）。
か
か
る
快
楽
計
算
の
手
順
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の

よ
う
に
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
記
述
・
説
明
さ
れ
る
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
実
装
す
る
の
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
照
ら
す
と
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
使
用
す
る
方
が
人
間
の
制
御
下

で
兵
器
を
使
用
す
る
よ
り
紛
争
犠
牲
者
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
場

合
、
功
利
主
義
は
迷
う
こ
と
な
く
Ａ
Ｗ
Ｓ
使
用
が
正
し
い
と
評
価
す

る
。
人
間
に
代
え
て
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
使
用
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
が
自
軍

戦
闘
員
の
犠
牲
を
無
く
す
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
人
間

の
肉
体
的
・
精
神
的
限
界
や
感
情
的
起
伏
を
免
れ
て
い
る
上
、
人
間

の
能
力
を
遥
か
に
超
え
て
大
量
の
情
報
を
一
度
に
迅
速
に
処
理
で
き

る
ゆ
え
、
人
間
よ
り
精
度
の
高
い
判
断
が
で
き
る
結
果
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を

使
用
す
る
方
が
敵
側
の
犠
牲
（
と
く
に
文
民
の
誤
爆
や
付
随
的
損
害
）
も
減

ら
せ
る
の
だ
と

19

。

し
か
し
、
功
利
主
義
に
対
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
批
判
と
し
て
、
総

量
と
し
て
の
幸
福
が
最
大
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
の
人
々
を

犠
牲
に
す
る
（
例
え
ば
奴
隷
制
に
よ
っ
て
社
会
全
体
が
利
益
を
得
る
）
こ
と
、

あ
る
い
は
極
端
な
不
平
等
・
不
公
平
が
あ
っ
て
も
許
容
し
て
し
ま
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る

20

。
つ
ま
り
、
結
果
と
し
て
紛
争
犠
牲
者
の
数
が
減

る
こ
と
以
外
に
も
倫
理
的
判
断
に
及
ぼ
す
要
因
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

功
利
主
義
は
そ
れ
ら
を
度
外
視
し
て
い
る
と
。
戦
闘
員
が
戦
場
で
殺

傷
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
負
う
の
は
事
柄
の
性
質
上
当
然
の
理
で
あ
り
、

Ａ
Ｗ
Ｓ
使
用
に
よ
っ
て
当
該
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も

Ｉ
Ｈ
Ｌ
（
均
衡
性
原
則
）
の
想
定
す
る
「
軍
事
的
利
益
」
と
言
え
る
の
か
、

当
該
リ
ス
ク
は
「
軍
事
的
必
要
性
が
な
い
」
と
言
え
る
の
か
、
疑
わ
し

い
。
ま
た
、
自
国
戦
闘
員
の
リ
ス
ク
は
ゼ
ロ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
敵

側
文
民
に
付
随
的
損
害

―
人
間
の
制
御
下
で
兵
器
を
使
用
す
る
場

合
よ
り
小
さ
い

21

と
は
い
え
ゼ
ロ
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

―
が
生

じ
る
こ
と
は
、
自
国
戦
闘
員
の
生
命
の
価
値
が
敵
側
文
民
の
そ
れ
よ

り
重
い
こ
と
を
含
意
す
る

22

。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
よ
っ
て
殺
傷
さ
れ

る
側
の
戦
闘
員
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
で
な
く
機
械
に
よ
っ
て
殺
傷
さ

れ
る
こ
と
自
体
が
「
人
間
の
尊
厳
」
を
傷
つ
け
精
神
的
苦
痛
を
も
た
ら

す

―
よ
っ
て
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
Ｉ
Ｈ
Ｌ
が
如
何
な
る
場
合
も
使
用
を
禁
止

す
る
「
不
必
要
な
苦
痛
」
を
も
た
ら
す
兵
器
に
該
当
し
得
る

―
と
も

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
功
利
主
義
（
さ
ら
に
は
帰
結
主
義
全
般
）
で
Ａ
Ｗ
Ｓ
使
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用
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
問
題
に
目
を
つ
む
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
武
力
紛
争
を
よ
り
人
道
的
に
す
る
と
は
、

到
底
言
え
そ
う
に
な
い
。

②
義
務
論
か
ら
見
た
Ａ
Ｗ
Ｓ

―
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
武
力
紛
争
を
よ
り
非
人
道
的

に
す
る
？

義
務
論
の
典
型
的
な
形
態
は
、
人
間
に
は
そ
の
本
質
に
即
し
て
普

遍
的
に
遵
守
す
べ
き
道
徳
的
義
務
が
存
在
す
る
と
措
定
し
て
、
人
間

の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
を
評
価
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

23

。

人
間
の
生
死
に
関
わ
る
事
項
は
、
か
か
る
道
徳
的
義
務
の
代
表
で
あ

る
。
よ
っ
て
義
務
論
は
、
人
間
で
な
く
機
械

―
そ
の
性
能
如
何
に

拘
ら
ず

―
に
人
間
の
生
死
の
判
断
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
自
体
を
認

め
な
い
。
そ
れ
は
「
人
間
の
尊
厳
」
に
反
す
る
か
ら
だ
。
生
死
の
意
味

を
理
解
で
き
な
い
機
械
に
生
死
の
決
定
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
は
、
対

象
と
な
る
人
間
を
「
そ
れ
自
体
で
内
在
的
価
値
の
あ
る
代
替
不
可
能

な
客
観
的
目
的
」

―
「
人
間
の
尊
厳
」
の
内
実

―
と
見
做
さ
ず
、

人
間
が
慎
重
に
意
思
決
定
す
る
に
値
し
な
い
「
機
械
で
処
理
さ
れ
る

単
な
る
物
体
」
と
す
る
に
等
し
い
、
と

24

。

こ
の
よ
う
に
義
務
論
は
、
し
ば
し
ば
誤
っ
た
判
断
を
下
し
紛
争
犠

牲
者
を
よ
り
増
や
す
こ
と
さ
え
あ
っ
て
も
、
機
械
で
は
な
く
人
間
が

人
間
の
生
命
剥
奪
を
判
断
な
い
し
決
定
す
る
こ
と
自
体
が
「
人
間
の

尊
厳
」
の
観
点
か
ら
不
可
欠
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

義
務
論
は
文
民
だ
け
で
な
く
敵
戦
闘
員
の
尊
厳
も
問
題
と
す
る
と
こ

ろ
、
後
者
は
合
法
的
軍
事
目
標
と
し
て
既
に
「
人
間
の
尊
厳
」
は
相
当

に
縮
減
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
殊
更
に
「
戦
闘
員
の
人
間
の

尊
厳
」
を
理
由
に
問
題
視
す
る
の
は
的
外
れ
だ
と
反
論
さ
れ
る

25

。

他
方
、「
人
間
の
尊
厳
」
は
「
標
的
と
な
る
」
敵
戦
闘
員
に
つ
い
て
は

問
題
で
な
い
と
し
つ
つ
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
「
使
用
・
操
作
す
る
」
戦
闘
員
に

対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
主
張
も
あ
る
。
い
わ
く
、
Ａ
Ｗ

Ｓ
に
殺
傷
を
委
ね
る
こ
と
は
、
人
間
の
生
死
の
決
定
に
対
す
る
「
道

徳
的
行
為
者
性
（m

oral agency

）」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
道
徳
的
行
為
者
性
こ
そ
が
「
人
間
の
尊
厳
」
を
構
成
す
る

の
だ

26

。
ま
た
、
武
力
紛
争
と
い
う
複
雑
か
つ
困
難
な
状
況
下
で
の
生

死
の
決
定
は
、
慈
悲
・
共
感
・
尊
重
と
い
っ
た
感
情
能
力
を
涵
養
す

る
土
壌
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
戦
闘
員
は
も
は
や
そ
れ
ら
を
培
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
（
軍
人
倫
理
の
崩
壊
リ
ス
ク
）27

、
と
。

⑵
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
倫
理
論
争
が
問
い
か
け
る
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
法
的
性
質

以
上
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｗ
Ｓ
へ
の
倫
理
的
評
価
の
対
立
は
、
Ａ
Ｗ
Ｓ

が
武
力
紛
争
を
よ
り
人
道
的
に
す
る
か
否
か
を
主
要
な
軸
と
し
て
い

る
。
こ
の
問
い
に
は
容
易
に
答
が
出
せ
そ
う
に
な
い
。
し
か
し
こ
の

論
争
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
法
的
性
質
に
対
し
、
根
本
的
に
異
な
る
二
通
り

の
理
解
が
あ
る
こ
と
を
炙
り
出
し
た
。

一
つ
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
帰
結
主
義
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
紛
争
当
事
者
が
一
定
の
結
果
（
例

：

文
民
保
護
）
を
確
保

す
る
よ
う
求
め
る
が
、
そ
れ
に
至
る
過
程
（
例

：

致
死
力
行
使
の
在
り
方
）

に
は
特
に
制
約
を
設
け
て
い
な
い
。
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
関
心
は
そ
の
ル
ー
ル

を
「
誰
が
」
遵
守
す
る
か
よ
り
も
「
ど
の
よ
う
に
」
遵
守
さ
れ
る
か
に
あ

る
。
よ
っ
て
、
致
死
力
行
使
を
機
械
に
委
ね
る
こ
と
自
体
を
Ｉ
Ｈ
Ｌ

は
禁
じ
て
お
ら
ず
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
が
遵
守
さ
れ
る
範
囲
で
か
か
る
委
任
は

許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
義
務
論
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
人
間
に
の
み
名
宛
さ
れ
て
お
り
人
間
の
判
断
を
前

提
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
は
結
果
だ
け
で
な
く
過
程
も
重
視

し
、
軍
事
的
必
要
性
と
人
道
的
考
慮
と
い
う
計
算
不
可
能
で
文
脈
依

存
的
な
「
価
値
の
比
較
衡
量
」
を
人
間
に
求
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
Ｉ

Ｈ
Ｌ
を
遵
守
す
る
た
め
に
は
機
械
に
致
死
力
行
使
を
委
ね
て
は
な
ら

ず
、
人
間
が
有
意
味
な
制
御
を
及
ぼ
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
遵
守
は
、
法
一
般
の
場
合
と
同
様
に
、
必
然
的
に
価
値

判
断
を
含
む
法
解
釈
を
伴
う
と
こ
ろ
、
機
械
（
Ａ
Ｉ
）
に
そ
れ
を
委
ね

る
こ
と
は
、「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
出
力
」
が
「
人
間
の
価
値
判
断
」
と
等

価
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
果
た
し
て
我
々
は
そ

れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
て
義

務
論
的
に
Ｉ
Ｈ
Ｌ
を
理
解
す
る
場
合
、
今
度
は
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
遵
守
に

必
要
不
可
欠
な
「
人
間
の
有
意
味
な
制
御
」
の
中
身
を
明
確
に
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
、

ど
の
程
度
、
Ａ
Ｉ
の
制
御
に
割
り
振
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
を
決

定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

Ⅳ　

結　

語

Ａ
Ｗ
Ｓ
は
「
特
定
の
」
兵
器
と
し
て
は
定
義
さ
れ
得
ず
、
焦
点
は
自

律
性
概
念
の
捉
え
方
に
あ
る
が
、当
該
概
念
は
幾
つ
か
の
理
由
に
よ
っ

て
曖
昧
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、「
自
律
性
を
も
つ
機

械
が
人
間
を
殺
傷
す
る
」
こ
と
に
対
す
る
帰
結
主
義
と
義
務
論
の
倫

理
的
評
価
も
対
立
を
深
く
し
て
い
る
。
こ
の
倫
理
論
争
が
決
着
す
る

兆
し
は
見
え
な
い
が
、
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
法
的
性
質
を
如
何
に
理
解
す
べ
き

か
と
い
う
重
要
な
問
い
か
け
を
我
々
に
も
た
ら
し
た
。

Ａ
Ｗ
Ｓ
の
使
用
は
他
の
兵
器
な
い
し
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
使
用
と
は

次
元
を
異
に
す
る
問
題
、
つ
ま
り
、
Ａ
Ｉ
が
致
死
力
行
使
を
人
間
に

代
わ
っ
て
行
な
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
是
非
を
提
起
す
る
。
そ
れ
は
Ｉ

Ｈ
Ｌ
の
想
定
し
な
か
っ
た
事
態
で
あ
り
、
ゆ
え
に
既
存
の
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の

解
釈
適
用
だ
け
で
は
答
え
ら
れ
な
い
種
類
の
難
問
で
あ
ろ
う
。
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Ｗ
Ｓ
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れ
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え
ば
自
軍
保
護
の
た
め
高
高
度
か
ら
攻

撃
を
す
る
こ
と
で
文
民
の
付
随
的
損
害
が
拡
大
す
る
よ
う
な
場
合
を
回

避
で
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る
か
ら
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あ
る
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22　
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木
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ボ
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。
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Ⅰ　

「
♯ N

ot A
 Target: 

私
た
ち
は
標
的

で
は
な
い
」
―
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か

戦
時
に
お
け
る
傷
病
兵
の
救
護
は
一
八
六
四
年
の
最
初
の
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
以
降
、
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
国
際
人
道
法
の
最
も
中
核
的
な
規
範
で
あ
る
。
今
日
、傷
病「
兵
」

の
み
な
ら
ず
文
民
一
般
に
も
保
護
を
拡
大
し
た
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
、「
普
遍
的
批
准
を
達
成
し
た
条
約
」
と
も
い
わ
れ

（
国
連
加
盟
国
よ
り
多
い
一
九
六
の
締
約
国
）１

、
紛
争
時
に
お
け
る
無
差

別
の
傷
病
者
救
護
と
い
う
価
値
は
あ
ま
ね
く
世
界
で
共
有
さ
れ
た
か

に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
正
反
対
の
光
景
が
広
が
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
傷
病
者
と
そ
の
救
護
者
（
医
療
・

人
道
支
援
要
員
）
は
保
護
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
度
々
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る

例
が
増
え
て
お
り

２

、
国
際
社
会
か
ら
は
紛
争
当
事
者
に
対
し
「
人
道

法
上
、
医
療
・
人
道
支
援
活
動
は
標
的
（
攻
撃
対
象
）
で
は
な
い
」
と
い
っ

た
声
が
繰
り
返
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ

「N
ot A

 Target

」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

３

）。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
法
と
現
実
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
ど
う
向
き
合
え
ば
良
い
の
か
、
昨
今
の
武
力
紛
争
に
お

い
て
顕
著
な
戦
場
医
療
へ
の
攻
撃
を
素
材
に
問
題
の
把
握
を
試
み
た

い
。

Ⅱ　

戦
場
医
療
の
危
機
の
諸
相

⑴「
こ
ど
も
」「
病
院
」へ
の
攻
撃
―
な
ぜ
？

本
稿
執
筆
時
点
で
接
し
た
報
道
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
小
児

科
病
院
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
攻
撃
で
数
十
名
が
死
亡
（
二
〇
二
四
年
七

月
九
日
）』
が
あ
る

４

。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
首
都
キ
ー
ウ
に
あ
る
同
国
最

大
級
の
小
児
科
施
設
オ
フ
マ
デ
ィ
ト
病
院
が
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
あ
い
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
の
発
表
に
よ
れ
ば
三
六
人
が
死
亡
、
一
四
〇
人
が

負
傷
し
た
。
が
ん
治
療
や
臓
器
移
植
等
の
高
度
医
療
提
供
施
設
で
も

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
「N

ot A
 Target

」
が
問
い
か
け
る
も
の

齊
藤
彰
彦

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
主
査
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

―
戦
場
医
療
の
危
機
と
問
わ
れ
る
国
際
人
道
法
の
意
義

あ
る
同
病
院
に
は
当
時
一
二
〇
〇
人
（
こ
の
う
ち
こ
ど
も
が
約
六
〇
〇
人
）

以
上
の
患
者
・
職
員
が
い
た
と
さ
れ
る
が
、
二
〇
二
二
年
二
月
以
降
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
す
で
に
一
八
〇
〇
件
超
の
医
療
へ
の
攻
撃
が
生
じ

５

、

さ
ら
に
は
火
力
・
水
力
発
電
の
八
割
が
破
壊
さ
れ
る
等
イ
ン
フ
ラ
損

壊
も
顕
著
で
あ
り

６

、
他
に
安
全
な
避
難
場
所
を
見
出
す
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
『
医
療
へ
の
攻
撃
に
関
す
る
監
視
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｓ
Ａ
）』

の
最
近
の
記
録
に
よ
れ
ば

７

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
と
り
わ
け
救
急
搬
送

や
医
療
輸
送
業
務
の
従
事
者
の
死
亡
率
が
顕
著
（
通
常
の
医
療
者
の
三

倍
）
で
あ
り
、
二
〇
二
四
年
第
一
四
半
期
に
同
国
で
確
認
さ
れ
た
六
八

件
の
医
療
へ
の
攻
撃
の
う
ち
、
約
二
割
が
救
急
医
療
を
標
的
と
し
た

も
の
だ
っ
た

８

。
こ
う
し
た
統
計
は
依
然
活
発
な
軍
事
活
動
が
継
続
し

て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
り
、
人
々
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ

の
悪
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

９

。

な
ぜ
医
療
が
標
的
と
さ
れ
る
の
か
。
上
記
小
児
病
院
の
攻
撃
に
つ

い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
巡
航
ミ
サ
イ
ル
の
残
骸

が
現
場
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
対
す
る
ロ
シ
ア
に
よ
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
防
空
ミ
サ
イ
ル
の
破
片
に
撃
た
れ
た
も
の
で
自
ら
の
攻
撃
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
構
図
（
相
手
の
行
為
や
虚
偽
の
証
言
に
よ

る
も
の
で
自
ら
の
責
任
で
は
な
い
、
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
等
と
い
っ
た

抗
弁
と
責
任
の
否
定
）
は
今
回
の
紛
争
で
幾
度
も
見
ら
れ
て
き
た

10

。

オフマディト小児病院攻撃の対応にあたるウクライナ赤十字社
©URCS
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今
回
の
事
態
を
う
け
、
国
連
人
道
問
題
担
当
事
務
次
長
は
「（
繰
り

返
さ
れ
る
攻
撃
に
）
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
市
民
に
安
息
は
な
い
」「
保
護
さ
れ

た
病
院
へ
の
意
図
的
な
攻
撃
は
戦
争
犯
罪
で
あ
り
、
実
行
者
は
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
他
、
各
国
か
ら
は
同
様
の

人
道
法
違
反
を
非
難
す
る
声
が
相
次
い
だ

11

。

⑵「
戦
場
の
霧
」の
中
の
危
機
―
医
療
崩
壊
の
帰
結

ガ
ザ
で
も
同
様
の
事
例
は
事
欠
か
な
い
。
例
え
ばBBC

『
集
団
埋

葬
地
と
遺
体
袋
の
山

：

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
撤
退
後
の
ア
ル
・
シ
フ
ァ
病

院
（
二
〇
二
四
年
六
月
五
日
）』12

は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
八
か
月
続
い

て
い
る
こ
の
戦
争
の
中
で
、
病
院
は
繰
り
返
し
標
的
と
さ
れ
て
き
た
。

…
そ
う
し
た
な
か
、か
つ
て
ガ
ザ
地
区
最
大
に
し
て
最
も
設
備
の
整
っ

た
医
療
施
設
だ
っ
た
ア
ル
・
シ
フ
ァ
病
院
で
の
出
来
事
は
、
こ
れ
ま

で
で
最
も
劇
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
」。
こ
こ
で「
劇
的
」

と
さ
れ
た
点
の
ひ
と
つ
は
、
廃
墟
と
化
し
た
病
院
現
場
か
ら
多
数
の

遺
体
の
集
団
埋
葬
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
現
地
医
師
の
証
言

で
は
、「
何
人
か
の
殉
教
者
の
遺
体
に
は
現
場
で
の
処
刑
や
縛
ら
れ
た

形
跡
、
頭
部
へ
の
銃
創
、
四
肢
へ
の
拷
問
痕
が
あ
っ
た
」。
要
因
の
ひ

と
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
今
回
の
紛
争
で
多
く
の
病
院

が
軍
事
拠
点
と
し
て
の
疑
い
を
も
た
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、

多
く
の
病
院
が
数
週
間
に
渡
る
攻
囲
（
敵
の
軍
事
拠
点
を
包
囲
し
供
給
網

を
断
つ
戦
術
）
の
対
象
と
さ
れ
、
多
数
の
死
傷
者
の
埋
葬
の
必
要
が
生

じ
た
と
さ
れ
る

13

。
こ
の
点
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
貫
し
て
「
ハ
マ
ス
が

戦
闘
員
を
傷
病
者
の
陰
に
隠
し
、
そ
れ
が
病
院
を
正
当
な
軍
事
目
標

に
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
お
り
、
真
偽
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

医
療
の
危
機
は
直
接
的
な
暴
力
に
よ
る
も
の
に
限
ら
な
い
。
英
米

の
学
術
機
関
が
二
〇
二
四
年
二
月
一
九
日
に
発
表
し
た
報
告
書『
ガ
ザ

の
危
機

：

シ
ナ
リ
オ
に
基
づ
く
健
康
影
響
予
測
』
に
よ
れ
ば

14

、
停
戦

に
至
ら
ず
戦
闘
が
継
続
し
感
染
症
が
蔓
延
す
る
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
で

は
八
月
上
旬
ま
で
に
八
万
五
五
八
〇
人
が
死
亡
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ま
た
、
英
国
の
医
学
雑
誌
『
ラ
ン
セ
ッ
ト
』
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
近
年

の
武
力
紛
争
で
は
医
療
施
設
の
破
壊
、
水
・
食
料
・
安
全
な
住
居
の

欠
如
、
支
援
団
体
の
資
金
不
足
と
い
っ
た
要
因
が
複
合
し
て
招
く
感

染
症
に
加
え
、
が
ん
、
糖
尿
病
、
呼
吸
器
・
循
環
器
の
疾
患
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
悪
化
と
い
っ
た
非
感
染
性
疾
患
（
Ｎ
Ｃ
Ｄ
ｓ
）
に
よ
る

健
康
悪
化
が
も
た
ら
す
間
接
的
な
死
亡
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
数
は

直
接
的
な
暴
力
に
よ
る
死
者
数
に
比
べ
て
三
か
ら
一
五
倍
に
達
す
る

15

。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
最
終
的
な
死
者
数
は
最
大
一
八
万
六
千
人

に
達
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う

16

。

戦
禍
の
影
響
は
現
地
の
住
民
や
医
療
者
の
み
な
ら
ず
国
内
外
の
人

道
支
援
者
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
四
月
二
日
、
食
糧
支

援
を
行
う
米
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
ワ
ー
ル
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
・
キ
ッ
チ
ン
（
Ｗ

Ｃ
Ｋ
）」
の
職
員
七
人
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
活
動
上
の
移
動
に
つ
い
て

事
前
に
通
知
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
空
爆
に
よ
り
死
亡
し
た

17

。
同

年
六
月
二
一
日
に
は
ガ
ザ
地
区
の
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

の
事
務
所
が
爆
撃
さ
れ
敷
地
周
辺
に
避
難
し
て
い
た
二
二
人
が
死
亡

し
た

18

。
ま
た
、
長
ら
く
同
地
で
活
動
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
赤
新
月
社
に

よ
れ
ば
、
二
〇
二
四
年
六
月
一
日
ま
で
に
ガ
ザ
で
死
亡
し
た
同
社
の

職
員
は
三
〇
人
以
上
に
の
ぼ
る

19

。
半
数
は
人
道
支
援
活
動
中
に
命

を
お
と
し
、
中
に
は
人
道
法
の
保
護
の
証
で
あ
る
赤
新
月
標
章
が
示

さ
れ
た
救
急
車
が
攻
撃
さ
れ
た
例
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
悪
化
か
ら
追
加
的
・
継
続
的
な
人
道
支
援
の
実
施

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
は
、
ア
ル
・
シ

フ
ァ
病
院
等
の
集
団
埋
葬
の
件
に
つ
き
「
独
立
し
た
効
果
的
で
透
明

性
あ
る
死
因
究
明
の
た
め
の
調
査
」
が
必
要
で
、
そ
の
上
で
「
罪
を
問

わ
な
い
風
潮
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
国
際
的
な
調
査
官

を
含
め
る
べ
き
」
で
あ
る
こ
と
、「
病
院
は
国
際
人
道
法
に
基
づ
き
特

別
な
保
護
の
対
象
と
な
る
。
文
民
や
抑
留
者
、
戦
闘
能
力
を
失
っ
た

人
の
意
図
的
な
殺
害
は
戦
争
犯
罪
に
当
た
る
」
こ
と
を
強
調
し
た

20

。

⑶
生
存
者
を
残
さ
な
い
―
後
景
に
退
く
傷
病
者
救
護
の
精
神

ま
る
で
あ
か
ら
さ
ま
に
傷
病
者
の
息
の
根
を
と
め
る
か
の
よ
う
な

負傷者を搬送するパレスチナ赤新月社のスタッフ
©PRCS
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例
も
み
ら
れ
る
。「
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
（double-tap

）」
と
い
う
攻
撃
手
法

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
二
回
叩
く
」
と
い
う
意
味
で
、
最
初
の
攻
撃
・
空

爆
を
行
っ
た
の
ち
攻
撃
現
場
の
負
傷
者
を
救
護
す
る
た
め
に
救
護
者

が
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
ね
ら
っ
て
二
度
目
の
攻
撃
・
空
爆
を
加
え
る

攻
撃
手
法
で
あ
る

21

。
例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
に
シ
リ
ア
の
人
権
団
体

「
シ
リ
ア
正
義
・
責
任
セ
ン
タ
ー
（
Ｓ
Ｊ
Ａ
Ｃ
）」
が
発
表
し
た
報
告
に

よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
救
急
医
療
活
動
で

知
ら
れ
る
シ
リ
ア
民
間
防
衛
隊
（
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ル
メ
ッ
ト
）
が
ダ
マ
ス
カ

ス
郊
外
で
の
救
護
活
動
中
に
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
攻
撃
を
受
け
一
五
人
が

死
亡
し
た

22

。
こ
れ
を
は
じ
め
、
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
二
一
年
ま
で

の
間
に
同
様
の
攻
撃
が
五
八
件
確
認
さ
れ
た
。
米
国
の
人
権
団
体「
人

権
の
た
め
の
医
師
団
（
Ｐ
Ｈ
Ｒ
）」
の
二
〇
二
四
年
五
月
時
点
の
報
告
に

よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
三
月
以
降
、
シ
リ
ア
で
は
九
四
九
人
の
医
療

従
事
者
が
殺
害
さ
れ
た
ほ
か
、
多
数
の
逮
捕
、
拘
留
、
拷
問
も
確
認

さ
れ
て
い
る
。
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
が
明
ら
か
に
軍
事
戦
略
と
し
て
蔓
延

し
て
お
り
、
シ
リ
ア
の
医
療
に
対
し
「
壊
滅
的
な
影
響
」
を
与
え
て
い

る
と
い
う

23

。

こ
れ
ら
事
態
へ
の
対
処
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
が
、

二
〇
二
四
年
五
月
、
国
連
の
人
権
機
関
で
あ
る
自
由
権
規
約
委
員
会

（H
um

an Rights Com
m

ittee

）
に
対
し
、
二
人
の
親
族
を
失
っ
た
シ
リ
ア

人
男
性
が
ロ
シ
ア
の
国
際
法
違
反
の
責
任
を
問
う
初
の
訴
え
を
提
起

攻撃を受けたパレスチナ赤新月社の救急車
 ©PRCS

し
た

24

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
ロ
シ
ア
が
シ
リ
ア
で

行
っ
た
病
院
や
医
療
者
に
対
す
る
空
爆
に
つ
い
て
、「
シ
リ
ア
反
政
府

勢
力
支
配
地
域
の
病
院
や
医
療
施
設
に
対
し
て
行
わ
れ
た
組
織
的
攻

撃
の
一
部
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
「
豊
富
な
」
証
拠
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る

25

。　

以
上
、
断
片
的
だ
が
紛
争
地
の
医
療
の
危
機
の
一
端
を
み
て
き
た
。

そ
も
そ
も
救
わ
れ
る
べ
き
命
の
最
後
の
砦
た
る
医
療
の
機
能
不
全
が

短
期
的
に
も
長
期
的
に
も
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
う

事
の
重
大
さ
は
繰
り
返
し
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
う

し
た
事
態
に
対
し
、
人
道
法
の
観
点
か
ら
は
何
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
な
の
か
、
何
が
人
道
法
の
実
現
の
た
め
に
実
行
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
以
下
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
傷
病
者
と
救
護
者

の
保
護
に
関
す
る
人
道
法
の
ル
ー
ル
に
限
っ
て
簡
潔
に
み
て
み
よ
う
。

Ⅲ　

国
際
人
道
法
に
お
け
る
医
療
の
保
護

⑴
保
護
す
べ
き「
傷
病
者
」と
は
誰
か
―
「
善
意
と
良
識
の
問
題
」

今
日
の
人
道
法
を
構
成
す
る
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

（
以
下
単
に
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」
ま
た
は
「
Ｇ
Ｃ
（G

eneva Convention

）」
と

い
う
）
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
医
療
・
人
道
支
援
活
動
は
攻
撃
対
象
と
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
形
の
規
則
は
存
在
し
な
い
。
大
ま
か
に
い

え
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
最
初
に
確
認
す
る
規
則
と
は
「
傷
者
及

び
病
者
（wounded and sick

）
は
、
収
容
し
て
看
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
Ｇ
Ｃ
共
通
三
条
等
）
と
い
う
救
護
の
「
対
象
」
を
確
認
す
る
も
の
で
、

派
生
し
て
そ
の
救
護
者
に
も
保
護
を
与
え
る
と
い
う
定
式
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
人
道
法
の
レ
ン
ズ
で
医
療
の
保
護
を
考
え
る
際

に
は
「
誰
が
救
護
す
べ
き
傷
病
者
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
発

点
に
な
る
。
例
え
ば
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加

議
定
書
（
以
下
「A

P

（A
dditional Protocol

） I

」）
は
傷
病
者
の
定
義
を
次

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「（
傷
病
者
と
は
）
軍
人
で
あ
る
か
文
民
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

外
傷
、
疾
病
そ
の
他
の
身
体
的
又
は
精
神
的
な
疾
患
又
は
障
害

の
た
め
に
治
療
又
は
看
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
い
か
な
る
敵

対
行
為
も
差
し
控
え
る
者
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
者
に
は
、
妊
産

婦
、
新
生
児
又
は
直
ち
に
治
療
又
は
看
護
を
必
要
と
す
る
者
（
例

え
ば
虚
弱
者
、
妊
婦
）
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
敵
対
行
為
も
差
し

控
え
る
も
の
を
含
む
」（
八
条
ａ
）。

一
八
六
四
年
の
最
初
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
傷
病
「
兵
」
の
保
護
を

定
め
て
い
た
が
、
こ
の
定
義
で
は
も
は
や
傷
病
者
は
軍
人
（
傷
病
兵
）

か
文
民
か
で
区
別
さ
れ
な
い
。
傷
病
者
で
あ
る
た
め
に
は
医
療
（「
治

療
又
は
看
護
」）
を
必
要
と
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
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る
が
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
は
こ
れ
に
「
精
神
的
な
疾
患
」
な
ど
の
目
視
で
き
な
い

外
傷
や
「
妊
産
婦
、
新
生
児
」
と
い
っ
た
必
ず
し
も
武
力
紛
争
の
影
響

を
直
接
被
る
も
の
で
は
な
い
者
も
含
め
た
。
こ
の
ほ
か
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
は
、

離
散
家
族
な
ど
の
行
方
不
明
者
の
捜
索
（
三
三
条
）
や
遺
体
や
墓
地
の

保
護
（
三
四
条
）、
女
性
や
児
童
に
つ
い
て
の
特
別
の
保
護
（
七
六
条
・

七
七
条
）
と
い
っ
た
被
保
護
者
の
属
性
に
応
じ
た
個
別
規
則
も
設
け
て

い
る

26

。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
傷
病
者
の
定
義
は
一
見
し
て
大
多
数
の
紛
争

犠
牲
者
を
包
含
し
う
る
た
め
、
上
に
み
て
き
た
傷
病
者
の
犠
牲
（
収
容

及
び
看
護
の
不
作
為
や
女
性
・
子
供
へ
の
攻
撃
、
遺
体
の
損
壊
等
）
は
即
座

に
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
傷

病
者
で
あ
る
た
め
に
は
も
う
一
つ
の
条
件
、
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る

敵
対
行
為
も
差
し
控
え
て
い
る
」
状
態
が
必
要
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

傷
病
を
装
っ
て
敵
対
行
為
に
着
手
す
れ
ば
、
保
護
は
失
わ
れ
攻
撃
が

正
当
化
さ
れ
る
。
具
体
的
に
何
を
も
っ
て
敵
対
行
為
を
「
差
し
控
え

て
い
る
」
状
態
に
あ
る
か
は
複
数
の
判
断
基
準
が
あ
る
が

27

、
こ
の
判

断
こ
そ
人
道
法
の
保
護
の
有
無
を
見
極
め
る
難
し
さ
（
軍
事
的
必
要
性

と
人
道
性
の
バ
ラ
ン
ス
で
の
相
対
判
断
）
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に

照
ら
せ
ば
、
上
に
み
て
き
た
戦
場
医
療
の
危
機
的
状
況
も
被
害
者
が

「
敵
対
行
為
を
控
え
て
い
た
か
ど
う
か
」（
も
し
く
は
攻
撃
者
が
「
故
意
に
」

被
保
護
者
を
攻
撃
し
て
い
た
か
）
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
多
く
の
傷

病
者
の
死
傷
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
人
道
法
に
反
す
る
行
為
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ｉ 

八
五
条
三

項
等
）。
こ
の
た
め
、
上
に
み
て
き
た
事
例
で
も
法
違
反
の
断
定
で
は

な
く
主
に
「
事
実
調
査
」
の
必
要
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
、
何
を
も
っ
て
「
傷
病
者
」
と
み
な
さ
れ

る
か
と
い
う
と
条
約
上
こ
れ
以
上
具
体
的
な
「
傷
病
」
の
定
義
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
の
逐
条
解
説
（
コ
メ
ン
タ
リ
ー
）
に
よ
れ
ば
、「（
傷
病
の
程
度
に

つ
き
）
何
ら
か
の
定
義
を
下
せ
ば
必
然
的
に
そ
の
性
質
が
制
限
的
な
も

の
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
誤
解
と
濫
用
の
門
戸
を
ひ
ら
く
こ
と

に
な
る
」
の
で
、
保
護
す
べ
き
傷
病
者
の
存
在
の
認
知
は
究
極
的
に

は
一
人
ひ
と
り
の
「
常
識
と
善
意
の
問
題
」
で
あ
り
、「（
傷
病
者
が
）
保

護
を
要
求
す
る
権
利
は
、
倒
れ
又
は
武
器
を
捨
て
た
事
実
か
ら
生
じ

る
」
と
い
う

28

。

こ
こ
で
い
う
傷
病
者
の
「
保
護
の
要
求
権
」
の
実
現
の
担
い
手
こ
そ

医
療
・
人
道
支
援
要
員
と
い
っ
た
一
群
の
救
護
者
で
あ
り
、
戦
場
医

療
の
実
現
は
両
者
の
適
切
な
保
護
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
す
る
。
そ
こ

で
次
に
そ
の
救
護
者
の
保
護
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

⑵
誰
が
傷
病
者
を
救
う
の
か
―
救
護
活
動
の「
全
て
の
場
合
」の

「
尊
重
」と「
保
護
」の
義
務

救
護
者
（
以
下
で
は
医
療
な
い
し
衛
生
要
員
）
の
保
護
に
つ
い
て
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
傷
者
若
し
く
は
病
者
の
捜
索
、
収
容
、
輸
送
若
し
く
は
治

療
又
は
疾
病
に
も
っ
ぱ
ら
従
事
す
る
…
衛
生
要
員
は
…
全
て
の

場
合
に
お
い
て
、
尊
重
し
、
且
つ
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
Ｇ
Ｃ
Ｉ 

二
四
条
）」。

こ
の
条
文
が
示
す
よ
う
、
紛
争
当
事
者
は
、
戦
場
医
療
活
動
が

「
も
っ
ぱ
ら
（
敵
対
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
）」
行
わ
れ
る
こ
と
を
条

件
に
、
そ
れ
を
「
全
て
の
場
合
」
に
お
い
て
「
尊
重
」
し
、
か
つ
「
保

護
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
尊
重
」
と
は
、
傷
病
者
と
そ
の
救
護

者
を
攻
撃
対
象
と
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
医
療
活
動
を
不
当
に
干
渉

し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
保
護
」
と
は
、
戦
闘
員
や
文
民
な
ど
他

者
に
よ
る
危
害
か
ら
医
療
活
動
を
保
護
す
る
こ
と
、
伝
染
病
等
病
状

か
ら
生
じ
る
危
険
か
ら
保
護
す
る
（
し
か
る
べ
き
医
療
を
提
供
す
る
）
こ

と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
単
に
戦
闘
地
域
の
傷
病
者
を
救
護
し
て
そ

の
場
限
り
の
救
命
救
急
を
行
え
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
紛

争
当
事
者
は
、「
常
に
、
特
に
交
戦
の
後
に
、
傷
者
及
び
病
者
を
捜
索

し
、
及
び
収
容
し
、
そ
れ
ら
の
者
を
り
ゃ
く
奪
及
び
虐
待
か
ら
保
護

し
、
そ
れ
ら
の
者
に
充
分
な
看
護
を
確
保
し
、
並
び
に
死
者
を
捜
索

し
、
及
び
死
者
が
は
く
奪
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
遅
滞

な
く
す
べ
て
の
可
能
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
Ｇ
Ｃ
Ｉ 

一
五
条
等
）。
こ
れ
ら
が
「
全
て
の
場
合
」
な
い
し
「
常
に
」
に
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
意
味
と
は
、
例
え
ば
敵
方
が
人
道
法
を
順

守
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
自
ら
も
法
を
逸
脱
し
て
よ
い
と
い
う

理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
非
相
互
性
）
を
い
う

29

。

な
お
、
保
護
を
享
受
す
る
救
護
者
の
範
囲
は
、
正
規
資
格
を
も
っ

た
紛
争
当
事
者
の
医
療
要
員
（
軍
の
医
療
部
隊
）
に
限
ら
れ
な
い
。
赤
十

字
等
の
国
家
が
正
当
に
認
め
た
団
体
を
は
じ
め
、
国
家
は
傷
病
者
の

救
護
に
あ
た
っ
て
「
住
民
の
慈
善
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
」、
こ
れ

に
応
じ
て
救
護
活
動
に
従
事
す
る
住
民
に
は
「
必
要
な
保
護
及
び
便

益
」
を
与
え
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
る
（
Ｇ
Ｃ
Ｉ 

一
八
条
等
）30

。
た

だ
し
、
赤
十
字
の
よ
う
な
人
道
支
援
団
体
は
あ
く
ま
で
自
己
の
判
断

に
お
い
て
「
そ
の
役
務
を
紛
争
当
事
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

（m
ay offer its services

）」（
Ｇ
Ｃ
共
通
三
条
二
項
）。
つ
ま
り
、
紛
争
地
の

傷
病
者
救
護
の
主
要
な
責
任
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
締
約
国
政
府
（
紛
争

当
事
者
）
に
あ
り
、
赤
十
字
な
ど
の
人
道
支
援
団
体
の
任
務
は
あ
く
ま

で
自
ら
の
判
断
で
こ
れ
を
補
完
す
る
立
場
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
条
文
の
重
要
な
点
は
、
紛
争
当
事
者
は
こ
れ

ら
団
体
や
現
地
住
民
等
の
救
護
活
動
を
む
や
み
に
退
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、ジ
ュ
ネ
ー
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ヴ
条
約
は
国
家
が
み
だ
り
に
傷
病
者
救
護
を
放
棄
す
る
余
地
を
狭
め
、

あ
ら
ゆ
る
リ
ソ
ー
ス
を
投
じ
た
傷
病
者
救
護
の
可
能
性
を
示
し
、
そ

の
保
護
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

「N
ot A

 Target

」
が
問
い
か
け
る
も
の

本
稿
で
み
て
き
た
様
々
な
戦
場
医
療
の
危
機
に
対
し
、
人
道
法

が
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
れ
ば
数
多
の
命
が
救
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
問
題
は
法
の
内
容
の
見
直
し
で
は
な
く
、

こ
の
内
容
を
い
か
に
し
て
実
現
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
は
違
反
の
是
正
だ
ろ
う
。
本
稿
前
半
で
み
て

き
た
戦
場
医
療
の
凄
惨
な
現
実
は
、
今
日
、
市
民
自
ら
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
メ
デ
ィ
ア
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
報
道
に
よ
り
大
き
く
可
視

化
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
戦
争
犯
罪
（
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行

為
）
を
非
難
す
る
世
論
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。「N

ot A
 Target

」

の
よ
う
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
言
説
も
戦
争
（
犯
罪
）
の
残
虐
性
に
歯
止
め
を
か
け

る
試
み
の
ひ
と
つ
に
数
え
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「N

ot A
 Target

」

と
い
う
人
道
法
の
捉
え
方
は
あ
く
ま
で
文
民
側
の
視
点
で
あ
り
、
軍

事
側
か
ら
み
た
場
合
、
も
し
そ
の
攻
撃
対
象
（Target

）
が
敵
対
行
為

に
着
手
し
て
い
れ
ば
（
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
れ
ば
）
人
道
法
上
正
当
な

Target

た
り
う
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
法
自
体
は

文
民
側
・
軍
事
側
ど
ち
ら
か
一
方
を
常
に
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
違
反
の
是
正
（
刑
事
責
任
の
追
及
）
は
あ
く
ま
で
事
後
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
完
遂
ま
で
に
は
相
当
の
年
月
を
要
し
、
そ
の
結
果
が

犠
牲
者
の
保
護
に
ど
こ
ま
で
資
す
る
か
は
別
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る

31

。

他
方
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
介
在
す
る
現
代
武
力
紛
争

に
お
い
て
、「N

ot A
 Target

」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
人
道
法
の
義

務
を
単
純
化
し
た
形
で
想
起
さ
せ
る
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
意
義

が
あ
り
、
こ
れ
を
法
的
な
観
点
か
ら
揶
揄
す
る
態
度
も
適
切
で
は
な

い
。
し
か
し
、
加
え
て
い
う
な
ら
ば
、
人
道
法
が
期
待
さ
れ
る
効
果

を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
法
違
反
を
取
り
締
ま
る
と
い
う
事
後

的
な
措
置
の
み
な
ら
ず
、
傷
病
者
救
護
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的

な
リ
ソ
ー
ス
の
投
入
（
医
療
要
員
の
育
成
と
配
備
、
資
機
材
の
確
保
、
そ
し

て
こ
れ
ら
の
保
護
の
実
現
）
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
今
次
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
紛
争
で
は
医
療
要
員
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
、
人
道
法
が
期
待
す

る
よ
う
な
傷
病
者
救
護
そ
の
も
の
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る

32

。
ま
た
、
ガ

ザ
紛
争
で
も
多
く
の
人
道
支
援
団
体
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
悪
化
と
財

源
確
保
の
困
難
に
直
面
し
、
追
加
的
・
継
続
的
な
支
援
の
実
現
が
阻

ま
れ
て
い
る

33

。
こ
う
し
た
事
態
は
法
の
「
不
順
守
（
違
反
）」
と
い
う
よ

り
「
順
守
不
能
（
能
力
・
リ
ソ
ー
ス
の
欠
如
）」
と
い
う
ほ
う
が
適
当
か
も

し
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
世
論
の
関
心
は
国
際
刑
事
裁
判
所
へ

の
訴
え
や
人
権
侵
害
と
し
て
の
紛
争
当
事
者
の
糾
弾
を
含
む
法
順
守

の
要
請
へ
と
向
け
ら
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
人
道
法
の
内
容
を
い
か
に
実
現
す
る
か
（
い
わ

ば
国
家
と
し
て
の
非
常
事
態
へ
の
「
備
え
」
で
あ
り
平
和
の
回
復
の
た
め
の
「
復

興
」
の
責
任
）
に
も
ま
た
、
関
心
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

本
稿
が
着
目
し
た
「
傷
病
者
」
概
念
だ
け
を
み
て
も
人
道
法
上
保

護
す
べ
き
広
範
な
対
象
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
現

代
戦
場
「
医
療
」
の
「
全
て
の
場
合
」
の
「
尊
重
」
と
「
保
護
」
を
真
に
貫

徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
当
量
の
リ
ソ
ー
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
紛
争
当
事
者
の
敵
対
行
為
の
裁
量
（
自
由
度
）
は
現
代

に
お
い
て
は
極
め
て
狭
い
。
結
果
的
に
こ
の
こ
と
は
、
紛
争
当
事
者

に
対
し
医
療
を
損
な
う
こ
と
の
代
償
の
大
き
さ
（
数
多
の
傷
病
者
・
医

療
要
員
をTarget

に
し
た
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
、
失
わ
れ
る
も
の
と
は
何

か
？
）
を
想
起
さ
せ
、
ひ
い
て
は
法
の
順
守
を
促
す
契
機
に
も
な
り
う

る
。
そ
の
意
味
で
、
傷
病
者
の
保
護
は
究
極
的
に
は
紛
争
当
事
者
の

「
善
意
と
良
識
の
問
題
」
に
よ
る
と
い
う
問
い
か
け
は
、
よ
り
深
い
意

味
合
い
を
帯
び
て
く
る
だ
ろ
う
。

※
本
稿
は
筆
者
個
人
の
資
格
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

所
属
組
織
の
見
解
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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な
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ealth Care in Syria, 2 M
ay 

2024, https://phr.org/our-w
ork/resources/russias-attacks-on-

health-care-in-syria/

「
標
的
を
比
較
的
短
時
間
に
複
数
回
爆
撃
す
る
こ

と
で
、
二
回
目
の
攻
撃
は
最
初
の
攻
撃
に
対
応
す
る
者
を
攻
撃
す
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
は
〝
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
〟
戦
略
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

シ
リ
ア
に
お
け
る
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
の
初
動
要
員
へ
の
影
響
は
大
き
く
、

多
く
の
死
者
が
出
て
い
る
。
ダ
ブ
ル
タ
ッ
プ
攻
撃
は
、
国
際
人
道
法
の

中
核
原
則
で
あ
る
区
別
、
比
例
、
予
防
原
則
に
違
反
す
る
。
ま
た
、
医

療
・
人
道
要
員
や
負
傷
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
法
的
保
護
に
も
違
反
し

て
い
る
。」p.16.

24　

PH
R

, “Landm
ark Filing at U

N
 H

um
an R

ights C
om

m
ittee 

A
ccuses Russia for H

ospital Bom
bing in Syria ”, 2 M

ay 2024, 
https://phr.org/new

s/landm
ark-filing-at-un-hum

an-rights-
com

m
ittee-accuses-russia-of-hospital-bom

bing-in-syria/

25　

O
pen Society Justice Initiative, Syrians Seek U

N
 Rights Ruling 

against Russia for 2019 H
ospital A

ttacks, 2 M
ay 2024, https://w

w
w.

justiceinitiative.org/new
sroom

/syrians-seek-un-rights-ruling-against-
russia-for-2019-hospital-attacks

26　

Ａ
Ｐ
は
人
道
法
の
発
展
史
に
お
け
る
「
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
」
と
も
言
わ

れ
る
。ICRC, “40

th A
nniversary of the 1977 A

dditional Protocols 
to the 1949 G

eneva Conventions ” (12 June 2020), https://w
w

w.icrc.
org/en/publication/40th-anniversary-1977-additional-protocols-
1949-geneva-conventions

　
　

た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
等
、
一
部

主
要
国
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
加
盟
し
て
い
な
い
。

27　

例
え
ば
医
療
に
関
し
て
は
「
人
道
的
任
務
か
ら
逸
脱
し
て
、
敵
に
有

害
な
行
為
」
に
着
手
し
た
場
合
保
護
が
失
わ
れ
う
る
（
Ｇ
Ｃ
Ｉ 

二
一
条
、

文
民
保
護
条
約
一
九
条
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
一
三
条
等
）。
こ
の
ほ
か
、
Ａ
Ｐ
Ｉ 

四
一
条
（
戦
闘
外
に
あ
る
敵
の
保
護
）、
五
一
条
三
項
（
文
民
た
る
住
民

の
保
護
）。

28　

Jean Pictet ed., Commentary: G
eneva Convention for the A

melioration of 
the Condition of the W

ounded and Sick in A
rmed Forces in the Field (ICRC, 

1952), p.136.

29　

IC
RC, Commentary on the First G

eneva Convention (C
U

P, 2017), 
paras.1588-1590. 

30　

U
N

, supra note 11.

「（
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
小
児
病
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院
攻
撃
直
後
）
国
連
人
権
ス
タ
ッ
フ
は
、
心
理
社
会
的
支
援
を
提
供
し
、

そ
の
他
の
緊
急
ニ
ー
ズ
を
支
援
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
患
者
を
他
の
施

設
に
移
動
さ
せ
る
手
助
け
を
し
た
。
彼
女
は
ま
た
、
瓦
礫
の
撤
去
を
手

伝
い
、
患
者
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
毛
布
や
水
、
食
料
を
提
供
す
る
た

め
に
現
場
に
駆
け
つ
け
た
地
元
住
民
の
〝
ほ
と
ば
し
る
大
き
な
連
帯
（a 

m
assive outpouring of solidarity

）〟
を
強
調
し
た
。」

31　

戦
争
犯
罪
裁
判
が
紛
争
後
の
平
和
構
築
に
及
ぼ
す
消
極
的
影
響
や
集

団
的
な
責
任
を
特
定
の
少
数
の
個
人
だ
け
に
負
わ
せ
る
点
等
に
つ
き
、

国
際
刑
事
法
の
妥
当
性
・
公
平
性
に
疑
問
を
呈
す
る
論
者
も
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
戦
後
復
興
な
ど
他
の
目
標
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
刑
事
責

任
の
追
及
に
多
く
の
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
す
る
こ
と
の
是
非
は
今
も
論
争

的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
国
際
刑
事
法
と
国
際
人
道
法
の

相
違
に
つ
い
て
、Blum

は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
国
際
人
道
法
は
本
質

的
に
将
来
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
軍
隊
内
で
の
ル
ー
ル
の
普
及

を
含
め
、
戦
場
で
の
軍
事
作
戦
の
計
画
と
実
行
を
導
く
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。
国
際
刑
事
法
は
、
国
内
刑
事
法
と
同
様
に
、
犯
罪
の
発
生
を

最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
い
か
な
る
行
動
を
避
け
る
べ
き
か
と
い
う

指
針
を
示
し
、
抑
止
力
な
ど
を
用
い
る
と
は
い
え
、
よ
り
遡
及
的
な

性
質
を
持
つ
。」
こ
の
た
め
に
、Blum

は
刑
事
責
任
の
追
及
（
犯
罪
人

の
取
り
締
ま
り
）
と
い
う
国
際
刑
事
法
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
人
道
法
に
取
り

込
む
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い
る
。G

abriella Blum
, “The Shadow

 of 
Success: H

ow
 International Crim

inal Law
 H

as Com
e to Shape the 

Battlefield ”, International Law Studies, Vol.100 (2023), pp.134, 148-149.

32　

井
上
忠
男
「
負
傷
兵
増
加
と
衛
生
兵
不
足
が
投
げ
か
け
る
も
の
」『
人

道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』Vol.13

（
東
信
堂
、
二
〇
二
四
年
）
二
一
六
―

二
一
七
頁
。

33　

U
N

RW
A

, “U
N

RW
A

’s lifesaving aid m
ay end due to funding 

suspension ”, 27 June 2024,  https://w
w

w.unrw
a.org/new

sroom
/

official-statem
ents/unrw

a%
E

2%
80%

99s-lifesaving-aid-m
ay-end-

due-funding-suspension ; M
SF, “A

ttacks on hum
anitarian workers 

in G
aza m

ake vital assistance nearly im
possible ”, 27 February 2024, 

https://w
w

w.m
sf.org/attacks-hum

anitarian-w
orkers-gaza-m

ake-
vital-assistance-nearly-im

possible

は
じ
め
に

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
通
じ
て
、
国
家
の
正
規
軍
同

士
に
よ
る
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
実
相
が
改
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

ド
ロ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ゲ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
戦

闘
様
相
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
る
地
上
戦
の
状
況
に
加
え
、
後
方
地
域

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
民
間
人
（
文
民
）
の
日
常
生
活
へ
の
被
害
と
影
響
、

さ
ら
に
は
被
害
者
一
人
一
人
の
心
情
ま
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
詳
細
に

世
界
中
に
伝
わ
る
状
況
と
な
り
、
戦
闘
の
被
害
か
ら
文
民
を
保
護
す

る
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で

も
、
戦
後
最
も
厳
し
く
ま
た
複
雑
な
安
全
保
障
環
境
に
直
面
し
て
い

る
と
の
認
識
の
下
、
二
〇
二
二
年
末
に
新
た
な
国
家
安
全
保
障
戦
略

が
策
定
さ
れ
、
総
合
的
な
防
衛
体
制
の
強
化
と
と
も
に
「
国
民
保
護

の
た
め
の
体
制
強
化
へ
の
取
組
み
」
も
始
ま
っ
て
お
り

１

、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
お
け
る
各
種
の
教
訓
は
、
日
本
の
こ
れ
ら
の
取
組
み
に
有
益
な

示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
教
訓
は
、
日
本
に
お
け
る
各

種
メ
デ
ィ
ア
で
の
有
識
者
の
コ
メ
ン
ト
等
か
ら
も
、
国
際
人
道
法
の

観
点
か
ら
導
か
れ
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
国
際
人

道
法
に
お
け
る
文
民
の
保
護
と
し
て
は
、
都
市
へ
の
ミ
サ
イ
ル
や
無

人
機
の
攻
撃
等
は
、
軍
隊
構
成
員
で
も
群
民
兵
で
も
な
い
者
に
つ
い

て
軍
事
行
動
に
よ
り
生
じ
る
危
険
か
ら
の
保
護
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第

一
追
加
議
定
書

２（
以
下
、「
Ａ
Ｐ
Ⅰ
」。）
五
〇
条
、
五
一
条
）３

の
観
点
か
ら
、

ま
た
ブ
チ
ャ
（Bucha

）
で
の
事
案
等
は
紛
争
当
事
者
の
領
域
内
や
そ
の

占
領
地
域
内
に
所
在
す
る
敵
国
民
等
に
対
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条

約
４（

以
下
、「
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
」。）
に
よ
る
保
護

５

の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
取
組
み
は
、
国
内
法
（
国
民
保
護
法

６

）
に

基
づ
く
、
日
本
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
・

身
体
・
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
「
国
民
の
保
護
の
た
め

「
文
民
保
護
」
と
「
国
民
保
護
」

―
保
護
と
特
殊
標
章
に
つ
い
て
の
一
考
察

林
　
浩
一

防
衛
省
防
衛
研
究
所
主
任
研
究
官
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の
措
置
（
以
下
、「
国
民
保
護
措
置
」。）」（
同
法
二
条
三
項
）
で
あ
り
、
そ
の

評
価
は
自
国
領
域
内
の
文
民
に
敵
が
与
え
る
損
害
の
回
復
を
本
質
的

な
機
能
と
す
る
「Civil D

efense

（
文
民
保
護
）７

」８

の
観
点
か
ら
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
国
民
保
護
法
は
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
国
内
実
施
の
た
め
の
法

制
の
一
つ
で
あ
り

９

、
国
民
保
護
措
置
の
実
施
の
際
は
国
際
人
道
法
の

的
確
な
実
施
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法

九
条
二
項
）
が
、
同
法
の
全
体
が
条
約
の
実
施
の
た
め
の
内
容
と
い
う

わ
け
で
は
な
く

10

、
む
し
ろ
住
民
の
避
難
・
救
援
・
被
害
最
小
化
措
置

の
た
め
の
国
内
法
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
子
細
に
み
る
と
Ａ
Ｐ
Ⅰ

の
内
容
と
相
違
す
る
部
分
も
見
て
取
れ
る
。
そ
の
た
め
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
教
訓
を
今
後
の
日
本
で
の
国
民
保
護
措
置
に
活
か
す
に
は
、
国
民

保
護
措
置
に
一
番
相
応
す
る
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
文
民
保
護
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
改
め
て
整
理
・
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
上
記
の
観
点
か
ら
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
と
国
民
保
護
法

そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
制
度
の
概
略
を
対
比
し
、
双
方
の
制
度
へ
の
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
留
意
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
し

た
い
。Ⅰ　

文
民
保
護
の
制
度

Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
よ
る
文
民
保
護
の
制
度
は
、
Ｇ
Ｃ
Ⅳ
に
よ
る
文
民
病
院

等
の
保
護
に
加
え
、
文
民
一
般
の
救
援
を
担
う
要
員
の
保
護
を
強
化

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

11

。
Ａ
Ｐ
Ⅰ
は
対
象
と
な
る
任
務
、
組

織
、
要
員
及
び
物
品
を
定
義
し
（
同
第
六
一
条
）、
そ
れ
ら
が
保
護
の
対

象
と
な
る
（
同
第
六
二
条
）。
文
民
（civilian

）
で
あ
る
こ
れ
ら
の
要
員
は
、

ま
ず
文
民
の
一
般
的
保
護
を
受
け
（
同
第
四
編
第
一
部
）、
文
民
保
護
組

織
・
要
員
と
し
て
受
け
る
保
護
は
そ
れ
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る

12

。

一
方
、
軍
隊
の
構
成
員
・
部
隊
の
文
民
保
護
組
織
へ
の
配
属
も
認
め

ら
れ
て
い
る
（
同
第
六
七
条
一
項
）
が
、
こ
こ
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
Ａ

Ｐ
Ⅰ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
手
が
か
り
に
、
ま
ず
「
軍
の
文
民
保
護
組
織

以
外
の
文
民
保
護
組
織
」（
同
第
六
四
条
他
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理

し
、
軍
隊
の
構
成
員
・
部
隊
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
別
に
ま
と
め
て

整
理
す
る
。

⑴
文
民
保
護
任
務

Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
制
度
の
前
提
と
し
て
、
文
民
保
護
（civil defense

）
に
は
、

公
的
機
関
の
地
位
の
保
護
、
公
共
秩
序
の
維
持
、
医
療
を
含
む
公
共

サ
ー
ビ
ス
、
公
衆
の
士
気
の
維
持
、
軍
需
産
業
の
保
護
の
た
め
の
措

置
そ
の
他
の
軍
事
的
性
質
を
有
さ
な
い
国
防
の
た
め
の
す
べ
て
の
措

置
が
含
ま
れ
る
広
義
の
概
念
と
、
文
民
の
人
命
救
助
と
被
害
抑
制
を

目
的
と
し
た
措
置
に
限
ら
れ
る
狭
義
の
概
念
の
二
つ
が
あ
る
と
さ
れ
、

Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
制
度
は
そ
の
う
ち
狭
義
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

13

。
具
体
的
な
文
民
保
護
任
務
は
、
文
民
た
る
住
民
に
つ
い
て
の
、
敵

対
行
為
又
は
災
害

14

の
危
険
か
ら
の
保
護
、
敵
対
行
為
又
は
災
害
の
直

接
的
な
影
響
か
ら
の
回
復
へ
の
援
助
、
及
び
そ
の
生
存
に
必
要
な
条

件
整
備
の
三
つ
の
目
的
で
行
わ
れ
る
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
列
記
さ
れ
た
一
五

の
人
道
的
任
務
の
一
部
又
は
全
部
を
遂
行
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

（
傍
点
筆
者
）
と

定
義
さ
れ
て
い
る
（
同
六
一
条
⒜
）（
六
六
頁
表
左
欄
参
照
）。
こ
れ
ら
の
任

務
の
中
に
は
、
例
え
ば
停
電
対
策
、
消
火
活
動
等
、
場
合
に
よ
り
戦

争
遂
行
へ
の
貢
献
と
み
な
さ
れ
る
側
面
も
否
定
で
き
な
い
も
の
も
あ

り
、
人
道
的
な
任
務
の
範
囲
と
な
る
よ
う
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る

15

。

文
民
保
護
任
務
の
う
ち
、
被
災
地
域
に
お
け
る
秩
序
の
回
復
及
び

維
持
の
た
め
の
「
緊
急
援
助
」（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
一
条
⒜
ⅺ
）
と
あ
る
の
は
、
治

安
維
持
は
警
察
の
責
任
で
あ
り
、
文
民
保
護
組
織
は
特
定
の
危
険
地

域
へ
の
立
入
の
禁
止
、
危
険
地
域
か
ら
の
避
難
、
生
存
に
不
可
欠
な

備
蓄
物
資
の
警
備
や
配
給
管
理
等
に
よ
り
被
災
地
で
警
察
を
支
援
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

16

。
こ
れ
ら
の
緊
急
援
助
の

任
務
は
一
時
的
に
行
使
さ
れ
る
補
助
的
な
機
能
に
過
ぎ
ず

17

、
逆
に
Ａ

Ｐ
Ⅰ
第
四
編
第
一
部
第
六
章
は
警
察
へ
の
保
護
を
想
定
し
て
い
な
い

18

が
、
こ
の
こ
と
で
文
民
の
一
般
的
保
護
を
受
け
る
文
民
警
察
の
立
場

が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い

19

。

⑵
文
民
保
護
組
織

文
民
保
護
組
織
と
は
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
一
条
「
⒜
に
規
定
す
る
任
務
を

遂
行
す
る
た
め
に
紛
争
当
事
者
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
る
団
体
そ
の
他
の
組
織
で
あ
っ
て
、
専
ら
こ
れ

ら
の
任
務
に
充
て
ら
れ
、
従
事
す
る
も
の
」
を
い
う
（
同
条
⒝
）
が
、
文

民
保
護
の
機
能
は
こ
の
文
民
保
護
組
織
の
独
占
で
は
な
く
、
組
織
に

属
さ
な
い
文
民
が
当
局
の
要
請
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
可
能
性

20

や
、
文

民
保
護
任
務
以
外
の
活
動
も
扱
う
組
織
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
て
い
る

21

。

⑶
文
民
保
護
要
員

文
民
保
護
組
織
の
要
員
は
、
文
民
保
護
組
織
の
運
営
を
含
む
文
民

保
護
任
務
の
遂
行
に
専
ら
充
て
ら
れ
る
者
と
さ
れ
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
一
条

⒝
））。
文
民
保
護
組
織
へ
の
所
属
が
不
可
欠
で
は
な
い
が
、
例
え
ば

住
民
が
自
発
的
に
文
民
保
護
任
務
に
あ
た
る
場
合
で
も
権
限
の
あ
る

当
局
等
か
ら
の
要
請
に
応
え
て
行
わ
れ
る
（
同
六
二
条
二
）22

等
、
少
な

く
と
も
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
任
務
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る

23

。
ま
た
「
専
ら
」
と
は
、
文
民
保
護
任
務
に
従
事

す
る
期
間
は
他
の
い
か
な
る
任
務
も
遂
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

い
い

24

、
文
民
保
護
任
務
以
外
の
任
務
と
交
互
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
は
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可
能
だ
が
、
他
の
任
務
が
敵
に
有
害
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
再
び
文
民

保
護
任
務
に
就
く
際
に
文
民
保
護
要
員
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
保

護
の
権
利
は
失
わ
れ
る

25

。

⑷
文
民
保
護
要
員
が
受
け
る
保
護

文
民
保
護
組
織
・
要
員
と
し
て
の
尊
重
と
保
護
の
意
味
は
、
要
員

が
故
意
に
攻
撃
さ
れ
、
あ
る
い
は
文
民
保
護
任
務
の
遂
行
を
不
必
要

に
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る

26

。
も
し
本
来

の
文
民
保
護
任
務
か
ら
逸
脱
し
敵
に
有
害
な
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
、

敵
方
か
ら
合
理
的
な
期
間
を
定
め
る
警
告
が
発
せ
ら
れ
、
そ
の
警
告

が
無
視
さ
れ
る
と
保
護
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
五

条
一
）。

文
民
保
護
任
務
が
「
軍
の
指
示
又
は
監
督
の
下
（under the direction 

or control of m
ilitary authorities

）」
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
敵
に
有
害

な
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
五
条
二
）。
そ
れ
は
軍
の
活
動

と
文
民
保
護
任
務
を
調
整
す
る
た
め
軍
か
ら
指
示
が
与
え
ら
れ
る
可

能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
例
外
的
に
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
軍
当
局
に
対
し
文
民
保
護
組
織
が
永
続
的
に
責

任
を
負
う
よ
う
に
な
る
こ
と
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る

27

。

ま
た
文
民
保
護
要
員
が
秩
序
維
持
・
自
衛
の
目
的
で
軽
量
の
個
人

用
火
器
を
携
行
す
る
こ
と
も
、
敵
に
有
害
な
行
為
と
は
み
な
さ
れ
て

い
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
五
条
三
）。
軽
量
個
人
用
火
器
は
、
基
本
的
に
対
人

用
で
、
か
つ
一
人
で
取
扱
い
と
発
射
が
完
全
に
可
能
な
小
火
器
に
限

ら
れ

28

、
一
般
に
警
察
が
治
安
維
持
用
に
使
用
す
る
催
涙
ガ
ス
弾
や
そ

の
他
の
非
致
死
性
暴
動
鎮
圧
用
手
り
ゅ
う
弾
等
の
使
用
も
認
め
ら
れ

な
い

29

。
さ
ら
に
、
敵
軍
と
地
上
で
の
接
触
が
見
込
ま
れ
る
地
域
で
は

拳
銃
の
類
に
限
定
さ
れ
る
（
同
条
三
第
二
文
）。
文
民
保
護
要
員
が
こ
れ

ら
の
軽
量
個
人
用
火
器
を
超
え
る
重
火
器
を
輸
送
す
る
場
合
は
、
敵

に
有
害
な
行
為
と
見
な
さ
れ
、
関
係
す
る
要
員
は
保
護
を
受
け
る
権

利
を
失
う

30

。

文
民
保
護
要
員
は
敵
対
当
事
者
と
の
戦
闘
に
参
加
し
て
は
な
ら
ず
、

軽
量
個
人
用
火
器
の
使
用
の
目
的
も
敵
対
す
る
軍
隊
以
外
の
略
奪
者

や
犯
罪
者
等
か
ら
の
自
衛
に
限
ら
れ
る
。
か
り
に
敵
軍
の
個
々
の
構

成
員
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
武
器
使
用
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
自

ら
が
文
民
保
護
要
員
で
あ
る
こ
と
を
示
す
合
理
的
な
努
力
を
払
っ
た

後
で
あ
る

31

。
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
起
草
過
程
で
「
文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
施

設
の
警
備
」
も
使
用
目
的
に
含
め
る
提
案
が
さ
れ
た
が
、
結
局
条
文

に
明
示
さ
れ
て
い
な
い

32

。

⑸
識
別
と
特
殊
標
章
等

文
民
保
護
要
員
が
文
民
保
護
任
務
に
専
念
し
て
い
る
間
は
識
別
可

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
六
条
一
）
一
方
、
文
民
保
護
任
務

に
専
念
し
て
い
な
い
期
間
は
保
護
対
象
と
し
て
識
別
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

33

。

識
別
は
特
殊
標
章
と
身
分
証
明
書
に
よ
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
六
条
四
）。
衛

生
要
員
・
宗
教
要
員
は
、
特
殊
標
章
の
装
着
と
身
分
証
明
書
の
携
帯

が
常
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約

34

第
四
〇
条
第
一

項
、
第
二
項
）
が
、
そ
れ
は
特
殊
標
章
に
よ
る
明
確
な
識
別
と
着
用
者

の
地
位
に
厳
密
に
従
っ
た
行
動
の
確
保
の
両
面
を
通
じ
て
、
被
保
護

者
の
継
続
的
な
保
護
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

35

。

文
民
保
護
要
員
に
よ
る
特
殊
標
章
の
装
着
等
の
期
間
は
任
務
専
従
時

に
限
ら
れ
る
の
で
、
保
護
を
受
け
る
必
要
が
継
続
す
る
と
思
わ
れ
る

占
領
地
域
や
戦
闘
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
地
域
等
で
は
、
文
民
保
護

任
務
に
恒
久
的
か
、
少
な
く
と
も
長
期
的
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
適

当
と
考
え
ら
れ
て
い
る

36

。

な
お
特
殊
標
章
を
補
完
す
る
特
殊
信
号
の
取
扱
い
は
、
識
別
の
た

め
、
特
殊
標
章
に
加
え
て
発
光
信
号
、
無
線
信
号
及
び
電
子
的
な
識

別
の
三
種
の
特
殊
信
号
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
組
織

37

と

は
異
な
り
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
一
八
条
五
、
同
付
属
書
Ⅰ
第
三
章
）、
文
民
保
護
任

務
の
場
合
、
事
前
に
確
立
さ
れ
た
規
則
は
存
在
せ
ず
、
特
殊
信
号
は

相
手
方
紛
争
当
事
者
と
の
合
意
が
な
い
と
使
用
で
き
な
い
（
同
六
六
条

五
）38

。

⑹
文
民
保
護
任
務
の
地
理
的
範
囲

文
民
保
護
任
務
の
本
質
的
な
機
能
は
、
自
国
の
領
域
内
で
敵
が
文

民
に
与
え
た
損
害
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る

39

が
、
軍
の
文
民
保
護
組

織
以
外
の
文
民
保
護
組
織
で
紛
争
当
事
国
以
外
の
国
の
も
の
は
、
紛

争
当
事
国
の
同
意
と
監
督
の
下
に
、
文
民
保
護
任
務
の
遂
行
が
可
能

で
あ
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
四
条
一
）。
ま
た
、
軍
の
文
民
保
護
組
織
以
外
の
文

民
保
護
組
織
は
、
占
領
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
も
、
文
民
保
護
任
務

の
遂
行
に
つ
い
て
、
占
領
当
局
か
ら
必
要
な
便
益
を
与
え
ら
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
同
六
三
条
一
）。

な
お
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
検
討
過
程
で
、
文
民
保
護
は
本
質
的
に
陸
上
で

の
活
動
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
の
理
由
か
ら
、
文
民
保
護
の
物

品
に
含
ま
れ
る
輸
送
用
手
段
は
車
両
と
河
川
等
で
運
航
さ
れ
る
小
型

舟
艇
（w

atercraft

）
と
し
、
航
空
輸
送
は
対
象
外
と
す
る
議
論
が
提
起

さ
れ
た
が

40

、
空
路
で
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
山
岳
地
帯
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
除
外
は
見
送
ら
れ
た

41

。
こ
の
よ
う
な
地
上
輸
送
と
同

等
と
み
な
し
得
る
場
合
を
超
え
た
航
空
機
・
船
舶
に
よ
る
輸
送
が
文

民
保
護
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
は
、「
海
上
又
は
空
中
の

武
力
紛
争
の
際
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
諸
規
則
に
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
は
な
い
。」（
同
四
九
条
三
）
と
の
規
定
等
も
あ
り
、
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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⑺
文
民
保
護
組
織
に
配
属
さ
れ
る
軍
の
要
員
及
び
部
隊
の
取
扱
い

Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
交
渉
過
程
の
当
初
、
文
民
保
護
任
務
は
文
民
管
理
下
の

文
民
組
織
が
担
当
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
軍
隊
の
文
民
保
護
組
織

は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

42

。
し
か
し
文
民
保
護
組
織
が
無
く
、
あ

る
い
は
要
員
が
不
足
す
る
国
が
あ
り
、
ま
た
文
民
保
護
の
機
能
が
保

護
を
受
け
る
の
で
あ
れ
ば
文
民
と
軍
隊
構
成
員
の
区
別
も
必
要
な
い

と
の
考
え
方
の
一
方
で
、
軍
隊
構
成
員
が
特
別
の
保
護
を
受
け
る
に

は
敵
対
行
為
へ
の
参
加
を
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る
等
実
現
が
困
難
と

思
わ
れ
る
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

43

。

最
終
的
に
Ａ
Ｐ
Ⅰ
で
定
め
ら
れ
た
取
扱
い
は
、
ま
ず
軍
隊
の
要

員
及
び
部
隊
も
文
民
保
護
任
務
に
専
ら
充
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

が
、
軍
の
文
民
保
護
組
織
以
外
の
文
民
保
護
組
織
の
場
合
と
は
異
な

り
、
武
力
紛
争
の
全
期
間
を
通
じ
て
文
民
保
護
任
務
に
恒
久
的
に
配

属
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
同
六
七
条
一
⒜
）。
配
属
先
の
変
更
は
可
能
だ

が
、
少
な
く
と
も
武
力
紛
争
の
期
間
中
に
軍
事
上
の
任
務
、
つ
ま
り

敵
に
有
害
な
任
務
に
就
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
同
⒝
）44

。

配
属
先
が
軍
隊
の
部
隊
か
そ
れ
以
外
の
も
の
か
、
条
文
か
ら
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
規
定
に
合
致
す
る
限
り
、
軍
隊
に
所
属

す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い

45

。

通
常
の
制
服
を
着
用
し
た
軍
隊
の
構
成
員
は
、
原
則
と
し
て
攻
撃

対
象
な
の
で
、
文
民
保
護
任
務
に
充
て
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
武
力

紛
争
の
全
期
間
を
通
じ
て
特
殊
標
章
の
装
着
と
身
分
証
明
書
の
携
帯

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
七
条
一
⒞
）46

。

ま
た
携
行
で
き
る
武
器
の
種
類
及
び
使
用
目
的
も
、
軍
以
外
の
文

民
保
護
組
織
の
文
民
保
護
要
員
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
（
Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
七

条
一
⒟
）。

な
お
、
軍
の
文
民
保
護
組
織
以
外
の
文
民
保
護
組
織
と
は
異
な
り
、

そ
の
任
務
の
実
施
は
自
国
領
域
内
で
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
Ａ
Ｐ

Ⅰ
六
七
条
一
⒡
）。

Ⅱ　

国
民
保
護
法
に
よ
る
制
度

国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
人
道
法
の
的
確
な

実
施
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
国
民
保
護

法
九
条
二
項
）
が
、
具
体
的
な
項
目
と
し
て
は
、
要
配
慮
者
へ
の
保
護

（
同
条
一
項
）、
安
全
配
慮
義
務
（
同
法
二
二
条
）、
安
否
情
報
の
収
集
等
（
同

法
九
四
条
か
ら
九
六
条
）、
赤
十
字
標
章
・
文
民
保
護
特
殊
標
章
の
使
用

等
（
同
法
一
五
七
条
及
び
一
五
八
条
）
と
さ
れ
て
い
る

47

。

そ
こ
で
Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
よ
る
文
民
保
護
と
の
対
比
を
前
提
に
、
以
下
、

国
民
保
護
法
に
よ
る
制
度
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴
国
民
保
護
措
置
の
内
容

国
民
保
護
措
置
は
、
日
本
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
か
ら

国
民

48

の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
、
並
び
に
そ
の
武

力
攻
撃
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
そ
の

影
響
を
最
小
に
す
る
こ
と
の
二
つ
を
目
的
と
し
、
大
き
く
は
、
警
報

の
発
令
、
避
難
の
指
示
、
被
災
者
の
救
助
、
施
設
及
び
設
備
の
応
急

の
復
旧
そ
の
他
の
措
置
と
、
生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
安
定
、
配
分

そ
の
他
の
措
置
の
二
種
類
と
さ
れ
（
事
態
対
処
法

49

二
条
八
号
ロ
）、
さ
ら

に
国
民
保
護
法
が
そ
の
二
種
類
に
応
じ
て
合
計
六
つ
の
措
置
を
定
め

て
い
る
（
同
法
二
条
三
項
各
号
。
六
六
頁
表
右
欄
参
照
）。

各
措
置
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
例
え
ば
国
民
の
生
活
の

安
定
に
関
す
る
措
置
に
は
生
活
関
連
物
資
の
価
格
安
定
（
国
民
保
護
法

一
二
九
条
）、
金
銭
債
務
の
支
払
い
猶
予
等
（
同
一
三
〇
条
）
も
含
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
国
民
生
活
に
関
連
を
有
す
る
施
設
で
、
そ
の
安
全
を
確

保
し
な
け
れ
ば
国
民
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
施
設
を
「
生
活
関
連
等
施
設
」
と
位
置
付
け
、
警
備
強

化
等
の
安
全
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
も
、
武
力
攻
撃

災
害
対
処
の
う
ち
の
応
急
措
置
等
の
一
つ
と
し
て
、
国
民
保
護
措
置

に
含
ま
れ
て
い
る
（
国
民
保
護
法
一
〇
二
条
等
）。

さ
ら
に
「
社
会
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
措
置
」（
六
六
頁
表
右
欄
下
線

部
参
照
）
も
国
民
保
護
措
置
の
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｐ
Ⅰ
で
は

「
緊
急
援
助
」
と
し
て
警
察
へ
の
一
時
的
な
支
援
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
の
と
比
べ
、
条
文
上
、
特
段
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で

50

、

Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
定
義
よ
り
も
幅
広
い
措
置
・
任
務
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑵
適
用
時
期

国
民
保
護
措
置
は
、
日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
て
い
る

時
期
の
前
後
で
も
実
施
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
住
民
の

避
難
・
誘
導
や
避
難
住
民
等
の
救
援
等
は
、
日
本
に
対
す
る
外
部
か

ら
の
武
力
攻
撃
が
実
際
に
は
発
生
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
発
生
が
予

測
さ
れ
る
事
態
（
武
力
攻
撃
予
測
事
態
）
か
ら
実
施
可
能
で
あ
る
（
事
態
対

処
法
九
条
一
項
、
国
民
保
護
法
二
条
三
項
、
二
章
及
び
三
章
）。
一
方
、
武

力
攻
撃
に
よ
る
被
害
を
生
ず
る
前
の
状
態
に
完
全
に
復
す
る
「
復
旧
」

（
同
法
一
四
一
条
）
は
、
そ
の
機
能
を
暫
定
的
に
回
復
さ
せ
る
「
応
急
の

復
旧
」（
同
法
一
三
九
条
）
と
は
区
別
さ
れ
、
武
力
攻
撃
を
排
除
し
た
武

力
攻
撃
事
態
の
終
了
後
の
実
施
が
想
定
さ
れ
る
が
、
国
民
保
護
措
置

に
含
ま
れ
て
い
る
（
同
法
二
条
三
項
柱
書
）51

。

こ
の
武
力
攻
撃
予
測
事
態
と
武
力
攻
撃
事
態
終
了
後
に
お
け
る

国
民
保
護
措
置
は
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
い
う
文
民
保
護
に
は
該
当
し
な
い
と

評
価
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
国
民
保
護
措
置
で

は
あ
る
が
Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
い
う
文
民
保
護
任
務
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
、
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と
指
摘
で
き
よ
う
。

⑶
組
織

国
民
保
護
法
制
定
に
際
し
て
、
国
民
保
護
措
置
を
専
門
と
し
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
専
従
す
る
特
定
の
組
織
は
設
置
さ
れ
ず
、
指
定
行
政

機
関
（
中
央
省
庁
）、
都
道
府
県
・
市
町
村
等
の
地
方
公
共
団
体
、
指
定

公
共
機
関
等
が
そ
れ
ぞ
れ
措
置
を
実
施
す
る
制
度
と
さ
れ
、
こ
れ
ら

組
織
が
文
民
保
護
組
織
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る

52

。
ま
た
指
定
行

政
機
関
の
長
等
は
国
民
保
護
措
置
を
的
確
・
迅
速
に
実
施
す
る
組
織

を
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
民
保
護
法
四
一
条
）。
国
民
保
護

措
置
を
専
ら
実
施
す
る
部
署
を
設
け
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
れ
を
責

任
も
っ
て
実
施
す
る
仕
組
み
を
明
確
に
す
る
必
要
は
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

53

。

⑷
要
員

国
民
保
護
法
で
は
国
民
保
護
要
員
と
い
っ
た
特
別
な
立
場
・
地
位

は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
は
指
定
行
政
機
関
、
地
方
自
治
体
、

指
定
公
共
機
関
等
の
職
員
が
国
民
保
護
措
置
に
係
る
職
務
・
業
務
を

実
施
し
、
ま
た
そ
れ
ら
機
関
の
委
託
に
よ
り
関
係
す
る
業
務
を
行
う

者
や
求
め
に
応
じ
て
国
民
一
般
が
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
る

54

。

⑸
安
全
確
保
へ
の
配
慮
と
識
別
・
特
殊
標
章

国
民
保
護
法
で
は
、
国
民
保
護
措
置
の
内
容
に
応
じ
安
全
確
保
へ

配
慮
す
る
と
さ
れ
（
同
法
二
二
条
）、
具
体
的
な
措
置
と
し
て
は
武
力
攻

撃
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
提
供
や
緊
急
時
の
連
絡
・
応
援
体
制
の

確
立
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る

55

が
、
そ
の
こ
と
と
国
際
人
道
法
上
の
文

民
保
護
要
員
が
受
け
る
保
護
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
特
段
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。

一
方
、国
際
人
道
法
の
的
確
な
実
施
の
確
保
（
国
民
保
護
法
九
条
二
項
）

の
観
点
か
ら
、
赤
十
字
標
章
と
並
ん
で
文
民
保
護
の
特
殊
標
章
の
濫

用
禁
止
と
そ
の
交
付
・
使
用
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
対
象
は

Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
六
条
三
の
特
殊
標
章
と
定
義
さ
れ
、
ま
ず
そ
の
み
だ
り
な

使
用
が
罰
則
を
伴
っ
て
禁
止
さ
れ
（
同
法
一
五
八
条
一
項
、
一
八
九
条
一

項
一
号
）、
指
定
行
政
機
関
の
長
や
知
事
等
は
自
ら
、
指
定
公
共
機
関

等
は
所
管
の
指
定
行
政
機
関
の
長
等
の
許
可
を
得
て
、
国
民
保
護
措

置
を
行
う
職
員
や
使
用
さ
れ
る
場
所
等
の
識
別
の
た
め
に
特
殊
標
章
・

身
分
証
明
書
を
交
付
し
、
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
五
八

条
二
項
、
三
項
）。
文
民
保
護
標
章
等
の
具
体
的
な
交
付
・
使
用
に
つ

い
て
は
必
要
な
要
綱
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り

56

、
こ
れ
ま

で
に
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
都
道
府
県
等
の
交
付
要
綱
（
例
）
等
が
ま

と
め
ら
れ
て
い
る

57

。

特
殊
標
章
の
意
義
に
つ
い
て
、
交
付
要
綱
（
例
）
に
は
特
に
言
及
は

な
く
、
指
定
行
政
機
関
の
う
ち
、
例
え
ば
総
務
省
消
防
庁
の
国
民
保

護
計
画
で
も
交
付
・
管
理
に
関
す
る
記
載
の
み
と
な
っ
て
い
る

58

。
他

方
都
道
府
県
の
国
民
保
護
計
画
で
は
、
例
え
ば
沖
縄
県
の
場
合
、
赤

十
字
標
章
等
と
と
も
に
特
殊
標
章
等
の
意
義
と
し
て
「
国
民
の
保
護

の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
う
医
療
行
為
及
び
国
民
保
護
措
置
を
行

う
者
及
び
そ
の
団
体
、
そ
の
団
体
が
使
用
す
る
場
所
又
は
車
両
、
船
舶
、

航
空
機
等
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
に
従
っ
て
、
保

護
さ
れ
る
。」59（
下
線
部
筆
者
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
他
の
都
道
府
県

の
国
民
保
護
計
画
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

記
述
は
沖
縄
県
国
民
保
護
計
画
に
独
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
総

務
省
消
防
庁
が
都
道
府
県
に
お
け
る
国
民
保
護
計
画
作
成
の
資
と
し

て
作
成
し
た
モ
デ
ル
計
画
に
お
け
る
記
述
の
反
映
と
思
わ
れ
る

60

。

⑹
国
民
保
護
と
防
衛
省
・
自
衛
隊

防
衛
省
も
指
定
行
政
機
関
と
し
て
国
民
保
護
措
置
の
実
施
主
体
の

一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
事
態
対
処
法
二
条
五
号
及
び
同
法
施
行

令
61

一
条
三
三
号
）。
ま
た
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
に
よ
る
国
民
保

護
等
派
遣
の
枠
組
み
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
自
衛
隊
法
七
七
条
の
四
）
が
、

国
民
保
護
措
置
は
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
も
実
施
可
能
と

さ
れ
て
い
る

62

。

実
施
す
る
国
民
保
護
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
の
発

生
が
予
想
さ
れ
る
地
域
か
ら
住
民
を
先
行
的
に
避
難
さ
せ
る
際
の
支

援
を
中
心
に
、
限
ら
れ
た
人
員
・
装
備
を
効
果
的
に
活
用
し
、
武
力

攻
撃
排
除
の
準
備
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り
対
応
す
る
と

想
定
さ
れ
て
お
り

63

、
基
本
的
に
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
で
の
活
動
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
民
保
護
措
置
実
施
時
の
特
殊
標
章
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
住
民

避
難
の
誘
導
等
に
際
し
て
自
衛
隊
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
協
力
す
る

者
へ
の
特
殊
標
章
・
身
分
証
明
書
の
交
付
や
、
医
療
関
係
業
務
に
従

事
す
る
自
衛
隊
員
へ
の
赤
十
字
標
章
・
身
分
証
明
書
の
交
付
等
は
予

定
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
当
た
る
隊
員
全
般
へ

の
特
殊
標
章
の
交
付
等
に
つ
い
て
、
特
段
の
定
め
は
な
さ
れ
て
い
な

い
64

。国
民
保
護
等
派
遣
時
の
権
限
と
し
て
、
警
察
官
が
そ
の
場
に
い
な

い
と
き
に
は
犯
罪
の
予
防
・
制
止
と
そ
の
た
め
の
武
器
の
使
用
が
可

能
で
あ
る
（
自
衛
隊
法
九
二
条
の
三
に
よ
る
警
察
官
職
務
執
行
法
五
条
及
び

七
条
の
準
用
）。
ま
た
防
衛
出
動
時
も
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
の

権
限
（
自
衛
隊
法
九
二
条
）
に
よ
り
、
警
察
官
の
そ
の
場
で
の
所
在
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
同
様
の
対
応
が
可
能
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
使
用

が
想
定
さ
れ
る
武
器
に
つ
い
て
、
特
段
の
定
め
は
見
当
た
ら
な
い

65

。
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な
お
都
道
府
県
知
事
が
国
民
保
護
等
派
遣
を
要
請
で
き
る
の
は
、

国
民
保
護
措
置
の
う
ち
治
安
の
維
持
に
係
る
も
の
を
除
く
も
の
と

な
っ
て
い
る
（
国
民
保
護
法
一
五
条
一
項
）。
ま
た
、
例
え
ば
生
活
関
連

等
施
設
の
安
全
確
保
に
関
し
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
は
基
本
的
に
は
施

設
管
理
者
の
支
援
に
あ
た
る
一
方
、
施
設
の
警
護
に
直
接
あ
た
る
の

は
、
着
上
陸
侵
攻
や
ゲ
リ
ラ
・
特
殊
部
隊
に
よ
る
攻
撃
が
予
測
さ
れ
、

防
衛
出
動
が
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
と
考
え
ら
れ
て
い
る

66

。

Ⅲ　

文
民
保
護
と
国
民
保
護

：

保
護
と
特

殊
標
章
の
視
点
か
ら

こ
こ
ま
で
文
民
保
護
と
国
民
保
護
の
枠
組
み
を
対
比
し
て
き
た

が
、
そ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
国
民
保
護
措
置
へ
の
取
組
み
に
関
し

て
、
次
の
三
点
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴
文
民
保
護
の
特
別
の
保
護
と
特
殊
標
章
の
特
徴

ま
ず
文
民
保
護
要
員
が
受
け
る
保
護
は
、
文
民
の
一
般
的
保
護
が

前
提
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
・
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
文

民
保
護
要
員
は
、
文
民
保
護
任
務
へ
の
専
念
時
に
保
護
を
受
け
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
際
し
十
分
考

慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特
殊
標
章
を
、
い
わ
ば
文
民
の
一
般
的

保
護
の
た
め
の
お
守
り
と
し
て
、
時
間
的
に
も
地
域
的
に
も
幅
広
く

使
用
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
時
期
、
場
所
、
措
置
の
内
容
に

応
じ
て
真
に
必
要
と
す
る
状
況
で
使
用
す
る
の
が
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
基
本

的
な
考
え
方
に
整
合
的
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
識
別
に
つ
い
て
も
、
医
療
要
員
等
と
は
異
な
り
、
特
殊
信

号
等
が
当
然
に
は
使
用
・
利
用
で
き
ず
、
基
本
的
に
は
特
殊
標
章
の

使
用
に
限
ら
れ
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
戦
闘
で
は
、

艦
艇
・
航
空
機
の
運
用
に
限
ら
ず
、
地
上
戦
で
も
遠
距
離
か
ら
の
攻

撃
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
鑑
み
れ
ば
、
特
殊
標
章
の
効
果
は

目
視
に
よ
る
確
認
・
識
別
が
可
能
な
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
期
待
で
き

る
効
果
も
限
定
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
ま

た
文
民
保
護
も
含
む
Ａ
Ｐ
Ⅰ
第
四
編
第
一
部
の
規
定
は
陸
戦
規
則
と

し
て
の
性
格
も
あ
り
、
陸
上
輸
送
と
同
等
と
み
な
し
得
る
範
囲
を
除

け
ば
、
航
空
機
や
船
舶
で
の
輸
送
を
含
め
て
空
中
及
び
海
上
で
の
文

民
・
民
用
物
へ
の
影
響
に
対
し
て
文
民
保
護
関
係
規
定
が
ど
の
程
度

適
用
さ
れ
る
の
か
、
い
わ
ゆ
る
空
戦
規
則
や
海
戦
規
則
と
の
関
係
も

含
め
て
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

⑵
国
民
保
護
に
お
け
る
特
殊
標
章

右
の
諸
点
は
、
国
民
保
護
措
置
の
制
度
に
照
ら
せ
ば
次
の
よ
う
な

具
体
的
な
内
容
と
な
ろ
う
。

ま
ず
Ａ
Ｐ
Ⅰ
上
の
特
殊
標
章
は
、
国
民
保
護
措
置
全
体
へ
の
保

護
を
示
す
標
章
と
は
い
え
な
い
点
を
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
間

的
に
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
と
武
力
攻
撃
事
態
後
は
適
用
外
と
い
え
、

国
民
生
活
・
国
民
経
済
へ
の
影
響
安
定
化
措
置
等
は
そ
の
内
容
に
鑑

み
て
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
関
係
行
政
機
関
等
の
職
員
等
の
全
体
が
特
殊
標
章
使
用
の
対

象
に
な
る
の
で
は
な
く
、
各
組
織
の
職
務
・
業
務
の
う
ち
、
国
民
保

護
措
置
で
あ
っ
て
、
か
つ
Ａ
Ｐ
Ⅰ
が
定
義
す
る
文
民
保
護
任
務
の
範

囲
に
専
ら
従
事
す
る
際
の
使
用
が
基
本
と
な
る
こ
と
は
、
実
際
の
交

付
・
使
用
許
可
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
関
係
行
政
機
関
等

か
ら
の
委
託
を
受
け
て
具
体
的
な
措
置
を
実
施
す
る
者
も
交
付
・
使

用
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の
で
、
委
託
さ
れ
た
複
数
の
業
務
の
合
間
に

敵
に
有
害
な
行
為
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
措
置
・
行
動
が
含
ま
れ
な

い
よ
う
、
受
託
者
側
だ
け
で
な
く
委
託
側
と
し
て
も
委
託
内
容
を
把

握
・
整
理
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑶
国
民
保
護
と
自
衛
隊

国
民
保
護
と
自
衛
隊
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
な
に
よ
り
も
国
内

法
上
は
防
衛
出
動
中
の
部
隊
等
も
国
民
保
護
措
置
を
実
施
可
能
だ
が
、

Ａ
Ｐ
Ⅰ
に
い
う
文
民
保
護
任
務
に
専
従
す
る
態
勢
が
執
ら
れ
る
と
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
国
民
保
護
・
文
民
保
護
に
専
従
す

る
部
隊
を
設
け
る
と
す
る
と
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
を
見
る
限
り
、
そ
の
態
勢
や

運
用
は
衛
生
部
隊
類
似
の
も
の
と
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
武
力
攻
撃
の
排
除
を
要
す
る
全
期
間
を
通
じ
て
侵
害
排
除
任
務
を

担
わ
な
い
部
隊
が
設
け
ら
れ
る
可
能
性
は
、
平
素
か
ら
人
員
不
足
が

指
摘
さ
れ
る
自
衛
隊
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
否
定
的
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
関

す
る
自
衛
隊
と
関
係
行
政
機
関
、
自
治
体
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

上
記
の
よ
う
な
前
提
で
国
際
人
道
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の

か
、
改
め
て
慎
重
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
国
民
保
護
等
派
遣
時
に
は
自
衛
隊
は
「
治
安
の
維
持
に
係

る
」
国
民
保
護
措
置
は
実
施
し
な
い
が
、
こ
の
「
治
安
の
維
持
に
か
か

る
措
置
」
の
内
容
と
Ａ
Ｐ
Ⅰ
で
治
安
維
持
全
般
が
文
民
保
護
任
務
と

は
別
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
関
係
も
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
文
民
保
護
と
国
民
保
護
法
に
よ
る
国
民

保
護
措
置
の
概
要
を
対
比
し
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
た
。
た

だ
参
照
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
も
一
九
八
七
年
当
時
の
も
の

で
あ
り
、
Ｇ
Ｃ
Ⅰ
等
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
近
年
改
訂
さ
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
内
容
に
は
更
新
さ
れ
る
べ
き
点
も
多
々
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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表　「文民保護」と「国民保護」の具体的な任務・措置の概要

「文民保護」の任務 「国民保護措置」

①警報の発令

②避難の実施

③避難所の管理

④灯火管制に係る措置の実施

⑤救助

⑥応急医療その他の医療及び宗教上の援助

⑦消火

⑧危険地域の探知及び表示

⑨汚染の除去及びこれに類する防護措置の実施

⑩緊急時の収容施設及び需品の提供

⑪被災地域における秩序の回復及び維持のための

緊急援助

⑫不可欠な公益事業に係る施設の緊急の修復

⑬死者の応急処理

⑭生存のために重要な物の維持のための援助

⑮①から⑭までに掲げる任務のいずれかを遂行す

るために必要な補完的な活動（計画立案及び準

備を含む。）

一　警報の発令、避難の指示、避難住

民等の救援、消防等に関する措置

二　施設及び設備の応急の復旧に関す

る措置

三　保健衛生の確保及び社会秩序の維

持に関する措置

四　運送及び通信に関する措置

五　国民の生活の安定に関する措置

六　被害の復旧に関する措置

（出所）API 61 条（a）及び国民保護法二条三項より、筆者作成。「文民保護」の任務は、ロー

マ数字表記を〇付数字に改めた。下線部は筆者による。

そ
の
意
味
で
、
本
稿
の
考
察
は
Ａ
Ｐ
Ⅰ
起
草
当
時
の
議

論
を
踏
ま
え
た
予
備
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
お
け
る
教
訓
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
以
外
の

所
見
等
も
含
め
、
最
新
か
つ
よ
り
詳
細
な
知
見
に
基
づ

く
検
討
を
要
す
る
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

そ
れ
で
も
、
国
民
保
護
措
置
の
実
際
の
運
用
に
向
け

た
各
種
取
組
み
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
災
害
対

策
等
の
知
識
・
経
験
の
活
用
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
国

際
法
の
基
準
や
価
値
判
断
に
沿
っ
て
整
理
・
対
応
す
る

必
要
が
あ
る
分
野
も
存
在
す
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。
国
内
法
の
前
提
と
は
異
な
る
点
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
対
外
的
な
観
点
か
ら
は
重
要
か
つ
不
可
欠
な

視
点
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
国
民
保
護
措
置
を
効
果
的
な
も
の
と
す
る
に

は
、
法
や
理
論
の
整
理
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
即
し
た

知
識
と
経
験
の
裏
付
け
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
特

に
説
明
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
医

療
組
織
の
任
務
と
そ
の
保
護
、
そ
し
て
特
殊
標
章
の
在

り
方
が
、
国
民
保
護
措
置
を
具
体
化
す
る
際
の
一
つ
の

基
準
と
し
て
有
益
か
つ
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

日
本
赤
十
字
社
の
関
係
者
に
よ
る
大
規
模
災
害
や
海
外

で
の
武
力
紛
争
時
の
活
動
に
つ
い
て
の
豊
富
な
蓄
積
を
踏
ま
え
た
研

究
と
実
務
へ
の
取
組
み
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

 

（
了
）

備
考　

本
稿
に
示
し
た
見
解
は
筆
者
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
筆
者

が
所
属
す
る
組
織
の
見
解
を
何
ら
示
す
も
の
で
は
な
い
。

注１　
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
、
国
家
安
全
保

障
会
議
・
閣
議
決
定
）、
二
五
頁
。

２　

一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的
な
武
力

紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追
加
議
定
書
（
議
定
書
Ⅰ
）。

３　

黒
﨑
将
広
・
坂
本
茂
樹
・
西
村
弓
・
石
垣
友
明
・
森
肇
志
・
真
山
全
・

酒
井
啓
亘
『
防
衛
実
務
国
際
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）、
三
四
二

―
三
四
三
頁
。

４　

戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
。

５　

黒
﨑
他
『
防
衛
実
務
国
際
法
』、
四
三
八
―
四
四
五
頁
。

６　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）。

７　

“civil defense ”

は
、
こ
れ
ま
で
「
民
間
防
衛
」
と
も
訳
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
場
合
、
軍
隊
以
外
に
よ
る
防
衛
行
動
を
も
含
意
す
る
余
地
が
あ

る
の
で
、
本
稿
で
は
Ａ
Ｐ
Ⅰ
の
公
定
訳
に
沿
っ
て
「
文
民
保
護
」
を
用

い
る
（
礒
崎
陽
輔
『
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
の
読
み
方
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

平
成
一
六
年
）、
九
七
頁
参
照
）。
な
お
、「
国
民
保
護
」
に
つ
い
て
は 

”civil protection ” 

と
さ
れ
て
い
る
（
内
閣
官
房
国
民
保
護
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（
英
語
版
）、https://w

w
w.kokum

inhogo.go.jp/en/pc-index_
e.htm

l

）。

８　

International Com
m

ittee of the Red Cross (ICRC), Commentary of 
1987, Protocol A

dditional to the G
eneva Conventions of 12 A

ugust 1949, and 
relating to the Protection of V

ictims of International A
rmed Conflicts (Protocol 

I), 8 June 1977, ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/
api-1977?activeTab=

, para. 2729.

９　

国
民
保
護
法
制
研
究
会
編
『
新
版
国
民
保
護
法
逐
条
解
説
』（
ぎ
ょ
う

せ
い
、令
和
六
年
）、二
六
頁
。
礒
崎
陽
輔『
国
民
保
護
法
の
読
み
方
』（
時

事
通
信
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
三
六
四
―
三
六
五
頁
。

10　

例
え
ば
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
位
置
付
け
」

『
平
成
一
七
年
版
日
本
の
防
衛
』、
二
〇
八
頁
。

11　

ICRC, supra note 8, para. 2322.

12　

Ibid., para. 2440.

13　

Ibid., p.713, n. 1.

14　

Ａ
Ｐ
Ⅰ
六
六
条
一
の
「
災
害
（disasters

）」
は
、
敵
対
行
為
か
ら
生
じ

る
も
の
だ
け
で
な
く
、
敵
対
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
自
然
災
害
、
人
為
災
害
そ
の
他
の
災
禍
（calam

ity

）
も
含
む
。

Ibid., para. 2349.

15　

Ibid., para. 2346.

16　

Ibid., paras. 2389, 2391.

17　

Ibid., para. 2623.

18　

Ibid., para. 2389.

19　

Ibid., p. 729, n. 58.

20　

Ibid., para. 2340.

21　

Ibid., para. 2415.
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22　

Ibid., paras. 2448-2450.

23　

Ibid., paras. 2421, 2424.

24　
Ibid., p. 735, n. 101.

25　
Ibid., para. 2415.

26　

Ibid., para. 2634.

27　

Ibid., paras. 2597, 2599.

28　

Ibid., para. 2626.

29　

Ibid., para. 2629.

30　

Ibid., para. 2632.

31　

Ibid., para. 2624.

32　

Ibid., para. 2623.

33　

Ibid., paras. 2644, 2646, 2650.

34　

戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る

一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
。

35　

ICRC,  Commentary of 2016, Convention (I) for the A
melioration of the 

Condition of the W
ounded and Sick in A

rmed Forces in the Field. G
eneva, 12 

A
ugust 1949, ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/

gci-1949/article-40/com
m

entary/2016?activeTab=
, para. 2590-

2591.

36　

ICRC, supra note 8, para. 2659.

37　

“m
edical personnel / unit ” 

の
公
定
訳
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約

等
で
は
「
衛
生
要
員
／
衛
生
部
隊
」、
Ａ
Ｐ
Ⅰ
で
は
「
医
療
要
員
／
医
療

組
織
」
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
根
拠
条
項
に
応
じ
て
使
い

分
け
た
。

38　

Ibid., supra note 8, paras. 2672-2673.

39　

Ibid., para. 2729.

40　

Ibid., para. 2429.

41　

Ibid., para. 2430.

42　

Ibid., para. 2701.

43　

Ibid., paras. 2703, 2706, 2707.

44　

Ibid., paras. 2715-2716.

45　

Ibid., paras. 2711-2712.

46　

Ibid., para. 2718.

47　
『
新
版
国
民
保
護
法
逐
条
解
説
』、
二
五
―
二
六
頁
。

48　

国
民
保
護
法
に
い
う
「
国
民
」
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
人

を
い
い
、
厳
密
に
は
外
国
人
は
含
ま
れ
な
い
が
、
日
本
国
憲
法
第
三
章

の
基
本
的
人
権
の
規
定
が
、
そ
の
性
質
上
外
国
人
に
適
用
で
き
な
い
も

の
を
除
い
て
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本

に
居
住
・
滞
在
す
る
外
国
人
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
つ
い
て
も
保
護

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
（
国
民
保
護
法
制
研
究
会
『
国
民
保
護
法
の
解

説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
六
年
）、
五
〇
頁
。

49　

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と

独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
七
十
九
号
）。

50　
『
新
版
国
民
保
護
法
逐
条
解
説
』、
七
―
八
頁
。

51　

同
前
、
四
四
一
―
四
四
五
頁
。

52　
『
国
民
保
護
法
の
解
説
』、
五
〇
頁
。

53　
『
新
版
国
民
保
護
法
逐
条
解
説
』、
一
一
一
頁
。

54　

国
民
保
護
法
四
条
（
国
民
の
協
力
等
）、
七
〇
条
（
避
難
住
民
の
誘
導

の
援
助
）、
八
〇
条
（
救
援
の
援
助
）
及
び
一
一
五
条
（
武
力
攻
撃
災
害

へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
の
援
助
）
並
び
に
一
五
八
条
（
特
殊
標
章
等

の
交
付
等
）
参
照
。

55　
「
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
」（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
閣

議
決
定
、
最
終
変
更
平
成
二
九
年
一
二
月
）、
八
―
九
頁
。

56　

同
前
、
六
二
頁
。

57　
「
赤
十
字
標
章
等
及
び
特
殊
標
章
等
に
係
る
事
務
の
運
用
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
一
七
年
八
月
二
日
閣
安
危
第
三
二
一
号
）（
内

閣
官
房
副
長
官
補
（
安
全
保
障
・
危
機
管
理
担
当
）
付
内
閣
参
事
官
（
事

態
法
制
企
画
担
当
）
通
知
）。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
特
殊
標
章
及
び
身

分
証
明
書
に
関
す
る
交
付
要
綱
（
例
）
の
送
付
に
つ
い
て
」（
消
防
国
第

三
〇
号
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
筆

者
は
執
筆
時
点
で
内
容
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

58　
「
消
防
庁
国
民
保
護
計
画
」（
平
成
三
〇
年
六
月
一
部
改
訂
）、
一
九
頁
。

59　
「
沖
縄
県
国
民
保
護
計
画
」（
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
変
更
）、
一
一
三

頁
。

60　
「
都
道
府
県
国
民
保
護
モ
デ
ル
計
画
」（
平
成
一
七
年
三
月
、
消
防
庁

国
民
保
護
室
）、
一
一
八
頁
参
照
。

61　

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と

独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）。

62　

事
態
対
処
法
が
規
定
す
る
事
態
類
型
と
自
衛
隊
に
よ
る
国
民
保
護
措

置
実
施
の
行
動
類
型
・
権
限
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
村
重
信
編
『
新
・

防
衛
法
制
』（
内
外
出
版
、
平
成
三
〇
年
）、
三
八
一
頁
参
照
。

63　
「
防
衛
省
・
防
衛
装
備
庁
国
民
保
護
計
画
」（
改
正

：

令
和
六
年
四
月

一
日
）、
三
頁
。

64　

同
前
、
一
七
頁
、
一
九
頁
。

65　

同
前
、
一
二
―
一
九
頁
。

66　

同
前
、
一
八
―
一
九
頁
。
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で
一
四
〇
年
を
迎
え
る
。
一
方
で
、
終
戦
八
〇
年
を
迎
え
る
太
平
洋
戦
争
は
日
本
軍
に

よ
る
真
珠
湾
攻
撃
で
火
蓋
を
切
っ
た
。
そ
し
て
今
日
、
ハ
ワ
イ
は
日
本
人
に
最
も
親
し

ま
れ
る
観
光
地
の
一
つ
と
な
っ
た
。
本
特
集
で
は
、
そ
う
し
た
ハ
ワ
イ
を
舞
台
に
繰
り

広
げ
ら
れ
た
日
米
両
赤
十
字
社
に
ま
つ
わ
る
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
な
か
っ
た
歴

史
物
語
を
紹
介
す
る
。

第
一
部
で
は
、
苦
難
の
歴
史
を
歩
ん
だ
ハ
ワ
イ
の
日
系
移
民
の
間
に
、
な
ぜ
日
本
赤

十
字
社
の
社
員
加
入
者
が
急
増
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
を
日
系
移
民
・
石
井
勇

ホ
ノ
ル
ル
の
パ
ン
チ
ボ
ウ
ル
の
丘
は
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
を
一
望
で

き
る
風
光
明
媚
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
南
東

麓
に
広
が
る
閑
静
な
住
宅
街
に
、
木
立
が
点
在
す
る
マ
キ
キ
墓
地
が

あ
る
。
そ
の
一
際
目
を
引
く
日
本
人
移
民
ゆ
か
り
の
碑
の
隣
り
に
高

さ
四
～
五
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
大
き
な
石
碑
が
天
を

衝
く
。
碑
文
に
は
「
石
井
勇
吉
翁
記
念
碑
」
と
あ
り
、
英
文
で
「PIO

-

N
E

E
R JA

PA
N

E
SE

 RE
D

 CRO
SS O

RG
A

N
IZ

E
R D

RU
G

G
IST

（
日
本
赤
十
字
組
織
化
の
パ
イ
オ
ニ
ア
。
薬
剤
師
）」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
ハ
ワ
イ
に
な
ぜ
日
本
赤
十
字
社
ゆ
か
り
の

碑
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
石
井
勇
吉
と
は
一
体
何
者
な
の
か
。
日
本

赤
十
字
社
（
日
赤
）
の
歴
史
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た
ハ
ワ
イ
の
日
赤
の
足

跡
を
辿
る
と
、
そ
こ
に
は
日
本
人
移
民
の
過
酷
な
歴
史
と
赤
十
字
思

想
の
普
及
に
生
涯
を
か
け
た
一
人
の
日
本
人
薬
剤
師
の
波
乱
に
満
ち

た
生
涯
が
隠
さ
れ
て
い
た
。

Ⅰ　

ハ
ワ
イ
日
本
人
移
民
の
は
じ
ま
り

ハ
ワ
イ
諸
島
は
、
一
七
七
二
年
、
英
国
海
軍
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
ッ

ク
に
よ
り
発
見
さ
れ
西
洋
世
界
に
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
諸
島
と
し
て
知

【
特
集
】

ハ
ワ
イ
の
赤
十
字
秘
話

取
材
／
執
筆

　
井
上
忠
男

（
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）

観光客で賑わうワイキキ海岸
（筆者撮影）

太
平
洋
の
楽
園
ハ
ワ
イ
は
、
日
本
人
と
の
深
く
て
長

い
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
一
八
八
一
年
、
カ
ラ
カ
ウ

ア
王
が
初
め
て
日
本
を
訪
問
し
、
一
八
八
五
年
、
日
本

か
ら
最
初
の
官
約
移
民
が
ハ
ワ
イ
に
移
り
住
ん
で
今
年

《
第
一
部
》　
ハ
ワ
イ
日
系
移
民
と
日
本
赤
十
字
社
を
繋
い
だ
男

―
石
井
勇
吉
と
日
本
赤
十
字
社
布
哇
特
別
委
員
部
の
設
立
と
終
焉

マキキ墓地の石井勇吉翁記念碑（筆者撮影）

吉
の
活
動
と
日
本
赤
十
字
社
布
哇
特
別
委
員
部
の
足
跡
を
辿
り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
部
で
は
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
か
っ
た
真
珠
湾
攻
撃
の
裏
面
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
秘
匿
さ
れ
た
民
間
人
犠
牲
者
の
真
相
、
日
系
社
会

に
与
え
た
衝
撃
、
米
海
軍
に
よ
る
死
傷
者
救
護
の
実
態
と
米
国
赤
十
字
の
活
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
米
国
赤
十
字
を
巻
き
込
ん
だ

真
珠
湾
攻
撃
大
統
領
陰
謀
論
に
も
光
を
当
て
、
開
戦
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
日
米
指
導
者
た
ち
の
実
像
を
探
る
。
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ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
九
世
紀
後
半
に
石
油
が
発
見
さ
れ

る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
は
鯨
油
を
得
る
た
め
の
捕
鯨
基
地
と
し
て
こ
の

島
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ

が
始
ま
る
と
急
激
な
人
口
増
加
と
産
業
化
に
よ
り
砂
糖
の
需
要
が
高

ま
り
、
白
人
資
本
家
が
経
営
す
る
ハ
ワ
イ
の
製
糖
産
業
は
俄
か
に
活

況
を
呈
し
た
。

そ
の
一
方
で
西
洋
人
が
も
た
ら
し
た
感
染
症
に
よ
り
ハ
ワ
イ
先
住

民
は
急
速
に
減
少
し
、
ク
ッ
ク
来
島
時
に
は
推
定
三
〇
万
人
だ
っ
た

先
住
民
は
、
一
八
二
〇
年
に
は
約
十
三
万
人
、
一
八
五
〇
年
に
は
約

八
万
人
、
一
八
七
二
年
に
は
約
五
万
六
千
人
に
ま
で
減
少
し
た
。
こ

の
た
め
主
幹
産
業
で
あ
る
砂
糖
キ
ビ
農
園
は
労
働
力
不
足
を
招
き
、

ハ
ワ
イ
王
国
政
府
は
外
国
人
移
民
の
受
け
入
れ
に
活
路
を
見
出
そ
う

と
し
た
。
一
八
五
〇
年
代
か
ら
受
け
入
れ
た
中
国
人
移
民
は
な
か
な

か
定
着
せ
ず
、
一
八
八
二
年
五
月
、
ハ
ワ
イ
政
府
は
中
国
人
の
新
規

入
国
を
禁
止
す
る
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
な
ど
か
ら
の
移

民
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
た
。

日
本
か
ら
の
最
初
の
移
民
は
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
五
月
、
幕

府
の
崩
壊
で
禄
を
失
っ
た
旧
士
族
や
大
工
、
左
官
な
ど
約
一
五
〇
人

が
ハ
ワ
イ
王
国
領
事
の
斡
旋
で
渡
布
し
た
が
、
江
戸
幕
府
と
の
合
意

に
基
づ
く
こ
の
移
民
を
明
治
新
政
府
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
移
民
ら

は
農
園
で
の
過
酷
な
労
働
に
馴
染
め
ず
帰
国
す
る
者
や
米
本
土
に
転

航
す
る
者
も
あ
り
、
や
が
て
移
民
は
途
絶
え
た
。
後
に
こ
れ
ら
の
最

初
の
日
本
人
移
民
は
、
移
民
し
た
年
号
か
ら
「
元
年
者
（
が
ん
ね
ん
も

の
）」
と
呼
ば
れ
た
。

佐
野
常
民
と
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
の
出
会
い

移
民
再
開
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
三

月
の
ハ
ワ
イ
王
国
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
の
来
日
だ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、

同
じ
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
血
を
引
く
日
本
と
の
関
係
を
親
密
に
し
、
砂

糖
キ
ビ
農
園
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
日
本
か
ら
の
移
民
を
要

請
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
の
ハ
ワ
イ
王
国
は
、
ア
メ
リ
カ
を
主
と

す
る
白
人
勢
力
の
影
響
が
強
ま
り
独
立
の
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。

危
機
感
を
抱
い
た
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
は
、
ア
ジ
ア
の
新
興
国
家
日
本
の

影
響
力
に
期
待
し
た
。
国
王
は
来
日
す
る
と
明
治
天
皇
に
日
本
か
ら

の
移
民
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
日
本
を
盟
主
と
す
る
ア
ジ
ア
太
平

洋
連
邦
国
家
（
東
洋
諸
邦
同
盟
）
の
樹
立
を
提
言
し
、
妹
カ
イ
ウ
ラ
ニ
王

女
と
日
本
の
皇
族
・
山
階
宮
定
麿
親
王
の
婚
姻
を
持
ち
掛
け
た
。
天

皇
は
翌
年
三
月
、
宮
内
省
御
用
掛
・
長
崎
省
吾
を
特
使
と
し
て
ハ
ワ

イ
に
派
遣
し
、
こ
の
要
請
を
正
式
に
謝
絶
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
山

階
宮
に
は
既
に
婚
約
者
が
い
る
こ
と
、
ま
た
日
本
は
国
内
外
に
多
く

の
難
題
を
抱
え
、
地
域
の
盟
主
と
な
る
実
力
は
な
い
と
い
う
も
の

だ
っ
た

１

。
し
か
し
移
民
に
つ
い
て
は
外
交
交
渉
を
経
て
合
意
に
達
し
、

一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
一
月
、
最
初
の
官
約
移
民
（
政
府
主
導
の
移
民
）

が
ハ
ワ
イ
に
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。

カ
ラ
カ
ウ
ア
王
来
日
時
の
写
真
は
、
現
在
、
ホ
ノ
ル
ル
の
ビ
シ
ョ
ッ

プ
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
日
本
国
内
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
複
製

写
真
と
思
わ
れ
る
も
の
が
イ
オ
ラ
ニ
宮
殿
二
階
の
間
に
飾
ら
れ
、
一

般
観
光
客
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
写
真
が
興
味
深
い
の
は
、

国
王
を
挟
み
左
右
に
大
蔵
卿
・
佐
野
常
民
（
当
時
、
日
本
赤
十
字
社
の
前

身
の
博
愛
社
社
長
）
と
東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
（
博
愛
社
総
長
）
が
着
座
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
写
真
裏
面
に
は
英
文
で
人
物
の
説
明
は
あ
る
が
、

撮
影
月
日
や
撮
影
場
所
の
記
載
は
な
い
。

外
務
省
外
交
史
料
館
の
「
外
国
賓
客
ノ
来
朝
関
係
雑
件　

布
哇
ノ

部
」
に
収
録
さ
れ
る
国
王
の
滞
在
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
四
年
三

月
七
日
、
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
は
、
東
京
府
大
手
町
二
丁
目
の
大
蔵
省
印

刷
局
工
場
を
見
学
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
接
遇
に
当
た
っ
た
の
が
明

治
天
皇
か
ら
国
王
接
伴
御
用
掛
を
命
じ
ら
れ
た
東
伏
見
宮
（
後
の
小
松

宮
彰
仁
親
王
）
と
大
蔵
卿
・
佐
野
常
民
だ
っ
た
。

国
王
一
行
は
工
場
を
見
学
し
た
際
、
同
局
彫
刻
部
写
真
課
で
饗
応

を
受
け
た
が
、
写
真
課
に
は
写
真
館
が
併
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
そ
の
場
で
撮
影
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
印
刷
局
は
そ
の

後
、
関
東
大
震
災
、
東
京
空
襲
で
写
真
資
料
の
ほ
と
ん
ど
を
焼
失
し
た
。

佐
野
常
民
は
三
月
一
四
日
、
東
京
府
王
子
村
の
印
刷
局
抄
紙
部
（
官

出典：Hawaii State Archives, No.PP-96-012

前
列
左
か
ら
東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
（
後
の
小
松
宮
彰
仁
親
王
）、
カ
ラ
カ
ウ

ア
王
、
大
蔵
卿
佐
野
常
民
、
後
列
左
か
ら
侍
従
長
Ｃ
・
Ｈ
・
ジ
ャ
ッ
ド
、

大
蔵
省
一
等
書
記
官
徳
野
良
助
、
国
務
大
臣
兼
移
民
局
長
官
Ｗ
・
Ｎ
・
ア
ー

ム
ス
ト
ロ
ン
グ



《第一部》　ハワイ日系移民と日本赤十字社を繋いだ男　7475　人道研究ジャーナルvol.14　 特集 ハワイの赤十字秘話 《第一部》　ハワイ日系移民と日本赤十字社を繋いだ男　74

営
製
紙
工
業
）
の
視
察
に
も
同
行
し
た
が
、
こ
の
時
一
行
を
迎
え
た
沿

道
に
は
、「
…
路
上
に
畳
を
敷
き
御
車
を
通
し
奉
り
し
所
な
ど
も
あ

り
し
」（
郵
便
報
知
新
聞
、
三
月
一
四
日
）
と
あ
り
、
国
王
一
行
を
市
民

ら
が
熱
烈
に
歓
待
し
た
様
子
が
伺
え
る
。
佐
野
は
三
月
一
九
日
の
大

阪
造
幣
局
視
察
で
も
国
王
を
接
遇
し
た

２

。
こ
れ
ら
の
機
会
に
、
佐

野
と
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
が
何
を
話
し
た
か
記
録
は
な
い
が
、
明
治
四
〇

（
一
九
〇
七
）
年
四
月
、
日
本
赤
十
字
社
は
ハ
ワ
イ
に
特
別
委
員
部
を
開

設
す
る
こ
と
に
な
る
。

国
王
帰
国
後
の
ハ
ワ
イ
王
国
は
激
動
の
歴
史
を
辿
る
。
一
八
九
一

年
、
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
が
死
去
す
る
と
妹
リ
リ
ウ
オ
カ
ラ
ニ
が
女
王

と
な
る
が
、
一
八
九
三
年
一
月
、
白
人
資
本
家
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー

に
よ
り
女
王
は
退
位
し
ハ
ワ
イ
王
国
は
滅
亡
す
る
。
一
八
九
四
年
七

月
、
白
人
が
支
持
す
る
暫
定
政
府
が
ハ
ワ
イ
共
和
国
を
宣
言
し
、
米

国
系
移
民
の
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ド
ー
ル
が
大
統
領
と
な
る
。
そ
し
て

一
八
九
八
年
八
月
、
ハ
ワ
イ
共
和
国
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
準
州
に
併

合
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
五
九
年
八
月
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
五
〇
番
目
の
州
と
な
り
現
在
に
至
る
。

出
稼
ぎ
で「
故
郷
に
錦
を
飾
る
」を
夢
見
て

国
王
の
来
日
か
ら
四
年
後
の
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
一
月
二
七

日
、
明
治
政
府
主
導
に
よ
る
初
の
「
官
約
移
民
」
の
第
一
陣
九
四
八
名

（
男
六
八
二
、
女
一
六
四
、
子
供
一
〇
二
）
が
横
浜
か
ら
出
航
し
、
二
月
八

日
、
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
し
た

３

。
そ
の
三
分
の
一
は
山
口
県
周
防
大
島

の
出
身
者
だ
っ
た
が
官
約
移
民
全
体
で
は
広
島
県
出
身
者
が
最
も
多

く
、
こ
れ
に
山
口
県
、
熊
本
県
、
福
岡
県
が
続
き
、
こ
れ
ら
四
県
で

移
民
全
体
の
九
六
％
を
占
め
た
。
当
時
の
日
本
は
、
松
方
財
政
に
よ

る
デ
フ
レ
不
況
で
失
業
者
が
溢
れ
、
繭
や
米
の
価
格
暴
落
で
農
村
は

窮
乏
し
て
い
た
。
明
治
一
六
年
か
ら
官
約
移
民
が
始
ま
る
明
治
一
八

年
頃
に
は
身
代
限
（
破
産
）
の
増
加
に
よ
る
自
殺
者
が
二
倍
に
な
る
な

ど
国
民
生
活
は
疲
弊
し
て
い
た

４

。
特
に
山
口
県
周
防
大
島
で
は
、
夜

逃
げ
、
自
殺
、
身
売
り
も
行
わ
れ
る
ほ
ど
の
惨
状
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
救
済
す
る
た
め
同
県
出
身
の
外
務
大
臣
・
井
上
馨
が
優
先
的

に
島
民
を
渡
航
さ
せ
た
。
ま
た
広
島
県
も
綿
花
や
い
草
、
藍
の
生
産

農
家
が
外
国
製
品
の
輸
入
で
大
打
撃
を
受
け
、
出
稼
ぎ
に
糧
を
求
め

る
者
が
多
か
っ
た
。

さ
て
、
官
約
「
移
民
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
一
八
八
五
年
の
最
初

の
移
民
の
事
由
別
旅
券
付
与
数
（
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
）
に
よ
れ
ば
、
旅

券
付
与
者
三
、四
六
一
人
の
う
ち
二
、一
九
四
人
は
出
稼
目
的
で
あ
り
、

そ
の
他
、
商
用
（
三
九
四
）、
職
工
（
二
七
）、
大
工
な
ど
の
職
人
も
い

た
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
永
住
を
覚
悟
し
て
ハ
ワ
イ
へ
渡
っ
た
者
は

な
く
、彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
帰
国
を
前
提
と
し
た「
出
稼
ぎ
」目
的
だ
っ

た
。
こ
の
意
識
は
未
知
の
国
に
移
り
住
む
出
稼
者
の
心
理
的
ハ
ー
ド

ル
を
押
し
下
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

移
民
は
、
政
府
告
知
の
「
出
稼
人
趣
意
書
」
に
あ
っ
た
「
三
年
で

四
〇
〇
円
貯
ま
る
」
と
い
っ
た
宣
伝
文
句
に
惹
か
れ
南
の
楽
園
に
夢

を
託
し
た
。
明
治
三
〇
年
の
公
務
員
の
初
任
給
九
円
と
比
べ
て
も
、

明
治
一
八
年
の
月
給
一
五
ド
ル
（
女
子
は
一
〇
ド
ル
。
当
時
の
一
ド
ル
は

約
二
円
。）
は
か
な
り
魅
力
的
だ
っ
た
に
違
い
な
い

５

。
明
治
四
〇
年
頃

の
移
民
・
井
ノ
口
金
吾
の
記
録
に
は
、「
労
賃
は
一
カ
月
一
八
ド
ル
だ
っ

た
。
郷
里
の
村
で
は
一
年
働
い
て
一
七
、一
八
円
で
あ
る
。
し
か
し
パ

ハ
ラ
耕
地
で
は
一
カ
月
二
六
日
働
い
て
二
二
ド
ル
だ
っ
た
。」６

と
あ

る
。
耕
地
に
は
様
々
な
仕
事
が
あ
っ
た
が
過
酷
な
労
働
ほ
ど
賃
金
も

高
か
っ
た
。

官
約
移
民
は
一
八
九
三
年
に
ハ
ワ
イ
王
国
が
滅
亡
し
て
終
了
す
る

ま
で
二
九
、〇
三
二
人
が
渡
布
し
た

７

。
一
八
九
四
年
以
後
は
、
民
間

移
民
会
社
の
斡
旋
に
よ
る
民
約
移
民
に
移
行
さ
れ
た
が
、
一
八
九
八

年
に
ハ
ワ
イ
共
和
国
が
米
国
準
州
に
併
合
さ
れ
る
と
民
約
移
民
も

禁
止
さ
れ
、
そ
の
後
は
個
人
の
自
由
意
志
で
渡
航
す
る
自
由
移
民
の

時
代
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
以
後
、
日
本
人
へ
の
警
戒
感

が
高
ま
る
と
西
海
岸
で
日
本
人
排
斥
運
動
が
高
ま
り
、
一
九
〇
七

年
、
日
米
紳
士
協
定
に
よ
り
日
本
人
の
新
規
移
民
は
制
限
さ
れ
、

一
九
〇
八
年
、
日
本
政
府
は
親
族
の
呼
び
寄
せ
以
外
の
労
働
目
的

の
移
民
を
自
主
的
に
停
止
し
た
。
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

一
九
二
四
年
五
月
、
ア
メ
リ
カ
で
排
日
移
民
法
（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
リ
ー

ド
法
）
が
成
立
す
る
と
日
本
人
の
入
国
は
事
実
上
禁
止
さ
れ
、
移
民
に

終
止
符
が
打
た
れ
た
。
北
米
に
見
切
り
を
つ
け
た
日
本
人
は
、
ブ
ラ

ジ
ル
な
ど
南
米
に
新
天
地
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ま
で
の
半
世
紀
に
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
は
約
二
二
万
人
に
の

ぼ
っ
た
。

ホ
ノ
ル
ル
日
本
総
領
事
館
の
調
査
で
は
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年

の
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
は
一
〇 

万
人
を
超
え
、
一
九
二
〇
年
に
は
日
系

人
は
ハ
ワ
イ
の
全
人
口
の
四
二
・
七
％
に
達
し
た
。
砂
糖
キ
ビ
農
園
の

労
働
者
に
占
め
る
日
本
人
の
割
合
も
、
一
八
八
六
年
の
一
三
％
か
ら

一
八
九
四
年
に
は
六
四
％
と
な
り
一
九
二
四
年
に
は
七
〇
％
を
占
め

た
８

。
こ
の
頃
に
は
日
本
人
労
働
者
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
医
師
、
通

訳
、
僧
侶
、
教
師
な
ど
の
専
門
職
者
や
漁
民
な
ど
も
来
島
し
、
職
業

も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
ハ
ワ
イ
の
水
産
業
は
、

ほ
ぼ
日
系
漁
民
に
独
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

９

。

Ⅱ　

希
望
の
地
で
待
っ
て
い
た 

〝
地
獄
の
日
々
〟

ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
移
民
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
か
。
夢
を
抱
い
て
太
平
洋
を
渡
っ
た
彼
ら
を
待
っ
て
い
た
の
は
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想
像
を
絶
す
る
過
酷
な
労
働
だ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー

（
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｈ

：

ホ
ノ
ル
ル
）
の
史
料
に
は
、
次
の
よ
う
な
移
民
の
証
言
が

残
る
。

「
ハ
ワ
イ
に
着
い
た
時
、
親
に
付
け
て
貰
っ
た
大
事
な
名
前

を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
私
は
番
号
を
付
け
ら
れ
、
そ
の
番
号
で

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
耕
主
は
我
々
を
ま
る
で
商

品
の
よ
う
に
品
定
め
し
て
、
気
に
入
っ
た
労
働
者
を
雇
っ
た
の

だ
っ
た
。」

「
農
園
労
働
者
は
全
員
バ
ン
ゴ
ウ
と
呼
ば
れ
る
金
属
製
の
番

号
札
の
形
と
番
号
で
労
働
者
の
出
身
が
判
る
仕
組
み
に
な
っ
て

お
り
、
給
料
の
支
払
い
や
耕
地
内
の
ス
ト
ア
で
の
ツ
ケ
に
よ
る

買
い
物
な
ど
一
切
が
番
号
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。」10

労
働
者
に
は
住
居
と
医
療
は
無
料
で
与
え
ら
れ
た
が
、
諸
経
費

や
給
与
の
二
五
％
を
占
め
る
移
民
会
社
へ
の
船
賃
支
払
い
や
通
訳
費
、

医
師
の
給
与
分
担
金
な
ど
を
差
し
引
く
と
手
元
に
残
る
の
は
僅
か

だ
っ
た
。
シ
ゲ
タ
・
コ
ウ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
我
々
五
〇
人
は
独
身
者
も
妻
帯
者
も
皆
一
緒
に
、
粗
末
な

小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
幅
三
メ
ー
ト
ル
程
の
長
い
廊
下
が
あ
り
、

そ
の
両
側
の
草
を
編
ん
だ
敷
物
の
敷
か
れ
た
一
段
上
が
っ
た
床

と
二
畳
の
畳
の
上
で
、
我
々
は
寝
食
を
共
に
し
た
。」

ま
た
農
園
の
労
働
は
、
ル
ナ
（Luna

）
と
呼
ば
れ
る
現
地
人
監
督
官

の
厳
し
い
監
視
下
に
置
か
れ
た
。

「
日
本
で
の
農
家
の
生
活
も
苦
し
か
っ
た
が
、
日
本
で
は
自

分
達
の
た
め
に
働
き
、
季
節
の
境
目
に
は
休
み
も
取
れ
た
。
ハ

ワ
イ
で
は
週
六
日
絶
え
間
な
く
働
き
、
病
気
に
な
っ
て
も
耕
地

付
き
の
医
者
の
許
可
が
な
い
限
り
休
め
な
い
。
我
々
の
生
活
は

ル
ナ
の
監
視
の
も
と
笛
と
鞭
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。

休
ん
だ
り
背
中
を
伸
ば
し
た
り
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ

労働者に着用が義務付けられた番号
札は国籍毎に形状が異なった
（ハワイ・プランテーション・ビレッ

ジ（HPV）：筆者撮影）

再現された初期の労働者に提供された住居。日
本人はこれを見て衝撃を受けたという

（HPV：筆者撮影）

農園の監督者ルナと彼が使用した鞭
（JCCH 展示：筆者撮影）

た
。
ル
ナ
が
怒
鳴
っ
て
い
る
言
葉
の
意
味
が
判
ら
な
い
の
で
、

い
つ
も
声
の
調
子
や
鞭
の
音
で
想
像
す
る
し
か
な
か
っ
た
。」

日
本
人
移
民
の
間
で
歌
わ
れ
た
労
働
歌
「
ホ
レ
ホ
レ
（holehole
）
節
」

に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

〝
ハ
ワ
イ
、
ハ
ワ
イ
と
来
て
み
り
ゃ
地
獄
、
ボ
ー
シ
（
ボ
ス
）
は

悪
魔
で
ル
ナ
（
監
督
）
は
鬼
〝
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苦
し
く
も
懸
命
に
働
き
、
生
活
向
上
へ

カ
ウ
ア
イ
島
の
ケ
カ
ハ
農
園
で
働
い
た
山
田
浦
次
郎
（
三
六
歳
）
は

一
家
の
日
常
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
毎
朝
四
時
半
に
汽
笛
が
キ
ャ
ン
プ
内
に
響
き
わ
た
る
。
妻

は
既
に
起
き
て
一
家
と
他
の
独
身
者
の
た
め
に
弁
当
を
用
意
し

て
い
る
。
そ
し
て
ご
飯
と
味
噌
汁
と
お
茶
の
朝
食
が
始
ま
る
。

六
時
に
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
一
日
が
始
ま
る
。（
中
略
）

照
り
返
す
太
陽
の
光
と
む
せ
る
よ
う
な
埃
、
ま
た
は
雨
の
あ
と

泥
の
中
で
の
十
時
間
は
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
。
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
鋭
い
葉
と
ム
カ
デ
や
蜂
か
ら
身
体
を
守
る
た
め
に
何
枚
も
服

を
重
ね
て
着
た
。（
中
略
）
子
供
の
モ
ト
ハ
ル
と
マ
ン
キ
チ
は
背

の
高
い
砂
糖
キ
ビ
の
陰
で
遊
び
、
寝
た
の
だ
っ
た
。
毎
日
が
厳

し
か
っ
た
。
ル
ナ
は
正
午
前
の
三
〇
分
の
食
事
時
間
以
外
は
絶

対
に
休
ま
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
午
後
四
時
半
に
よ
う
や
く
長

い
労
働
が
終
わ
る
と
労
働
者
は
我
先
に
家
路
を
急
い
だ
。
そ
れ

は
共
同
風
呂
に
早
く
入
る
た
め
で
、
我
々
に
は
子
供
が
い
る
の

で
帰
り
が
い
つ
も
遅
く
、
い
つ
も
汚
い
湯
の
風
呂
に
入
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。」

浦
次
郎
の
妻
エ
イ
は
労
働
契
約
の
満
了
を
待
た
ず
に
亡
く
な
り
、

年
一
〇
月
二
九
日
、
抗
議
運
動
の
指
導
者
と
見
な
さ
れ
た
ハ
ワ
イ
島

ホ
ノ
カ
ア
農
地
の
後
藤
潤
（
二
七
歳
）
が
農
地
経
営
者
と
結
託
し
た
暴

漢
四
人
に
襲
わ
れ
、
電
柱
に
吊
る
さ
れ
た
絞
首
体
が
発
見
さ
れ
る
事

件
が
起
き
た
。
こ
の
事
件
は
日
本
人
労
働
者
の
抗
議
と
団
結
を
一
層

強
め
た
。
そ
の
生
涯
を
描
い
た
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
『
ハ
マ
ク
ア
の
英

雄
（H

ām
ākua H

ero

）

：

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
真
実
』
は
、
日
本
人

移
民
の
苦
難
の
歴
史
の
物
語
と
し
て
今
も
読
み
継
が
れ
て
い
る
。

Ⅲ　

強
い
絆
と
共
助
を
支
え
に

ハ
ワ
イ
の
日
系
移
民
史
に
は
彼
ら
の
過
酷
な
労
働
と
生
活
を
伝
え

る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
多
く
の
植
民
地
に
見
ら
れ
た
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
と
そ
の
過
酷
な
労
務
管
理
の
只
中
に
突
如
投
げ
出
さ

れ
た
日
本
人
の
戸
惑
い
と
閉
塞
感
の
叫
び
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
も
し
、
彼
ら
の
生
活
が
地
獄
の
日
々
だ
け
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ

の
後
も
増
え
続
け
た
日
系
移
民
の
説
明
は
つ
か
な
い
。「
過
酷
な
労
働
」

と
い
っ
た
実
感
も
農
民
か
ら
契
約
労
働
者
（
月
給
生
活
者
）
と
な
っ
た
彼

ら
が
、
規
則
に
縛
ら
れ
る
窮
屈
な
生
活
に
馴
染
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
見
、
非
人
間
的
扱
い
と
見
え
る
番
号
に

よ
る
管
理
も
、
国
籍
、
人
種
、
言
語
も
異
な
り
名
前
の
呼
び
方
も
発
音

の
仕
方
も
分
か
ら
な
い
多
民
族
集
団
を
管
理
し
、
誤
り
な
き
を
期
す
る

山田浦次郎と息子モトハルとマンキチ
（JCCH 展示：筆者撮影）

浦
次
郎
は
二
人
の
息
子
を
一
人
で
育
て
上
げ
た
。
浦
次
郎
は
勤
勉
に

働
き
、
や
が
て
ル
ナ
（
監
督
者
）
と
な
っ
た
。

日
本
人
は
低
賃
金
と
粗
末
な
生
活
環
境
に
抵
抗
し
、
命
令
を
拒
否

し
た
り
農
園
か
ら
逃
亡
す
る
者
も
い
た
が
、
捕
ら
え
ら
れ
た
者
に
は

鞭
打
ち
、
罰
金
、
投
獄
が
待
っ
て
い
た
。
農
園
の
労
働
者
は
人
種
別

に
分
け
ら
れ
互
い
に
競
わ
せ
、
団
結
し
て
労
働
争
議
を
起
こ
さ
な
い

よ
う
管
理
さ
れ
た
。
日
本
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
（
増
給
）
を
求
め
る

抗
議
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
雇
主
と
の
軋
轢
も
あ
っ
た
。
移
民
の
過
酷

な
実
態
は
明
治
政
府
に
も
伝
え
ら
れ
、
政
府
は
契
約
の
適
正
な
履
行

を
ハ
ワ
イ
政
府
に
要
請
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）

博物館明治村「ハワイ移民記念館」に移築された明治 22
年頃のヒロの日系人移民教会堂集会所

（筆者撮影）

た
め
に
は
最
も
合
理
的
な
方
法
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
を
受
け
入
れ
る
現
代
の
日
本
人
に
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
だ
。

し
か
し
、
強
制
や
束
縛
と
い
っ
た
不
自
由
を
埋
め
合
わ
せ
て
余
り

あ
る
経
済
的
利
益
を
享
受
で
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
五
～
六

倍
と
い
わ
れ
た
収
入
や
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
し
た
生
活
な
ど
だ
。

周
防
大
島
の
あ
る
島
民
は
、
九
カ
月
で
一
二
九
円
を
島
に
送
金
し
、
島

民
の
話
題
と
な
っ
た
。
石
工
の
一
春
の
労
賃
が
一
〇
円
の
時
代
だ
っ
た
。
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移
民
の
成
功
談
は
更
な
る
移
民
を
呼
び
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
で
異
郷
の
地
に
馴
染
め
ず
困
窮
す
る
日
本
人
も
多
か
っ
た
。
彼

ら
の
支
え
と
な
っ
た
の
は
、
い
つ
か
「
故
郷
に
錦
を
飾
る
」
と
い
う
夢

と
日
本
人
同
士
の
強
固
な
絆
と
助
け
合
い
だ
っ
た
。
彼
ら
は
出
身
県
あ

る
い
は
寺
社
の
信
徒
集
団
毎
に
絆
を
深
め
、
日
本
的
伝
統
、
習
慣
を
守

り
結
束
し
た
。
心
の
支
え
と
し
た
の
は「
忠
義
」「
義
理
」「
犠
牲
」「
責
任
」

「
感
謝
」「
恥
」「
名
誉
」
と
い
っ
た
日
本
的
美
徳
だ
っ
た
。
本
来
、
移
民

の
保
護
を
責
務
と
し
た
は
ず
の
移
民
会
社
は
、「
移
民
を
保
護
し
た
る

事
績
な
く
否
却
っ
て
彼
ら
は
移
民
を
苦
し
め
」
た
。
彼
ら
を
保
護
す
べ

き
日
本
総
領
事
も
「
移
民
の
困
憊
を
空
吹
く
風
と
聞
流
し
、
移
民
会
社

や
銀
行
の
毒
手
よ
り
救
済
す
る
こ
と
を
為
さ
ず
、（
中
略
）
却
っ
て
彼
ら

を
庇
護
」
し
て
い
る
と
揶
揄
さ
れ
た

11

。
そ
う
し
た
中
で
日
本
慈
善
会

や
宗
教
的
慈
善
団
体
な
ど
日
系
人
が
組
織
し
た
慈
善
団
体
が
困
窮
者
の

救
済
に
尽
力
し
た
。
日
本
人
移
民
の
中
に
は
賭
博
、
飲
酒
に
ふ
け
り
犯

罪
集
団
に
加
わ
っ
た
り
、
娼
婦
に
身
を
落
と
す
者
も
見
ら
れ
た
。

出
稼
ぎ
か
ら
永
住
へ

当
初
の
移
民
に
は
永
住
志
向
の
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ

と
は
、
カ
ラ
カ
ウ
ア
王
の
期
待
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
彼
ら
は
出
稼
ぎ
で
蓄
財
し
、
衣
錦
還
郷
を
夢
見
て
艱
難
辛
苦
を

耐
え
偲
ん
だ
が
、
志
を
果
た
し
帰
国
で
き
る
者
た
ち
の
一
方
で
、
帰

国
で
き
な
い
者
た
ち
は
羨
望
の
眼
差
し
で
彼
ら
を
見
送
っ
た
。
し
か

し
、
現
地
に
留
ま
る
者
た
ち
も
次
第
に
そ
の
生
活
に
慣
れ
、
暮
ら
し

も
安
定
す
る
と
ハ
ワ
イ
の
風
土
に
愛
着
を
感
じ
、
永
住
を
考
え
る
者

も
増
え
て
い
っ
た
。

そ
の
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
彼
ら
に
子
ど
も
（
二
世
）
が
生
ま

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七
九
〇
年
の
帰
化
法
に
よ
り
「
自
由
な
白
色

人
種
」
で
は
な
い
日
本
人
一
世
に
は
市
民
権
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
二
世
は
市
民
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

12

。
子
ど
も
の
教
育
や

将
来
を
考
え
れ
ば
、
永
住
は
有
力
な
選
択
肢
の
一
つ
と
な
っ
た
。「
子

女
の
成
年
に
達
し
利
権
を
行
使
伸
張
し
得
る
時
代
の
遠
き
将
来
に
非

ら
ざ
る
事
に
想
到
せ
ば
又
愉
快
な
る
末
頼
母
し
き
感
を
覚
ゆ
る
」13

と

言
っ
た
思
い
は
、
子
ど
も
を
持
つ
日
系
人
の
自
然
な
感
情
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
二
四
年
の
排
日
移
民
法
は
、
一
度
、
米
国

を
離
れ
帰
国
し
た
者
は
再
び
入
国
は
許
さ
れ
ず
、
日
系
移
民
の
永
住

の
決
断
を
後
押
し
し
た

14

。

多
少
の
豊
か
さ
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
日
系
移
民
は
、
遠

い
故
郷
の
寺
社
や
学
校
に
多
額
の
寄
付
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
成
功
の
証
で
あ
る
と
と
も
に
素
直
な
祖
国
愛
で
も
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
日
系
社
会
の
寄
付
文
化
は
、
や
が
て
日
本
赤
十
字
社
へ
の
寄

付
者
や
社
員
加
入
者
が
生
ま
れ
る
土
壌
と
な
り
、
日
本
赤
十
字
社
は

こ
う
し
た
動
き
に
対
応
す
る
た
め
、
明
治
四
〇
年
四
月
、
日
本
赤
十

字
社
布
哇
特
別
委
員
部
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ　

祖
国
愛
に
火
を
つ
け
た
日
清
、
日
露
戦
争

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
七
月
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
は
、
ハ
ワ

イ
の
日
系
人
社
会
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
多
く
の
日
系
人
は

祖
国
の
戦
争
を
支
援
す
る
た
め
多
額
の
義
援
金
を
日
本
に
送
金
し
た
。

政
府
や
軍
と
と
も
に
、
そ
の
主
要
な
寄
付
先
と
な
っ
た
の
は
日
本
赤

十
字
社
だ
っ
た
。

一
八
九
四
年
一
〇
月
、
ハ
ワ
イ
在
留
者
有
志
は
、
日
清
戦
争
の
傷

病
者
救
護
費
用
と
し
て
八
、八
六
〇
円
を
日
本
赤
十
字
社
に
寄
付
し
た
。

し
か
し
当
時
、
こ
れ
を
扱
う
窓
口
が
現
地
に
な
か
っ
た
た
め
寄
付
金

は
日
本
帝
国
総
領
事
を
介
し
て
横
浜
正
金
銀
行
ホ
ノ
ル
ル
支
店
か
ら

日
赤
本
社
に
送
金
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
赤
本
社
は
総
裁
と
社

長
の
連
名
で
「
感
謝
の
辞
」
を
送
り
、
花
房
義よ

し
も
と質

副
社
長
か
ら
は
感
謝

の
手
紙
が
添
え
ら
れ
た
。

「
爰こ

こ

に
布
哇
國
在
留
有
志
諸
氏　

本
社
忠
愛
の
主
旨
を

協
賛
し
今
回
日
清
交
戦
に
関
す
る
本
社
傷
病
兵
救
護
資
の

内
へ
金
八
千
八
百
六
十
圓
四
十
二
銭
を
寄
贈
せ
ら
る
、
因

て
本
社
に
代
り
其
の
厚
志
を
謝
す
。
明
治
二
十
七
年
十
一

月
三
十
日 　

総
裁
大
勲
位
彰
仁　
　

社
長
正
三
位
一
等
子
爵

佐
野
常
民
」15　

こ
れ
が
ハ
ワ
イ
日
系
人
の
日
本
赤
十
字
社
に
対
す
る
寄
付
の
始
ま

り
と
さ
れ
る
。
で
は
、
彼
ら
が
日
赤
の
社
員
と
し
て
加
入
し
始
め
た

の
は
い
つ
頃
の
こ
と
な
の
か
。
明
治
二
八
年
の
日
赤
史
料

16

に
よ
れ

ば
、
当
時
の
海
外
在
住
社
員
数
は
一
四
一
人
だ
っ
た
。
こ
の
中
に
ハ

ワ
イ
の
日
系
人
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
日
清
戦
争
時
の

日
赤
へ
の
寄
付
者
の
中
に
社
員
に
加
入
し
た
者
が
い
た
可
能
性
は
あ

る
。
史
料
に
は
、
明
治
三
二
年
一
一
月
二
八
日
、
加
哇
島
（
カ
ウ
ア
イ

ホノルルからハワイ島に向かう日本人契約労働
者（1899年）

出典：Hawaii State Archives, PP-46-4-012
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島
）
コ
ロ
ア
在
住
の
東
郷
彌
蔵
な
る
人
物
が
社
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
記
録
が
あ
り

17

、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
オ
ア
フ
島
以
外
の
島
に
も

社
員
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
社
員
に
は
日
本
人
だ
け
で
な

く
米
国
人
や
中
国
人
も
多
く
、
史
料
に
は
「
海
外
在
住
者
及
外
国
人

𡬝な
ど

ノ
加
盟
続
々
有こ

れ
あ
り之

」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
一
〇
日
、
明
治
天
皇
が

日
露
開
戦
の
詔
勅
を
発
す
る
と
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
は
再
び
大
々
的

な
日
本
支
援
に
乗
り
出
し
、
軍
費
献
金
や
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
活

動
の
た
め
に
義
援
金
を
送
っ
た
。
同
三
月
一
二
日
、
ホ
ノ
ル
ル
の
薬

店
主
・
石
井
勇
吉
は
日
赤
に
五
〇
円
と
い
う
多
額
の
寄
付
を
行
っ
た
。

寄
付
書
に
は
、「
米
領
布
哇
ホ
ノ
ル
ル
市
ヌ
ア
ヌ
街
在
留　
（
日
赤
）
終

身
正
社
員　

薬
剤
師
勲
六
等　

石
井
勇
吉
」18

と
あ
る
。
石
井
は
日
赤

本
社
か
ら
社
員
勧
誘
委
員
に
委
嘱
さ
れ
、
社
員
加
入
勧
奨
活
動
に
奔

走
し
た
。
石
井
は
こ
の
事
務
に
係
る
郵
便
代
、
社
員
章
や
締
盟
状
の

輸
入
関
税
費
用
な
ど
経
費
の
全
て
を
私
費
で
賄
っ
た
。「
布
哇
日
本
人

発
展
史
」
は
、
こ
れ
を
「
布
哇
に
お
け
る
同
胞
日
本
赤
十
字
社
事
業
の

最
初
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
功
績
に
よ
り
明
治
三
九
年

一
一
月
二
日
、
石
井
は
日
赤
特
別
社
員
に
推
薦
さ
れ
た
。

白
人
有
力
者
も
日
赤
の
救
護
活
動
を
支
援

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
五
月
九
日
、
日
露
戦
争
で
傷
病
兵
の
救

護
に
あ
た
る
日
本
赤
十
字
社
に
義
援
金
を
募
る
た
め
、
ホ
ノ
ル
ル
の

オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
で
「
日
本
赤
十
字
社
義
捐
演
説
会
」
が
開
か
れ
た
。
主

催
し
た
の
は
ホ
ノ
ル
ル
の
日
本
婦
人
愛
国
会
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
支

援
し
た
の
は
現
地
の
白
人
著
名
人
な
ど
だ
っ
た
。
参
加
者
は
著
名
な

招
待
者
の
み
に
限
ら
れ
一
五
〇
人
余
り
が
参
集
し
た
が
、
中
に
は
ハ

ワ
イ
州
知
事
を
務
め
た
連
邦
地
裁
判
事
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ド
ー
ル
夫

妻
も
い
た
。
会
場
と
な
っ
た
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
の
経
営
者
ウ
イ
リ
ア
ム
・

Ｇ
・
ア
ー
ウ
ィ
ン
（
砂
糖
キ
ビ
農
園
主
）
は
こ
れ
を
無
償
で
提
供
し
、
ビ

シ
ョ
ッ
プ
銀
行
の
Ｎ
・
Ｍ
・
デ
ー
モ
ン
は
日
赤
へ
の
義
援
金
二
〇
〇

ド
ル
を
日
本
総
領
事
館
に
寄
託
し
た
。
演
説
者
に
は
ロ
シ
ア
人
医
師

ニ
コ
ラ
ス
・
ラ
ッ
セ
ル
、
ホ
ノ
ル
ル
の
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
紙
主
筆
ウ
ォ

ル
タ
ー
・
Ｇ
・
ス
ミ
ス
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
高
校
校
長
ス
コ
ッ
ト
博
士

な
ど
白
人
著
名
人
が
名
を
連
ね
た
。

演
説
の
中
で
ス
ミ
ス
は
、「
西
洋
基
督
教
国
の
産
物
た
る
赤
十
字

事
業
が
東
洋
の
新
進
国
た
る
日
本
に
依
り
完
全
に
発
達
し
居
る
実
況

よ
り
、
日
清
役
に
お
け
る
日
本
軍
の
如
何
に
其
の
人
道
と
正
義
を
守

り
し
か
」
と
日
本
赤
十
字
社
の
活
躍
を
称
え
、
日
本
軍
に
よ
る
と
さ

れ
る
旅
順
虐
殺
事
件
（
一
八
九
四
年
一
一
月
）
の
報
道
に
つ
い
て
も
、「
通

信
員
の
不
注
意
と
誤
解
に
よ
る
も
の
」
だ
と
日
本
を
擁
護
し
た

19

。
ま

た
、
ロ
シ
ア
人
ラ
ッ
セ
ル
は
、
日
露
戦
争
は
「
日
本
に
お
い
て
は
挙

国
一
致
の
大
事
件
な
れ
ど
も
露
国
に
と
り
て
之
単
に
そ
の
政
府
官
吏

大
国
ロ
シ
ア
帝
国
と
の
戦
争
は
、
欧
米
社
会
で
も
そ
の
成
り
行
き
が

注
目
さ
れ
、
そ
の
評
価
も
二
分
し
た
。
ロ
シ
ア
と
そ
の
同
盟
国
フ
ラ

ン
ス
（
露
仏
同
盟
）、
ド
イ
ツ
は
、
日
本
を
「
黄
禍
」
の
象
徴
と
見
て
い

た
が
、
日
本
の
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
（
日
英
同
盟
）
と
日
本
の
友
好
国
ア

メ
リ
カ
は
、
日
本
を
文
明
国
の
仲
間
入
り
を
し
た
ア
ジ
ア
の
新
興
国

家
と
見
な
し
、
日
露
戦
争
を
文
明
国
家
と
野
蛮
な
専
制
国
家
と
の
闘

い
と
い
う
構
図
で
見
よ
う
と
し
た

20

。
演
説
会
に
お
け
る
日
本
へ
の
共

感
的
態
度
は
こ
う
し
た
日
露
戦
争
観
が
根
底
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
へ
の
友
好
的
姿
勢
は
、
日
露
戦
争
に
日
本
が
勝
利
す

る
と
急
速
に
変
化
し
て
い
く
。
や
が
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る

と
、
日
本
へ
の
警
戒
感
と
排
日
機
運
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
く
。

Ⅴ　

ハ
ワ
イ
は
社
業
拡
張
の
有
望
の
地
な

り
―
日
本
赤
十
字
社
布
哇
特
別
委
員
部
の
設
置　

日
露
戦
争
後
の
明
治
三
九
年
一
二
月
二
七
日
の
日
赤
史
料
に
は
、

ハ
ワ
イ
の
近
況
に
つ
い
て
「
本
邦
人
ニ
シ
テ
同
地
ニ
移
住
ス
ル
モ
ノ

頻
年
増
加
シ　

最
近
調
査
ニ
拠
レ
ハ
已す

で

ニ
七
万
余
人
ヲ
算
ス
ル
ニ
至

リ
社
員
ノ
数
モ
千
二
百
有
余
人
ノ
多
数
ニ
上
リ
尚
陸り

く
ぞ
く続

加
盟
者
輩
出

ノ
好
況
ヲ
呈
シ
」21

と
あ
る
。
社
員
一
人
当
た
り
の
拠
出
額
は
一
二
ド

ル
五
〇
セ
ン
ト
と
高
額
だ
っ
た
が
、
こ
の
額
は
終
身
社
員
の
資
格
を

得
る
た
め
の
最
低
納
付
額
だ
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
社
員
の
ほ
と

イオラニ宮殿の向かいにあったオペラハウス。日本赤十字
社義捐演説会はここで開かれた。

出典：Images of  old Hawaii collections

の
一
階
級
が
之
れ
に
従
事
し
居
る
の
み
に
て
露
国
人
民
自
身
は
全
く

此
の
戦
争
に
関
係
な
く
中
立
の
地
位
に
あ
り
」
と
、
そ
の
実
例
を
示

し
な
が
ら
ロ
シ
ア
政
府
を
批
判
す
る
野
党
の
動
き
を
紹
介
し
た
。
こ

の
集
会
で
集
ま
っ
た
義
援
金
六
〇
〇
ド
ル
余
り
は
日
本
赤
十
字
社
篤

志
看
護
婦
人
会
の
活
動
の
た
め
に
寄
贈
さ
れ
た
。

な
ぜ
多
く
の
白
人
が
演
説
会
を
支
援
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

当
時
の
国
際
情
勢
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
東
洋
の
新
興
国
日
本
と
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ん
ど
が
終
身
社
員
と
な
っ
た
。
日
系
移
民
の
月
給
が
一
八
ド
ル
（
女
子

一
〇
ド
ル
）
の
時
代
で
あ
り
、
拠
出
額
は
ほ
ぼ
一
月
分
の
給
与
に
相
当

し
、
社
員
の
拠
出
金
総
額
は
一
一
、六
七
五
ド
ル
の
多
額
に
及
ん
だ
。

史
料
に
は
「
現
ニ
今
日
ト
雖
モ
加
盟
申
込
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
続
々
ア
ル
ヲ
以

テ
見
レ
ハ
布
哇
ハ
実
ニ
前
途
有
望
ニ
シ
テ
海
外
唯
一
ノ
財
源
ト
云
フ

ベ
キ
カ
」22

と
あ
り
、
日
赤
本
社
が
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
社
員
獲
得
に
大

き
な
期
待
を
寄
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
社
員
数
は
一
九
二
四
（
昭
和
二
）

年
に
は
一
万
人
を
超
え
、子
ど
も
を
含
む
当
時
の
ハ
ワ
イ
日
系
人
人
口

の
一
割
を
占
め
た

23

。
人
口
比
で
こ
れ
ほ
ど
高
い
社
員
比
率
を
誇
っ
た

の
は
国
内
に
は
ど
こ
に
も
な
く
、「
海
外
社
員
中　

数
多
キ
地
方
ヲ
挙

ク
レ
ハ
布
哇
ヲ
以
テ
第
一
ト
ス
」
と
史
料
は
記
し
て
い
る
。
一
時
、
ハ

ワ
イ
は
社
費
額
で
全
国
支
部
の
中
で
二
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
と
い
う
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
急
速
に
社
員
加
入
が
増
え
続
け
た
の
か
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
日
赤
史
料
は
、
人
道
目
的
の
赤
十
字
の
精
神
が
共
感

を
呼
ん
だ
こ
と
、
ま
た
移
民
が
帝
国
臣
民
と
し
て
の
義
心
に
富
ん
で

い
る
た
め
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
日
系
社
会
に
醸
成
さ

れ
て
い
た
相
互
扶
助
の
精
神
や
次
第
に
豊
か
さ
を
享
受
す
る
よ
う
に

な
っ
た
彼
ら
の
懐
事
情
も
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
露
戦
争
は
、
異
郷
の
地
で
必
死
に
生
き
る
日
系
人
の
祖
国
愛
に

火
を
付
け
、
日
本
人
と
し
て
の
団
結
心
を
確
認
す
る
機
会
と
な
っ
た
。

彼
ら
の
寄
付
は
軍
費
に
限
ら
ず
濃
尾
地
震
（
明
治
二
四
年
）
へ
の
義
援

金
や
故
郷
の
村
落
の
社
寺
、
学
校
等
へ
の
寄
付
な
ど
多
岐
に
渡
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
社
員
加
入
者
が
増
え
る
に
従
っ
て
問
題
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。
史
料
に
は
、「
労
働
者
ノ
如
キ
多
ク
ハ
文
筆
ナ
ク
他
人
ニ
手

続
ヲ
依
頼
セ
リ
」「
本
社
ノ
主
旨
ニ
賛
同
ノ
志
ア
ル
モ
入
社
其
ノ
他
ノ

申
込
手
続
𡬝な

ど

ヲ
懇
篤
ニ
開
示
誘
導
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
申
出
ニ
躊
躇

ス
ル
輩
モ
有こ

れ
あ
り之

」24

と
あ
る
よ
う
に
、
日
系
移
民
の
中
に
は
読
み
書
き

が
で
き
ず
、
社
員
加
入
手
続
き
が
覚
束
な
い
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

日
赤
は
、
加
入
事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
も
恒
常
的
な
現
地
窓
口

の
開
設
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
一
部
の
日
系
人
の
た
め
に
現
地
窓
口
を
開
設
す
る

費
用
対
効
果
に
は
疑
問
が
付
さ
れ
た
。
そ
こ
で
明
治
三
九
年
一
〇
月
、

日
赤
は
小
沢
武
雄
副
社
長
名
で
外
務
省
通
商
局
長
経
由
で
在
ホ
ノ
ル

ル
日
本
帝
国
総
領
事
館
・
斎
藤
幹
総
領
事
宛
に
加
入
申
込
事
務
を
代

行
し
て
も
ら
え
な
い
か
打
診
し
た
。
し
か
し
、
総
領
事
は
業
務
多
忙

と
人
員
不
足
を
理
由
に
こ
の
要
請
を
断
っ
た
。
そ
こ
で
日
赤
は
斎
藤

総
領
事
の
助
言
を
得
て
日
赤
が
事
務
員
を
雇
い
入
れ
、
そ
の
業
務
を

監
督
す
る
任
を
総
領
事
に
委
任
す
る
案
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
総
領
事

（
外
務
省
）
は
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
こ
う
し
て
明
治
四
〇
年
四
月
、
日

本
赤
十
字
社
布
哇
特
別
委
員
部
が
開
設
さ
れ
、
同
四
月
一
一
日
、
日

本
赤
十
字
社
総
裁
閑
院
宮
載こ

と
ひ
と仁

親
王
名
で
斎
藤
幹
に
布
哇
特
別
委
員

部
委
員
長
の
委
嘱
状
が
伝
達
さ
れ
た
。

そ
の
三
カ
月
後
の
七
月
三
日
、
伏
見
宮
貞さ

だ

愛な
る

親
王
が
英
国
か
ら

の
帰
途
ホ
ノ
ル
ル
に
立
ち
寄
っ
た
。
こ
の
時
、
日
赤
社
員
の
一
団
が

伏
見
宮
を
滞
在
先
で
奉
迎
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
ハ
ワ
イ

の
社
員
組
織
は
特
別
委
員
部
が
設
置
さ
れ
る
以
前
か
ら
組
織
化
が
始

ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
影
に
は
石
井
勇
吉
と
い
う
一
人
の

薬
剤
師
の
存
在
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

社
資
額
で
国
内
支
部
に
匹
敵
し
た
ハ
ワ
イ
特
別
委
員
部

海
外
の
日
本
赤
十
字
社
委
員
部
は
、
日
本
の
大
陸
へ
の
進
出
に
伴

う
海
外
救
護
の
拠
点
と
し
て
、
ま
た
海
外
在
住
日
本
人
に
対
す
る
社

員
加
入
事
務
に
対
応
す
る
た
め
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
機
能
に
よ
り

二
種
類
あ
っ
た
。
第
一
は
国
内
支
部
と
同
等
の
業
務
を
所
管
す
る「
委

員
部
」
で
、
当
時
日
本
の
勢
力
圏
だ
っ
た
韓
国
と
満
州
の
委
員
部
が

こ
れ
に
当
た
る
。
し
か
し
、
韓
国
で
最
も
社
員
の
多
か
っ
た
釜
山
に

は
、
す
で
に
長
崎
支
部
が
委
員
を
委
嘱
し
、
元
山
、
仁
川
に
も
同
支

部
が
委
員
を
委
嘱
す
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
社
は
京
城
（
ソ

ウ
ル
）
を
除
き
朝
鮮
で
の
委
員
部
設
置
を
断
念
し
、
そ
の
他
地
域
の
事

務
は
長
崎
支
部
に
引
き
継
い
だ
。

第
二
は
、
単
に
社
員
の
加
入
事
務
や
年
拠
金
の
取
扱
い
の
み
を
行

う
「
特
別
委
員
部
」
で
、
こ
れ
は
明
治
三
一
年
八
月
、
京
城
に
設
置
さ

写真左は1908年頃の日本帝国総領事館
出典：ホノルル日本総領事館ウエブ
　　　サイト 1907 年 7月 3日、伏見宮貞愛親王殿下奉迎のた

め集まったホノルルの日赤社員
出典：『増補版ハワイ日本人移民史』ハワイ日本人
連合協会刊、ハワイ報知社
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れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
清
国
の
漢
口
（
明
治
三
八
年
七
月
）、

上
海
（
明
治
三
八
年
一
一
月
）、
布
哇
（
明
治
四
〇
年
四
月
）
に
設
置
さ
れ
た
。

ハ
ワ
イ
の
特
別
委
員
部
は
日
本
の
非
勢
力
圏
に
設
置
さ
れ
た
最
初
の

も
の
で
、
在
留
邦
人
数
で
は
他
の
特
別
委
員
部
を
圧
倒
し
、
多
額
の

年
拠
金
（
社
員
費
）
収
入
が
期
待
さ
れ
た
。

ハ
ワ
イ
に
続
き
、
明
治
四
三
年
二
月
、
天
津
と
桑
港
（
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
）
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
大
正
五
年
一
一
月
に
羅
府
（
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
）
に
、
さ
ら
に
大
正
七
年
八
月
、
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵

が
始
ま
る
と
九
月
に
浦
塩
斯
徳
（
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
）
に
特
別
委
員
部
が

開
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
南
米
へ
の
日
本
人
移
民
が
増
え
る
と
サ
ン

パ
ウ
ロ
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
、
リ
マ
、
メ
キ
シ
コ
に
も
開
設
さ
れ

た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
特
別
委
員
部
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
時
に
米
国
赤
十
字
（
米
赤
）
と
と
も
に
戦
時
救
護
活
動

を
支
援
す
る
募
金
活
動
を
共
同
実
施
し
、
多
額
の
義
援
金
を
集
め

た
。
現
地
特
別
委
員
部
が
主
催
し
た
売
店
等
で
の
売
上
げ
は
一
日
で

一
、四
〇
〇
ド
ル
に
達
し
、
純
益
九
〇
〇
ド
ル
が
米
赤
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

支
部
に
寄
贈
さ
れ
た
。

米
国
赤
十
字
唯
一
の
外
国
人
救
護
員
・
神
田
重
英

第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
排
日
機
運
の
高
ま
る
ア
メ
リ
カ
で
、

日
系
人
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
忠
誠
を
自
ら
の
生
き
様
で
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
す
る
前
か
ら
赤
十
字
募

金
に
協
力
し
、
日
系
一
世
の
婦
人
ら
は
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
の
繃
帯
作

業
所
で
奉
仕
活
動
に
励
ん
だ
。
一
九
一
七
年
四
月
六
日
、
ア
メ
リ
カ

が
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
と
、
八
月

一
六
日
、
国
民
軍
部
隊
が
組
織
さ
れ
た
。
マ
ウ
イ
島
、
カ
ウ
ア
イ
島
、

ハ
ワ
イ
島
に
も
小
隊
が
結
成
さ
れ
、
一
八
歳
か
ら
四
五
歳
の
日
系
一

世
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
一
九
一
八
年
六
月
、
国
民
軍
に
出
動
命
令

が
出
る
と
岩
崎
譲
治
、村
上
退
助
ら
日
系
社
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ

た
一
四
名
が
軍
曹
に
任
命
さ
れ
フ
ラ
ン
ス
へ
出
兵
し
た
。
志
願
兵
と

な
っ
た
日
系
一
世
に
は
戦
後
、
米
国
市
民
権
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
中
で
マ
ウ
イ
島
ワ
イ
ル
ク
在
住
の
神
田
重
英
は
、
フ
ラ

ン
ス
戦
線
で
救
護
活
動
に
参
加
す
る
た
め
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
に
篤
志

救
護
員
と
し
て
志
願
し
た
。
神
田
は
同
志
社
大
学
神
学
部
を
卒
業
し
、

牧
師
と
し
て
宣
教
活
動
に
当
た
る
た
め
二
一
歳
の
時
（
明
治
二
六
年
）

に
ハ
ワ
イ
の
地
に
移
り
住
ん
だ
。
や
が
て
家
族
を
持
ち
、
子
ど
も
た

ち
を
立
派
に
育
て
上
げ
た
神
田
は
、
自
身
の
夢
を
実
現
さ
せ
て
く
れ

た
ア
メ
リ
カ
に
深
い
恩
義
を
感
じ
、
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
戦
地
で

の
活
動
を
志
願
し
た
。
し
か
し
、
米
国
赤
十
字
ハ
ワ
イ
支
部
は
日
本

人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
こ
の
申
し
出
を
断
っ
た
。
諦
め
き
れ
な
い

神
田
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務
省
に
直
接
交
渉
す
べ
く
自
ら
の
生
前

葬
儀
も
済
ま
せ
、
一
九
一
八
年
五
月
七
日
、
決
死
の
覚
悟
で
本
土
へ

第一次世界大戦時、米赤ハワイ支部の病院補給品部で奉仕する日系婦人（右側の和服姿）
出典：『増補版ハワイ日本人移民史』

砂糖キビ農園の各国の労働者。後列中央から右側に日本人労働者が見られる
出典：ハワイ日本文化センター
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渡
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務
省
は
神
田
の
申
し
出
を
再
び
却
下
し

た
が
、
英
国
領
事
館
か
ら
は
英
国
行
の
ビ
ザ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
七
月
五
日
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
渡
っ
た
神
田
は
、

フ
ラ
ン
ス
大
使
館
に
渡
仏
の
許
可
を
求
め
た
が
赤
十
字
職
員
以
外
の

フ
ラ
ン
ス
入
国
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
熱
意
が
フ

ラ
ン
ス
赤
十
字
総
裁
ギ
ブ
ソ
ン
の
耳
に
入
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
米
赤

本
社
と
フ
ラ
ン
ス
赤
十
字
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
、
つ
い
に
米
国
赤

十
字
篤
志
救
護
員
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

神
田
の
凄
ま
じ
い
情
熱
と
行
動
力
が
両
国
の
赤
十
字
を
動
か
し
た
の

だ
。
神
田
は
、
一
九
一
八
年
七
月
か
ら
一
年
間
、
フ
ラ
ン
ス
戦
線
で

米
兵
の
支
援
活
動
に
従
事
し
た
。
神
田
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
米

赤
か
ら
欧
州
に
派
遣
さ
れ
た
唯
一
の
日
本
人
で
あ
り
、
唯
一
の
外
国

人
だ
っ
た

25

。
こ
の
功
績
に
よ
り
神
田
は
米
陸
軍
か
ら
二
つ
星
従
軍
星

章
を
授
与
さ
れ
た
。

な
ぜ
海
外
で
の
社
員
募
集
が
許
さ
れ
た
の
か

元
来
、
一
国
の
赤
十
字
社
が
外
国
の
領
土
で
資
金
募
集
活
動
を
行

う
こ
と
は
赤
十
字
の
原
則
に
反
す
る
が
、
当
時
の
日
赤
本
社
も
こ
れ

を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
か
ら
分
か
る
。
日
露
戦
争
当
時
、
ハ

ワ
イ
は
日
本
の
勢
力
圏
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
準
州
だ
っ
た
。

ま
だ
、
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
（
一
九
一
七
年
に
設
立
）
は
設
立
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
は
言
え
、
ハ
ワ
イ
は
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
こ

の
点
に
関
し
、
日
米
両
赤
十
字
社
間
に
何
ら
か
の
合
意
が
あ
っ
た
の

か
。
こ
れ
に
関
す
る
日
赤
史
料
は
見
当
た
ら
ず
、
米
赤
側
資
料
の
調

査
を
依
頼
し
た
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
か
ら
も
現
在
ま
で
回
答
は
な
い
。

し
か
し
、
当
時
の
日
米
関
係
に
言
及
す
る
文
献
か
ら
そ
の
背
景
事
情

を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

既
述
し
た
ホ
ノ
ル
ル
で
の
日
本
赤
十
字
社
義
捐
演
説
会
が
物
語
る

よ
う
に
、
日
露
戦
争
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
日
本
人
が
本
国
の
戦
争
の

た
め
に
資
金
供
与
す
る
こ
と
に
寛
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
日
布
時

事
』
社
長
兼
主
筆
・
相
賀
安
太
郎
（
渓
芳
）
は
著
書
の
中
で
、「
ア
メ
リ

カ
は
こ
の
戦
争
に
対
し
て
、
無
論
厳
正
中
立
で
あ
っ
た
が
、
前
期
の

如
き
、
日
本
に
対
す
る
国
債
応
募
や
、
そ
の
恤
兵
部
、
日
本
赤
十
字

社
及
び
軍
人
援
護
事
業
等
へ
の
献
金
に
関
し
、
何
等
の
干
渉
を
為
さ

ず
、
こ
れ
を
看
過
し
て
い
た
」26

と
記
し
て
い
る
。

日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
寛
容
な
態
度
に
は
、
日
本
の
巧
み
な

外
交
戦
略
の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
は
日
露
戦
に
対
す

る
日
本
の
立
場
を
海
外
に
広
く
宣
伝
す
る
た
め
、
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
学
部
時
代
の
学
友
・
金
子

堅
太
郎

27

を
特
使
と
し
て
米
国
に
、
ま
た
末
松
謙
澄
を
英
国
に
そ
れ

ぞ
れ
派
遣
し
た
。
金
子
は
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
向
か
う
途
次
、
ホ
ノ
ル
ル

に
立
ち
寄
り
、
対
露
戦
争
の
正
当
事
由
を
巧
み
な
英
語
で
演
説
し
た
。

こ
の
演
説
は
翌
日
、『
布
哇
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
日
本
の
立
場
は
ハ
ワ

イ
社
会
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
金
子
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
を
私
邸
に
訪
ね
る
と
、大
統
領
は
同
窓
生
だ
っ

た
金
子
を
歓
待
し
た
。
こ
う
し
た
日
米
の
緊
密
な
関
係
が
ハ
ワ
イ
で

の
資
金
募
集
活
動
を
容
易
に
し
た
と
い
え
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
へ
の
特
別
委
員
部
開
設
も
こ
れ
ら
の
理
由
で
問
題
と

な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅵ　

和
顔
愛
語
の
人
、
石
井
勇
吉

開
設
さ
れ
た
日
赤
布
哇
特
別
委
員
部
の
業
務
を
誰
に
任
せ
る
か
。

現
地
の
事
情
に
全
く
精
通
し
な
い
日
赤
本
社
は
日
本
総
領
事
館
に
適

当
な
人
材
の
推
薦
を
依
頼
し
た
。
す
る
と
、
か
ね
て
よ
り
社
員
加
入

の
斡
旋
を
担
っ
て
き
た
石
井
勇
吉
の
推
薦
が
あ
っ
た
。
日
赤
本
社
も

石
井
の
名
は
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
本
人
と
は
面
識
も
な
く
そ
の

素
性
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
赤
本
社
は
、
ハ
ワ
イ
か
ら

帰
国
し
た
日
本
人
に
石
井
の
現
地
で
の
評
判
を
聴
き
、
さ
ら
に
一
時

帰
国
し
た
斎
藤
総
領
事
を
東
京
府
牛
込
区
弁
天
町
の
自
宅
に
訪
ね
、

石
井
の
人
柄
や
信
用
な
ど
を
聴
取
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
地
で
評
判

の
高
い
実
業
家
で
篤
志
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石
井
勇
吉
の
人
物
像

が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
三
九
年
四
月
一
七
日
、
松
方

米赤ハワイ支部少年赤十字の日本と中国の子どもたち（1918年 7月）
出典：Library of  Congress, photography collection
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正
義
社
長
よ
り
石
井
勇
吉
に
社
員
加
入
業
務
委
託
の
委
嘱
状
が
伝
達

さ
れ
た
。
領
事
館
の
助
言
に
よ
り
石
井
に
は
月
給
三
〇
ド
ル
と
通
信

費
そ
の
他
雑
費
と
し
て
五
ド
ル
の
計
三
五
ド
ル
が
支
給
さ
れ
、
そ
の

資
金
は
特
別
委
員
部
の
社
費
収
入
の
二
割
と
決
め
ら
れ
た
委
員
部
運

営
費
が
充
て
ら
れ
た
。

石
井
の
経
歴
に
つ
い
て
は
資
料
が
乏
し
く
、
出
生
地
の
広
島
県
新

庄
村
（
現
北
広
島
市
）
に
も
記
録
は
な
い
。
日
系
移
民
の
ル
ー
ツ
調
査
を

行
っ
て
い
る
ホ
ノ
ル
ル
日
本
総
領
事
館
のRoots Finding D

esk

も
筆

者
の
調
査
依
頼
に
応
じ
て
く
れ
た
が
、
結
局
、
不
明
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
ホ
ノ
ル
ル
で
刊
行
さ
れ
た
日
系
移
民
関
連
の
刊
行
物
に

石
井
に
関
す
る
若
干
の
記
述
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
か
ら
石
井
の
次
の

よ
う
な
人
物
像
が
見
え
て
く
る
。

薬
剤
師
と
し
て
日
清
戦
争
へ
、
ハ
ワ
イ
で
社
会
事
業
に
も
献
身

石
井
勇
吉
は
、
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
八
月
一
九
日
（
＊
石
井
勇
吉

翁
記
念
碑
に
は
八
月
一
五
日
と
あ
る
）、
広
島
県
広
島
市
大
手
町
に
生
ま

れ
た
（
＊
記
念
碑
に
は
広
島
市
新
庄
村
で
生
ま
れ
た
と
あ
る
）。
一
八
八
一

（
明
治
一
四
）
年
、
陸
軍
衛
生
隊
雇
員
と
し
て
奉
職
し
、
丸
亀
、
松
山
の

師
団
等
を
歴
任
し
た
後
、
薬
剤
師
と
な
り
、
明
治
一
九
年
に
軍
を
辞

職
し
た
。
そ
の
後
、
軍
隊
の
衛
生
用
繃
帯
綿
花
の
改
良
に
努
め
、
明

治
二
〇
年
、
ド
イ
ツ
の
繃
帯
を
参
考
に
繃
帯
用
消
毒
綿
花
綿
紗
（
ガ
ー

ゼ
）
を
発
明
し
、
こ
れ
が
軍
医
、
病
院
医
師
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た
。

石
井
は
、
こ
の
発
明
の
特
許
を
得
れ
ば
普
及
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、

特
許
を
取
ら
ず
に
製
造
法
を
一
般
公
開
し
た
。
そ
の
後
、
広
島
市
内

で
薬
舗
会
（
薬
剤
師
会
）
を
設
立
し
、
自
ら
海
龍
堂
薬
舗
を
開
業
し
た
。

こ
の
間
、
病
人
や
貧
困
者
へ
の
施
薬
に
尽
力
す
る
な
ど
慈
善
家
と
し

て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
布
哇
成
効マ

マ

者
實
伝
』
は
、
石
井
の

人
と
な
り
に
つ
い
て
、「
着
實
温
厚
の
君
子
に
し
て
曾
て
人
と
爭
わ
ず

随
っ
て
一
人
の
敵
を
も
作
り
た
る
事
な
く
常
に
和
言
愛
語
を
以
て
人

に
接
す
る
」28

と
記
し
て
い
る
。

明
治
二
七
年
、
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
薬
剤
員
と
し
て
再
び

陸
軍
第
五
師
団
に
奉
職
し
て
韓
国
、中
国
に
従
軍
し
た
。
明
治
二
八
年
、

終
戦
と
と
も
に
帰
国
し
、
こ
の
間
の
功
績
に
よ
り
勲
六
等
を
叙
せ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
繃
帯
綿
花
の
改
良
研
究
を
行
う
た
め
ド
イ
ツ
へ
の
遊

学
を
決
意
し
、
そ
の
途
上
に
あ
っ
た
明
治
三
二
年
一
一
月
末
、
ホ
ノ

ル
ル
に
到
着
し
た
。
し
か
し
、
明
治
三
三
年
一
月
二
〇
日
、
ペ
ス
ト

が
大
流
行
（
明
治
三
二
年
一
二
月
か
ら
三
三
年
三
月

：

死
者
六
一
名
と
さ
れ

る
）
し
て
い
た
ホ
ノ
ル
ル
の
東
洋
人
街
区
の
焼
却
処
理
の
際
、
延
焼
に

よ
る
ホ
ノ
ル
ル
大
火
災
で
持
参
し
た
一
、〇
〇
〇
円
相
当
の
荷
物
・
家

財
の
す
べ
て
を
失
っ
た
。
こ
の
火
災
に
よ
る
被
災
者
は
約
七
、〇
〇
〇

人
、
う
ち
日
系
人
は
三
、〇
〇
〇
余
人
に
上
っ
た
。
悲
嘆
に
く
れ
た
石

井
は
、
止
む
無
く
ド
イ
ツ
遊
学
を
断
念
し
、
ホ
ノ
ル
ル
で
の
生
活
を

決
意
す
る
。

明
治
三
三
年
三
月
、
ホ
ノ
ル
ル
市
内
に
石
井
薬
舗
を
開
業
し
、
五

月
、
日
本
の
薬
剤
師
免
状
に
よ
り
ハ
ワ
イ
準
州
政
府
か
ら
無
試
験
で

薬
剤
師
資
格
を
受
け
、
ハ
ワ
イ
の
日
本
人
薬
剤
師
第
一
号
と
な
っ
た

29

。

大
火
被
災
を
克
服
し
、
石
井
が
い
か
に
し
て
開
業
資
金
を
確
保
し
た

の
か
不
明
だ
が
、
後
に
ハ
ワ
イ
政
府
か
ら
は
被
災
者
に
補
償
金
が
支

払
わ
れ
た
。
日
本
か
ら
妻
キ
ク
を
呼
び
寄
せ
た
石
井
は
、
ハ
ワ
イ
で

の
新
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

そ
の
後
の
石
井
薬
舗
は
順
調
な
発
展
を
遂
げ
た
と
み
ら
れ
る
。
明

治
四
二
年
三
月
の
外
務
省
通
商
局
「
海
外
日
本
實
業
者
之
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
石
井
薬
舗
は
従
業
員
四
人
、
資
本
金
五
千
ド
ル
、
取
引
売
買

高
一
万
四
五
〇
〇
ド
ル
と
あ
る
。
そ
れ
が
三
年
後
の
明
治
四
五
年
一

月
の
調
査
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
二
千
ド
ル
、
四
万
ド
ル
と
、
資
本

金
は
二
倍
、
売
上
は
三
倍
に
成
長
し
て
い
る

30

。
経
済
的
に
か
な
り
恵

ま
れ
て
い
た
こ
と
も
、
石
井
が
社
員
加
入
事
務
に
係
る
費
用
を
自
費

で
賄
っ
て
い
た
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
石
井
は
社
会
活
動
に
も
身
を
投
じ
た
。
砂
糖
キ
ビ
農
園
の

日
系
人
労
働
者
の
給
与
増
額
を
求
め
る
「
増
給
期
成
会
」
の
結
成
に
参

画
し
総
務
委
員
長
を
務
め
、
自
宅
を
会
合
の
場
に
提
供
す
る
な
ど
労

働
者
の
待
遇
改
善
運
動
を
牽
引
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
人
薬
剤
師
会

会
長
、
漁
業
会
社
副
社
長
、
日
本
人
銀
行
監
査
役
、
布
哇
日
本
人
慈

善
会
副
会
長
な
ど
も
務
め
た
。
こ
れ
ら
の
経
歴
は
石
井
の
人
望
に
対

し
、
多
く
の
日
系
人
が
厚
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

石
井
勇
吉
は
な
ぜ
、
か
く
も
熱
心
に
社
員
加
入
活
動
に
没
頭
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
石
井
は
一
切
手
記
を
残
さ
な
か
っ
た
の
で
推
測
す
る
し
か

な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
石
井
自
身
の
個
人
的
経
験
が
強
く
影
響

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
清
戦
争
に
薬
剤
師
と
し
て
従
軍

し
た
石
井
は
戦
地
に
お
い
て
日
赤
救
護
班
の
活
躍
を
つ
ぶ
さ
に
目
撃
し
、

彼
ら
と
身
近
に
交
流
し
た
可
能
性
は
高
い
。
傷
病
兵
救
護
と
い
う
同
じ

石井勇吉が明治 22年に編纂発行した「医師薬
舗薬品取扱心得」
（出典：国立国会図書館デジタルコレクション）
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目
的
を
共
有
す
る
赤
十
字
の
印
象
は
、
そ
の
後
も
石
井
の
脳
裏
か
ら
離

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
報
国
の
志
が
高

か
っ
た
石
井
に
と
り
、
祖
国
の
赤
十
字
へ
の
支
援
は
、
異
郷
に
住
む
自

分
と
祖
国
を
結
び
つ
け
る
ひ
と
す
じ
の
絆
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
熱
心
な
浄
土
宗
信
徒
だ
っ
た
石
井
は
、
日
系
移
民
の
ら
い
病
患
者

支
援
に
も
心
血
を
注
ぎ
、
彼
ら
の
帰
国
を
実
現
さ
せ
た
り
し
た
。
そ
う

し
た
石
井
の
人
と
な
り
、
生
き
様
は
赤
十
字
の
人
道
博
愛
の
精
神
へ
の

共
感
と
な
っ
て
表
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

石
井
と
斎
藤
幹
総
領
事
の
関
係

布
哇
特
別
委
員
部
初
代
委
員
長
と
な
っ
た
斎
藤
総
領
事
と
は
い
か

な
る
人
物
だ
っ
た
の
か
。
斎
藤
に
対
す
る
日
系
人
の
評
価
は
一
様
で

は
な
い
。
移
民
を
食
い
物
に
す
る
移
民
会
社
と
の
馴
れ
合
い
が
囁
か

れ
る
一
方
で
、
そ
の
手
腕
を
評
価
す
る
声
も
あ
っ
た

31

。
一
九
〇
五
年

五
月
五
日
、
ホ
ノ
ル
ル
革
新
同
志
会
が
移
民
会
社
と
京
濱
銀
行
に
抵

抗
し
、
こ
れ
ら
を
襲
撃
し
た
事
件
で
は
、
同
志
会
は
斎
藤
総
領
事
の

更
迭
も
要
求
し
斎
藤
は
罷
免
さ
れ
た

32

。

他
方
で
、「
総
領
事
た
る
の
技
量
な
し
と
当
時
評
し
て
ゐ
た
人
が

あ
る
程
で
は
あ
っ
た
が
、
相
当
に
手
腕
も
あ
り
熱
も
あ
っ
た
人
に
相

違
な
い
が
、
何
し
ろ
当
時
は
移
民
会
社
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
所
か
ら
、

い
つ
も
此
れ
が
傀
儡
と
な
っ
た
嫌
ひ
が
あ
る
ら
し
い
。」33

と
い
っ
た

見
方
も
あ
っ
た
。

日
本
総
領
事
の
仕
事
に
は
あ
る
意
味
で
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
求
め

ら
れ
る
。
在
留
邦
人
保
護
に
腐
心
す
る
一
方
で
、
当
該
国
と
の
良
好

な
関
係
維
持
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
〇
一
年
七
月

二
五
日
の
ア
メ
リ
カ
号
事
件
で
は
、
日
本
領
事
館
の
消
極
的
な
態
度

が
批
判
さ
れ
た
。
七
月
二
五
日
、
横
浜
か
ら
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
し
た

東
洋
汽
船
の
「
亜
米
利
加
丸
」
乗
客
一
人
が
疑
似
ペ
ス
ト
と
疑
わ
れ
た

こ
と
か
ら
乗
客
の
検
疫
検
査
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
白
人
船
客

は
検
査
も
な
く
通
過
さ
せ
た
の
に
東
洋
人
船
客
は
上
等
船
室
の
女
性

も
含
め
股
下
リ
ン
パ
検
査
な
ど
屈
辱
的
検
査
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
れ

が
日
系
新
聞
に
報
道
さ
れ
る
や
こ
の
差
別
的
扱
い
に
日
系
人
は
猛
烈

に
抗
議
し
た
。
だ
が
、
問
題
を
大
き
く
し
た
く
な
い
日
本
領
事
館
の

対
応
は
冷
や
や
か
だ
っ
た
。
日
系
人
は
抗
議
集
会
を
開
き
、
そ
の
決

議
文
を
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
上
下
両
院
に
送
致
し
た
。
結
局
、
ア
メ

リ
カ
政
府
は
抗
議
を
受
け
て
陳
謝
し
、
不
当
な
扱
い
を
し
た
検
疫
官

の
更
迭
に
応
じ
た

34

。

石
井
勇
吉
も
特
別
委
員
部
委
員
長
で
あ
る
斎
藤
総
領
事
と
の
関

係
に
腐
心
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
増
給
期
成
会
の
結
成
時
に
初
代

総
務
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
石
井
は
、
ほ
ど
な
く
職
を
辞
し
て
い
る
。

理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
労
働
運
動
の
中
枢
を
担
う
自
ら
の
行
動

が
、
社
員
加
入
業
務
や
斎
藤
総
領
事
と
の
関
係
に
及
ぼ
し
か
ね
な
い

良
か
ら
ぬ
影
響
を
懸
念
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅶ　

ハ
ワ
イ
の
地
に
広
が
る
赤
十
字
社
員
の
輪

明
治
三
三
年
に
石
井
が
社
員
勧
誘
活
動
を
開
始
し
て
か
ら
社
員
数

は
増
え
続
け
、
明
治
三
九
年
ま
で
に
石
井
が
日
赤
本
社
に
送
金
し
た

社
費
額
は
一
万
円
を
超
え
た
。
そ
し
て
石
井
が
待
望
し
た
晴
れ
の
舞

台
が
訪
れ
る
。

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
六
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
第

　　
右：石井薬舗があったヌアヌ街 1150 番地
の現在。今はブティックになっている。

（筆者撮影）

左：明治 40年頃の石井薬舗。店舗は日本赤
十字社社員加入窓口を兼ねていた。
（出典：『布哇日本人成功者伝』、国立国会図

書館デジタルコレクション） 　　

1905 年 9月～ 11月に石井が「やまと新聞」
に掲載した社員募集広告。「日本赤十字社入社
申込所。但し 12ドル 50セント以上送付すれ
ば終身社員とす」とある。石井はこの広告を
毎週、自費で掲載した。

（出典：Hoji Shinbun Digital Collection）
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九
回
万
国
赤
十
字
総
会
に
出
席
し
た
小
澤
武
雄
日
赤
副
社
長
は
、
そ

の
帰
途
ホ
ノ
ル
ル
に
立
ち
寄
っ
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
六
月
二
一
日
、

布
哇
特
別
委
員
部
は
初
の
赤
十
字
社
員
大
会
を
盛
大
に
挙
行
し
た

35

。

会
場
と
な
っ
た
ヌ
ア
ヌ
街
の
常
盤
園
に
は
三
〇
〇
〇
余
人
の
社
員
が

参
集
し
、
社
員
の
趨
勢
を
報
告
し
た
日
赤
協
賛
委
員
・
石
井
勇
吉
は
、

ハ
ワ
イ
の
社
員
数
が
三
、九
五
八
人
に
達
し
、
う
ち
三
、五
二
七
人
が

終
身
社
員
で
あ
る
こ
と
を
誇
ら
し
く
報
告
し
た
。
石
井
は
大
会
を
前

に
ハ
ワ
イ
全
島
を
回
り
社
員
勧
誘
を
進
め
、
四
年
前
に
は
五
〇
〇
人

足
ら
ず
だ
っ
た
社
員
を
四
〇
〇
〇
人
近
く
に
ま
で
拡
大
し
た
。
初
の

社
員
大
会
が
実
現
し
た
こ
と
は
石
井
に
と
り
無
上
の
喜
び
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
石
井
は
そ
の
後
も
勧

誘
活
動
に
心
血
を
注
ぎ
、
一
九
一
三
（
大
正
四
）
年
一
月
に
は
社
員
数
五
、

七
七
六
人
と
な
り
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
口
九
万
人
の
六
・
四
％
を
占
め

る
ま
で
に
な
っ
た

36

。「
布
哇
日
本
人
発
展
史
」
は
石
井
の
献
身
的
努

力
を
称
え
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
今
日
六
千
内
外
の
赤
十
字
社
員
を
有
す
る
の
盛
運
に
達
し

た
る
事
は
在
留
日
本
人
の
誇
り
と
す
る
所
に
し
て
又
日
本
赤
十

字
社
に
對
し
貢
献
す
る
所
威
大
な
る
も
の
あ
る
に
非
ず
哉
、
吾

人
は

倍
ま
す
ま
す

将
来
の
隆
盛
を
図
る
べ
く
同
胞
の
努
力
せ
ん
事
を
希

望
す
る
と
同
時
に
其
発
達
有
望
な
る
今
日
あ
ら
し
め
た
る
其
業

に
對
し
之
が
先
鞭
を
着
た
る
石
井
勇
吉
氏
の
功
勞
と
は
之
れ
を

昭
和
二
年
に
は
一
万
人
に
達
し
た
。
こ
れ
は
当
時
の
ハ
ワ
イ
日
系
人

の
一
割
を
占
め
た
。

第
三
回
社
員
大
会
は
、
大
正
一
五
年
一
一
月
二
八
日
、
日
本
領
事

館
に
三
、五
〇
〇
人
が
参
加
し
て
挙
行
さ
れ
た
。

第
四
回
社
員
大
会
は
、
昭
和
五
年
一
二
月
四
日
、
ベ
ル
ギ
ー
で
の

赤
十
字
国
際
会
議
に
出
席
の
帰
途
、
徳
川
家
達
社
長
が
参
列
し
て
総

領
事
館
庭
園
で
挙
行
さ
れ
た
。
既
に
七
五
歳
を
過
ぎ
た
石
井
勇
吉
は
、

柴
田
総
領
事
代
理
ら
と
と
も
に
ホ
ノ
ル
ル
港
で
徳
川
社
長
一
行
を
出

迎
え
た
。
石
井
の
感
激
た
る
や
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
か
想
像
に
難
く

な
い
。そ
し
て
こ
れ
が
石
井
に
と
っ
て
の
最
後
の
社
員
大
会
と
な
っ
た
。

式
典
で
は
古
見
委
員
が
明
治
四
〇
年
の
特
別
委
員
部
開
設
以
来
の

社
勢
伸
長
状
況
を
報
告
し
、
社
員
数
が
一
五
、八
〇
五
人
に
達
し
た
の

は
ハ
ワ
イ
の
日
赤
社
員
の
誇
り
で
あ
る
と
挨
拶
し
た
。
式
典
は
、「
君

が
代
」
吹
奏
で
始
ま
り
閉
会
で
は
米
国
国
歌
が
吹
奏
さ
れ
た
。
第
二

部
の
余
興
で
は
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
、
浪
曲
、
琴
合
奏
、
合
気
道
演
技
な

ど
が
披
露
さ
れ
た
。
寿
司
、
う
ど
ん
、
蕎
麦
、
お
で
ん
、
団
子
、
菓
子
、

果
物
の
出
店
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
・
ソ
ー
ダ
水
店
な
ど
多
数
の
模
擬

店
が
一
般
市
民
に
も
開
放
さ
れ
、
大
会
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

し
か
し
、
第
四
回
大
会
を
最
後
に
、
ハ
ワ
イ
で
社
員
大
会
が
開
か

れ
た
形
跡
は
な
い
。
昭
和
九
―
一
〇
（
一
九
三
四
―
三
五
）
年
版
『
日
布

時
事
布
哇
年
鑑
』
の
布
哇
団
体
一
覧
に
は
「
日
本
赤
十
字
社
ホ
ノ
ル
ル

第 1回ハワイ特別委員部社員大会に集った 3000人の日赤社員
（出典：『布哇日本人史』国立国会図書館デジタルコレクション）

永
久
に
傳
ふ
可
く
茲
に
特
筆
し

置
か
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
」

（
同
書
、
四
七
一
頁
。）

し
か
し
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

社
員
加
入
活
動
を
支
え
た
の
は
石
井

一
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

多
く
の
社
員
は
仲
間
の
勧
誘
を
積
極

的
に
行
っ
た
。
ハ
ワ
イ
有
数
の
徳
望

家
と
し
て
知
ら
れ
た
石
栗
半
九
郎
も

そ
の
一
人
で
、
石
栗
は
大
正
四
年
か

ら
社
員
加
入
勧
奨
に
尽
力
し
、
大
正

一
三
年
、
日
赤
本
社
か
ら
特
別
社
員

に
推
挙
さ
れ
て
い
る
。（『
布
哇
日
本

人
銘
鑑
』〈
布
哇
人
物
略
傳
〉）

第
二
回
社
員
大
会
は
、
大
正
五
年

四
月
二
三
日
、
日
本
総
領
事
館
の
広

大
な
敷
地
（
四
、〇
〇
〇
坪
）
に
大
型
天

幕
を
数
張
り
設
置
し
、
八
〇
〇
余
人

が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た

37

。
社
員

数
は
年
末
に
八
、〇
〇
〇
人
を
数
え
、

4000 坪の広大な敷地を有する在ホノルル日本総領事館。3, 500 人が集った社員大会はこ
こで開かれた。場所は現在も当時のままである。

（筆者撮影）
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東
部
社
員
会
」
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
名
も
翌
年
版
に
は
見
ら
れ

ず
、
唯
一
記
載
さ
れ
て
い
た
日
本
赤
十
字
社
エ
ワ
委
員
会
の
名
も
昭

和
一
四
年
版
を
最
後
に
姿
を
消
し
た
。

Ⅷ　

日
米
開
戦
と
布
哇
特
別
委
員
部
の
終
焉

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
九
月
一
八
日
、
満
州
事
変
が
勃
発
す
る
と

ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
、
日
米
関
係
は
急
速
に
悪
化
の
途

を
た
ど
る
。
昭
和
八
年
三
月
、
日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
し
、
昭
和

一
二
年
七
月
、
日
華
事
変
が
起
こ
る
と
日
米
関
係
の
緊
張
感
は
さ
ら

に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
最
中
の
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
六
月
八

日
、
石
井
勇
吉
は
ホ
ノ
ル
ル
で
七
九
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
の
三

年
後
の
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
六
月
、
在
ホ
ノ
ル
ル
市
日
本
赤
十

字
社
布
哇
特
別
委
員
部
と
在
ホ
ノ
ル
ル
日
本
人
薬
剤
師
会
の
有
志
は
、

マ
キ
キ
墓
地
の
一
角
に
「
石
井
勇
吉
翁
記
念
碑
」
を
建
立
し
た
。
碑
文

に
は
石
井
の
経
歴
を
記
し
た
あ
と
、「
知
己
相
謀
リ
故
翁
ノ
恩
顧
ヲ
想

ヒ
其
ノ
遺
徳
ヲ
景
慕
シ
記
念
碑
ヲ
建
設
シ
聊

り
ょ
う
り
き
お
う

力
翁
ノ
霊
ヲ
慰
ム
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
。

日
赤
布
哇
特
別
委
員
部
は
石
井
の
死
後
も
存
続
し
続
け
た
。
し
か

し
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
七
日
（
ハ
ワ
イ
時
間
）、
真
珠

湾
攻
撃
に
よ
る
日
米
開
戦
と
と
も
に
、
ホ
ノ
ル
ル
日
本
総
領
事
館
は

軟
禁
状
態
に
お
か
れ
年
明
け
と
と
も
に
喜
多
総
領
事
ら
館
員
は
ア
リ

ゾ
ナ
州
に
抑
留
さ
れ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
領
事
館
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
、

同
年
八
月
、
喜
多
長
雄
総
領
事
（
最
後
の
日
赤
布
哇
特
別
委
員
部
委
員
長
）

ら
館
員
は
日
米
交
換
船
で
帰
国
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ハ
ワ
イ
の
日
系

移
民
と
と
も
に
歩
ん
だ
日
本
赤
十
字
社
布
哇
特
別
委
員
部
は
三
四
年

の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
。

ア
ロ
ハ
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
と
は
赤
十
字
精
神
の
こ
と
？

ハ
ワ
イ
の
地
で
日
系
人
だ
け
で
な
く
米
国
人
や
中
国
人
に
も
拡
散

し
た
赤
十
字
の
輪
。
そ
れ
を
可
能
と
し
た
も
の
は
一
体
何
だ
っ
た
の

か
。
そ
こ
に
は
赤
十
字
の
心
と
通
じ
合
う
ハ
ワ
イ
文
化
の
本
質
に
関

わ
る
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

明
治
四
五
年
四
月
四
日
、
万
国
赤
十
字
総
会
に
出
席
の
途
次
、
小

澤
武
雄
日
赤
副
社
長
一
行
は
ホ
ノ
ル
ル
に
寄
港
し
た
。
そ
の
様
子
を

報
じ
た
『
布
哇
日
々
新
聞
』
は
、
赤
十
字
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
評

し
た
。

「
国
際
間
に
於
い
て
は
政
治
家
又
は
宗
教
家
等
の
口こ

う
ふ
ん吻

に
よ

り
て
常
に
平
和
博
愛
な
ど
巧
妙
な
る
言
語
が
互
い
に
交
換

せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
其
多
く
は
所
謂
外
交
的
辞
令
に
止

り
何
等
の
誠
意
何
等
の
眞
實
な
き
無
価
値
の
空
世
辭
の
み
、

若
し
博
愛
慈
善
に
し
て
四
海
の
人
類
悉
く
同
胞
な
り
と
の
精
神

を
以
て
名
實
相
伴
ふ
事
業
を
求
め
ば
實
に
赤
十
字
社
の
事
業
を

措
い
て
他
に
之
な
し
と
す
」38

人
種
の
ル
ツ
ボ
と
言
わ
れ
る
ハ
ワ
イ
は
、
全
米
で
最
も
多
様
な
人

種
、
民
族
が
共
存
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
口
比
で
全

米
一
の
富
裕
層
と
ホ
ー
ム
レ
ス
が
共
存
す
る
複
雑
な
社
会
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
多
様
性
豊
か
な
社
会
の
共
通
規
範
と
な
っ
た
の
が
ア
ロ
ハ
・

ス
ピ
リ
ッ
ツ
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
愛
（A

kahai

）、
協
調
（Lokahi

）、

喜
び
（O

lu,olu

）、
謙
虚
（H

a ‘aha ’a

）、
忍
耐
（A

honui

）
の
頭
文
字
か
ら

な
るA

LO
H

A

に
象
徴
さ
れ
る
精
神
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
哲

学
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
理
念
は
、
今
日
、
ハ
ワ
イ
州
法
（
第
五
条
七
項
五
）

に
明
記
さ
れ
、
そ
の
理
念
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
ア
ロ
ハ
と
は
、
他
者
へ
の
愛
と
思
い
や
り
の
こ
と
で
あ
り
、

見
返
り
を
求
め
ず
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
が
共
存
す
る
た
め
に
各
自
は
互
い
に
重
要
な
存
在
で
あ
る

と
い
う
人
間
関
係
の
本
質
を
表
し
て
い
る
。」（
筆
者
訳
）

ま
さ
に
、
こ
の
精
神
を
体
現
し
た
日
本
人
こ
そ
石
井
勇
吉
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ア
ロ
ハ
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
と
は
、
ま

さ
に
赤
十
字
の
根
底
に
流
れ
る
理
念
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

 

（
第
一
部　

完
）

日系移民が眠るモリイイ日本人墓地。遠方にダイアモンドヘッドを望む。
（筆者撮影）
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Ⅰ　

真
珠
湾
攻
撃
へ
の
道

ハ
ワ
イ
時
間
の
一
九
四
一
年
一
二
月
六
日
（
日
本
時
間
一
二
月
七
日
）、

ホ
ノ
ル
ル
の
邦
字
新
聞
『
日
布
時
事
』
は
一
面
ト
ッ
プ
で
次
の
よ
う
な

大
見
出
し
の
記
事
を
載
せ
た
。

「
極
東
危
機
や
や
緩
和　

尠
す
く
な

く
共
茲こ

こ

数
週
間
内
に
は
太
平
洋

に
戦
争
起
こ
ら
ず
」

続
く
本
文
で
日
米
関
係
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
官
憲
筋
は
極
東
の
危
機
は
少
し
ば
か
り
緩
和
さ

れ
た
と
推
定
し
て
居
り
茲
数
週
間
内
に
は
太
平
洋
戦
争
は
起
こ

ら
な
い
と
望
む
充
分
な
理
由
を
持
っ
て
い
る
、（
中
略
）
日
本
は

今
や
當
分
の
間　

米
国
政
府
が
太
平
洋
の
大
戦
争
の
動
因
と
な

る
と
確
信
し
て
い
る
泰
国
へ
の
進
出
は
控
へ
る
こ
と
に
決
し
た

も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。」

こ
の
記
事
を
読
ん
だ
ハ
ワ
イ
の
日
系
市
民
は
、
戦
争
の
足
音
が
暫

し
遠
の
く
こ
と
に
仄
か
な
期
待
を
寄
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
期
待

を
打
ち
砕
き
、
彼
ら
の
運
命
を
決
定
的
に
変
え
る
出
来
事
が
翌
日
に

迫
っ
て
い
る
こ
と
を
一
体
誰
が
予
想
し
た
だ
ろ
う
か
。

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
九
月
一
八
日
の
満
州
事
変
か
ら
一
九
四
一

（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
八
日
（
日
本
時
間
）
の
真
珠
湾
攻
撃
ま
で
の
一
〇

年
間
は
、
日
本
が
急
坂
を
転
げ
落
ち
る
よ
う
に
戦
争
へ
と
突
き
進
ん

だ
時
代
だ
っ
た
。
一
九
三
九
年
九
月
一
日
、
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド

に
侵
攻
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
太
平
洋
を
挟
ん
だ

日
米
関
係
も
日
本
の
中
国
、
南
部
仏
印
へ
の
侵
出
を
巡
り
緊
張
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
。
打
開
の
た
め
の
日
米
交
渉
は
難
航
し
、
一
九
四
一

年
一
一
月
二
六
日
（
日
本
時
間
二
七
日
）、
日
本
が
到
底
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
米
国
の
最
終
回
答
（
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
）
に
よ
り
日
米
開
戦
は
決
定
的

と
な
っ
た
。
米
国
は
日
本
が
東
南
ア
ジ
ア
か
太
平
洋
の
ど
こ
か
で
開

戦
の
火
蓋
を
切
る
と
予
想
し
た
が
、
そ
の
場
所
や
日
時
は
特
定
で
き

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

＊

―
＊

―
＊

ハ
ワ
イ
時
間
の
一
九
四
一
年
一
二
月
七
日
未
明
、
ハ
ワ
イ
諸
島

北
方
二
三
〇
海
里
に
展
開
す
る
日
本
帝
国
海
軍
機
動
部
隊
か
ら
出
撃

し
た
航
空
機
一
八
三
機
は
、
午
前
七
時
五
五
分
、
オ
ア
フ
島
・
真
珠

湾
の
米
海
軍
基
地
な
ど
数
か
所
の
基
地
を
爆
撃
し
た
。
続
く
午
前
八

時
四
五
分
、
第
二
波
攻
撃
隊
の
一
六
七
機
が
真
珠
湾
や
カ
ネ
オ
ヘ
海

軍
基
地
な
ど
を
爆
撃
し
、
九
時
四
五
分
、
攻
撃
を
終
了
し
た
日
本
軍

機
は
母
艦
へ
と
帰
投
し
た
。
攻
撃
に
参
加
し
た
搭
乗
員
は
七
六
五
人
。

世
に
言
う
真
珠
湾
攻
撃
は
二
時
間
足
ら
ず
の
奇
襲
攻
撃
だ
っ
た
。

こ
の
攻
撃
は
日
本
か
ら
米
国
へ
の
外
交
文
書
の
手
交
が
遅
れ
た
た

め
、
結
果
的
に
開
戦
の
事
前
通
告
の
な
い
「
騙
し
討
ち
」
の
烙
印
を

押
さ
れ
た
。
開
戦
に
関
す
る
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
条
約
第
一
条
は
、

開
戦
の
理
由
を
付
し
た
開
戦
宣
言
又
は
最
後
通
牒
の
事
前
通
告
を
締

約
国
に
義
務
づ
け
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
外
交
文
書
が
事
前
に

届
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
最
後
通
牒
や
宣
戦
布
告
の
効

力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

天
皇
と
真
珠
湾
作
戦
の
立
案
者
・
山
本
五
十
六
は
国
際
法
の
遵
守

に
拘
わ
り
、
事
前
の
開
戦
通
告
の
徹
底
を
指
示
し
て
い
た
が
、
結
局
、

そ
れ
を
裏
切
る
結
果
と
な
っ
た

１

。
も
っ
と
も
政
府
や
陸
軍
内
に
は
、

自
衛
の
戦
争
に
は
開
戦
通
告
は
不
要
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
外
務

大
臣
だ
っ
た
東
郷
茂
徳
は
東
京
裁
判
で
、「
こ
の
戦
争
は
自
衛
の
戦
争

だ
と
思
っ
た
。
特
に
日
米
交
渉
に
お
い
て
米
国
が
な
し
た
自
衛
権
の

解
釈
か
ら
い
え
ば
、
明
ら
か
に
自
衛
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
而
し
て
余

は
自
衛
戦
争
に
お
い
て
は
宣
戦
の
通
告
を
要
し
な
い
と
い
う
意
見
の

国
際
的
に
存
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
証
言
し
て
い
る

２

。
当
時

《
第
二
部
》　
語
ら
れ
な
か
っ
た
真
珠
湾
の
真
実

―
隠
さ
れ
た
民
間
人
犠
牲
の
真
相
か
ら

―
日
系
人
の
運
命

―
死
傷
者
救
護
の
実
態

― 

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
活
動
と
大
統
領
陰
謀
論

―

日本軍機の魚雷攻撃を受け大爆発を起こした駆逐艦ショー
出典：Library of  Congress, #98506923
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の
日
本
に
は
真
珠
湾
攻
撃
は
、
米
国
の
苛
烈
な
対
日
政
策
に
対
す
る

国
家
の
存
亡
を
か
け
た
強
い
ら
れ
た
戦
争
と
い
っ
た
認
識
が
あ
っ
た

の
だ
。

真
珠
湾
攻
撃
の
翌
一
二
月
八
日
（
ワ
シ
ン
ト
ン
時
間
）、
米
議
会
で
対

日
宣
戦
布
告
演
説
を
行
っ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

大
統
領
は
一
二
月
七
日
を
「
屈
辱
の
日
（D

ay of Infam
y

）」
と
呼
び
、
以

後
一
二
月
七
日
は
「
全
国
真
珠
湾
追
悼
記
念
日
（N

ational Pearl H
arbor 

Rem
em

brance D
ay

）」
と
し
て
米
国
民
の
脳
裏
に
深
く
刻
ま
れ
、
今
日

ま
で
毎
年
、
犠
牲
者
追
悼
式
典
が
全
米
各
地
で
開
か
れ
て
い
る
。

Ⅱ　

死
傷
者
三
、五
〇
〇
余
人
、
日
米
開
戦
へ

真
珠
湾
攻
撃
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
側
の
死
傷
者
は
三
、五
八
一
人
、

そ
の
内
訳
は
死
者
二
、
四
〇
三
人
（
う
ち
民
間
人
六
八
人
）、
負
傷
者

一
、一
七
八
人
（
う
ち
民
間
人
三
五
人
）、
航
空
機
一
六
九
機
、
戦
艦
を

含
む
艦
船
一
九
隻
（
損
傷
一
六
隻
、）
沈
没
三
隻
だ
っ
た

３

。
死
者
の
内
、

三
〇
八
人
は
日
系
人
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
日
本
軍
の
損
失
は
、
航
空
機
二
九
機
（
ゼ
ロ
戦
九
機
、

九
七
式
艦
上
攻
撃
機
五
機
、
九
九
式
艦
上
爆
撃
機
一
五
機
）、
特
殊
潜
航
艇

五
隻
、
搭
乗
員
死
者
六
五
人
、
捕
虜
一
人
だ
っ
た
。
捕
虜
と
な
っ
た

特
殊
潜
航
艇
乗
組
員
・
酒
巻
和
男
は
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
日
本
人

捕
虜
第
一
号
と
な
っ
た
。

見
事
に
成
功
し
た
真
珠
湾
攻
撃
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
攻
撃
を
ア
メ
リ
カ
は
な
ぜ
防
げ
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
府
と
陸
海
軍
首
脳
に
と
り
大
き
な
衝
撃

だ
っ
た
。

そ
の
真
相
も
未
解
明
の
ま
ま
一
二
月
一
七
日
、
米
太
平
洋
艦
隊
司

令
長
官
ハ
ズ
バ
ン
ド
・
キ
ン
メ
ル
提
督
と
ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令
長

官
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ョ
ー
ト
将
軍
の
二
人
が
「
職
務
怠
慢
」
の
責
任
を

問
わ
れ
、
軍
法
会
議
も
開
か
れ
な
い
ま
ま
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に

よ
り
解
任
さ
れ
た
。
翌
一
八
日
、
大
統
領
は
真
珠
湾
攻
撃
の
真
相
解

明
の
た
め
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
オ
ー
エ
ン
・
Ｊ
・
ロ
バ
ー
ツ
を
委

員
長
と
す
る
専
門
委
員
会
、
い
わ
ゆ
る
ロ
バ
ー
ツ
委
員
会
（Roberts 

Com
m

ission

）
を
設
置
し
た
。
こ
の
調
査
の
過
程
で
ワ
シ
ン
ト
ン
首
脳

部
の
責
任
も
俎
上
に
載
っ
た
が
、
結
局
、
司
令
官
二
人
の
責
任
は
覆

ら
ず
二
階
級
降
格
の
処
分
が
科
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
は
陸
海
軍
の
査

問
会
議
が
二
人
を
免
責
し
、
大
統
領
と
政
府
首
脳
を
暗
に
批
判
し
た

の
と
は
対
照
的
だ
っ
た
。

終
戦
後
の
一
九
四
五
年
一
一
月
、
真
珠
湾
の
真
相
解
明
の
た
め
上

下
両
院
合
同
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
翌
年
五
月
ま
で
調
査
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
査
問
委
員
会
で
キ
ン
メ
ル
は
、「
ハ
ワ
イ
は
攻
撃
目
標

に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
錯
覚
が
、
当
時
、
陸
軍
に
も
海
軍
に
も
真

珠
湾
軍
港
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
地
位
の
将
兵
に
も
蔓
延
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。」４

と
証
言
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
苦
い
経
験
か
ら
戦
争
へ
の
介
入
を

拒
否
し
て
き
た
米
国
世
論
は
、
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
り
一
気
に
参
戦
へ

と
突
き
進
む
。
そ
れ
は
一
九
一
五
年
五
月
の
ド
イ
ツ
軍
Ｕ
ボ
ー
ト
に

よ
る
ル
シ
タ
ニ
ア
号
へ
の
無
警
告
攻
撃
（
米
国
人
含
む
一
、一
九
八
人
が

死
亡
）
を
端
緒
に
第
一
次
大
戦
へ
の
参
戦
に
急
傾
斜
し
て
い
っ
た
ア
メ

リ
カ
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
一
二
月
八
日
の
対
日
宣
戦
布

告
に
続
き
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
が
対
米
宣
戦
布
告
す
る
と
、
一
二

真珠湾への日本軍機の攻撃ルート。左側経路が第一
波攻撃、右側が第二波攻撃。

出典：Wikimedia Commons, the free media repository

真珠湾攻撃の展示
（真珠湾国立記念館ビジターセンター）

（いずれも筆者撮影）

撃墜されたゼロ戦の残骸
（ハワイ陸軍博物館）

オアフ島
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月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
も
両
国
に
宣
戦
布
告
し
、
上
下
両
院
と
も

こ
の
採
決
に
反
対
す
る
者
は
な
か
っ
た
（
下
院
で
一
名
反
対
が
あ
っ
た
）。

政
府
批
判
の
声
は
次
第
に
影
を
潜
め
、
欧
州
戦
争
へ
の
関
与
に
批
判

的
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
委
員
会
（
共
和
党
系
）
も
そ
の
日

に
解
散
し
た
。

Ⅲ　

隠
さ
れ
た
民
間
人
犠
牲
の
真
相

真
珠
湾
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
戦
艦
の
損
失
や
将

兵
の
犠
牲
な
ど
軍
事
的
損
害
の
み
が
強
調
さ
れ
、
民
間
人
の
犠
牲
に

つ
い
て
は
米
国
で
も
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
日
本

軍
の
攻
撃
が
軍
事
目
標
に
限
ら
れ
、
一
般
市
民
を
対
象
に
し
な
か
っ

た
こ
と
は
日
米
双
方
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
死
亡
者
が
六
八

人
で
あ
り
、
将
兵
の
犠
牲
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一

つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
被
害
の
原
因
や
犠
牲
者
の
大
半
が
日

系
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
当
時
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
今
日
で
も
そ
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

真
珠
湾
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
（
米
国
勢
調
査
局
）
に
よ
れ
ば
、
真
珠
湾
攻

撃
に
よ
る
民
間
人
の
死
者
は
六
八
人
、
負
傷
者
は
三
五
人
で
、
年
齢

は
三
カ
月
の
幼
児
か
ら
六
六
歳
に
及
び
一
〇
歳
未
満
の
子
ど
も
九
人

が
含
ま
れ
る
。
死
亡
者
に
は
一
般
市
民
の
他
、
ホ
ノ
ル
ル
消
防
署
員

三
人
（
消
火
活
動
中
に
死
亡
）、
連
邦
政
府
職
員
五
人
な
ど
が
含
ま
れ
る

５

。

こ
れ
ら
の
死
者
の
う
ち
五
九
人
（
民
間
人
死
者
の
八
七
％
）
は
、
時
限
起

爆
装
置
の
不
調
で
空
中
で
起
爆
し
な
か
っ
た
五
イ
ン
チ
対
空
砲
弾
や

榴
散
弾
破
片
が
ホ
ノ
ル
ル
市
街
地
に
落
下
し
、
爆
発
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
死
者
の
半
数
が
日
系
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た
。

米
海
軍
の
議
会
証
言
に
よ
れ
ば
、
対
空
高
角
砲
二
三
二
門
か
ら
発

射
さ
れ
た
五
イ
ン
チ
砲
弾
は
三
、一
八
八
発
に
及
び
、
そ
の
多
く
が
標

的
を
外
れ
て
市
街
地
に
落
下
し
た

６

。
中
に
は
極
度
の
緊
張
を
強
い
ら

れ
た
未
熟
な
砲
兵
が
闇
雲
に
空
中
に
放
っ
た
砲
弾
も
含
ま
れ
る
。
海

軍
の
砲
撃
で
は
、
市
街
地
五
七
カ
所
が
被
害
を
受
け
、
民
間
人
四
八

人
が
死
亡
し
た
と
い
わ
れ
る

７

。

被
害
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
ホ
ノ
ル
ル
市
の
ア
ラ
ワ
イ
運
河
北
側

の
日
系
人
が
多
く
住
む
マ
ッ
カ
リ
ー
通
り
と
サ
ウ
ス
・
キ
ン
グ
通
り

に
囲
ま
れ
た
地
域
で
、
火
災
で
三
一
家
族
が
焼
け
出
さ
れ
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
日
系
人
だ
っ
た
。

中
で
も
悲
惨
だ
っ
た
の
は
サ
ウ
ス
・
ク
ク
イ
通
り
の
日
系
人
経
営

の
う
ど
ん
食
堂
『
桜
（Cherry Blossom

 Saim
in N

oodles

）』
を
直
撃
し
た
砲

弾
で
、
経
営
者
・
平
崎
家
の
五
人
が
死
傷
し
、
八
人
の
客
が
死
亡
し
た
。

こ
の
被
害
は
日
本
軍
の
第
二
派
攻
撃
が
終
わ
っ
た
一
時
間
後
の
こ
と

で
あ
り
、
米
軍
の
誤
射
砲
弾
の
犠
牲
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
ヌ
ア
ヌ
通
り
に
あ
っ
た
日
本
語
学
校
「
布
哇
中
央
学
院
」
の
敷

地
に
も
着
弾
し
、
日
曜
朝
の
授
業
中
だ
っ
た
八
歳
の
児
童
数
人
が
死

傷
し
た
。
死
亡
し
た
平
崎
ヨ
ネ
コ
（
八
歳
）
は
、
祖
母
が
経
営
す
る
う

ど
ん
店
「
桜
」
に
逃
げ
込
ん
だ
と
こ
ろ
砲
弾
の
直
撃
を
受
け
た
。
自
宅

が
直
撃
を
受
け
死
亡
し
た
太
田
母
子
と
三
人
の
甥
の
う
ち
生
後
三
カ

月
の
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ユ
ミ
コ
・
太
田
は
、
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
る
最
年

少
犠
牲
者
と
し
て
記
録
さ
れ
る
。
ま
た
、
州
庁
舎
が
あ
っ
た
イ
オ
ラ

黒煙を上げる真珠湾と上空の対空砲火煙（黒点）。この不発砲
弾が住宅地を直撃した。

出典：Digital Archives of  Hawaii, PPFUR-1-2-002

　　爆弾の被害にあった日系人居住地区　　　　　　　クワキニ通りの被害住宅
出典： Hawaii War Records Depository, UHM Library Digital Image Collections, 0152（左） 

同 0144（右）
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ニ
宮
殿
中
庭
や
カ
メ
ハ
メ
ハ
大
王
像
の
西
方
に
も
砲
弾
が
着
弾
し
た
。

市
内
の
数
カ
所
で
火
災
が
発
生
し
た
が
、
ホ
ノ
ル
ル
市
の
消
防
隊
の

多
く
は
真
珠
湾
と
ヒ
ッ
カ
ム
空
軍
基
地
の
消
火
活
動
に
出
動
し
て
い

た
た
め
、
市
街
地
の
消
火
活
動
の
多
く
は
市
民
が
協
力
し
て
行
な
っ

た
。
犠
牲
者
の
多
く
が
日
系
人
だ
っ
た
の
は
日
系
人
居
住
地
に
多
く

が
着
弾
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、「
日
曜
早
朝
に
市
街
地
に
出
る
よ
う
な

白
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
た
め
」
と
い
っ
た
見
方
も
あ
っ
た

８

。

ホ
ノ
ル
ル
市
水
道
局
の
調
査
で
は
、
一
二
月
七
日
に
ホ
ノ
ル
ル
市

内
で
四
〇
件
の
爆
発
が
あ
っ
た
が
、
う
ち
三
九
件
は
ア
メ
リ
カ
軍
の

砲
弾
の
落
下
に
よ
る
も
の
で
、
一
件
は
日
本
軍
の
誤
爆
に
よ
る
道
路

の
陥
没
で
死
傷
者
は
な
か
っ
た
。
ワ
ヒ
ア
ワ
で
は
撃
墜
さ
れ
た
日
本

軍
機
が
民
家
へ
墜
落
し
、
二
人
が
死
亡
、
九
人
が
負
傷
し
た
。
こ
れ

ら
の
被
害
に
よ
る
民
間
施
設
の
損
害
は
ホ
ノ
ル
ル
市
全
体
で
五
〇
万

ド
ル
に
及
ん
だ

９

。

公
表
さ
れ
な
か
っ
た
米
軍
の
砲
撃
に
よ
る
犠
牲

民
間
人
被
害
の
ほ
ぼ
全
て
が
米
軍
の
高
射
砲
弾
等
の
落
下
（friendly 

fire

）
に
よ
る
こ
と
は
、
一
九
四
三
年
の
真
珠
湾
調
査
委
員
会
の
陸
軍

関
係
者
の
証
言
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
大
戦
中
は
米
国
民
の

戦
意
を
削
ぐ
惧
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
事
実
は
公
表
さ
れ
な

か
っ
た
。
戦
後
、
多
く
の
民
間
人
が
ベ
レ
タ
ニ
ア
通
り
や
サ
ウ
ス
・

キ
ン
グ
通
り
で
「（
日
本
軍
の
）
爆
弾
投
下
に
よ
る
爆
発
を
体
験
し
た
」

と
証
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
米
軍
の
砲
弾
だ
っ
た
。

一
九
九
一
年
一
二
月
六
日
の
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
の
真
珠
湾
特
集
は
、

「
政
府
や
新
聞
は
真
珠
湾
攻
撃
の
多
く
の
誤
解
を
正
そ
う
と
し
て
き
た

が
、
攻
撃
か
ら
半
世
紀
た
っ
た
今
で
も
民
間
人
の
犠
牲
は
日
本
軍
の

爆
撃
に
よ
る
と
い
う
神
話
を
信
じ
て
い
る
米
国
人
は
多
い
」
と
論
評

し
て
い
る

10

。

友
軍
の
砲
弾
に
よ
る
犠
牲
は
一
九
四
〇
年
九
月
七
日
か
ら
翌

年
五
月
ま
で
続
い
た
ド
イ
ツ
の
ロ
ン
ド
ン
大
空
襲
で
も
見
ら
れ
た
。

四
三
、〇
〇
〇
人
以
上
の
死
者
の
半
数
は
英
軍
の
対
空
砲
火
の
不
発
弾
が

落
下
、
爆
発
し
た
こ
と
に
よ
る
犠
牲
者
と
い
わ
れ

11

、
そ
れ
は
日
本
本

土
の
空
襲
で
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
で
は
、

米
軍
は
友
軍
の
誤
射
、
誤
爆
に
よ
る
米
兵
の
犠
牲
を
公
表
し
た
が
、
戦

争
で
は
誤
射
、
誤
爆
は
常
に
起
き
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
軍
機
の
攻
撃
に
よ
る
民
間
人
の
犠
牲
も
あ
っ
た
。

真
珠
湾
基
地
、
造
船
所
、
ヒ
ッ
カ
ム
空
軍
基
地
、
カ
ネ
オ
ヘ
海
軍
航

空
基
地
な
ど
へ
の
爆
撃
と
機
銃
掃
射
に
よ
り
基
地
で
働
く
民
間
人
が

死
傷
し
た
。
ワ
イ
パ
フ
や
エ
ワ
の
製
糖
工
場
へ
の
攻
撃
で
も
死
者
三

人
、
負
傷
者
一
四
人
が
出
た
。
後
の
調
査
で
こ
れ
ら
の
攻
撃
は
、
軍

事
目
標
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
日
本
軍
機
が
軍
事
施
設
と
誤
認
し
て

攻
撃
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
オ
ア
フ
島

対空砲弾が落下したホノルルの中心街。✸印が人的物的被害場所🔥印は爆発による火災発
生場所。� （ホノルル陸軍博物館：筆者撮影）

ワイキキ沿岸に設置されたランドルフ対空砲台
（ホノルル陸軍博物館：筆者撮影）　
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上
空
を
飛
行
し
て
い
た
民
間
練
習
機
パ
イ
パ
ー
カ
ブ
二
機
が
日
本
軍

機
に
銃
撃
さ
れ
、
搭
乗
員
一
人
が
行
方
不
明
と
な
り
、
一
人
が
着
陸

後
死
亡
し
た

12

。

さ
ら
に
攻
撃
翌
日
の
一
二
月
八
日
、
米
軍
機
に
よ
る
民
間
人
の
殺

傷
も
起
き
た
。
オ
ア
フ
島
バ
ー
バ
ー
ポ
イ
ン
ト
沖
を
航
行
中
の
日
系

人
漁
民
の
紀
宝
丸
、
住
吉
丸
な
ど
四
隻
の
小
型
漁
船
（
サ
ン
パ
ン
）
が

米
軍
機
Ｐ
‐
40
に
機
銃
掃
射
さ
れ
、
漁
民
六
人
が
死
亡
し
た
。
真
珠

湾
攻
撃
後
、
海
軍
は
オ
ア
フ
島
に
接
近
す
る
不
審
船
舶
を
発
砲
の
対

象
と
す
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
た
が
、
一
二
月
四
日
か
ら
出
漁
し
て

い
た
漁
船
は
何
も
知
ら
ず
に
帰
港
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
戦
後
、
死

亡
し
た
漁
船
員
の
遺
族
は
米
国
政
府
に
補
償
を
求
め
、
一
九
六
七
年
、

紀
宝
丸
船
長
・
木
田
捨
松
の
未
亡
人
に
八
、〇
〇
〇
ド
ル
、
住
吉
丸
船

長
に
二
、五
〇
〇
ド
ル
と
当
日
の
漁
獲
収
益
相
当
分
が
支
払
わ
れ
た
が
、

そ
の
他
の
者
へ
の
補
償
は
な
か
っ
た

13

。
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
米
軍
の

銃
撃
で
撃
墜
さ
れ
た
米
軍
戦
闘
機
や
米
海
軍
潜
水
艦
へ
の
誤
射
な
ど

友
軍
に
よ
る
誤
射
誤
爆
は
少
な
く
な
か
っ
た

14

。

今
日
、
歴
史
の
後
知
恵
と
し
て
真
珠
湾
攻
撃
は
二
時
間
足
ら
ず
の
攻

撃
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
ハ
ワ
イ
の
人
々
は
、
攻

撃
が
継
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
恐
怖
に
怯
え
て
い
た
。
実
際
、
米
西
海

岸
及
び
ハ
ワ
イ
諸
島
沖
で
は
、
日
本
の
潜
水
艦
に
よ
る
貨
物
船
へ
の
攻

撃
が
あ
り
、
日
本
軍
の
西
海
岸
上
陸
へ
の
備
え
も
真
剣
に
議
論
さ
れ
た
。

攻
撃
後
、
笑
い
話
の
よ
う
な
出
来
事
も
起
き
た
。
米
国
人
家
庭
の
日
本

人
奉
公
人
が
俄
か
に
厚
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由

を
相
賀
渓
芳
は
「
日
本
軍
の
上
陸
せ
る
時
、
親
日
米
人
と
し
て
目
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る

15

。

攻
撃
を
信
じ
ず
、
放
心
状
態
の
日
系
市
民

真
珠
湾
攻
撃
を
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
は
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。
炎

上
す
る
真
珠
湾
の
黒
煙
を
目
撃
し
た
ミ
サ
オ
高
林
（
当
時
四
五
歳
）
は
、

「
複
雑
で
、（
攻
撃
し
て
き
た
）
相
手
が
日
本
人
だ
か
ら
悲
し
い
や
ら
何

と
も
言
え
な
い
気
持
ち
で
、
足
も
フ
ラ
フ
ラ
で
倒
れ
る
よ
う
な
」
状

態
だ
っ
た
と
語
る

16

。
ま
た
齋
藤
米
國
は
、
日
本
軍
が
爆
弾
を
落
と

し
た
と
聞
い
て
も
「
私
は
本
当
に
し
な
か
っ
た
」
と
日
記
に
記
し
て
い

る
17

。ハ
ワ
イ
州
選
出
の
初
の
日
系
上
院
議
員
と
な
り
、
二
〇
一
七
年
四

月
、
ホ
ノ
ル
ル
国
際
空
港
に
そ
の
名
が
命
名
さ
れ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｋ
・

イ
ノ
ウ
エ
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
高
校
四
年
の
一
七
歳

だ
っ
た
。
彼
は
「
突
然
、
三
機
の
航
空
機
が
頭
上
を
飛
ん
で
い
っ
た
。

銀
白
色
に
機
体
の
翼
に
赤
い
丸
が
入
っ
て
い
て
日
本
人
の
姿
が
見
え

た
」「
何
が
起
き
て
い
る
の
か
わ
か
っ
た
。
私
の
世
界
は
終
わ
り
に
近

づ
い
た
と
思
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る

18

。
し
か
し
、
真
珠
湾
に
近
い

ホ
ノ
ル
ル
市
中
心
部
に
住
む
者
以
外
、
多
く
の
市
民
は
翌
日
朝
ま
で

真
珠
湾
で
起
き
た
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
日
系
人
を
含
む
多

く
の
ハ
ワ
イ
の
一
般
市
民
は
、
日
米
間
に
戦
争
が
起
こ
り
か
ね
な
い

状
況
を
危
惧
し
て
は
い
た
が
、
実
際
に
は
戦
争
は
避
け
ら
れ
る
も
の

と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
攻
撃
が
ハ
ワ
イ
社
会
に
与
え
た
衝
撃

は
計
り
知
れ
ず
、
攻
撃
を
信
じ
な
い
日
系
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

真
珠
湾
攻
撃
か
ら
四
カ
月
後
の
一
九
四
二
年
四
月
一
八
日
、
米
陸
軍

航
空
軍
の
ジ
ミ
ー
・
ド
ゥ
ー
リ
ト
ル
中
佐
率
い
る
Ｂ
‐
25
爆
撃
機
一
六

機
が
日
本
本
土
へ
の
報
復
爆
撃
を
敢
行
し
た
。
こ
の
爆
撃
で
東
京
、
大

阪
、
神
戸
、
名
古
屋
な
ど
の
軍
事
施
設
だ
け
で
な
く
民
間
人
に
多
く
の

被
害
が
あ
り
、
死
者
八
七
人
、
重
軽
傷
者
約
五
〇
〇
人
、
全
半
焼
家

屋
約
二
九
〇
戸
の
被
害
が
出
た
が
被
害
状
況
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
東
京
空
襲
で
は
、
葛
飾
区
水
元
国
民
学
校
高
等
科
の
生
徒
が

機
銃
掃
射
で
死
亡
し
た
。
真
珠
湾
攻
撃
と
は
様
相
の
異
な
る
米
軍
の
空

襲
は
、
結
果
的
に
無
差
別
攻
撃
と
な
っ
た
。
中
国
本
土
に
不
時
着
し
日

本
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
搭
乗
員
八
人
は
上
海
で
戦
争
犯
罪
者
と
し
て
死

刑
判
決
を
受
け
る
が
、
う
ち
三
人
だ
け
が
銃
殺
刑
に
処
さ
れ
た
。
こ
の

時
、
全
員
の
処
刑
に
反
対
し
指
揮
官
と
爆
撃
手
の
三
人
だ
け
に
留
め
た

の
は
天
皇
の
意
向
を
忖
度
し
た
東
条
英
樹
だ
っ
た
。
他
の
五
人
は
勅
許

に
よ
り
無
罪
と
な
っ
た
。
戦
後
、
昭
和
天
皇
は
、「
被
害
地
域
に
は
軍

事
施
設
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
語
り
、
処
刑
さ
れ
た
「
三
人
の
者
も
責

任
が
無
か
っ
た
も
の
と
思
ふ
」
と
述
懐
し
て
い
る

19

。

Ⅳ　

激
変
し
た
日
系
人
の
運
命

攻
撃
直
後
の
一
二
月
七
日
午
前
一
〇
時
、
ハ
ワ
イ
準
州
知
事
Ｊ
・

Ｂ
・
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
は
、
準
州
警
備
隊
を
動
員
し
て
警
備
を
強

化
し
、
ハ
ワ
イ
大
学
と
高
校
の
予
備
役
将
校
訓
練
隊
（
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
）
を

召
集
し
た

20

。
こ
れ
ら
の
隊
員
の
多
く
は
日
系
二
世
だ
っ
た

21

。

攻
撃
か
ら
四
時
間
後
に
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
、
軍
諜
報
部
、
警
察
が
日
系

人
団
体
の
幹
部
や
宗
教
家
、
学
校
の
校
長
な
ど
日
系
人
社
会
の
指
導

者
を
拘
束
し
、
一
二
月
一
〇
日
ま
で
に
ド
イ
ツ
系
、
イ
タ
リ
ア
系
住

民
を
含
む
四
八
二
人
を
拘
束
し
、
ホ
ノ
ル
ル
港
対
岸
の
サ
ン
ド
島
に

拘
留
し
た

22

。
そ
の
四
分
の
三
は
日
系
人
だ
っ
た

23

。
こ
の
措
置
は
日

系
人
の
ス
パ
イ
活
動
や
破
壊
活
動
を
恐
れ
た
た
め
だ
が
、
実
際
に
は

日
系
人
に
よ
る
利
敵
行
為
は
終
戦
ま
で
一
度
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

日
本
領
事
館
は
軟
禁
状
態
に

ヌ
ア
ヌ
街
に
あ
っ
た
日
本
帝
国
総
領
事
館
（
喜
多
長
雄
総
領
事
）
に
は
、

攻
撃
直
後
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
と
警
察
が
駆
け
付
け
、
館
員
は
軟
禁
状
態
に
お

か
れ
た
。
館
員
の
関
輿
吉
は
、「
九
時
半
階
下
に
下
り
、
事
態
の
急
迫

せ
る
を
聴
き
、
現
金
の
始
末
を
な
す
。
高
射
砲
の
サ
ク
裂
増
す
。（
中

略
）
ヌ
ア
ニ
通
り
は
狂
乱
状
態
な
り
。」24

と
日
記
に
書
い
て
い
る
。
一
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等
書
記
官
・
森
村
正
（
本
名
、
吉
川
猛
夫
）
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
や
っ
と
最
後
の
暗
号
書
を
ひ
き
さ
い
て
火
が
メ
ラ
メ
ラ
燃

え
始
め
た
時
に
、
警
官
が
来
た
。
附
近
の
住
民
が
領
事
館
か
ら

煙
が
で
て
い
る
。
発
煙
信
号
に
ち
が
い
な
い
と
電
話
で
注
進
し

た
の
だ
。
開
け
ろ
、開
け
な
い
。
押
し
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
た
末
、

彼
ら
五
、六
人
が
ド
ア
に
体
当
た
り
を
し
て
破
っ
て
乱
入
し
た
。

手
に
手
に
拳
銃
、
小
銃
を
持
っ
て
い
る
。」25

吉
川
は
、
真
珠
湾
の
軍
事
情
報
を
探
る
た
め
大
使
館
員
を
装
い
、

海
軍
か
ら
派
遣
さ
れ
た
諜
報
員
だ
っ
た
が
、
そ
の
素
性
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に

も
知
ら
れ
、
喜
多
総
領
事
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
監
視
下
に
置
か
れ
て
い
た

26

。

喜
多
は
吉
川
が
得
た
真
珠
湾
の
艦
艇
の
動
向
や
機
動
部
隊
進
路
の
天

候
情
報
を
東
京
に
通
報
し
て
い
た
。
著
名
な
日
系
人
医
師
で
日
露
戦

争
で
は
ハ
ワ
イ
か
ら
帰
国
し
、
日
本
赤
十
字
社
救
護
班
員
と
し
て
活

動
し
た
毛
利
伊
賀
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
危
険
人
物
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
た
。

喜
多
総
領
事
は
当
時
、
日
本
赤
十
字
社
布ハ

ワ
イ哇

特
別
委
員
部
委
員
長
も

兼
任
し
て
い
た
が
翌
年
一
月
中
旬
、
館
員
と
共
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
の
収
容
所
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
日
赤
布
哇
特
別
委
員

部
は
事
実
上
消
滅
し
た
。
喜
多
と
館
員
は
同
年
六
月
、
ア
リ
ゾ
ナ
か

ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
送
さ
れ
、
日
米
交
換
船
で
帰
国
の
途
に
つ
き
、

八
月
一
五
日
、
横
浜
に
帰
港
し
た
。

一
二
月
七
日
午
後
三
時
半
、
ハ
ワ
イ
方
面
軍
司
令
長
官
シ
ョ
ー
ト

将
軍
の
要
請
で
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
知
事
が
軍
事
政
権
へ
の
移
管
を

宣
言
し
戒
厳
令
が
敷
か
れ
る
と
、
ハ
ワ
イ
は
全
米
で
唯
一
、
前
例
の

な
い
軍
事
政
権
下
に
置
か
れ
た

27

。
シ
ョ
ー
ト
将
軍
は
ハ
ワ
イ
初
の
軍

事
総
督
と
な
り
総
督
府
が
イ
オ
ラ
ニ
宮
殿
に
置
か
れ
た

28

。
軍
令
に
よ

り
、
学
校
、
食
料
、
交
通
、
現
金
所
持
、
メ
デ
ィ
ア
、
手
紙
、
通
話

の
検
閲
が
行
わ
れ
、
ラ
ジ
オ
は
目
撃
者
証
言
、
被
害
状
況
・
場
所
の

詳
細
に
一
切
言
及
し
な
い
よ
う
指
示
さ
れ
、
日
系
人
は
電
話
で
日
本

語
を
話
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

軍
事
総
督
府
は
七
日
夜
、
夜
間
外
出
禁
止
令
を
発
令
し
灯
火
管

制
を
敷
い
た
。
そ
の
夜
以
降
、
ホ
ノ
ル
ル
は
暗
い
夜
を
過
ご
さ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
日
系
ビ
ジ
ネ
ス
や
邦
字
新
聞
の
停
止
、
日
本
語
学

校
の
閉
鎖
（
そ
の
後
一
部
再
開
）、
日
本
人
に
対
す
る
人
身
保
護
令
状

（H
abeas corpus

）29

は
停
止
さ
れ
、
民
事
裁
判
所
は
軍
事
裁
判
所
に
移

行
さ
れ
た

30

。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ト
将
軍
は
そ
の
直
後
に
更
迭
さ
れ
、

一
二
月
一
七
日
、
デ
ロ
ス
・
エ
モ
ン
ズ
将
軍
が
総
督
（
ハ
ワ
イ
方
面
軍

司
令
長
官
）
に
就
任
し
た
。
戒
厳
令
は
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
四
日
ま

で
約
三
年
続
い
た
。

日
系
人
に
問
わ
れ
る
忠
誠
の
証

米
国
在
住
の
日
系
人
に
対
す
る
米
国
の
態
度
の
急
変
は
、
多
く
の

日
系
人
の
想
定
を
超
え
る
も
の
だ
っ
た
。
日
米
関
係
が
悪
化
し
、最
悪
、

戦
争
が
起
こ
っ
た
場
合
で
も
在
米
日
本
人
は
敵
性
外
国
人
と
し
て
の

扱
い
を
受
け
ず
、
適
正
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
米
当
局
者
は
公
表

し
て
い
た
。
全
米
中
央
日
本
人
会
も
、
米
国
人
の
信
条
と
人
権
意
識

に
照
ら
し
、
敵
国
人
と
い
え
ど
も
理
由
な
く
生
命
財
産
を
奪
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
日
系
人
に
安
心
感
を
与
え
て
い
た
。
さ
ら
に
ハ
ワ
イ

の
日
本
人
連
合
協
会
は
米
国
の
参
戦
機
運
が
高
ま
る
中
で
国
防
公
債

へ
の
応
募
や
灯
火
管
制
訓
練
な
ど
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、英
字
新
聞
も
日
系
人
の
振
る
舞
い
を
称
賛
し
て
い
た
ほ
ど
だ
っ

た
31

。と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
米
国
西
海
岸
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
ハ
ワ

イ
の
日
系
人
へ
の
警
戒
心
は
高
ま
り
、
彼
ら
の
米
国
へ
の
忠
誠
心
が

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
、
日

独
伊
三
国
同
盟
が
調
印
さ
れ
る
と
日
系
人
社
会
の
経
済
活
動
は
制
約

を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
〇
月
二
六
日
、
大
統
領
令
に
よ

り
ハ
ワ
イ
の
二
一
歳
か
ら
三
六
歳
ま
で
の
男
子
五
万
人
の
徴
兵
登
録

が
始
ま
る
と
市
民
権
を
持
た
な
い
日
系
一
世
と
外
国
人
も
徴
兵
登
録

の
対
象
と
な
っ
た
が
、
志
願
兵
以
外
は
徴
召
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
徴
兵
忌
避
者
に
は
禁
固
五
年
又
は
一
万
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ

た
32

。
日
系
人
の
志
願
兵
は
増
え
て
い
っ
た
。
真
珠
湾
攻
撃
後
、
日
系

社
会
の
指
導
者
た
ち
は
社
会
の
目
に
注
意
を
払
い
、「Speak E

nglish

」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
、
人
前
で
日
本
語
を
話
す
の
を
控
え
、
日
本

語
看
板
の
撤
去
、
日
本
語
の
書
籍
・
文
書
の
廃
棄
、
日
本
の
祝
賀
行

事
の
中
止
な
ど
を
自
発
的
に
行
っ
た

33

。

ルーズベルト大統領の対日宣戦布告を報じる 12月 8日の『日布時
事』。

出典：Hawaii State Library Digital Archives
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邦
字
新
聞
『
日
布
時
事
』
は
一
二
月
一
一
日
か
ら
翌
一
月
八
日
ま

で
発
行
禁
止
に
な
っ
た
が
、
一
九
四
二 

年
一
一
月
二
日
、「
布
哇
タ

イ
ム
ズ
」
と
改
題
し
て
再
出
発
し
た
。
同
日
の
記
事
に
は
「
日
本
艦
隊

四
七
隻
を
ソ
ロ
モ
ン
で
撃
沈
乃
至
撃
破
」
の
見
出
し
で
、「
日
本
機
を

撃
退
」「
敵
艦
船
を
撃
破
」
と
敵
国
日
本
に
対
す
る
勝
利
を
誇
示
す
る

言
葉
が
躍
っ
た

34

。
日
系
人
読
者
は
、
も
は
や
「
敵
」
と
な
っ
た
祖
国

の
劣
勢
記
事
を
ど
ん
な
思
い
で
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅴ　

命
運
を
分
け
た
ハ
ワ
イ
の
特
殊
事
情

一
九
四
二
年
二
月
一
九
日
、
大
統
領
令
九
〇
六
六
号
「
防
衛
の
た

め
の
強
制
移
動
の
権
限
」
が
発
令
さ
れ
る
と
、
米
西
海
岸
の
一
二
万

人
を
超
え
る
日
系
ア
メ
リ
カ
人
は
立
ち
退
き
を
命
じ
ら
れ
、
強
制
収

容
が
始
ま
っ
た

35

。
ハ
ワ
イ
で
も
終
戦
ま
で
に
二
、〇
〇
〇
人
以
上
の

日
系
人
が
強
制
収
容
さ
れ
た
が
、
そ
の
規
模
は
西
海
岸
に
比
べ
て
遥

か
に
小
規
模
だ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
の
収
容
所
の
中
で
最
大
の
ホ
ノ
ウ
リ

ウ
リ
収
容
所
（Incarceration Cam

p

）
で
も
三
〇
〇
人
以
上
が
一
度
に
収

容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

36

。
収
容
者
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会（
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
を
通
じ
て
日
本
の
皇
室
か
ら
薬
品
、
茶
、
味
噌
が
届
く
こ
と

も
あ
っ
た

37

。

強
制
収
容
が
本
土
ほ
ど
大
規
模
で
な
か
っ
た
の
は
、
一
九
四
〇
年

代
初
め
、
日
系
人
が
一
六
万
人
に
迫
り
、
人
口
の
三
七
％
を
占
め
て

い
た
ハ
ワ
イ
の
特
殊
事
情
が
あ
る
。

当
時
、
ハ
ワ
イ
の
水
産
業
は
日
系
人
が
ほ
ぼ
独
占
し
、
農
業
生
産

者
と
大
工
の
九
割
、
輸
送
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
が
日
系
人
で
占
め
ら

れ
て
い
た
。
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
影
響
力
の
大
き
い
日
系
人
は

不
可
欠
だ
っ
た
。
ま
た
米
本
土
と
異
な
り
ハ
ワ
イ
で
は
人
種
差
別
的

な
社
会
規
範
や
法
律
が
厳
格
に
は
存
在
せ
ず
、少
数
派
の
白
人
に
と
っ

て
日
系
人
は
日
常
的
に
家
族
間
の
交
流
の
あ
る
友
人
で
あ
り
ビ
ジ
ネ

ス
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
陸
軍
長
官
ヘ
ン
リ
ー 

Ｌ
・
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
、
本
土
、
ハ
ワ
イ
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
日

系
人
の
拘
束
を
求
め
た
。
攻
撃
後
に
ハ
ワ
イ
を
視
察
し
た
海
軍
長
官

フ
ラ
ン
ク
・
ノ
ッ
ク
ス
も
日
系
人
の
大
量
投
獄
又
は
強
制
退
去
を
求

め
た
が
、軍
事
総
督
エ
モ
ン
ズ
将
軍
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ワ
イ
支
局
長
ロ
バ
ー

ト
・
シ
ヴ
ァ
ー
ズ
も
日
系
人
の
大
規
模
な
拘
留
に
は
否
定
的
だ
っ
た
。

一
六
万
の
日
系
人
を
拘
束
し
移
送
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
や
社
会
的

影
響
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

38

。
エ
モ
ン
ズ
将
軍
は
市
民

の
恐
怖
と
日
系
人
拘
束
の
噂
を
払
拭
す
る
た
め
、
一
二
月
二
一
日
の

ラ
ジ
オ
放
送
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
連
邦
当
局
は
、
大
規
模
強
制
収
容
所
を
運
営
し
た
い
と
い

う
意
図
は
な
い
。
我
々
は
冷
酷
で
裏
切
り
に
満
ち
た
手
酷
い
敵

の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、

我
々
は
ア
メ
リ
カ
流
に
事
に
処
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
忠
誠
心
あ
る
者
と
不
忠
な
者
を
区
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」39

本
土
へ
の
大
規
模
避
難
始
ま
る

攻
撃
後
、
ハ
ワ
イ
か
ら
米
本
土
へ
の
住
民
避
難
が
始
ま
っ
た
。
そ

れ
は
住
民
の
安
全
へ
の
配
慮
か
ら
だ
が
、
ハ
ワ
イ
が
抱
え
る
現
実
的

問
題
へ
の
対
処
で
も
あ
っ
た
。

多
く
の
生
活
物
資
を
本
土
か
ら
輸
入
し
て
い
た
ハ
ワ
イ
は
、
輸
送

船
が
日
本
軍
の
潜
水
艦
攻
撃
を
受
け
る
リ
ス
ク
が
高
か
っ
た
。
実
際
、

真
珠
湾
攻
撃
後
も
米
西
海
岸
沿
岸
で
は
日
本
の
潜
水
艦
に
よ
る
輸
送

船
へ
の
攻
撃
が
相
次
い
で
い
た
。
そ
の
た
め
船
舶
航
行
は
大
き
く
制

限
さ
れ
、
食
糧
を
は
じ
め
多
く
の
生
活
物
資
の
枯
渇
が
懸
念
さ
れ
た
。

攻
撃
直
後
の
ハ
ワ
イ
の
主
食
の
在
庫
量
は
三
七
日
分
、
米
は
一
三
日

分
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
一
八
日
分
し
か
な
か
っ
た

40

。
そ
の
た
め
ハ
ワ
イ

居
住
者
の
人
口
を
減
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
。
攻
撃
か
ら
二
カ
月
後
に

は
、
妊
婦
、
高
齢
者
、
弱
者
の
本
土
へ
の
優
先
疎
開
が
行
わ
れ
、
本

土
の
軍
需
産
業
を
支
え
る
職
工
、
旅
行
者
、
本
土
の
大
学
に
入
学
予

定
の
学
生
な
ど
も
対
象
と
な
り
、
一
九
四
二
年
五
月
ま
で
に
約
二
万

人
が
ハ
ワ
イ
を
離
れ
た
。
彼
ら
の
船
旅
に
は
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
看

護
婦
が
同
行
し
た
。
避
難
者
の
多
く
は
一
九
四
四
年
四
月
か
ら
ハ
ワ

イ
に
戻
り
始
め
る
が
、
そ
の
ま
ま
本
土
に
残
っ
た
者
も
い
る
。
避
難

者
の
八
〇
％
は
陸
海
軍
人
の
家
族
だ
っ
た

41

。

攻
撃
翌
日
の
一
二
月
八
日
、
小
売
店
は
二
五
％
し
か
営
業
で
き
な

か
っ
た
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
前
に
は
通
常
の
一
二
五
％
ま
で
回
復
し
た
。

し
か
し
、
灯
火
管
制
で
営
業
時
間
は
短
縮
さ
れ
、
市
民
は
灯
火
管
制

用
の
懐
中
電
灯
、
青
色
セ
ロ
フ
ァ
ン
紙
（
電
灯
を
青
色
セ
ロ
フ
ァ
ン
で
覆

う
た
め
）、
毛
布
、
救
急
用
品
な
ど
を
買
い
漁
っ
た
。
ま
た
本
土
へ
の

疎
開
や
軍
事
関
連
業
務
に
多
く
の
人
材
が
動
員
さ
れ
た
た
め
、
産
業

界
は
深
刻
な
人
手
不
足
を
来
し
た
。
特
に
疎
開
に
よ
り
女
性
人
材
が

不
足
し
、
洗
濯
業
、
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
、
事
務
員
、
教
師
、
看
護
婦
ら

の
不
足
が
深
刻
だ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
社
会
は
長
く
暗
い
時
代
に
入
っ
て

第二次大戦中、米赤ハワイ支部で奉仕
する日系婦人。
出典：相賀安太郎著『50 年間のハワイ

回顧』国立国会図書館デジタルコレク

ション
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い
っ
た
。Ⅵ　

医
療
救
護
は
い
か
に
行
わ
れ
た
か

攻
撃
が
日
曜
日
の
朝
だ
っ
た
こ
と
は
幸
運
だ
っ
た
の
か
不
幸
だ
っ

た
の
か
。
軍
の
虚
を
突
か
れ
た
攻
撃
は
米
軍
に
と
っ
て
は
不
運
の
極

み
だ
が
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
は
幸
運
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
攻

撃
が
平
日
で
あ
っ
た
な
ら
、
軍
事
基
地
で
働
く
多
く
の
民
間
人
が
犠

牲
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
夫
や
子
ど
も
が
職
場
や
学
校
で

離
れ
ば
な
れ
の
状
態
で
の
攻
撃
は
大
き
な
社
会
的
混
乱
も
招
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。
交
通
渋
滞
は
随
所
で
発
生
し
、
医
療
班
や
消
防
隊
の
出

動
を
妨
げ
た
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
生
活
が
休
眠
状
態
だ
っ
た
日
曜

早
朝
の
攻
撃
は
戦
略
的
な
効
果
は
高
か
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
市
民

生
活
の
犠
牲
を
最
小
限
に
止
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

突
然
襲
っ
た
戦
火
で
負
傷
者
の
医
療
救
護
は
い
か
に
行
わ
れ
た
の

か
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
な
か
っ
た
犠
牲
者
救
護
の
実
際
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
。

米
国
海
軍
の
迅
速
な
医
療
救
護

三
、五
〇
〇
人
以
上
の
将
兵
が
死
傷
し
た
真
珠
湾
攻
撃
で
は
、
攻
撃

の
続
く
中
で
米
国
海
軍
衛
生
部
は
迅
速
な
医
療
救
護
を
展
開
し
、
真

珠
湾
海
軍
病
院
、
ヒ
ッ
カ
ム
空
軍
基
地
病
院
、
ト
リ
プ
ラ
ー
陸
軍

病
院
、
そ
の
他
、
急
遽
設
置
さ
れ
た
野
戦
病
院
で
死
傷
者
の
収
容
治

療
が
行
わ
れ
た
。
た
ま
た
ま
湾
内
に
停
泊
し
て
い
た
病
院
船
「
ソ
ラ

ス
（Solace

）」
は
無
傷
だ
っ
た
た
め
、
攻
撃
開
始
の
三
〇
分
後
か
ら
湾

内
に
漂
流
す
る
多
数
の
負
傷
兵
を
収
容
治
療
し
た
。
救
助
さ
れ
た
者

の
ほ
と
ん
ど
は
重
油
ま
み
れ
だ
っ
た
が
、
資
材
不
足
の
た
め
油
の
洗

浄
も
さ
れ
な
い
ま
ま
治
療
を
受
け
る
者
が
多
か
っ
た
。
被
害
を
免
れ

た
戦
艦
の
甲
板
に
は
救
護
所
が
設
置
さ
れ
応
急
治
療
が
行
わ
れ
た
が
、

乗
船
し
て
い
た
衛
生
要
員
は
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
た

42

。

死
傷
者
が
搬
送
さ
れ
た
真
珠
湾
海
軍
病
院
は
当
時
拡
張
工
事
中
で

あ
り
、
病
院
敷
地
に
は
ゼ
ロ
戦
が
墜
落
し
、
一
部
に
被
害
が
あ
っ
た

も
の
の
、
病
院
に
は
機
銃
掃
射
も
爆
撃
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

Ｇ
・
コ
ル
ソ
ン
は
、「
病
院
上
空
か
ら
日
本
軍
機
の
機
銃
掃
射
を
受

け
、
患
者
一
人
が
死
亡
し
、
外
科
棟
の
屋
根
に
穴
が
開
い
た
」43

と
い

う
米
国
赤
十
字
（
以
下
「
米
赤
」）
現
場
主
任
の
証
言
を
引
用
し
て
い
る

が
真
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
戦
後
の
日
本
軍
機
飛
行
士
の
証
言
で

は
、
炎
上
す
る
艦
船
の
黒
煙
に
よ
り
視
界
が
悪
く
、
軍
事
目
標
以
外

を
誤
射
誤
爆
す
る
事
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

他
の
病
院
も
同
様
だ
が
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
最
初
に
行
っ
た
の
は
多

数
の
負
傷
者
の
搬
入
に
備
え
、
軽
症
の
入
院
患
者
を
退
院
さ
せ
て
病
床

を
確
保
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
攻
撃
は
日
曜
の
朝
だ
っ
た
た
め
、
多
く
の

海
軍
医
務
官
は
自
宅
で
過
ご
し
て
い
た
。
彼
ら
が
病
院
に
到
着
す
る
ま

で
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
将
兵
が
対
応
に
あ
た
っ
た
が
、
海
軍
病
院

で
は
九
時
頃
か
ら
負
傷
兵
の
受
け
入
れ
が
始
ま
り
、
九
時
一
五
分
に
は

ス
タ
ッ
フ
全
員
が
病
院
に
集
結
し
た
。
こ
の
朝
は
た
ま
た
ま
ホ
ノ
ル
ル

市
内
の
多
く
の
外
科
医
が
戦
傷
外
科
治
療
研
修
会
に
参
加
中
だ
っ
た
こ

と
も
医
師
の
召
集
に
即
応
で
き
た
要
因
と
い
わ
れ
る
。

平
時
は
二
五
〇
床
の
海
軍
病
院
は
、
そ
の
夜
、
九
六
〇
人
の
患
者

で
犇
め
い
た
。
医
療
要
員
の
不
足
を
補
う
た
め
、
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部

か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
登
録
看
護
婦
一
一
四
名
が
動
員
さ
れ
、
一
般

12 月 7日、負傷者の収容治療にあたった病院船「ソラス」と船内の医療活動 
出典：National Archives Digital Library, photo ＃ 19-N-26324, #09-5043-31

海軍病院敷地に墜落したゼロ戦の残骸
出典：Digital Archives of  Hawaii, PFUR-1-1-003
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市
民
も
病
院
を
支
援
し
た
。
更
な
る
攻
撃
で
全
滅
す
る
の
を
避
け
る

た
め
、
救
急
車
両
や
消
防
設
備
は
分
散
し
て
管
理
さ
れ
た
。
当
初
は

患
者
の
受
け
入
れ
に
混
乱
が
あ
り
、
患
者
の
分
類
も
行
わ
れ
ず
、
ト

リ
ア
ー
ジ
処
置
で
は
看
護
婦
が
口
紅
で
額
に
識
別
マ
ー
ク
を
書
い
た

り
し
た
。

搬
入
直
後
は
、
患
者
の
氏
名
、
家
族
構
成
、
所
属
宗
教
な
ど
の

記
録
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
午
後
に
漸
く
入
院
デ
ー
タ
の
記
録
が
開

始
さ
れ
た
。
病
院
に
よ
っ
て
は
一
週
間
近
く
カ
ル
テ
を
記
入
で
き
ず
、

ベ
ッ
ド
の
床
頭
に
投
薬
、
注
射
時
刻
を
メ
モ
し
た
テ
ー
プ
を
張
っ
た

り
し
た
。
痛
み
止
め
の
モ
ル
ヒ
ネ
は
使
用
記
録
を
取
る
こ
と
も
な
く

看
護
婦
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
瓶
を
携
帯
し
て
患
者
に
投
与
し
た

44

。

一
二
月
七
日
の
夜
は
灯
火
管
制
が
敷
か
れ
た
た
め
、
軍
病
院
で
あ

れ
民
間
病
院
で
あ
れ
、手
術
、治
療
、看
護
は
青
色
カ
ー
ボ
ン
紙
で
覆
っ

た
懐
中
電
灯
の
仄
暗
い
明
り
を
頼
り
に
行
わ
れ
た
。
欧
米
で
は
、
灯

火
管
制
時
は
青
色
電
灯
を
灯
す
慣
行
が
あ
っ
た
が
、
現
代
の
警
察
車

両
や
救
急
車
の
青
色
閃
光
灯
は
そ
の
名
残
り
で
あ
る
。

死
者
の
身
元
確
認
と
遺
体
の
埋
葬
準
備
は
、
歯
科
部
隊
と
病
理
医

の
監
督
の
下
、
七
日
午
前
一
一
時
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
遺
体
の
損
傷

が
激
し
く
指
紋
の
採
取
が
で
き
な
い
者
、
遺
体
の
特
徴
か
ら
身
元
が

特
定
で
き
な
い
者
、
名
前
の
異
な
る
衣
服
を
着
用
し
て
い
た
者
な
ど

で
身
元
確
認
は
困
難
を
極
め
た
。
さ
ら
に
混
乱
に
拍
車
を
か
け
た
の

は
、
兵
士
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
血
液
型
、
所
属
、
認
識
番

号
な
ど
を
刻
印
し
た
金
属
製
の
認
識
票
（
ド
ッ
グ
タ
グ
）
を
着
用
し
て
い

る
兵
士
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
攻
撃
が
宣
戦
布
告

前
だ
っ
た
た
め
、
ま
だ
兵
士
に
認
識
票
が
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
身
元
確
認
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺

体
に
は
識
別
番
号
が
付
さ
れ
、
死
亡
報
告
書
、
棺
、
墓
標
に
そ
の
番

号
が
使
用
さ
れ
た
。
遺
体
は
海
軍
病
院
の
遺
体
安
置
所
に
収
容
さ
れ

た
が
、
こ
の
中
に
は
撃
墜
さ
れ
た
日
本
軍
飛
行
士
の
遺
体
も
含
ま
れ

て
い
た
。
将
校
の
遺
体
は
海
軍
独
自
の
棺
に
納
棺
さ
れ
、
一
般
兵
の

遺
体
は
簡
素
な
木
製
棺
に
納
め
ら
れ
た
。
埋
葬
は
一
二
月
八
日
、
ホ

ノ
ル
ル
の
墓
地
で
行
わ
れ
た
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。
六
七
〇
人
に
及
ぶ
身
元
不
明
者
は
、

一
人
を
除
き
現
在
ま
で
身
元
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
彼
ら
の
遺
骨
は

パ
ン
チ
ボ
ウ
ル
国
立
太
平
洋
記
念
墓
地
に
眠
っ
て
い
る
。

死
者
の
六
〇
％
が
閃
光
火
傷
、
着
衣
が
決
し
た
受
傷
の
程
度

医
療
救
護
で
は
火
傷
の
症
例
が
多
か
っ
た
た
め
、
治
療
に
用
い
ら

れ
た
乾
燥
血
漿
と
タ
ン
ニ
ン
酸
の
不
足
が
目
立
っ
た
。
不
足
し
た
血

漿
は
市
内
の
ク
イ
ー
ン
ズ
病
院
に
設
立
さ
れ
た
血
液
銀
行
か
ら
供
給

さ
れ
、
そ
の
他
の
物
資
は
西
海
岸
か
ら
空
輸
さ
れ
た
。

治
療
の
過
程
で
受
傷
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
死
傷
者
の
ほ

と
ん
ど
は
火
傷
と
銃
創
、
爆
弾
・
砲
弾
の
金
属
片
に
よ
る
広
範
囲
の

炎上する戦艦ウエスト・バージニアでの救助活動。攻撃前夜、船内ではディナーパーティー
が開かれていた。出典：National Archives Catalog, NAID 12009098

右：負傷兵救護で使用された赤十字腕章（真珠湾国立記念館ビジターセンター：筆者撮影）
1942 年、真珠湾海軍病院の拡張工事竣工時の海軍看護婦（白衣）と米国赤十字看護婦（グ
レイの制服着用のため「グレイ・レディー」と呼ばれた）の幹部

出典：Women of  World War II,U.S. Navy Bureau of  Medicine & Surgery
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外
傷
（
多
発
性
榴
散
弾
症

：M
ultiple shrapnel wounds

）
に
よ
る
も
の
で
、

病
院
船
「
ソ
ラ
ス
」
が
治
療
し
た
症
例
の
七
〇
％
以
上
、
海
軍
病
院
に

収
容
さ
れ
た
患
者
の
四
七
％
が
火
傷
だ
っ
た
。
火
傷
は
死
者
全
体
の

六
〇
％
を
占
め
、
特
に
爆
弾
の
爆
発
時
の
火
薬
の
高
熱
の
燃
焼
と
爆

風
に
よ
る
閃
光
火
傷
（flash burn

）
の
患
者
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
燃

料
重
油
の
炎
上
に
よ
る
火
傷
も
多
く
、
外
傷
性
切
断
、
四
肢
の
骨
折
・

粉
砕
、窒
息
で
苦
し
む
者
も
多
か
っ
た
が
口
顎
の
受
傷
は
ま
れ
だ
っ
た
。

患
者
の
火
傷
の
程
度
は
、
着
衣
の
状
態
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
。

半
ズ
ボ
ン
、
半
袖
着
用
の
者
は
露
出
部
を
酷
く
焼
か
れ
た
が
、
長
ズ

ボ
ン
、
長
袖
着
用
の
者
は
軽
度
の
火
傷
で
済
み
、
下
着
着
用
の
者
は

ほ
と
ん
ど
火
傷
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
火
傷
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
衣

服
の
適
切
な
着
用
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

火
傷
治
療
の
た
め
大
量
に
使
用
さ
れ
た
の
が
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
と

乾
燥
血
漿
で
あ
り
、
滅
菌
モ
ル
ヒ
ネ
溶
液
、
タ
ン
ニ
ン
酸
溶
液
、
生

理
食
塩
水
な
ど
も
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
大
量
に
乾
燥
血
漿
が
投

与
さ
れ
た
の
は
米
国
で
は
初
め
て
だ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
通

じ
て
乾
燥
血
漿
は
最
も
広
く
使
用
さ
れ
た
が

46

、
硫
酸
モ
ル
ヒ
ネ
と
感

染
予
防
の
た
め
の
サ
ル
フ
ァ
剤
の
需
要
も
高
か
っ
た
。　

今
日
、
米
軍
で
は
イ
ラ
ク
戦
争
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
紛
争
の
経
験

か
ら
、
運
用
管
理
、
効
果
効
率
性
に
優
れ
、
理
論
上
、
血
液
型
に
関

係
な
く
す
べ
て
の
受
傷
者
に
輸
血
で
き
る
低
力
価
Ｏ
型
全
血
製
剤
を

使
用
し
て
い
る
が
、
有
事
に
備
え
日
本
の
防
衛
省
で
も
そ
の
使
用
を

視
野
に
有
識
者
を
交
え
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
イ
ラ
ク
戦
争
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
紛
争
で
の
米
兵
の
死
因
分
析
に
よ
る
と
、
医
療
施

設
搬
送
前
の
死
亡
者
の
二
四
％
が
生
存
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

そ
の
死
因
の
九
一
％
が
出
血
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
低
力
価
Ｏ
型
全
血

製
剤
の
確
保
は
兵
士
の
生
死
を
決
す
る
重
要
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う

47

。

Ⅶ　

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
の
戦
時
活
動

48

真
珠
湾
攻
撃
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
（
米
赤
）
の
活
動
を
理
解

す
る
に
は
、
当
時
の
米
赤
の
戦
時
体
制
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。

一
九
三
九
年
九
月
一
日
、
ド
イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
に
よ
り

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
伝
統
的
な
孤
立
主

義
と
一
九
三
五
年
に
議
会
決
議
さ
れ
た
中
立
法
に
よ
り
欧
州
同
盟
国

へ
の
武
器
支
援
に
は
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス

が
ド
イ
ツ
に
降
伏
し
、
イ
ギ
リ
ス
も
独
力
で
ド
イ
ツ
と
戦
う
の
が

困
難
と
な
る
や
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
英
国
支
援
に
踏
み
出
す
。

一
九
四
〇
年
一
一
月
の
大
統
領
選
で
三
選
を
果
た
し
た
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
、
選
挙
戦
中
は
ア
メ
リ
カ
の
若
者
を
戦
地
に
送
る
こ
と
は
な

い
と
公
言
し
て
い
た
が
、
民
主
主
義
を
守
る
た
め
と
し
て
一
九
四
一

年
三
月
、
同
盟
国
へ
の
武
器
支
援
を
可
能
と
す
る
武
器
貸
与
法

（Lend-Lease A
ct

）
を
可
決
さ
せ
、
中
立
法
は
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
す
で
に
米
赤
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
を
通
じ

て
欧
州
の
戦
争
当
事
国
の
民
間
人
へ
救
援
物
資
を
援
助
し
て
い
た
。

一
九
四
一
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
が
現
実
味
を
帯
び
る
と

政
府
は
米
赤
に
対
し
、
戦
争
に
備
え
、
負
傷
兵
の
治
療
に
用
い
る

乾
燥
血
漿
を
確
保
す
る
た
め
献
血
体
制
の
構
築
を
要
請
し
た
。
そ

し
て
一
二
月
七
日
、
真
珠
湾
攻
撃
が
勃
発
す
る
と
米
国
赤
十
字
は
、

一
九
〇
五
年
の
議
会
憲
章
（Congressional Charter

）
に
基
づ
き
、「
戦

時
に
お
け
る
傷
病
兵
の
篤
志
救
護
団
体
」
と
し
て
、
ま
た
「
米
国
民
と

陸
海
軍
の
連
帯
を
象
徴
す
る
組
織
」
と
し
て
陸
海
軍
当
局
の
管
理
下

で
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
日
赤
が
陸
軍
省
、
海
軍
省
の
管
下
に
置
か

れ
た
の
と
同
様
だ
っ
た
）。
こ
の
議
会
憲
章
は
米
赤
の
組
織
改
革
を
進

め
、
最
高
統
治
機
構
と
し
て
一
八
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
中
央
委

員
会
が
組
織
さ
れ
、
う
ち
委
員
長
を
含
む
一
二
人
は
ア
メ
リ
カ
大
統

領
（
米
赤
名
誉
総
裁

：
一
九
一
三
年
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
以
来
、H

onorary 

President

。
一
九
四
七
年
か
らH

onorary Chairm
an

に
改
称
）
が
任
命
し
た
。

ま
た
中
央
委
員
会
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
中
央
委
員
七
人
で

構
成
さ
れ
る
執
行
委
員
会
が
組
織
運
営
に
あ
た
っ
た
。
会
計
収
支
を

含
む
年
次
報
告
書
は
陸
軍
長
官
に
提
出
さ
れ
、
陸
軍
省
の
監
査
を
経

て
議
会
に
報
告
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
赤
十
字
標
章
の
適
正

ワシントンD.C. の米国赤十字本社
出典：Wikimedia Commons

使
用
に
つ
い
て
も
一
層
厳
格
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
米

赤
を
政
府
の
強
い
影
響
下
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
併
せ
て

職
員
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
体
制
も
強
化
さ
れ
た
。

開
戦
前
か
ら
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
体
制
を
強
化

一
九
四
一
年
七
月
、
米
国
赤
十
字
は
組
織
改
正
を
行
い
、
そ
れ
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ま
で
非
常
勤
だ
っ
た
人
事
部
長
、
同
副
部
長
の
職
を
は
じ
め
幹
部
職

員
は
す
べ
て
常
勤
職
員
と
し
、
人
事
問
題
の
調
整
、
統
合
を
人
事
局

（Personnel Service

）
の
管
下
に
置
い
た
。
同
年
一
一
月
の
月
例
報
告
に

よ
れ
ば
、
本
部
の
正
規
職
員
数
は
、
一
、〇
二
九
人
か
ら
一
、五
〇
五

人
に
増
員
さ
れ
、
臨
時
職
員
の
増
員
も
行
わ
れ
た

49

。
さ
ら
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
計
画
も
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
は
大
統
領
に
報

告
さ
れ
た
。
女
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
応
募
資
格
は
厳
し
く
、
二
五
歳

以
上
の
大
学
卒
に
限
ら
れ
、
推
薦
状
の
審
査
と
健
康
診
断
に
合
格

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
六
人
に
一
人
し
か
合
格
し
な
か
っ
た
。
合

格
者
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．で
訓
練
を
受
け
、
認
証
式
を
経
て
国
内

外
の
任
務
に
就
い
た

50

。
こ
う
し
た
米
赤
の
体
制
強
化
は
、
陸
海
軍

兵
員
の
急
速
な
増
員
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
か

ら
四
一
年
に
か
け
て
陸
海
軍
の
兵
員
数
は
四
二
五
、〇
〇
〇
人
か
ら

一
、七
五
〇
、〇
〇
〇
人
に
増
員
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
米
赤
軍
務
部

（D
epartm

ent of W
ar Service

）
の
職
員
は
二
五
一
人
か
ら
六
三
五
人
へ

と
一
五
〇
％
増
加
し
た

51

。
一
九
四
一
年
五
月
に
連
邦
政
府
が
民
間
防

衛
局
（O

ffice of Civil D
efense: O

CD

）
を
設
立
す
る
と
、
米
赤
も
そ
の

一
翼
を
担
う
組
織
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
真
珠
湾
攻
撃
の
一
カ
月
前

に
は
戦
時
活
動
の
た
め
の
人
員
増
を
ほ
ぼ
完
了
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
組
織
統
合
が
真
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
真
珠
湾
攻

撃
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

最
終
的
に
一
九
四
五
年
九
月
二
日
（
日
本
の
降
伏
文
書
調
印
日
）
に
第

二
次
世
界
大
戦
が
終
結
す
る
ま
で
、
米
赤
の
戦
時
救
護
活
動
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
七
五
〇
万
人
、
有
給
職
員
三
九
、〇
〇
〇
人
が
戦
死
者

一
〇
〇
万
人
を
含
む
一
、六
〇
〇
万
人
の
軍
人
に
支
援
を
行
っ
た
。
こ

の
間
、
軍
務
活
動
に
従
事
し
た
米
赤
ス
タ
ッ
フ
八
六
人
が
殉
職

し
、
う
ち
五
二
人
は
女
性
だ
っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
国
民
は
大
戦

中
、
米
赤
を
支
援
す
る
た
め
に
七
億
八
四
〇
〇
万
ド
ル
以
上
を
寄
付

し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
ま
た
寄
付
者
あ
る
い
は
献
血
者
と
し

て
何
ら
か
の
赤
十
字
事
業
に
参
加
し
、
そ
れ
は
全
米
の
す
べ
て
の
家

庭
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る

52

。

戦
時
下
を
通
し
て
、
米
赤
本
社
と
政
府
中
枢
と
の
関
係
は
緊
密

だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
大
統
領
自
身
が
米
赤
名
誉
総
裁
も
兼

任
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
国
務
省
、
米
赤

本
社
は
互
い
に
一
㎞
未
満
の
近
距
離
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
の
最
側
近
だ
っ
た
大
統
領
補
佐
官
ハ
リ
ー
・
Ｌ
・
ホ
プ

キ
ン
ス
は
一
九
三
〇
年
代
の
大
恐
慌
時
に
社
会
事
業
で
手
腕
を
発
揮

し
、
当
時
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
だ
っ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
抜
擢

さ
れ
た
元
米
国
赤
十
字
地
区
幹
部
（
湾
岸
地
区
民
間
救
護
部
長
、
南
西
地

区
統
括
部
長
な
ど
を
歴
任
）
の
経
歴
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
も
興
味
深

い
。
ま
た
真
珠
湾
攻
撃
後
の
一
九
四
二
年
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
ホ
プ

キ
ン
ス
を
米
赤
本
社
中
央
委
員
会
委
員
に
任
命
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
米
赤
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
構
と
の
関
係
は
一
層
緊
密

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
戦
時
中
の
両
者
の
関
係
に
示
唆
を
与
え
る

と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
現
在
、
米
国
立
公
文
書
館
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
と
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
図
書
館
・
博
物
館
（FD

R M
useum

 &
 Library

）
に
所

蔵
さ
れ
る
が
、特
に
後
者
所
蔵
の
ハ
リ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
文
書（H

opkins 

Papers

）53

に
は
一
九
四
一
年
か
ら
四
五
年
ま
で
の
米
赤
関
連
文
書
が
多

数
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
詳
細
な
調
査
に
よ
り
両
者
の
関
係
は
一
層
明
ら

か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

俄
か
に
整
備
さ
れ
た
差
別
的
な
献
血
制
度

一
九
四
一
年
一
月
、
米
赤
は
陸
軍
当
局
の
要
請
に
よ
り
血
液
事
業

の
組
織
化
に
着
手
し
た
。
赤
十
字
血
液
銀
行
所
長
に
就
任
し
た
血
液

学
博
士
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｒ
・
ド
リ
ュ
ー
は
、
移
動
採
血
に
よ
る
乾
燥

血
漿
の
備
蓄
を
進
め
、
一
九
四
一
年
前
半
に
こ
れ
を
達
成
し
た
。
真

珠
湾
攻
撃
の
前
ま
で
に
米
国
東
部
に
一
〇
カ
所
の
採
血
セ
ン
タ
ー
が

設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
三
五
セ
ン
タ
ー
に
増
設
さ
れ
た
。
大
戦
中
の
最

盛
期
に
は
医
師
、
看
護
婦
、
技
師
な
ど
二
、二
八
五
人
の
有
給
職
員
と

二
五
、〇
〇
〇
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
擁
し
た
。

他
方
で
、
ド
リ
ュ
ー
は
陸
軍
の
理
不
尽
な
要
求
に
困
惑
す
る
。
陸

軍
は
献
血
さ
れ
た
血
液
か
ら
黒
人
の
血
液
は
除
外
す
る
こ
と
を
要
求

し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
人
種
差
別
的
な
偏
見
だ
っ
た
。
こ
の
た
め

Ｃ・Ｒ・ドリュー博士（左）社会政策課題について議論する地域代表と米赤幹部：1942年（右）
出典：American Red Cross website
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自
身
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た
ド
リ
ュ
ー
は
献
血
が
で
き

な
か
っ
た
。
ド
リ
ュ
ー
は
、
こ
の
要
求
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人

を
侮
辱
す
る
も
の
で
科
学
的
根
拠
が
な
い
と
し
て
強
く
抗
議
し
、
翌

年
、
所
長
を
辞
任
し
、
ハ
ワ
ー
ド
大
学
医
学
部
外
科
部
長
と
な
り
黒

人
外
科
医
の
訓
練
に
身
を
投
じ
た

54

。
黒
人
公
民
権
団
体
は
差
別
的
献

血
に
抗
議
し
赤
十
字
へ
の
協
力
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
が
、
差
別
的
献

血
は
一
九
四
八
年
に
政
策
変
更
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。
戦
時
に
構
築

さ
れ
た
こ
の
献
血
制
度
は
戦
後
の
国
民
向
け
献
血
事
業
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
が
、
米
赤
は
そ
れ
ま
で
の
人
種
差
別
的
な
献
血
政
策
を
謝
罪

し
、
科
学
的
・
医
学
的
根
拠
に
基
か
な
い
献
血
政
策
か
ら
の
決
別
を

宣
言
し
た
。
他
方
で
、
黒
人
に
特
有
の
血
液
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
説

明
し
、
黒
人
献
血
者
の
理
解
と
協
力
を
求
め
て
い
る

55

。

唯
一
戦
場
で
活
動
し
た
米
国
赤
十
字
ハ
ワ
イ
支
部

一
九
四
一
年
後
半
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
米
国
赤
十
字
本
社
は

ハ
ワ
イ
支
部
へ
経
験
豊
富
な
看
護
婦
を
移
動
さ
せ
、
ハ
ワ
イ
に
大
量

の
医
療
物
資
を
輸
送
し
た
。
一
九
四
二
年
六
月
末
締
め
の
年
次
報
告

に
よ
れ
ば
、
一
九
四
一
年
下
半
期
に
ハ
ワ
イ
支
部
は
ワ
シ
ン
ト
ン
本

社
か
ら
五
万
ド
ル
相
当
の
医
療
物
資
と
医
薬
品
、
二
五
、〇
〇
〇
ド
ル

相
当
の
応
急
処
置
資
材
を
受
領
し
、
そ
れ
ら
は
ホ
ノ
ル
ル
の
陸
軍
と

共
同
管
理
さ
れ
た
。
し
か
し
、
大
量
の
医
療
物
資
が
ハ
ワ
イ
に
移
送

さ
れ
た
こ
と
は
、
赤
十
字
の
募
金
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
へ
の

熱
意
を
喪
失
さ
せ
る
惧
れ
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
日
系
人
の
破
壊
活

動
を
危
惧
す
る
軍
部
の
警
告
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
秘
匿
さ
れ
た

56

。

戦
後
、
こ
れ
が
「
赤
十
字
は
真
珠
湾
攻
撃
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
疑
惑
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
り
し
た

（
Ⅷ
章
参
照
）。

一
二
月
七
日
、
真
珠
湾
攻
撃
が
起
こ
る
と
、
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
は

攻
撃
が
ま
だ
止
ま
ぬ
う
ち
か
ら
負
傷
者
救
護
を
開
始
し
た
。
第
二
次

大
戦
中
、
本
土
が
戦
場
に
な
ら
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
、
ハ
ワ
イ
支

部
は
唯
一
戦
闘
地
域
で
活
動
す
る
赤
十
字
と
な
っ
た
。
ハ
ワ
イ
軍
事

総
督
エ
モ
ン
ズ
将
軍
は
米
赤
に
看
護
婦
の
応
援
を
要
請
し
、
本
土
で

招
集
さ
れ
た
七
五
人
が
ハ
ワ
イ
に
派
遣
さ
れ
、
民
間
防
衛
局
（
Ｏ
Ｃ
Ｄ
）

の
指
揮
下
に
置
か
れ
た
。

彼
女
ら
は
、
医
療
要
員
が
不
足
し
て
い
た
海
軍
病
院
や
ヒ
ッ
カ
ム

基
地
野
戦
病
院
、
病
院
船
「
ソ
ラ
ス
」
に
も
派
遣
さ
れ
、
陸
海
軍
看
護

婦
と
と
も
に
勤
務
に
つ
い
た
。
民
間
人
の
負
傷
者
は
、
ホ
ノ
ル
ル
郡

医
療
協
会
が
運
営
す
る
応
急
救
護
所
で
治
療
を
受
け
、
犠
牲
者
の
多

く
が
搬
送
さ
れ
た
ク
イ
ー
ン
ズ
病
院
な
ど
市
内
の
主
要
病
院
に
も
赤

十
字
看
護
婦
が
動
員
さ
れ
た
。
ク
イ
ー
ン
ズ
病
院
で
は
一
二
月
一
七

日
ま
で
二
交
代
二
四
時
間
体
制
の
勤
務
が
続
い
た
。
こ
れ
ら
の
看
護

婦
は
ハ
ワ
イ
支
部
に
登
録
さ
れ
た
一
般
市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多

か
っ
た
。
高
校
生
だ
っ
た
ダ
ニ
エ
ル
・
イ
ノ
ウ
エ
（
戦
後
の
上
院
議
員
）

も
ハ
ワ
イ
支
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
五
日
間
、
帰
宅
せ
ず
に
負

傷
者
の
救
護
に
奔
走
し
た
。
攻
撃
直
後
か
ら
市
民
の
電
報
発
信
が
禁

止
さ
れ
た
た
め
、
赤
十
字
通
信
は
負
傷
兵
が
本
土
の
家
族
に
安
否
を

伝
え
る
唯
一
の
手
段
と
な
っ
た
。

攻
撃
当
日
の
夜
か
ら
灯
火
管
制
が
敷
か
れ
、
自
動
車
も
夜
間
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
の
点
灯
は
禁
止
さ
れ
た
（
青
色
ラ
イ
ト
で
の
走
行
は
許
さ
れ
た
）。

Ｇ
・
コ
ル
ソ
ン
は
、著
書
の
中
で
赤
十
字
の
現
場
主
任
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・

ル
ッ
ツ
が
、
一
二
月
八
日
（
ハ
ワ
イ
時
間
）
未
明
、「
ス
ク
ー
ル
街
を
走

行
中
、
日
本
軍
機
（Japs

）
の
機
銃
掃
射
を
受
け
、
バ
ニ
ヤ
ン
ツ
リ
ー
の

下
に
避
難
し
た
」57

と
い
う
証
言
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ル
ッ
ツ

の
明
ら
か
な
事
実
誤
認
で
あ
る
。
日
本
軍
機
が
翌
日
も
ホ
ノ
ル
ル
を

攻
撃
し
た
事
実
は
な
い
。
ル
ッ
ツ
の
体
験
が
事
実
だ
と
し
た
ら
、
警

戒
に
あ
た
っ
て
い
た
米
軍
機
に
よ
る
不
審
車
へ
の
誤
射
だ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
日
系
人
漁
船
銃
撃
事
件
の
よ
う
に
、
攻
撃
翌
日
は
友
軍

機
に
よ
る
市
民
へ
の
誤
射
事
件
も
あ
っ
た
の
だ
。

赤
十
字
自
動
車
隊
、
食
堂
隊
の
決
死
の
活
動

米
国
赤
十
字
の
戦
時
活
動
は
、
軍
病
院
、
民
間
病
院
に
お
け
る
犠

牲
者
の
応
急
救
護
や
医
療
支
援
、
赤
十
字
自
動
車
隊
（Red Cross M

o-

tor Corps

）
に
よ
る
傷
病
者
、
避
難
住
民
の
輸
送
、
軍
人
と
そ
の
家
族

へ
の
支
援
、
赤
十
字
食
堂
隊
（Red Cross Canteen Corps

）
に
よ
る
給
食

サ
ー
ビ
ス
な
ど
多
岐
に
渡
っ
た
。

ハ
ワ
イ
支
部
の
赤
十
字
自
動
車
隊
は
、
陸
海
軍
将
兵
の
婦
人
四
〇

人
余
で
構
成
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
で
、
攻
撃
直
後
、
隊
長
の

モ
ア
婦
人
か
ら
電
話
で
召
集
さ
れ
た
隊
員
は
二
時
間
足
ら
ず
で
ヘ
ル

メ
ッ
ト
、
防
毒
マ
ス
ク
を
装
備
し
て
結
集
し
た
。

隊
員
は
平
時
か
ら
救
急
法
、
自
動
車
修
理
技
術
、
毒
ガ
ス
・
化
学

兵
器
戦
訓
練
な
ど
の
軍
事
訓
練
や
灯
火
管
制
下
で
の
運
転
技
術
な
ど

米赤ハワイ支部で繃帯作業を行う日系婦人ら
出典：Digital Archives of  Hawaii,PP-88-4-020
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攻
撃
の
標
的
と
な
っ
た
真
珠
湾
、
ヒ
ッ
カ
ム
基
地
周
辺
に
居
住
す
る

一
般
市
民
の
避
難
所
移
送
も
行
っ
た
が
、
そ
の
大
半
は
婦
女
子
、
将

兵
や
防
衛
活
動
に
従
事
す
る
要
員
の
家
族
だ
っ
た
。
一
般
市
民
の
避

難
活
動
は
七
日
の
日
没
後
に
行
わ
れ
た
た
め
、
灯
火
管
制
下
の
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
消
灯
で
の
運
転
と
な
り
、
彼
女
た
ち
に
極
度
の
緊
張
を
強

い
た
。
さ
ら
に
日
本
軍
の
空
挺
部
隊
が
上
陸
す
る
と
い
っ
た
噂
も
飛

び
交
い
、
夜
空
に
闇
雲
に
対
空
射
撃
す
る
領
土
防
衛
隊
の
流
れ
弾
が

当
た
る
恐
怖
と
も
戦
い
な
が
ら
の
運
転
だ
っ
た
。
車
両
に
は
食
料
、

救
急
キ
ッ
ト
、
副
木
、
毛
布
、
衣
類
、
飲
料
水
が
装
備
さ
れ
た
。
こ

の
移
送
活
動
は
、
危
険
地
域
の
三
、〇
〇
〇
人
の
住
民
が
避
難
を
終
え

る
ま
で
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
翌
朝
三
時
ま
で
続
い
た
。
避
難
民
は
、

避
難
所
に
指
定
さ
れ
た
住
宅
や
官
公
庁
建
物
、
学
校
、
ホ
テ
ル
な
ど

に
移
送
さ
れ
、
赤
十
字
か
ら
暖
衣
と
毛
布
、
メ
モ
用
紙
と
鉛
筆
な
ど

が
支
給
さ
れ
、
け
が
人
に
は
応
急
手
当
が
施
さ
れ
た
。

一
方
、
赤
十
字
食
堂
隊
は
、
一
二
月
七
日
、
イ
オ
ラ
ニ
宮
殿
で
救

護
関
係
者
に
軽
食
三
〇
〇
食
を
、
八
日
に
は
一
〇
〇
〇
食
を
提
供
し

た
。
避
難
民
に
は
二
四
時
間
体
制
で
一
日
三
食
を
一
、五
〇
〇
人
に
提

供
し
、
州
当
局
に
活
動
を
引
き
継
ぐ
ま
で
二
週
間
継
続
さ
れ
た
。

ま
た
赤
十
字
の
安
否
情
報
は
、
将
兵
と
留
守
家
族
、
特
に
本
土

の
家
族
と
の
間
で
本
人
の
負
傷
の
状
況
な
ど
の
伝
達
に
活
用
さ
れ
た
。

金
銭
的
問
題
を
抱
え
た
将
兵
に
は
赤
十
字
か
ら
財
政
支
援
も
行
わ
れ

た
。一

二
月
中
旬
、
民
間
人
と
負
傷
兵
の
本
土
避
難
が
始
ま
る
と
輸
送

船
内
で
避
難
民
の
支
援
に
あ
た
る
看
護
婦
が
不
足
し
た
た
め
、
赤
十

字
登
録
看
護
婦
一
四
名
が
ハ
ワ
イ
支
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
港
に
到
着
後
は
本
土
の
赤
十
字
が
支
援
し
た
。
ハ
ワ
イ

支
部
は
そ
の
後
も
本
土
へ
の
避
難
船
に
セ
ー
タ
ー
な
ど
の
暖
衣
や
子

供
用
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
提
供
し
た
。

Ⅷ　

真
珠
湾
大
統
領
陰
謀
論
に
巻
き
込
ま

れ
た
米
国
赤
十
字

ア
メ
リ
カ
は
真
珠
湾
攻
撃
を
な
ぜ
防
げ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
真

相
を
巡
っ
て
は
攻
撃
直
後
か
ら「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
真
珠
湾
攻

撃
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
「
真
珠
湾
攻
撃

大
統
領
陰
謀
論
（Pearl H

arbor advanced-know
ledge conspiracy theory

）」

が
民
主
党
政
権
と
共
和
党
の
政
争
を
交
え
囁
か
れ
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
へ
の
参
戦
を
忌
避
し
て
い
た
国
内
世
論
を
一
気
に
参
戦
モ
ー
ド

へ
誘
導
す
る
た
め
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
日
本
軍
の
攻
撃
を
事
前
に
知

り
な
が
ら
こ
れ
を
黙
認
し
、
米
国
が
参
戦
す
る
口
実
に
し
た
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
裏
口
か
ら
の
参
戦
（Back door to W

ar

）」
説
で
あ
る
。
こ

の
説
に
は
歴
史
家
か
ら
異
論
が
あ
る
一
方
で
様
々
な
研
究
や
証
言
が

陰
謀
論
を
再
燃
さ
せ
て
き
た

58

。
例
え
ば
、
最
初
の
真
珠
湾
攻
撃
真
相

解
明
調
査
報
告
で
あ
る
一
九
四
二
年
一
月
二
三
日
の
ロ
バ
ー
ツ
委
員

会
報
告
書
（
一
〇
一
頁
参
照
）
は
、
一
九
四
一
年
一
月
二
四
日
、
海
軍
長

官
が
陸
軍
長
官
に
対
し
、
日
本
と
開
戦
に
な
っ
た
場
合
、
日
本
軍
は

「
宣
戦
布
告
な
く
真
珠
湾
の
艦
隊
に
対
し
未
明
に
奇
襲
攻
撃
を
仕
掛
け

る
」（
七
、八
節
）
と
警
告
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
実

際
の
攻
撃
は
こ
の
予
測
通
り
と
な
っ
た
が
、
警
告
の
発
出
は
、
山
本

五
十
六
の
真
珠
湾
作
戦
が
軍
令
部
に
採
用
さ
れ
る
七
カ
月
も
前
の
こ

ハワイ支部の赤十字自動車隊
出典：Digital Archives of  Hawaii,PP-88-4-027

を
習
得
し
、
自
家
用
車
や
救
急
車
を
運
転
し
、
陸
海
軍
病
院
の
快
復

期
患
者
の
移
動
な
ど
に
貢
献
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
平
時
か
ら
陸
海

軍
の
厚
い
信
頼
を
得
て
い
た
。
ま
た
、
ホ
ノ
ル
ル
市
内
の
医
療
施
設

の
地
理
も
熟
知
し
て
い
た
た
め
、
攻
撃
直
後
の
活
動
で
は
そ
の
能
力

を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
。

自
動
車
隊
は
、
医
療
物
資
や
外
科
用
資
器
材
を
海
軍
病
院
や
官

公
庁
舎
、
学
校
な
ど
に
開
設
さ
れ
た
救
急
病
院
に
搬
送
し
た
。
ま
た
、

赤十字食堂隊のボランティア（1942年）
出典：Harvey Country Historical  Museum
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と
だ
っ
た
。

さ
ら
に
近
年
、
真
珠
湾
攻
撃
直
前
に
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
会

見
し
た
元
米
国
赤
十
字
高
官
の
遺
族
が
大
統
領
陰
謀
論
を
裏
打
ち
す

る
よ
う
な
新
た
な
証
言
を
行
い
、
関
心
を
集
め
た
。
こ
の
証
言
を
取

り
上
げ
た
ダ
リ
ル
・
Ｓ
・
ボ
ル
グ
ク
ィ
ス
ト
（D

aryl S. Borgquist

）
の

論
稿
「A

dvance W
arning?

：The Red Cross Connection

（
事
前
警

告
？
赤
十
字
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
）」
は
米
国
海
軍
研
究
所
の
『
海
軍
史
雑
誌

（The N
aval H

istory M
agazine

）』（
一
九
九
九
年
六
月Vol.13, N

o.3

）
に
掲

載
さ
れ
た
。筆
者
が
現
役
の
海
軍
大
佐
で
米
司
法
省
広
報
本
部
メ
デ
ィ

ア
担
当
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
話
題
と
な
っ
た
。

論
稿
に
よ
れ
ば
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
下
で
米
国
赤
十
字
軍
務

部
長
だ
っ
た
ド
ン
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
（D

on C. Sm
ith 

）
は
、
生
前
、
娘
の

ヘ
レ
ン
・
Ｅ
・
ハ
マ
ン
（H

elen E
. H

am
m

an

）
に
大
統
領
と
交
わ
し
た

会
話
に
つ
い
て
語
っ
た
と
い
う
。

秘
匿
を
指
示
す
る
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

真
珠
湾
攻
撃
の
少
し
前
、
ス
ミ
ス
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
開
か
れ

た
極
秘
会
議
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ
の
席
で
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領

は
、「
情
報
に
よ
れ
ば
日
本
軍
に
よ
る
真
珠
湾
攻
撃
が
切
迫
し
て
い
る
。

多
数
の
犠
牲
者
と
損
害
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
西
海
岸
の
通
関
港
に

赤
十
字
要
員
と
医
療
物
資
を
集
結
さ
せ
命
令
を
待
つ
よ
う
に
」
と
ス

ミ
ス
に
指
示
し
た
。
大
統
領
は
目
的
地
を
告
げ
な
か
っ
た
が
、「
こ

れ
は
事
実
だ
」
と
語
り
、「
こ
の
こ
と
は
ハ
ワ
イ
の
陸
海
軍
司
令
官
も

知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
赤
十
字
職
員
に
も
知
ら
せ
る
つ
も
り
は
な
い
」

と
話
し
た
と
い
う
。

こ
れ
が
事
実
な
ら
極
め
て
重
大
な
情
報
で
あ
り
、
現
地
に
伝
え

る
べ
き
だ
と
ス
ミ
ス
が
主
張
す
る
と
大
統
領
は
、「
ア
メ
リ
カ
人
は

自
国
領
土
が
攻
撃
さ
れ
な
い
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
に
参
加
す

る
こ
と
に
賛
成
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
い
聞
か
せ
た
。
ス
ミ
ス
は
こ

の
話
を
長
い
間
、
家
族
に
も
語
ら
ず
、
記
録
に
も
残
さ
な
か
っ
た
が

一
九
七
〇
年
代
の
あ
る
日
、
娘
ハ
マ
ン
に
打
ち
明
け
、
一
九
九
〇
年
、

九
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

ハ
マ
ン
は
、
父
親
が
語
っ
て
い
た
秘
話
を
当
時
の
ク
リ
ン
ト
ン
大

統
領
に
書
簡
で
送
っ
た

59

。
そ
れ
は
真
珠
湾
攻
撃
の
責
任
を
問
わ
れ
て

解
任
さ
れ
た
キ
ン
メ
ル
提
督
と
シ
ョ
ー
ト
将
軍
の
名
誉
回
復
を
求
め

る
遺
族
の
活
動
に
共
感
し
、
二
人
の
免
責
に
役
立
て
ば
と
考
え
た
か

ら
だ
っ
た
。

戦
後
、
二
人
の
司
令
官
の
遺
族
は
名
誉
回
復
を
求
め
議
会
に
訴
え

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
の
調
査
小
委
員
会
の
事
実
調
査
が
開
始

さ
れ
、
一
九
九
五
年
一
月
二
三
日
、「
二
人
に
の
み
責
任
を
負
わ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
」
と
の
内
容
を
含
む
報
告
書
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
二
人
を
再
び
「
軍
の
最
高
位
に
昇
進
さ
せ
る
上
下
両
院
共
同

決
議
案
」
が
一
九
九
九
年
五
月
に
上
院
で
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に

下
院
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
決
議
案
は
二
〇
〇
一
年
の
国
防
権
限
法

に
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
国
防
総
省
は
こ
の
決
議
を
留
め
置
き
、
当
時

の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
こ
の
決
議
に
署
名
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後

の
歴
代
大
統
領
も
今
日
ま
で
署
名
し
て
い
な
い
。
二
〇
一
三
年
一
二

月
五
日
の
『The N

ew
 Journal

』 

誌
は
、
キ
ン
メ
ル
提
督
の
二
人
の
孫

が
そ
の
後
も
続
け
て
い
る
名
誉
回
復
運
動
を
紹
介
し
、
二
〇
一
六
年

一
〇
月
か
ら
は
、
大
統
領
に
名
誉
回
復
を
求
め
る
署
名
運
動
が
家
族

と
三
六
人
の
退
役
海
軍
関
係
者
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る

60

。

で
は
、
ド
ン
・
ス
ミ
ス
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
の
会
話
は
信
憑
性
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
に
日
本
の
攻
撃
情
報
の
口
外
を
禁
じ
た

大
統
領
の
指
示
は
、
当
時
の
Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
フ
ー
バ
ー

を
は
じ
め
と
す
る
政
権
幹
部
の
証
言
と
も
矛
盾
し
な
い
。
フ
ー
バ
ー

の
知
友
カ
ー
ル
ト
ン
・
ケ
ッ
チ
ャ
ム
（
元
空
軍
大
佐
、
ケ
ッ
チ
ャ
ム
株
式

会
社
創
業
者
）
に
取
材
し
た
今
野
勉
の
『
真
珠
湾
奇
襲
・
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
知
っ
て
い
た
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
フ
ー
バ
ー
が
、
日

本
軍
が
真
珠
湾
か
ク
ラ
ー
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
基
地
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
を
攻

撃
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
告
げ
て
も
大
統
領
は
、「
こ
の
こ
と
は
一
切

口
外
し
な
い
よ
う
に
」
と
彼
に
指
示
し
た
。
せ
め
て
ハ
ワ
イ
軍
管
区

司
令
官
の
キ
ン
メ
ル
提
督
と
シ
ョ
ー
ト
将
軍
に
は
知
ら
せ
る
べ
き
だ

と
フ
ー
バ
ー
が
主
張
し
て
も
、
大
統
領
は
そ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た

61

。

ま
た
、
大
統
領
補
佐
官
ハ
リ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
は
一
二
月
七
日
夜
の

日
記
で
、
日
本
軍
の
攻
撃
を
知
っ
た
大
統
領
は
、「
も
し
、
日
本
の
こ

の
行
動
が
本
当
だ
と
す
る
と
、
自
分
の
手
に
あ
ま
っ
て
い
た
難
問
を

と
り
は
ら
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
代
わ
り

に
日
本
が
決
定
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
と
も
（
大
統
領
は
）
語
っ
た
」

と
い
う

62

。
ま
た
、
一
一
月
二
五
日
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
開
か
れ
た

最
高
軍
事
会
議
に
つ
い
て
記
し
た
海
軍
作
戦
部
長
ハ
ロ
ル
ド
・
ス
タ
ー

ク
の
日
記

63（
一
九
四
六
年
の
真
珠
湾
攻
撃
上
下
両
院
合
同
調
査
委
員
会
で
公

表
）
は
、
大
統
領
が
日
本
の
攻
撃
を
事
前
に
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
周

ダイアモンドヘッド・ロードにある現在の米赤ハ
ワイ州支部。社屋はアルフレッド・キャッスル記
念館とも呼ばれる。

（筆者撮影）
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知
せ
ず
攻
撃
を
期
待
さ
え
し
て
い
た
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
。

真
珠
湾
攻
撃
の
六
カ
月
前
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
陸
軍
長
官
ス

テ
ィ
ム
ソ
ン
は
、
米
赤
ハ
ワ
イ
支
部
へ
の
看
護
婦
派
遣
と
医
療
物
資

の
大
量
移
送
を
極
秘
裏
に
進
め
る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
れ
に
応
え
た

ハ
ワ
イ
支
部
委
員
長
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｌ
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
（
米
赤
ハ
ワ

イ
支
部
創
設
者
）
は
、
国
務
長
官
コ
ー
デ
ル
・
ハ
ル
が
し
ば
し
ば
助
言

を
求
め
た
元
国
務
次
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
の
直
弟
で
あ
る
。

兄
弟
が
交
わ
し
た
手
紙
の
存
在
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
が
政
権
中
枢
の

動
き
を
兄
か
ら
得
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

ボ
ル
グ
ク
イ
ス
ト
の
論
稿
に
は
、
支
持
す
る
意
見
が
あ
る
一
方
で

反
論
も
あ
る
。『
ア
メ
リ
カ
赤
十
字

：

最
初
の
一
世
紀
（A

m
erican Red 

Cross: A
 Century

）』（
一
九
八
一
年
）
の
著
者
パ
ト
リ
ッ
ク 

・
Ｆ
・
ギ
ル

ボ
は
、「（
私
は
）
国
立
公
文
書
館
で
六
カ
月
調
査
し
た
が
、
真
珠
湾
攻

撃
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
赤
十
字
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文

献
は
見
た
こ
と
が
な
い
」64

と
批
判
し
、
攻
撃
前
に
ハ
ワ
イ
に
医
療
物

資
が
届
い
た
の
も
単
な
る
偶
然
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ス
ミ
ス
の
秘
話
は
、
公
文
書
館
の
文
書
に
残
る
よ
う
な
話
で
な
い
こ

と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
大
統
領

と
の
会
話
を
い
か
な
る
文
書
に
も
残
さ
ず
、
晩
年
ま
で
自
分
の
胸
中

に
だ
け
収
め
て
き
た
。
他
方
で
、
ボ
ル
グ
ク
イ
ス
ト
の
論
稿
に
も
「
こ

じ
つ
け
」
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
真
珠
湾
攻
撃
直
前
の
赤
十
字

の
人
事
異
動
や
人
員
増
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
計
画
、
医
薬
品
の

ハ
ワ
イ
へ
の
大
量
輸
送
な
ど
を
恰
も
真
珠
湾
攻
撃
へ
の
準
備
で
あ
る

か
の
よ
う
に
印
象
づ
け
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
戦
争
準
備
の
一

環
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
じ
め
政
権
幹
部
は
、
日
本
軍
の

通
信
傍
受
、
暗
号
解
読
、
同
盟
国
と
諜
報
員
の
情
報
な
ど
か
ら
日
本

軍
の
攻
撃
が
近
い
こ
と
を
予
知
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ

で
起
こ
る
か
特
定
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
を
完
全
に
否
定
す
る
の
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｂ
・

ス
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
『D

AY
 O

F D
E

CE
IT: The Truth A

bout FD
R 

and Pearl H
arbor

（
邦
題
「
真
珠
湾
の
真
実

：

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
欺
瞞
の
日
々
」

文
芸
春
秋
）』
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
、
封
止
さ
れ
て
い
た
は
ず

の
帝
国
海
軍
機
動
部
隊
の
膨
大
な
通
信
傍
受
記
録
の
存
在
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
真
珠
湾
攻
撃

を
事
前
に
知
っ
て
い
た
と
推
論
す
る
。
こ
の
著
作
も
反
論
の
矢
面
に

立
つ
が
、
Ｓ
・
ブ
リ
ア
ン
ス
キ
ー
は
「
原
典
を
誤
っ
て
引
用
し
て
い
る
」

な
ど
と
批
判
し
て
い
る

65

。

再
燃
し
つ
づ
け
る
陰
謀
論

戦
後
の
一
九
四
五
年
一
一
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
開
か
れ
た
米
国

議
会
の
上
下
両
院
真
珠
湾
攻
撃
合
同
調
査
委
員
会
は
、
そ
の
最
終
報

告
（
民
主
党
員
六
人
、
共
和
党
員
二
人
の
多
数
派
意
見
）
で
「
攻
撃
と
そ
の

結
果
の
最
終
的
な
責
任
は
日
本
に
あ
り
、
米
国
の
外
交
政
策
と
そ
の

活
動
が
日
本
の
米
国
に
対
す
る
攻
撃
を
挑
発
し
た
の
で
は
な
い
」
と

結
論
づ
け
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
そ
の
側
近
が
日
本
を
「
騙
し
、

挑
発
、
扇
動
、
誑

た
ぶ
ら

か
し
て
戦
争
を
仕
掛
け
さ
せ
た
事
実
は
な
い
」
と

し
た
。
し
か
し
、
少
数
派
報
告
（
共
和
党
員
二
人
）
は
、
こ
の
結
論
は
「
非

論
理
的
で
あ
る
」
と
し
、
大
統
領
と
ワ
シ
ン
ト
ン
首
脳
の
責
任
に
も

言
及
し
、「
す
べ
て
の
証
言
、
関
連
文
書
、
証
拠
物
件
の
再
評
価
を
求

め
る
」
と
し
た
。
報
告
書
は
「
歴
史
上
、
最
も
優
れ
た
諜
報
網
を
駆
使

し
な
が
ら
、
真
珠
湾
攻
撃
を
防
げ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
」
な
ど
「
多

く
の
疑
問
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
（m
any questions unansw

ered

）」

と
も
記
し
て
い
る

66

。

真
珠
湾
攻
撃
陰
謀
論
は
、
こ
れ
ま
で
学
術
的
研
究
と
は
一
歩
距
離

を
置
い
た
周
辺
理
論
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

日
ま
で
度
々
陰
謀
論
が
再
燃
し
て
き
た
背
景
に
は
、
陰
謀
を
疑
わ
せ

る
よ
う
な
歴
史
文
書
や
証
言
が
次
々
と
公
表
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ

る
。
ス
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
引
用
し
た
ア
ー
サ
ー
・
マ
ッ
カ
ラ
ム
の
「
対

日
戦
争
挑
発
行
動
八
項
目
」67

の
存
在
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
に

い
か
に
し
て
戦
争
の
火
蓋
を
切
ら
せ
る
か
を
画
策
さ
せ
る
よ
う
な
提

言
は
、
こ
れ
ら
が
実
際
に
政
権
に
影
響
を
与
え
た
証
拠
は
な
い
も
の

の
、
そ
の
内
容
と
実
際
の
出
来
事
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、
陰
謀
論

を
荒
唐
無
稽
な
話
と
唾
棄
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
。

一
九
四
四
年
、
英
国
の
生
産
大
臣
オ
リ
バ
ー
・
リ
ト
ル
ト
ン
は
、「
日

本
は
真
珠
湾
で
ア
メ
リ
カ
を
攻
撃
す
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
た
。
ア
メ

リ
カ
が
戦
争
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
の
は
歴
史
の
茶
番
で
あ
る
。」
と

語
っ
た
。
英
国
海
軍
提
督
ラ
ッ
セ
ル
・
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
も
一
九
五
二
年
、

次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

「
よ
く
知
っ
て
い
る
者
な
ら
今
日
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
邪

悪
な
奇
襲
を
し
か
け
た
と
信
じ
る
者
は
い
な
い
。
攻
撃
は
十

分
予
測
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
実
際
に
そ
う
期
待
さ
れ
た
の
だ
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が
ア
メ
リ
カ
を
戦
争
に
参
加
さ
せ
た

か
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
が
、
政
治
的
理
由
に
よ
り

最
初
の
敵
対
行
為
は
日
本
に
や
ら
せ
た
か
っ
た
の
だ
。」 68　

で
は
、
大
統
領
陰
謀
論
に
つ
い
て
当
の
ア
メ
リ
カ
国
民
は
ど
う

考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
真
珠
湾
攻
撃
直
後
の
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調

査
に
よ
れ
ば
、
米
国
人
の
八
四
％
が
「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
日

本
と
の
戦
争
回
避
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
し
た
」
と
回
答
し

た
。
し
か
し
、
五
〇
年
後
の
一
九
九
一
年
の
同
調
査
で
は
、
米
国
人

の
三
一
％
は「
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
真
珠
湾
攻
撃
を
事
前
に
知
っ

て
い
た
が
、
米
国
を
連
合
国
一
員
と
し
て
参
戦
さ
せ
る
た
め
、
何
も

し
な
か
っ
た
」
と
答
え
、
四
一
％
は
そ
れ
を
否
定
し
、
二
二
％
は
無
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回
答
だ
っ
た

69

。
こ
の
意
識
の
変
化
を
ど
う
読
み
解
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。

半
世
紀
の
間
に
米
国
人
は
先
の
戦
争
を
よ
り
客
観
的
に
評
価
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
元
米
国
財
務
次
官
ポ
ー
ル
・

ク
レ
イ
グ
・
ロ
バ
ー
ツ
は
、「
民
主
的
政
府
は
自
国
民
を
殺
戮
す
る
こ

と
は
な
い
と
考
え
る
者
は
、
そ
う
信
じ
て
い
る
だ
け
で
何
も
知
ら
さ

れ
て
い
な
い
の
だ
。」70

と
意
味
深
長
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

戦
後
の
半
世
紀
で
米
国
人
の
日
本
に
対
す
る
印
象
は
大
き
く
変
化

し
、
一
九
九
一
年
の
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
で
は
、
米
国
人
の
四
三
％
が

日
本
は
「
友
好
的
」、
八
％
が
「
非
友
好
的
」
と
答
え
て
い
る
。
戦
後
の

日
米
関
係
の
大
き
な
変
化
は
、
大
統
領
陰
謀
論
の
受
け
止
め
方
に
も

大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅸ　

太
平
洋
戦
争
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
？

一
九
四
一
年
一
二
月
六
日
（
ワ
シ
ン
ト
ン
時
間
）
午
後
九
時
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
、
迫
り
く
る
日
米
開
戦
を
回
避
す
る
た
め
昭
和

天
皇
に
親
書
を
打
電
し
た
。
こ
の
親
電
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大

使
館
員
寺
崎
英
成
と
来
栖
三
郎
全
権
大
使
が
開
戦
阻
止
を
願
い
、
極

秘
裏
に
米
国
宣
教
師
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
仲
介
に
よ
り
実

現
さ
せ
た
も
の
だ
が

71

、
一
二
月
七
日
正
午
（
日
本
時
間
）、
東
京
中
央

電
報
局
が
受
信
し
た
親
電
は
、
大
本
営
参
謀
本
部
第
一
一
課
・
戸
村

盛
雄
中
佐
の
介
在
に
よ
り
一
五
時
間
留
め
置
か
れ
、
東
郷
外
相
が
天

皇
に
親
電
内
容
を
上
奏
し
た
の
は
一
二
月
八
日
午
前
三
時
頃
の
こ
と

だ
っ
た

72

。
既
に
真
珠
湾
攻
撃
部
隊
が
出
撃
後
の
こ
と
で
あ
り
、
結

局
、
親
電
は
開
戦
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
天
皇
も
返
電
を
打
た

な
か
っ
た
。
大
統
領
親
電
と
前
後
し
て
、
日
本
大
使
館
も
東
郷
外
相

に
「
大
統
領
ハ
依
然
平
和
的
解
決
ヲ
欲
シ
居
ル
コ
ト
明
ナ
リ
」
と
打
電

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
大
統
領
陰
謀
論
の
信
憑
性
を
疑
わ

せ
る
事
実
で
も
あ
る
。

昭
和
天
皇
は
独
白
録
の
中
で
「
親
電
は
非
常
に
事
務
的
な
も
の
で
、

首
相
か
外
相
に
宛
て
た
様
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
黙
殺
で
き

た
」73

と
回
想
し
て
い
る
が
、
東
京
裁
判
で
親
電
を
留
め
置
い
た
理
由

を
問
わ
れ
た
戸
村
盛
雄
は
、
開
戦
を
決
断
し
た
天
皇
の
翻
意
を
恐
れ

た
た
め
、
と
証
言
し
た
。
ま
た
日
米
交
渉
に
当
た
っ
た
来
栖
三
郎
は
、

「
大
統
領
親
電
が
数
日
前
に
来
て
お
っ
て
、
且
つ
十
一
月
二
十
六
日
の

ハ
ル
・
ノ
ー
ト
が
今
少
し
協
調
的
で
あ
っ
た
ら
、
戦
争
は
始
め
得
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
東
条
首
相
が
述
べ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
74

。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
外
務
省
に
対
し
、「
電
報
が
天
皇
に
（
早
期
に
）

渡
さ
れ
て
い
た
ら
戦
争
は
避
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
」
と
伝
え
て
い

た
こ
と
が
二
〇
一
三
年
三
月
七
日
に
公
開
さ
れ
た
外
交
文
書
で
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
発
言
は
一
九
四
六
年
八
月
一
日
、
東
京
裁
判
の

国
際
検
察
局
が
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
親
電
の
伝
達
が
遅
れ
た
経

緯
を
調
査
す
る
た
め
外
務
省
の
職
員
に
尋
問
し
た
際
に
示
さ
れ
た
と

い
う

75

。

で
は
、
大
統
領
と
天
皇
の
親
書
の
交
換
が
早
期
に
実
現
し
て
い
れ

ば
、
本
当
に
戦
争
は
避
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
天
皇
に
仕
え

た
木
戸
幸
一
は
、
東
京
裁
判
で
「
一
度
政
府
で
決
し
て
参
っ
た
も
の
は
、

こ
れ
を
御
拒
否
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
明
治
以
来
の
日
本
の
天

皇
の
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
憲
法
の
実
際
の
運
用
の
う
え
か
ら

成
立
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
慣
習
法
で
あ
る
」
と
証
言
し
た
。

開
戦
間
近
の
昭
和
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
、
戦
争
に
「
負
け
は
せ

ぬ
か
と
思
ふ
」
と
吐
露
す
る
天
皇
に
高
松
宮
が
、「
そ
れ
な
ら
今
止
め

て
は
ど
う
か
」
と
問
う
と
、
天
皇
は
「
立
憲
君
主
と
し
て
は
、
政
府
と

統
帥
部
と
の
一
致
し
た
意
見
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
認
め

な
け
れ
ば
、
東
条
は
辞
職
し
、
大
き
な
「
ク
ー
デ
タ
」
が
起
こ
り
、
却

て
滅
茶
苦
茶
な
戦
争
論
が
支
配
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
ひ
、
戦
争

を
止
め
る
事
に
付
て
は
、
返
事
を
し
な
か
っ
た
。」76

と
い
う
。
し
か
し
、

五
味
川
純
平
は
別
の
見
方
を
す
る
。
開
戦
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
昭
和

一
六
年
九
月
六
日
の
御
前
会
議
で
、
天
皇
は
遺
憾
の
意
を
隠
そ
う
と

も
せ
ず
、
陸
海
軍
統
帥
部
長
に
異
例
の
質
問
を
し
、
戦
争
を
欲
し
な

い
自
ら
の
思
い
を
『
四
方
の
海
』
の
歌
に
詠
ん
だ
。
こ
の
歌
は
御
前
会

議
の
前
に
近
衛
首
相
が
、「
一
同
に
平
和
で
事
を
進
め
る
様
諭
し
て
貰

い
度
い
」
と
側
近
の
木
戸
幸
一
（
内
大
臣
）
に
伝
え
た
こ
と
を
天
皇
が
受

け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が

77

、
発
言
し
な
い
の
が
建
前
の
慣
例
を
破

り
発
言
し
、
自
ら
の
意
思
を
既
に
表
明
し
た
の
だ
か
ら
、
戦
争
回
避

の
意
思
を
「
朕
は
戦
争
を
欲
せ
ず
」
と
明
確
に
発
し
て
い
た
ら
、
天
皇

の
意
思
を
「
輔ほ

　
ひ
つ弼

す
る
」
立
場
に
あ
る
政
府
、
統
帥
部
も
無
視
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
五
味
川
は
考
え
る

78

。
詩
歌
の
朗
読
で
い

く
ら
心
中
を
仄
め
か
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
忖
度
を
促
す
だ
け
で

何
の
意
味
も
な
い
と
。

指
導
者
た
ち
の「
疚や
ま
し
き
沈
黙
」

開
戦
が
決
し
た
昭
和
一
六
年
一
二
月
一
日
の
御
前
会
議
に
つ
い
て

天
皇
は
、「
そ
の
時
は
反
対
し
て
も
無
駄
だ
と
思
っ
た
か
ら
、
一
言
も

フランクリン・D・ルーズベルト大統領
出典：Wikimedia Commons, the free media 
repository
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云
わ
な
か
っ
た
」79

と
述
懐
し
て
い
る
。
後
年
、
近
衛
文
麿
は
手
記
の

中
で
、
天
皇
が
「
御
遠
慮
が
ち
と
思
は
れ
る
程
、
滅
多
に
ご
意
見
を

御
述
べ
に
な
ら
」
ず
、「
イ
ニ
シ
ア
チ
ー
ブ
を
お
取
り
に
な
ら
れ
ぬ
」

の
は
、
英
国
流
立
憲
君
主
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
天
皇
に
求
め
た
西

園
寺
八
郎
や
牧
野
伸
顕
ら
宮
中
上
層
部
の
意
向
が
働
い
た
こ
と
を
仄

め
か
し
て
い
る
。
天
皇
は
自
ら
の
こ
う
し
た
態
度
を
自
覚
し
て
い
た

よ
う
で
、
そ
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
が
昭
和
三
年
の
張
作
霖
爆
殺

事
件
の
事
後
処
理
を
巡
り
、
田
中
義
一
内
閣
を
辞
職
に
追
い
や
っ
た

自
ら
の
「
思
慮
を
欠
い
た
発
言
」
へ
の
反
省
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
。
こ

と
の
次
第
が
ど
う
あ
れ
、
近
衛
は
「
政
府
と
統
帥
部
と
の
両
方
を
抑

え
得
る
も
の
は
、
陛
下
た
だ
御
一
人
で
あ
る
。
し
か
る
に
陛
下
が
消

極
的
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
事
は
、
平
時
に
は
結
構
で
あ
る
が
、
和
戦
何

れ
か
と
い
ふ
が
如
き
国
家
生
死
の
問
題
に
立
っ
た
場
合
に
は
障
碍
が

起
り
得
る
場
合
な
し
と
し
な
い
」
と
嘆
息
す
る

80

。
戦
後
、
近
衛
文
麿

は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
Ａ
級
戦
犯
容
疑
で
出
頭
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
出
頭
す

る
こ
と
な
く
昭
和
二
十
年
一
二
月
一
六
日
、
服
毒
自
殺
し
た
。
法
廷

で
開
戦
に
至
る
真
相
を
聞
く
機
会
は
永
遠
に
失
わ
れ
た
。

で
は
、
天
皇
自
身
は
近
衛
ら
政
府
中
枢
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
。

独
白
録
に
よ
れ
ば
、
非
戦
派
の
意
見
に
つ
い
て
天
皇
は
、「
戦
争
に
反

対
す
る
者
の
意
見
は
抽
象
的
で
あ
る
が
、
内
閣
の
方
は
数
字
を
挙
げ

て
戦
争
を
主
張
す
る
の
だ
か
ら
、
遺
憾
乍
ら
戦
争
論
を
抑
へ
る
力
が

な
か
っ
た
。」
と
か
、「（
近
衛
は
）
事
に
当
た
っ
て
断
行
の
勇
気
を
欠
い

た
」
な
ど
と
そ
の
優
柔
さ
を
慨
嘆
し
て
い
る

81

。
木
戸
幸
一
も
、
近
衛

は
「
い
ざ
と
い
う
と
き
の
ふ
ん
ば
り
が
き
か
な
い
」
が
、
東
条
は
「
理

路
整
然
、
傾
聴
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
話
を
も
っ
て
い
く
」

と
語
っ
て
い
る

82

。
ま
た
日
米
交
渉
を
結
実
で
き
な
か
っ
た
来
栖
は

反
省
と
自
戒
を
込
め
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
種
々
な
方
策
を
議
論
し
立
案

し
な
が
ら
つ
い
に
こ
れ
を
実
行
に
移
し
得
な
か
っ
た
腑
甲
斐
無
さ
に
、

深
い
自
責
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
」（「
泡
沫
の
三
十
五
年
」）

と
痛
恨
の
思
い
を
語
っ
て
い
る
。

困
難
続
き
だ
っ
た
日
米
交
渉
で
唯
一
合
意
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
一
九
四
一
年
四
月
一
六
日
の
日
米
諒
解
案
も
、
ほ
ぼ
ま
と
ま

り
か
け
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
事
後
に
帰
国
し
た
松
岡
洋
右
外
相

た
だ
一
人
の
反
対
で
瓦
解
し
た
。
そ
の
直
後
、
近
衛
は
来
栖
に
、「
日

本
で
は
重
要
な
外
交
案
件
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
非
常
に
数

多
い
各
方
面
に
一
々
諒
解
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
常

に
好
機
を
失
し
て
し
ま
う
の
だ
と
嘆
息
」83

し
た
。
集
団
的
合
意
に
よ

り
個
人
の
責
任
を
見
え
に
く
く
す
る
日
本
的
組
織
構
造
の
中
で
、
指

導
者
た
ち
は
強
い
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
、
声
の
大
き
い
者

に
呑
み
こ
ま
れ
、
曖
昧
な
物
言
い
に
終
始
し
た
。

日
米
の
圧
倒
的
な
国
力
差
を
認
識
し
て
い
た
政
府
、
統
帥
部
は
、

長
期
的
に
は
対
米
戦
に
勝
ち
目
が
な
い
こ
と
は
十
分
理
解
し
て
い
た
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
な
勝
機
に
望
み
を
賭
け
開
戦
を
決
断
し
た
。

こ
の
無
謀
で
非
合
理
な
決
断
に
至
る
心
理
を
牧
野
邦
昭
は
行
動
経
済

学
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
に
よ
り
興
味
深
く
説
明
し
て
い
る

84

。
し
か

し
、
そ
の
無
謀
な
選
択
を
後
押
し
し
た
の
は
、
対
米
開
戦
に
熱
狂
し

支
持
し
た
国
民
世
論
だ
っ
た
。
指
導
者
た
ち
は
そ
れ
に
押
さ
れ
、
時

に
恐
れ
さ
え
し
た

85

。
一
九
三
四
年
の
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
予

備
交
渉
の
海
軍
代
表
・
山
本
五
十
六
は
、「
輿
論
が
統
一
さ
れ
、
強
い

支
持
を
く
れ
た
の
は
有
難
か
っ
た
。
僕
も
こ
れ
は
政
府
の
意
見
だ
け

で
な
く
、
国
民
の
輿
論
だ
と
云
っ
て
主
張
し
た
事
も
あ
る
。」
と
国
民

か
ら
の
激
励
の
手
紙
に
後
押
し
さ
れ
た
と
語
っ
て
い
る

86

。
開
戦
へ
の

世
論
が
高
ま
る
中
で
、
熱
狂
す
る
国
民
の
矢
面
に
立
っ
て
冷
静
を
呼

び
か
け
、
統
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
強
い
指
導
者
は
誰
一
人
と
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
真
に
責
任
が
問
わ
れ
る
の
は
国
民

自
身
の
熱
狂
と
妄
信
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

真
珠
湾
攻
撃
の
半
年
前
、
ホ
ノ
ル
ル
に
領
事
館
員
を
装
い
潜
入
し
、

真
珠
湾
の
艦
船
情
報
を
日
本
に
送
り
続
け
た
海
軍
諜
報
員
・
吉
川
猛

夫
は
戦
後
、
手
記
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
当
時
は
、
軍
だ
け
が
独
走
し
て
戦
争
に
突
入
し
た
の
で
は

な
く
、
戦
争
を
防
止
す
る
に
足
る
権
威
と
民
意
が
稀
薄
で
あ
っ

て
、
皆
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
狂
熱
的
に
戦
争
へ
の
道
を

歩
ん
で
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ご
く
少
数
の
人
々
を
除
い
て

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
民
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら

ず
戦
線
に
、
銃
後
に
、
各
方
面
に
戦
争
努
力
を
傾
け
た
。
そ
う

す
る
よ
り
他
に
途
は
な
い
よ
う
に
み
ん
な
が
考
え
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。」（『
東
の
風
、
雨
』
講
談
社
）

倉
本
聰
は
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
疚
し
き
沈
黙
』（
理
論
社
）
の
中
で
開

戦
時
の
日
本
の
指
導
者
た
ち
の
沈
黙
を
「
疚
し
き
沈
黙
」
と
表
現
し

た
。
そ
れ
は
旧
海
軍
軍
令
部
員
の
戦
後
の
反
省
会
で
の
言
葉
を
引
用

し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
沈
黙
の
結
果
、
日
本
は
破
滅
へ
の
道
を
直
走
り
、

三
一
〇
万
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
た
。

Ⅹ　

歴
史
を
検
証
す
る
ア
メ
リ
カ
、
水
に

流
す
日
本
？

真
珠
湾
攻
撃
の
背
景
を
探
る
過
程
で
印
象
に
残
る
の
は
、
失
敗
に

至
る
真
相
（
原
因
）
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
強
い
意
志
で

あ
る
。
真
珠
湾
で
の
敗
北
の
真
相
解
明
調
査
は
、
攻
撃
直
後
に
開
か

れ
た
一
九
四
一
年
の
ロ
バ
ー
ツ
委
員
会
か
ら
戦
後
の
上
下
両
院
合
同

調
査
委
員
会
ま
で
三
回
開
か
れ
、
キ
ン
メ
ル
提
督
の
遺
族
の
訴
え
に

基
づ
く
一
九
九
五
年
四
月
の
両
院
調
査
小
委
員
会
を
含
め
れ
ば
四
回

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
調
査
報
告
書
は
現
在
、
す
べ
て
公
開
さ

れ
て
い
る
。
真
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
個
人
の
責
任
問
題
に
も
踏
み



《第二部》　語られなかった真珠湾の真実　132133　人道研究ジャーナルvol.14　 特集 ハワイの赤十字秘話 《第二部》　語られなかった真珠湾の真実　132

込
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
冷
徹
な
歴
史
検
証
を
ア
メ
リ
カ

は
戦
争
中
か
ら
行
っ
て
い
た
。

他
方
、
我
が
国
で
は
、
あ
の
戦
争
の
開
戦
と
敗
戦
に
至
る
真
相
に

つ
い
て
国
家
と
し
て
検
証
し
、
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
天
皇
自
身
は
、
戦
後
、
敗
戦
の
原
因
を
四
つ

指
摘
し
、
統
率
力
の
あ
る
大
人
物
に
欠
け
、「
常
識
あ
る
主
脳
者
の
存

在
し
な
か
っ
た
事
」
を
原
因
の
一
つ
に
挙
げ
た
が
、
開
戦
に
至
っ
た

原
因
に
つ
い
て
は
何
一
つ
語
ら
な
か
っ
た
。
戦
争
は
一
度
始
め
た
ら

止
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は「
始
め
な
い
」

知
恵
と
努
力
で
あ
る
。
国
家
に
よ
る
検
証
の
唯
一
の
試
み
は
、
昭
和

二
〇
年
一
〇
月
、
幣
原
喜
重
郎
内
閣
が
「
敗
戦
の
原
因
及
実
相
調
査
」

を
閣
議
決
定
し
、
翌
一
一
月
二
〇
日
に
設
置
さ
れ
た
「
大
東
亜
戦
争

調
査
会
」
の
調
査
と
い
わ
れ
る

87

。
し
か
し
、
こ
の
調
査
も
天
皇
制
の

維
持
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
保
障
し
た
こ
と
や
対
日
理
事
会
か
ら
の
横
槍
な
ど

も
あ
り
、
タ
ブ
ー
な
き
客
観
的
、
公
正
中
立
な
調
査
は
事
実
上
瓦
解
し
、

昭
和
二
一
年
九
月
、
調
査
会
は
廃
止
さ
れ
た
。

歴
史
的
に
、
極
東
軍
事
裁
判
は
「
勝
者
の
裁
判
」
と
も
い
わ
れ
、
そ

の
評
価
は
一
様
で
は
な
い
が
、
日
本
人
が
自
ら
の
手
で
成
す
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
戦
争
に
至
る
真
相
解
明
が
勝
者
の
手
を
借
り
て
行
わ

れ
た
歴
史
検
証
の
場
と
し
て
の
意
義
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

（
完
）

注　〈
第
一
部
〉

１　

カ
ラ
カ
ウ
ア
王
宛
の
明
治
天
皇
書
簡
は
、
国
立
国
会
図
書
館
（
長
崎

省
吾
関
係
文
書
に
書
簡
下
書
き
）
と
ホ
ノ
ル
ル
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館

に
原
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。国
王
に
対
し
カ
イ
ウ
ラ
ニ
王
女
も「
会
っ

た
こ
と
も
な
い
人
と
の
結
婚
な
ど
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
縁
談

を
断
っ
た
と
い
う
。

２　

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
「
外
国
賓
客
ノ
来
朝
関
係
雑
件

　

布
哇
ノ
部
」
の
「
布
哇
皇
帝
来
航
日
記
」。

３　
『
大
日
本
海
外
移
住
民
史　

第
一
編
布
哇
』（
海
外
調
査
会
、
昭
和

一
三
年
）、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

。

４　

安
中
進
「
戦
前
期
に
お
け
る
景
気
と
自
殺
の
関
係
」
早
稲
田

大
学
現
代
政
治
経
済
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
一
二
頁
。

https://w
w

w.w
aseda.jp/fpse/w

inpec/assets/uploads/2016/10/
N

o.J1603A
nnaka.pdf

５　

大
日
本
海
外
移
住
民
史
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
官
約
移
民
一
八
八
五
年

の
第
一
回
船
来
布
者
名
簿
に
記
載
の
賃
金
は
配
属
さ
れ
る
島
、
男
女
別

な
ど
に
よ
り
異
な
り
、
月
給
九
ド
ル
か
ら
二
〇
ド
ル
ま
で
様
々
で
あ
る
。

賃
金
は
一
〇
ド
ル（
明
治
一
八
年
頃
）か
ら
一
八
ド
ル（
明
治
四
〇
年
頃
）

な
ど
時
代
に
よ
り
異
な
る
。

６　

上
田
喜
三
郎
「
ハ
ワ
イ
日
系
人
の
生
活
史
⑹
」『
太
平
洋
学
会
誌
第

四
七
号
（
第
一
三
巻
第
二
号
）』
一
九
九
〇
年
七
月
、
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

。

７　

布
哇
新
報
社
叢
行
『
布
哇
日
本
人
年
鑑
』（
第
八
回
）。

８　
H

ajim
e A

m
ano, T

he Japanese in H
aw

aii B
efore Its 

A
nnexation, https://w

w
w.i-repository.net/contents/outem

on/
ir/301/301811210.pdf

及
び
「
元
年
者
と
官
約
移
民
」
ハ
ワ
イ
州
観
光

局
公
式
ラ
ー
ニ
ン
グ
サ
イ
ト, https://w

w
w.aloha-program

.com
/

curriculum
/lecture/detail/189

９　

D
onald M

.Schug,H
aw

ai ’i ’s Com
m

ercial Fishing Industry: 1820-
1945, https://dlnr.haw

aii.gov/aham
oku/files/2022/04/Schug-

D
onald-M

.-H
aw

aiis-C
om

m
ercial-Fishing-Industry-1820-1945-

H
onolulu-H

awaiian-H
istorical-Society-Vol.-35-2001.pdf

10　
『O

K
A

G
E

 SA
M

A
 D

E

お
陰
様
で
』 Japan C

ultural C
enter of 

H
awai ’I,p.11.

11　

木
原
隆
吉
『
布
哇
日
本
人
史
』
文
成
社
、
昭
和
一
〇
年
四
月
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
編
著
者
は
、
ホ
ノ
ル
ル
在
住

の
広
島
県
御
調
郡
糸
崎
町
出
身
の
移
民
。
同
地
で
出
版
業
を
営
む
。

12　

一
八
九
四
年
六
月
二
七
日
、
市
民
権
を
求
め
る
日
本
人
の
訴
え
に
対

し
ハ
ワ
イ
の
米
国
連
邦
地
裁
は
、
日
本
人
は
一
七
九
〇
年
の
帰
化
法
で

定
め
ら
れ
る
「
自
由
な
白
色
人
種
」
で
は
な
い
た
め
米
国
市
民
に
な
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
判
決
し
た
。

13　

森
田
榮
『
布
哇
日
本
人
発
展
史
』
眞
榮
館
、
一
九
一
五
年
、
五
五
二
頁
。

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。　
　
　
　
　
　

14　

水
野
剛
也
「
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
と
日
本
語
新
聞
に
関
す
る
歴
史
的
背

景
」
政
経
論
叢    

第
八
九
巻
第
一
・
二
号
（
明
治
大
学
政
治
経
済
研
究

所  

二
〇
二
一
年
五
月
二
八
日
公
開
）、
九
二
―
九
三
頁
。http://hdl.

handle.net/10291/21781pdf.

15　

木
原
、
前
掲
書
、
二
五
五
―
二
五
六
頁
。

16　

明
治
二
八
年
六
月
一
五
日
発
行
『
博
愛
』
第
三
五
号
。

17　

博
物
館
明
治
村
所
蔵　

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
保
管
の
「
布
哇

特
別
委
員
部
の
件
」
書
類
（
在
布
哇
本
社
特
別
委
員
部
ニ
照
会
按

：

明

治
四
十
年
七
月
十
七
日
起
按
）」。

18　

明
治
村
蔵　

日
本
赤
十
字
豊
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Ⅰ　

は
じ
め
に

会
費
（
継
続
的
な
寄
付
）
を
主
要
な
事
業
財
源
と
す
る
国
内
最
古
の

人
道
支
援
団
体
と
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
日
赤
）
は
今
か
ら
約

一
五
〇
年
前
に
誕
生
し
た
。
西
南
戦
争
に
お
け
る
負
傷
兵
の
救
護
か

ら
始
ま
っ
た
日
赤
の
活
動
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
国
内
災
害
に
対
応

し
た
実
績
の
あ
る
救
護
団
体
へ
と
発
展
し
、
国
内
の
寄
付
団
体
の
中

で
も
圧
倒
的
な
認
知
度
を
誇
っ
て
い
る
。
た
だ
、
事
業
財
源
を
ほ
ぼ

寄
付
で
賄
う
と
い
う
運
営
方
法
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
い
。
多

く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
は
、
行
政
や
助
成
団
体
か
ら
の
補
助
金
を

財
源
構
成
の
核
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
事
業
を
ス
タ
ー
ト
し
、
徐
々
に

自
己
財
源
の
割
合
を
増
や
す
と
い
う
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
戦
略
を

立
て
、
長
期
的
な
事
業
継
続
を
目
指
し
て
い
く
の
が
常
道
で
あ
る
。

な
ぜ
日
赤
は
現
在
に
至
る
ま
で
国
内
寄
付
団
体
に
お
い
て
、
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
資
金
確
保
が
出
来
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
近
年
は
強

力
な
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
戦
略
を
有
す
る
競
合
団
体
が
登
場
し
て

い
る
中
、
ど
の
よ
う
に
し
て
将
来
的
な
事
業
継
続
の
た
め
の
資
金
を

確
保
し
て
い
く
の
か
。

日
赤
創
設
以
降
の
会
員
制
度
を
ベ
ー
ス
と
し
た
財
源
確
保
の
歴
史

を
振
り
返
り
、
さ
ら
に
現
在
の
寄
付
市
場
の
変
化
に
応
じ
た
、
効
果

的
な
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
戦
略
と
は
何
な
の
か
。
本
社
・
支
部
の

両
方
で
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
最
前
線
を
経
験
し
た
筆
者
の
経
験

を
通
じ
て
、将
来
の
日
赤
が
今
後
歩
む
べ
き
方
向
性
を
示
し
て
み
た
い
。

＊
日
赤
の
会
員
制
度
と
は

：

日
本
赤
十
字
社
創
設
以
来
、
何
度
か
同
制
度

の
部
分
的
な
更
新
を
経
て
い
る
が
、
日
赤
の
事
業
運
営
に
対
し
、
年
額

二
〇
〇
〇
円
以
上
の
会
費
（
寄
付
）
を
継
続
的
に
拠
出
す
る
個
人
・
法

人
を
会
員
と
し
て
い
る
。
一
般
的
な
寄
付
団
体
に
お
け
る
マ
ン
ス
リ
ー

ド
ナ
ー
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
運
営
方
針
を
決
定
す
る

日
赤
の
理
事
や
代
議
員
は
会
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
な
ど
、
単
な
る

寄
付
者
と
は
一
線
を
画
す
。
年
額
五
〇
〇
円
以
上
が
会
費
の
基
準
額

で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
国
内
で
数
百
万
人
の
会
員
が
存
在
し
て
い
た

が
、
平
成
二
九
年
度
以
降
に
会
費
基
準
が
変
更
さ
れ
て
以
降
の
会
員
数

は
三
〇
万
人
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

Ⅱ　

フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
と
は

そ
も
そ
も
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
簡
単

な
解
説
を
し
て
お
き
た
い
。

日
本
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
協
会
の
認
定
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ザ
ー
講

座
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
と
、
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
と
は
、
単
な
る
資

金
集
め
と
い
う
目
的
を
超
え
て
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
の
両
輪
で
あ

る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
寄
付
」
の
う
ち
、「
寄
付
」
に
よ
り
市
民
の
社
会

参
加
を
促
進
し
、「
社
会
に
変
化
を
生
み
出
す
」
た
め
の
活
動
で
あ
る
。

ま
た
、
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
力
の
あ
る
人
材
は
、
社
会
の
共
感
を

得
る
力
を
軸
に
、
寄
付
以
外
の
多
様
な
財
源
の
獲
得
に
貢
献
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

＊
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
と
は

：

基
本
的
な
意
味
で
は
、
広
く
人
類
全
般
に

対
す
る
愛
に
基
づ
い
て
、
よ
い
も
の
を
広
め
た
り
、
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ

ブ
・
ラ
イ
フ
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
を
高
め
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
利
他

的
・
奉
仕
的
な
活
動
全
般
を
指
す
。
あ
る
い
は
慈
善
的
な
目
的
を
援
助

す
る
た
め
に
、
時
間
、
労
力
、
金
銭
、
物
品
な
ど
を
さ
さ
げ
る
行
為
の

こ
と
で
あ
る
。
従
来
日
本
語
で
は
「
慈
善
活
動
」「
博
愛
」「
人
類
愛
」
な

ど
と
も
呼
ん
で
き
た
。
こ
の
意
味
で
は
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
」
に
近
い
。
あ
る

い
は
、
特
定
の
活
動
や
事
業
の
た
め
に
、
長
い
年
月
を
か
け
て
労
力
や

資
金
を
支
援
す
る
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
る
。

Ⅲ　

日
赤
の
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
軌
跡

現
代
に
も
通
ず
る
日
赤
の
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
強
み
の
一

つ
が
、
行
政
機
関
と
連
携
し
た
地
区
分
区
制
度
と
呼
ば
れ
る
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
日
赤
は
こ
の
制
度
を
通
じ
て
、
町
内
会
や
自
治

会
の
協
力
を
得
て
、
戸
別
訪
問
に
よ
る
寄
付
募
集
を
展
開
し
て
い
る
。

年
々
全
体
財
源
に
お
け
る
シ
ェ
ア
は
減
少
傾
向
で
は
あ
る
が
、
現
在

も
年
間
約
二
〇
〇
億
円
の
寄
付
収
入
の
約
六
割
を
占
め
る
主
要
な
寄

共
感
が
人
を
動
か
す

津
村
慎
太
郎

日
本
赤
十
字
社
事
業
局 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
部 

フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
課
長

―
赤
十
字
の
資
金
獲
得
戦
略
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付
獲
得
手
段
と
な
っ
て
い
る
。

客
観
的
な
視
点
で
み
る
と
、
行
政
が
こ
の
制
度
を
支
援
す
る
意
義

は
、
災
害
時
な
ど
非
常
事
態
に
お
い
て
公
助
で
対
応
し
き
れ
な
い
部

分
を
民
間
団
体
の
活
動
に
よ
っ
て
補
完
す
る
た
め
、
そ
の
団
体
の
活

動
財
源
確
保
に
協
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
時
折
、
海

外
の
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ザ
ー
に
こ
の
制
度
を
紹
介
す
る
と
驚
か
れ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
み
る
と
、
補
助
金
で
は
な
く
、
当
該
団
体
の

寄
付
募
集
の
段
階
か
ら
行
政
機
関
や
地
域
組
織
が
財
源
確
保
の
支
援

を
し
て
い
る
こ
と
が
稀
有
で
あ
る
た
め
だ
。
た
だ
、
政
府
が
特
定
の

寄
付
団
体
に
対
し
て
長
期
的
に
補
助
金
を
供
与
す
る
ケ
ー
ス
は
一
般

的
に
浸
透
し
て
お
り
、
行
政
が
寄
付
団
体
の
事
業
を
支
援
す
る
こ
と

自
体
に
は
違
和
感
を
覚
え
な
い
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
地
区
分
区
制
度
は
日
本
固
有
と
も
い
え
る
フ
ァ
ン

ド
レ
イ
ジ
ン
グ
手
法
で
あ
り
、
長
期
に
亘
っ
て
機
能
し
て
き
た
と
い

え
る
が
、
日
本
の
国
内
人
口
が
平
成
二
〇
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
続

け
て
い
る
こ
と
や
高
齢
化
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
社
会
構
造
の

変
化
に
伴
い
、
基
盤
が
揺
ら
い
で
き
て
い
る
面
は
否
め
な
い
。
地
域

レ
ベ
ル
で
は
、
町
内
会
の
戸
別
訪
問
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
町

内
会
の
総
会
決
議
を
も
っ
て
日
赤
を
含
む
寄
付
団
体
へ
の
支
援
を
実

施
す
る
こ
と
で
、
住
民
の
了
解
を
得
て
い
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。

し
か
し
、
個
人
に
と
っ
て
は
寄
付
し
た
と
い
う
意
識
が
希
薄
に
な
る

面
が
あ
る
た
め
、
ト
ラ
ブ
ル
の
火
種
に
な
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。Ⅳ　

フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ザ
ー
を
育
成
す
る

日
赤
は
長
き
に
わ
た
っ
て
地
区
分
区
制
度
で
事
業
財
源
を
確
保
し

て
き
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
日
赤
職
員
は
寄
付
団
体
で
勤
務
し
て
い

な
が
ら
も
、
自
ら
企
画
し
て
会
費
や
寄
付
を
獲
得
す
る
経
験
が
他
の

寄
付
団
体
と
比
較
す
る
と
乏
し
い
と
も
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
区

分
区
を
通
じ
て
会
員
を
募
集
す
る
際
に
は
資
材
作
成
な
ど
、
活
動
成

果
を
伝
え
る
と
い
う
間
接
的
な
寄
付
獲
得
の
業
務
は
経
験
し
て
い
る

が
、
新
た
な
寄
付
方
法
の
導
入
や
新
規
寄
付
者
の
開
拓
、
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
の
戦
略
改
善
に
よ
る
寄
付
応
諾
率
の
向
上
な
ど
の
経
験
が

不
足
し
て
い
る
。
日
赤
の
設
立
以
降
に
誕
生
し
た
多
く
の
寄
付
団
体

が
優
先
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
寄
付
者
獲
得
の
競
争
と
は
一
線
を
画

し
た
位
置
に
い
た
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
定
期
的
な
社
内
の
人
事
異
動
に
よ
っ
て
担
当
者
が
固
定

さ
れ
な
い
こ
と
で
、
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
に
関
す
る
知
見
が
蓄
積

し
難
く
、
有
力
な
会
員
（
寄
付
者
）
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
緊
密
な

関
係
構
築
を
す
る
こ
と
も
困
難
な
状
況
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
に
は
、
日
赤
で
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ

ン
グ
に
関
わ
る
職
員
に
対
し
て
、
普
遍
的
な
知
見
や
ス
キ
ル
を
付
与

す
る
仕
組
み
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
日
赤
で
は
、数
年
前
か
ら
日
本
フ
ァ

ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
協
会
と
連
携
し
、
准
認
定
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ザ
ー
の

資
格
取
得
を
本
社
・
支
部
で
推
奨
し
、
年
々
有
資
格
者
が
増
え
て
い
る
。

こ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
日
赤
本
社
や
支
部
職
員
が
寄
付
獲
得
に

関
す
る
共
通
し
た
基
礎
知
識
を
備
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
遅
れ

ば
せ
な
が
ら
日
赤
も
い
わ
ゆ
る
全
国
的
な
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
戦

略
を
推
進
す
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
て
た
の
だ
。

Ⅴ　

〝
共
感
〟
を
提
供
す
る
こ
と

寄
付
団
体
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
、
寄
付
者
や
支
援
者
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
寄
付
白

書
を
は
じ
め
と
し
て
、
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
に
関
す
る
書
籍
な
ど

で
は
、
有
識
者
か
ら
様
々
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
多

く
の
意
見
に
共
通
し
た
本
質
と
い
え
る
も
の
は
〝
共
感
を
得
る
こ
と
〟

で
あ
ろ
う
。
自
身
の
財
産
や
労
力
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
寄
付
団
体
に
提

供
す
る
方
が
満
足
感
を
得
る
に
は
、
そ
の
行
動
が
社
会
課
題
の
解
決

に
確
実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
納
得
感
が
必
須
と
な
る
。
寄
付

行
為
は
目
に
見
え
る
対
価
と
し
て
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る

ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
自
ら
が
支
援
し
た
寄
付
団
体
か

ら
の
活
動
報
告
を
通
じ
、
自
身
の
行
為
が
気
候
変
動
や
食
糧
問
題
、

福
祉
な
ど
、
寄
付
者
自
身
が
関
心
を
寄
せ
る
様
々
な
社
会
課
題
の
改

善
に
つ
な
が
っ
た
と
実
感
す
る
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
だ
。
支

援
者
そ
れ
ぞ
れ
の
納
得
感
が
増
す
ほ
ど
、
継
続
し
て
支
援
し
た
い
と

い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
寄
付
の
本
質

な
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
ど
う
す
れ
ば
共
感
を
提
供
で
き
る
の
か
は
、
寄
付
者
ご
と

に
千
差
万
別
な
の
で
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
共
通
項
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
各
々
が
〝
ジ
ブ
ン
ゴ
ト
〟
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
か

否
か
に
よ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
自
分
の
家
族
が
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
と
き
に
、
輸
血

を
す
る
こ
と
で
元
気
を
取
り
戻
す
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
実
体

験
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
日
赤
か
ら
の
情
報
提
供
の
多
寡
に
よ
ら
ず
、

輸
血
と
い
う
行
為
を
支
え
る
献
血
と
い
う
活
動
自
体
に
自
ず
と
価
値

を
見
出
し
、
こ
の
事
業
の
意
義
に
対
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
持

つ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
経
験
が
な
い
方
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
う
す

る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
答
え
の
一
つ
は
、他
人
が
経
験
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
共
有
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
赤
が
数
年
前
に
刷

新
し
た
情
報
媒
体
の
一
つ
に
ク
ロ
ス
コ
ム
ブ
ッ
ク
と
い
う
会
員
誌
が

あ
る
。
年
間
二
回
、
個
人
・
法
人
を
含
め
た
約
三
〇
万
人
の
赤
十
字
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会
員
に
郵
送
し
て
い
る
情
報
誌
だ
が
、
こ
の
紙
面
構
成
は
、
ま
さ
に

〝
共
感
〟
を
提
供
す
る
こ
と
で
〝
ジ
ブ
ン
ゴ
ト
〟
に
し
て
も
ら
う
こ
と
を

主
要
な
目
的
に
し
た
も
の
だ
。
長
年
寄
付
を
継
続
し
て
い
る
企
業
経

営
者
、
赤
十
字
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
こ
と
で
生
き
が
い
を

感
じ
て
い
る
支
援
者
な
ど
、様
々
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
を
持
つ
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
に
、
各
々
の
赤
十
字
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
実
体
験

を
語
っ
て
も
ら
い
、
読
者
に
〝
共
感
す
る
機
会
〟
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
れ
も
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
重
要
な
要
素
な
の
だ
。

Ⅵ　

新
た
な
寄
付
手
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

利
便
性

周
囲
に
存
在
す
る
社
会
課
題
を
〝
ジ
ブ
ン
ゴ
ト
〟
に
捉
え
、
そ
れ

に
対
す
る
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
会
員
と
し
て
活
動
に
参

加
す
る
こ
と
で
継
続
的
に
赤
十
字
活
動
に
関
与
し
て
も
ら
う
こ
と
が

日
赤
の
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
根
幹
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の

一
方
で
、
自
ら
が
支
援
す
る
寄
付
団
体
と
も
っ
と
ラ
イ
ト
な
関
係
性

を
望
む
寄
付
者
も
少
な
く
な
い
。
言
い
換
え
る
と
す
れ
ば
、
主
体
的

に
赤
十
字
の
活
動
に
参
加
す
る
ほ
ど
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
が
、

活
動
の
意
義
に
は
賛
同
し
て
お
り
、
自
身
に
と
っ
て
利
便
性
が
高
い

と
感
じ
る
条
件
が
揃
っ
た
時
と
場
合
に
限
り
、
寄
付
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
の
行
動
に
移
す
支
援
者
層
の
存
在
だ
。

令
和
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
寄
付
の
増
加
で
そ
の

動
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
地
区
分
区
制
度
を
通

じ
た
戸
別
訪
問
に
よ
る
対
面
式
の
寄
付
実
績
は
、
活
動
を
自
粛
す
る

地
域
も
あ
り
、
一
時
的
に
減
少
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
多
様
な
メ
デ
ィ

ア
で
赤
十
字
病
院
の
医
師
や
看
護
師
た
ち
が
感
染
リ
ス
ク
を
顧
み
ず
、

多
く
の
コ
ロ
ナ
患
者
を
献
身
的
に
治
療
す
る
姿
が
報
道
さ
れ
た
こ
と

に
伴
っ
て
、
日
赤
の
ウ
ェ
ブ
を
通
じ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
寄
付
の

利
用
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
同
じ
く
ウ
ェ
ブ
寄
付
で
爆
発
的
に
利

用
者
が
増
え
た
ふ
る
さ
と
納
税
と
比
較
す
る
と
目
立
た
な
い
が
、
コ

ロ
ナ
禍
と
い
う
特
殊
な
社
会
環
境
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
で
、
日
赤

内
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
利
便
性
の
高
い
寄
付
手
法
の
存
在
価

値
が
高
ま
っ
た
の
だ
。

こ
の
時
期
は
、
株
主
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
対
策
へ
の
積
極
的
な
関
与
を
求
め
ら
れ
る
企
業
か
ら
の
高
額

な
寄
付
が
一
時
的
に
増
え
た
こ
と
で
、
日
赤
と
し
て
は
全
国
的
な
寄

付
実
績
額
は
増
加
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
企
業
の
場
合

は
大
規
模
災
害
時
に
高
額
な
寄
付
を
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
あ
く

ま
で
一
時
的
な
対
応
と
い
う
認
識
を
持
つ
傾
向
が
あ
り
、
継
続
的
な

支
援
に
は
つ
な
が
り
に
く
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
対
策

の
寄
付
も
２
類
か
ら
５
類
に
変
更
に
な
っ
た
令
和
五
年
五
月
を
契
機

に
終
了
す
る
企
業
が
多
か
っ
た
。
一
方
、
同
じ
く
新
型
コ
ロ
ナ
対
応

へ
の
支
援
を
き
っ
か
け
に
、
赤
十
字
に
寄
付
を
し
た
個
人
寄
付
者
は
、

令
和
五
年
以
降
も
寄
付
を
継
続
し
て
い
る
比
率
が
大
き
い
。
こ
れ
は
、

一
度
明
確
な
寄
付
動
機
を
抱
い
て
始
め
た
個
人
寄
付
は
予
想
外
の
要

因
が
発
生
し
な
い
限
り
、
寄
付
を
止
め
る
契
機
が
少
な
い
こ
と
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

日
赤
が
有
す
る
寄
付
方
法
の
中
で
も
、
特
に
利
便
性
が
高
く
、
将

来
的
に
主
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
の
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
経
由
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
寄
付
で
あ
る
。

自
身
の
都
合
に
応
じ
た
時
間
に
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
、
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
上
で
手
続
き
が
完
結
す
る
の
が
利
点
だ
が
、
寄
付
団
体
と
し

て
も
街
頭
募
金
や
戸
別
訪
問
に
よ
る
寄
付
方
法
と
比
べ
、
寄
付
者
の

個
人
情
報
を
入
手
し
や
す
い
と
い
う
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
す
る
。

日
赤
の
場
合
は
、
会
員
に
登
録
す
る
際
、
氏
名
、
住
所
、
寄
付
額
の

情
報
の
み
が
必
須
事
項
と
な
っ
て
い
る
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
寄

付
の
場
合
は
マ
イ
ペ
ー
ジ
機
能
を
活
用
し
、
さ
ら
に
詳
細
な
情
報
と

な
る
性
別
、
年
齢
、
寄
付
の
動
機
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。

た
だ
し
、
一
般
的
に
入
力
項
目
が
増
え
る
こ
と
に
比
例
し
、
手
続
き

の
途
中
で
寄
付
を
断
念
す
る
離
脱
率
が
高
ま
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
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マイページ機能を活⽤し、さらに詳細な情報となる性別、年齢、寄付の動機などを把握する
ことが可能だ。ただし、⼀般的に⼊⼒項⽬が増えることに⽐例し、⼿続きの途中で寄付を断
念する離脱率が⾼まる点を忘れてはならない。 

 

７７．． ペペルルソソナナをを把把握握すするる  

情報⼊⼒の煩雑さという寄付過程での離脱リスクを乗り越えて⼊⼿した寄付者データに
は⼤きな価値がある。特にこれまで会員制度による構造上、寄付者についてごく限られた情
報しか把握していなかった⽇⾚にとって、寄付団体におけるファンドレイジング戦略の基
礎データとなるペルソナ分析ができる環境が整ったという重要な意味を持つのだ。 

寄付団体にとってペルソナ分析とは、⼀般的に⾃団体の主要な⽀援者像を明らかにする
ことであり、寄付者やボランティアがその対象となる。クレジットカード寄付のデータベー
スは、⽇⾚にとって会員や寄付者情報の⼀部ではあるが、これを検証することで、クレジッ
トカード寄付者のペルソナは 50 代の男性であることが分かった。これに⽇⾚固有の環境で
ある⼾別訪問や他の寄付⽅法を利⽤する寄付者層を考慮すると、より実質的な⽇⾚のペル
ソナはプラス 10 歳程度で設定することが妥当だろう。 

ペルソナを設定可能が明確になった影響は、ファンドレイジングにおける様々なシーン
に影響を及ぼすことになる。 
 寄付募集を展開するウェブや SNS などのメディアの選択、フォーカスする社会課題、事
業成果を伝える会員誌の記事構成など、どのターゲットを軸にプランを⽴てるのが有益な

図　クレジットカード寄付状況活動資金（過去 5年）
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Ⅶ　

ペ
ル
ソ
ナ
を
把
握
す
る

情
報
入
力
の
煩
雑
さ
と
い
う
寄
付
過
程
で
の
離
脱
リ
ス
ク
を
乗
り

越
え
て
入
手
し
た
寄
付
者
デ
ー
タ
に
は
大
き
な
価
値
が
あ
る
。
特
に

こ
れ
ま
で
会
員
制
度
に
よ
る
構
造
上
、
寄
付
者
に
つ
い
て
ご
く
限
ら

れ
た
情
報
し
か
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
日
赤
に
と
っ
て
、
寄
付
団
体

に
お
け
る
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
戦
略
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
る
ペ
ル

ソ
ナ
分
析
が
で
き
る
環
境
が
整
っ
た
と
い
う
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

だ
。寄

付
団
体
に
と
っ
て
ペ
ル
ソ
ナ
分
析
と
は
、
一
般
的
に
自
団
体
の

主
要
な
支
援
者
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
寄
付
者
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
寄
付
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
は
、
日
赤
に
と
っ
て
会
員
や
寄
付
者
情
報
の
一
部
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
寄
付
者
の

ペ
ル
ソ
ナ
は
五
〇
代
の
男
性
が
核
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
れ
に
日
赤
固
有
の
環
境
で
あ
る
戸
別
訪
問
や
他
の
寄
付
方
法
を
利

用
す
る
寄
付
者
層
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
実
質
的
な
日
赤
の
ペ
ル
ソ

ナ
は
プ
ラ
ス
一
〇
歳
程
度
で
設
定
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
。

ペ
ル
ソ
ナ
の
設
定
は
、
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
に
お
け
る
様
々
な

シ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

寄
付
募
集
を
展
開
す
る
ウ
ェ
ブ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
選

択
、
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
社
会
課
題
、
事
業
成
果
を
伝
え
る
会
員
誌
の

記
事
構
成
な
ど
、
ど
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
軸
に
プ
ラ
ン
を
立
て
る
の
が

有
益
な
の
か
を
探
る
指
針
と
な
る
か
ら
だ
。

Ⅷ　

今
後
一
〇
年
の
展
望

先
日
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
実
績
が
昨
年
度
つ
い
に
一
兆
円
を

超
え
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
報
道
が
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
が
普
及
す
る
な
ど
、
日
本
国
内
で
も
寄
付
が
身
近
に
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
高
額
な
返
礼
品
を
得
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
ふ

る
さ
と
納
税
が
、
寄
付
団
体
へ
の
寄
付
と
同
義
で
あ
る
か
ど
う
か
は

怪
し
い
が
、
税
控
除
の
メ
リ
ッ
ト
な
ど
へ
の
関
心
が
高
ま
る
こ
と
自

体
は
寄
付
市
場
拡
大
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

元
来
、
様
々
な
き
っ
か
け
で
何
ら
か
の
社
会
課
題
に
貢
献
し
た
い

と
考
え
た
場
合
、
人
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
だ
ろ
う
。
筆
者
自

身
が
初
め
て
寄
付
を
し
た
の
は
三
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
、
そ
の
時

の
動
機
は
、
南
ア
ジ
ア
の
貧
困
地
域
に
お
け
る
医
師
不
足
を
題
材
に

し
た
映
画
を
観
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
も
こ
の
課
題
に
取
り
組

む
国
際
機
関
を
通
じ
て
支
援
を
す
る
こ
と
で
、
何
か
ア
ク
シ
ョ
ン
を

し
た
と
い
う
実
感
を
得
た
い
と
考
え
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。

当
時
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
も
現
在
と
比
較
に
な
ら
な
い

レ
ベ
ル
で
、
支
援
団
体
を
探
す
こ
と
も
一
苦
労
だ
っ
た
。
い
ざ
寄
付

を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
に
郵
送
で
資
料
を
請
求

す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
な
ど
、
寄
付
者
側
の
負
担
が
か
な
り
高
か
っ

た
の
だ
。
寄
付
者
の
利
便
性
を
追
求
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
現
在
の

寄
付
環
境
を
鑑
み
る
と
、
寄
付
団
体
に
と
っ
て
今
後
も
不
可
欠
な
要

素
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
寄
付
を
し
た
具
体
的
な
成
果
を
実
感
す
る
た
め

の
要
素
が
不
足
し
て
い
る
と
常
々
感
じ
て
い
る
。
ど
の
く
ら
い
の
寄

付
を
す
れ
ば
、
飢
餓
や
水
不
足
、
教
育
格
差
な
ど
の
深
刻
な
社
会
課

題
の
解
決
に
つ
な
が
る
の
か
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
づ
ら
い
の

だ
。
こ
れ
は
多
く
の
寄
付
団
体
で
一
般
的
に
例
示
し
て
い
る
よ
う
な

一
〇
〇
円
で
〇
リ
ッ
ト
ル
の
水
が
届
く
と
か
、
〇
本
の
ワ
ク
チ
ン
が

接
種
で
き
る
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
留
ま
ら
ず
、
例
え
ば
、
こ
の

ア
フ
リ
カ
の
小
国
の
飢
餓
を
撲
滅
す
る
た
め
に
は
、
年
間
〇
億
円
の

支
援
が
二
〇
年
は
必
要
で
、
そ
れ
が
達
成
で
き
れ
ば
、
乳
幼
児
死
亡

率
が
〇
％
改
善
し
ま
す
と
い
っ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
と
な
る
指
標
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
明
確
な
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
、
現

在
の
進
捗
状
況
を
自
社
の
寄
付
者
と
定
期
的
に
共
有
す
る
こ
と
で
寄

付
者
の
当
事
者
意
識
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
フ
ァ

ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
に
は
求
め
ら
れ
る
と
感
じ
て
い
る
。

日
赤
の
活
動
を
支
え
る
会
員
は
、
現
在
約
三
〇
万
人
に
達
し
て

い
る
。
ま
た
、
少
額
な
寄
付
を
継
続
し
て
頂
い
て
い
る
支
援
者
は
数

百
万
人
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
一
〇
年
は
、
地
域
を
通
じ
て

日
赤
に
継
続
的
な
支
援
を
し
て
く
れ
て
い
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

対
し
て
、
い
か
に
利
便
性
の
高
い
寄
付
方
法
を
提
供
し
、
納
得
感
の

あ
る
使
途
説
明
を
し
て
い
く
か
と
い
う
点
が
焦
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
自
社
内
で
検
討
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的

な
視
点
で
寄
付
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
ス
キ
ル
の
あ
る
企
業
な
ど
と
連

携
し
た
施
策
も
重
要
性
が
増
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

自
社
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
特
徴
を
分
析
し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を

把
握
す
る
。
そ
し
て
、
適
切
な
広
報
手
段
を
用
い
て
、
現
状
以
上
の

信
頼
関
係
を
彼
ら
と
築
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
安
定
し
た
活
動
財
源

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
事
業
運
営
が
可
能
と
な
る
の
だ
。

参
考
文
献

認
定
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ザ
ー
必
修
研
修
テ
キ
ス
ト　

日
本
フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ

ン
グ
協
会
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第
二
次
世
界
大
戦
終
結
か
ら
二
〇
二
五
年
で
八
十
年
が
経
過
し
た
。

今
日
、
世
界
で
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
イ
ス
ラ
エ
ル
・

パ
レ
ス
チ
ナ
人
道
危
機
な
ど
、
再
び
戦
争
へ
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
り

つ
つ
あ
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の
紛
争
は
、
宗
教
や
民
族
の
歴
史
的
対

立
が
再
燃
す
る
も
の
と
も
言
え
、
紛
争
当
事
者
の
主
張
と
無
差
別
と

も
い
え
る
戦
闘
手
段
の
選
択
は
、
過
去
の
残
虐
な
戦
争
の
歴
史
を
想

起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
勢
に
お
い
て
、
民
間
人
が

多
数
犠
牲
と
な
っ
た
先
の
大
戦
を
踏
ま
え
て
現
代
の
紛
争
を
分
析
し
、

よ
り
良
い
解
決
を
模
索
す
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

こ
の
観
点
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
っ

て
実
行
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
迫
害
や
虐
殺
の
歴
史
を
伝
え
る

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館
な
ど
を
訪
問
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報

告
す
る
。

今
回
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲
者
の
視
点
に
加
え
、
当
時
加
害

側
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
が
、
こ
の
事
実
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
い
現
代

に
伝
承
し
て
い
る
か
に
着
目
し
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
・
ベ
ル
リ
ン

と
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
・
ワ
ル
シ
ャ
ワ
お
よ
び
ク
ラ
ク
フ
を
訪
問
先

に
選
定
し
た
。
主
な
訪
問
先
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

加
害
の
歴
史
を
刻
む

角
田
敦
彦

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長
・
研
究
員
／ 

日
本
赤
十
字
看
護
大
学
准
教
授

―
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
歴
史
を
訪
ね
て

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
・
ベ
ル
リ
ン

• 

ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館

• 

虐
殺
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
記
念
碑
、

展
示
室

ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
・
ワ
ル
シ
ャ
ワ
、
ク
ラ
ク
フ

• 

ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ユ
ダ
ヤ
人
歴
史
博
物
館
（
ワ
ル
シ
ャ
ワ
）

• 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館
（
ク
ラ
ク
フ
）

Ⅰ　

概　

要

⑴
ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館

か
つ
て
東
西
冷
戦
の
象
徴
と
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
を
東
西
に
分
断
し

て
い
た
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
門
か
ら
南
東
に
徒
歩
で
十
五
分
ほ
ど
に

位
置
す
る
市
立
博
物
館
。
建
物
は
一
九
九
八
年
に
竣
工
し
た
モ
ダ
ン

な
外
観
で
あ
る
が
、
内
部
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫

害
の
歴
史
が
画
像
や
年
表
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
抑
留
さ
れ

た
ユ
ダ
ヤ
人
が
家
族
や
友
人
に
あ
て
た
手
紙
や
赤
十
字
メ
ッ
セ
ー
ジ

か
ら
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
厳
し
い
状
況
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
建
物
自
体
も
内
部
は
狭
い
通
路
や
不
自
然
に
傾
斜
が
つ
け
ら

れ
た
床
、
そ
し
て
全
く
窓
の
な
い
空
間
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
安
や
苦

し
み
を
感
覚
的
に
味
わ
う
よ
う
な
演
出
が
さ
れ
て
い
る
。

⑵
虐
殺
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
記
念
碑
、
展
示
室

ベ
ル
リ
ン
中
心
部
、
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
に
ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
る
同

記
念
碑
は
、「
ド
イ
ツ
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
施
設
の
中
心
と
な
る
も

の
」１ 

で
あ
り
、
地
上
一
万
九
千
平
米
に
お
よ
そ
二
千
七
百
の
石
碑
が

立
ち
並
び
、
地
下
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
歴
史
を
伝
え
る
展
示
室
を

擁
す
る
。
同
記
念
碑
お
よ
び
展
示
室
は
、
欧
州
の
ユ
ダ
ヤ
人
記
念
碑

基
金
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
お
り
、
年
間
五
十
万
人
の
来
館
者
を
迎
え

て
い
る
。

地
上
の
記
念
碑
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
棺
も
し
く
は
墓
石
の
よ
う

に
も
見
え
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
犠
牲
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
地
下

の
展
示
室
は
、
欧
州
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
を
概
述
し
、
画
像
に

よ
っ
て
そ
の
悲
惨
さ
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
先
の
展
示
室
は
六
つ
の

小
室
に
区
切
ら
れ
、
犠
牲
者
の
一
人
ひ
と
り
の
生
涯
や
迫
害
の
様
子

を
伝
え
る
日
記
な
ど
が
、
犠
牲
者
の
名
前
や
境
遇
と
と
も
に
展
示
さ

れ
て
い
る
。
解
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
丹
念
に
読
も
う
と

す
る
と
六
～
七
年
は
か
か
る
と
さ
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
い
か
に
多

く
の
人
間
の
尊
い
人
生
を
奪
っ
た
か
を
実
感
す
る
だ
ろ
う
。
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⑶
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ユ
ダ
ヤ
人
歴
史
博
物
館（
ワ
ル
シ
ャ
ワ
）

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
感
じ
る
ワ
ル
シ
ャ
ワ
市
内
の
中
心
部
に

位
置
す
る
同
博
物
館
は
、
一
九
四
三
年
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー

蜂
起
七
十
周
年
に
あ
た
る
二
〇
一
三
年
に
開
館
し
た
。
博
物
館
正
面

の
広
場
に
は
、
巨
大
な
ゲ
ッ
ト
ー
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
を
重
く
伝
え
る
象
徴
的
な
建
造
物

で
あ
る
。
館
内
は
中
世
以
来
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
が
伝
え
ら
れ
、

後
半
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
歴
史
が
伝
え
ら

れ
る
と
と
も
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
共
産
主
義
政
権
下
の
同
国

の
歴
史
ま
で
幅
広
く
学
べ
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

⑷
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館（
ク
ラ
ク
フ
）

ク
ラ
ク
フ
は
、
首
都
ワ
ル
シ
ャ
ワ
か
ら
南
へ
高
速
鉄
道
で
約
二
時

間
半
の
古
都
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館
は
ク
ラ
ク
フ
市
内

か
ら
さ
ら
に
バ
ス
で
約
一
時
間
の
オ
シ
フ
ェ
ン
チ
ム
と
い
う
地
方
都

市
に
位
置
す
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館
は
そ
の
名
前
を
知
ら
ぬ

人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
ほ
ど
、第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
語
る
う
え
で
、
象
徴
的
な
場
所
と
い
え
よ
う
。
筆
者
が
訪
問

に
先
立
ち
入
手
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
年
間
二
三
〇
万
人

が
訪
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
訪
問
時
に
取
材
を
お
願
い
し
た

日
本
人
ガ
イ
ド
の
中
谷
剛
氏
に
よ
れ
ば
、
毎
年
過
去
最
高
の
来
訪
者

を
記
録
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
首
都
ワ
ル

シ
ャ
ワ
か
ら
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
り
、
訪
問
が
便
利
と
は
い
え
な

い
同
館
に
、
年
々
来
訪
者
が
増
加
す
る
こ
と
は
、
近
年
の
世
界
情
勢

の
影
響
も
あ
る
と
い
え
る
が
、
何
よ
り
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
の
証
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
来
場
者
数
は
、
広
島
平

和
記
念
資
料
館
の
来
館
者
数
が
、
年
間
約
一
一
〇
～
一
二
〇
万
人

２ 

ほ
ど
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
い
か
に
多
く
の
人
々
が
関
心
を

寄
せ
て
い
る
か
う
か
が
え
る
。

こ
の
博
物
館
の
展
示
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

や
近
年
で
は
多
く
の
テ
レ
ビ
番
組
等
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で

展
示
を
詳
細
に
報
告
す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
割
愛
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

Ⅱ　

所　

感

今
回
の
訪
問
に
お
い
て
、
特
に
印
象
に
残
り
今
後
さ
ら
に
研
究
や

提
言
が
必
要
と
感
じ
た
点
を
記
し
結
び
に
代
え
た
い
。
な
お
、
こ
れ

は
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
り
、
所
属
す
る
機
関
の
立
場
や
見
解
を
示

す
も
の
で
な
い
こ
と
を
付
言
す
る
。

⑴
加
害
の
歴
史
と
向
き
合
う
こ
と

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
博
物
館
の
よ
う
に
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
被
害
者

で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
そ
の
立
場
で
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
は
、
日
本

に
お
い
て
大
戦
中
の
空
襲
や
原
爆
投
下
の
被
害
を
訴
え
る
資
料
館
と

同
様
に
、
被
害
者
の
感
情
と
し
て
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
博
物
館
は
、
市
立
の
博
物

館
と
し
て
、
か
つ
て
の
加
害
者
で
あ
り
な
が
ら
、
冷
静
に
自
ら
の
負

の
歴
史
と
向
き
合
い
、
歴
史
的
事
実
を
後
世
に
伝
え
る
姿
勢
が
印
象

的
で
あ
っ
た
。

多
く
の
民
間
人
を
巻
き
込
ん
だ
先
の
大
戦
に
関
す
る
資
料
館
は
世

界
各
地
に
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
自
国
民
の
被
害
を
内
外

に
発
信
し
、
戦
争
の
無
益
さ
や
「
い
の
ち
」
の
尊
さ
を
伝
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
か
つ
て
の
敵
国
民
に
与
え
た
で
あ

ろ
う
少
な
く
な
い
戦
争
の
傷
跡
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
の
国
が
自
国

民
に
伝
え
戦
争
を
顧
み
る
努
力
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
時
に
加
害

の
歴
史
に
ふ
た
を
し
、
か
つ
て
戦
争
当
事
国
の
指
導
者
と
し
て
戦
争

を
企
図
し
、
敵
国
民
に
多
く
の
傷
を
負
わ
せ
、
自
国
民
に
対
し
て
も

戦
争
や
非
人
道
的
な
行
い
へ
の
加
担
を
強
い
て
き
た
指
導
者
や
将
兵

を
、
国
民
の
た
め
に
戦
っ
た
英
雄
（
英
霊
）
に
仕
立
て
、
戦
争
を
美
化
、

正
当
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
歴
史
に
向
き
合
う

こ
と
の
意
味
と
難
し
さ
を
か
み
し
め
た
。

⑵
虐
殺
に
加
担
す
る
人
々

こ
れ
ほ
ど
の
虐
殺
を
、
当
時
の
関
係
国
や
赤
十
字
を
は
じ
め
と

す
る
人
道
支
援
団
体
、
そ
し
て
市
民
が
認
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

Favez

（
一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
の
連
合
国
や

世
界
の
人
々
は
、
直
接
的
に
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
や
そ
の
他
関
連
施
設

を
攻
撃
す
る
な
ど
し
て
虐
殺
を
止
め
る
よ
り
も
、
戦
争
を
早
期
に
集

結
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
こ
の
問
題
解
決
に
有
効
だ
と
考
え
て
い
た
（
一

頁
）３ 

。
ま
た
、
こ
の
虐
殺
に
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
紛
争
犠
牲
者
の
保
護
を
使
命
と
す
る
赤
十
字
や
、
傷
病
と

対
峙
し
人
々
を
救
う
べ
き
医
師
も
関
与
し
て
い
た
と
い
う
衝
撃
的
な

事
実
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
事
実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、今
回
の
取
材
で
も
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ

ツ
で
使
用
さ
れ
た
毒
ガ
ス
が
赤
十
字
の
車
両
で
運
搬
さ
れ
た
こ
と

や
、
ド
イ
ツ
医
師
会
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
学
術
的
な
助
言
を
行
っ
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
各
地
か
ら
輸
送
さ
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
収
容
所

に
お
け
る
労
働
に
耐
え
う
る
か
ど
う
か
の
選
別
を
こ
れ
ら
（
赤
十
字
を

含
む
）
医
師
が
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
な
ど
の
資
料
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
さ
ら
に
当
時
、
多
く
の
ナ
チ
ス
政
権
下
の
医
師
が
ユ
ダ
ヤ
人

に
対
し
て
人
体
実
験
を
行
い
深
刻
な
犠
牲
を
生
ん
だ
。
こ
の
事
実
は

戦
後
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
の
継
続
裁
判

４

に
お
け
る
医
師
裁
判
、
あ
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４　

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
（
一
九
四
六
）
に
お
い
て
、
ナ
チ

ス
の
多
く
の
将
校
や
関
係
者
が
戦
争
犯
罪
等
の
犯
罪
行
為
で
有
罪
判
決

を
受
け
た
が
、
継
続
裁
判
は
こ
の
裁
判
で
裁
か
れ
な
か
っ
た
そ
の
他
の

関
係
者
を
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
裁
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
も
人

体
実
験
や
安
楽
死
等
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
医
師
二
十
三
人
が
裁
か
れ
七

人
が
絞
首
刑
と
な
り
、
そ
の
他
の
被
告
に
終
身
刑
や
懲
役
刑
が
科
さ
れ

た
。

る
い
は
医
学
事
件
と
し
て
多
く
の
医
師
を
戦
争
犯
罪
に
問
う
も
の
と

な
っ
た
。
他
方
、
こ
う
い
っ
た
人
体
実
験
の
教
訓
が
の
ち
の
医
の
倫

理
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
す
る
な
ら
ば
大
変
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
非
人
道
的
な
事
象
に
対
し
て
、
当
時
国
際
赤
十
字
や
他
国

政
府
が
毅
然
と
向
き
合
い
、
抑
止
で
き
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
当

時
の
ド
イ
ツ
赤
十
字
社
に
は
ナ
チ
ス
党
員
が
運
営
幹
部
と
し
て
か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
巧
み
な
情
報
戦
略
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、
重
大
な
人
道
的
不
作
為
の
弁
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

他
方
、
収
容
所
内
の
様
子
に
つ
い
て
、
ナ
チ
ス
将
兵
が
直
接
ユ
ダ

ヤ
人
を
監
視
、
虐
待
す
る
の
で
は
な
く
、
収
容
者
の
中
か
ら
選
抜
さ

れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
こ
れ
ら
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も

心
が
痛
む
。
当
時
、
国
際
赤
十
字
委
員
会
（
現
赤
十
字
国
際
委
員
会
）
は
、

こ
れ
ら
収
容
所
を
訪
問
し
抑
留
者
の
生
活
環
境
に
関
す
る
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
実
施
し
て
い
た
が
、
ナ
チ
ス
は
劣
悪
な
収
容
環
境
を
隠
ぺ
い

す
る
た
め
、
収
容
棟
ご
と
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
管
理
者
を
指
名
し
、
食
料

の
配
給
や
棟
内
の
ベ
ッ
ド
配
置
な
ど
に
一
定
の
権
限
を
与
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
ナ
チ
ス
と
し
て
は
、
食
糧
は
収
容
棟
ご
と
に
平
等
に
配

給
し
て
い
た
と
報
告
し
て
い
た
が
、
前
述
の
事
情
に
よ
り
棟
内
に
お

け
る
配
分
は
必
ず
し
も
公
平
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
記
録
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
収
容
棟
に
は
、
冬
季
に
は
氷
点
下
二
十
度
以
下
に

も
な
る
厳
し
い
環
境
下
で
、
各
棟
に
暖
炉
が
設
置
さ
れ
、
生
存
に
必

要
な
室
温
を
確
保
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
棟
内
の
ベ
ッ
ド
配
置
に
つ

い
て
、
暖
炉
に
近
い
ベ
ッ
ド
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
は
各
棟
の
管

理
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
の
日
本
に
も
隣
組
制
度
と
い

う
相
互
監
視
の
仕
組
み
が
存
在
す
る
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
お
い

て
も
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
監
視
、
虐
待
が
あ
る
種
の
制
度

と
し
て
定
着
し
て
い
た
。

今
回
の
取
材
に
よ
り
、
自
ら
の
負
の
側
面
と
向
き
合
う
こ
と
の
困

難
さ
と
重
要
性
、
そ
し
て
人
間
の
生
へ
の
執
着
を
利
用
し
相
互
の
憎

悪
を
煽
る
心
理
的
手
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
医
は
仁
術

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
知
識
や
技
術
を
正
し
く
行
使
す
る
倫
理
が

求
め
ら
れ
る
が
、
不
偏
に
実
行
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
を

認
識
し
た
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
負
の
歴
史
と
真
摯
に
向
き
合
う
こ

と
で
、
将
来
歴
史
に
代
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
現
在
と
、
正
し
く
向

き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注１　

展
示
室
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り

２　

広
島
平
和
記
念
資
料
館
（
二
〇
二
四
）．
広
島
平
和
記
念
資
料
館
の
入

館
者
数
等
の
概
況
に
つ
い
て
．chrom

e-extension://efaidnbm
nnnib

pcajpcglclefindm
kaj/https://hpm

m
useum

.jp/m
odules/xelfinder/

index.php/view
/2808/1_202404%

E
6%

A
6%

82%
E

6%
B3%

81_%
E



加害の歴史を刻む　154加害の歴史を刻む　154赤十字と博物館155　人道研究ジャーナルvol.14　特集4 ボランティアの力トップ

１

今
か
ら
八
十
年
前
の
第
二
次
世
界
大
戦
時
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
南

部
の
町
オ
シ
フ
ィ
エ
ン
チ
ム
（
ド
イ
ツ
語
名
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
）
と

そ
の
隣
村
ブ
ジ
ェ
ジ
ン
カ
（
ド
イ
ツ
語
名
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
）
は
、
人
類

の
歴
史
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
惨
劇
の
舞
台
と
な
っ
た
。
そ

の
遺
構
は
、
現
在
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
立
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
＝
ビ

ル
ケ
ナ
ウ
博
物
館
と
し
て
人
類
の
負
の
歴
史
を
伝
え
る
世
界
遺

産
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
（
第
一
収
容
所
）、
ビ
ル

ケ
ナ
ウ
（
第
二
収
容
所
）、
モ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
第
三
収
容
所
）
で
亡
く

な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
百
万
人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
る
。

ベ
ル
リ
ン
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
関
連
施
設
を
写
真
で
紹
介
す
る
。1．東西ベルリンの壁の遺構に設置されている

ナチスドイツに関する展示。
2．ベルリンの「虐殺されたヨーロッパのユダ
ヤ人のための記念碑」（ホロコースト記念
碑）。この地下に情報センターがある。

3．ベルリン・ユダヤ博物館の展示に見入る来
館者。

4．収容者と家族をつなぐ赤十字メッセージ（ベ
ルリン・ユダヤ博物館）。

２

３

４
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９

5．ワルシャワ市内に残るゲットーの遺構。レン
ガ造りの壁が残る。

6．ヨーロッパ各地からユダヤ人をアウシュビッ
ツ＝ビルケナウ強制収容所に移送した貨車。

7．アウシュビッツ＝ビルケナウ強制収容所。収
容者を乗せた貨車はこの門を抜けて収容所に
入った。

５８

７10

６

  8. 犠牲になった障がい者たちの補装具などの遺品。
  9. ガス室に送られた収容者の靴の山。
10. 医学人体実験が行われたアウシュビッツ＝ビルケナウ収容
      所第 10号棟。
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Ⅰ　

は
じ
め
に

自
然
災
害
、
感
染
症
、
紛
争
は
い
つ
ど
こ
で
起
き
る
か
、
確
実
な

こ
と
は
誰
も
予
測
で
き
な
い
。
緊
急
時
が
過
ぎ
て
元
の
生
活
を
取
り

戻
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
将
来
ま
た
災
害
や
紛
争
が
起
こ
っ
た
時
、

自
分
の
命
や
生
活
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
日
頃
か
ら
備
え
て

お
く
こ
と
が
必
要
だ
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社
（
以

下
、「
日
赤
」）
は
開
発
途
上
国
で
、
緊
急
事
態
か
ら
復
興
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
ニ
ー
ズ
、
脆
弱
性
や
強
み
を
理
解
し
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
び
と
を
中
心
に
据
え
て
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
）
を
強
化
す
る

活
動
を
支
援
し
て
い
る
。
こ
れ
が
日
赤
の
支
援
す
る
途
上
国
の
開

発
協
力
事
業
だ
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
主
体
の
開
発
協
力
が
も
た
ら
し
た
変
化
（
ル
ワ
ン
ダ
）

吉
田
　
拓

ル
ワ
ン
ダ
日
赤
代
表
部
首
席
代
表

―
女
性
・
男
性
世
帯
主
世
帯
の
比
較
を
通
じ
て

田
中
速
人

※

日
本
赤
十
字
社
愛
知
医
療
セ
ン
タ
ー 

名
古
屋
第
二
病
院
看
護
部
看
護
師

山
岸
信
子

日
本
赤
十
字
社
国
際
部 

開
発
協
力
課
嘱
託

Ⅱ　

赤
十
字
の
開
発
協
力
事
業
の
特
徴

赤
十
字
は
、
世
界
に
一
九
一
あ
る
赤
十
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
知
見

を
活
か
し
、「
自
然
災
害
へ
の
備
え
」
と
「
疾
病
の
予
防
」
と
い
う
二
つ

に
焦
点
を
あ
て
、
開
発
協
力
事
業
を
支
援
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、

現
地
の
赤
十
字
・
赤
新
月
社
が
事
業
を
運
営
し
、
地
域
の
赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
と
共
に
最
前
線
で
活
動
を

担
う
、
現
地
主
導
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。
現
地
赤
十
字
・
赤
新
月
社
は
、

対
象
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
援
し
て
、
地
域
の
課
題
を
特
定
し
、

活
動
計
画
や
予
算
を
策
定
す
る
。
日
赤
は
、
現
地
赤
十
字
・
赤
新
月

社
と
事
業
協
定
書
を
締
結
し
て
、
定
め
ら
れ
た
期
間
中
、
資
金
、
人
材
、

技
術
的
な
支
援
を
継
続
的
に
行
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
最
も
弱

い
立
場
に
あ
る
人
び
と
が
、
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
主
体
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
も
、
赤
十
字
の
重
要
な
使
命
で
あ
り
、
課
題
で
も
あ
る
。

日
赤
は
こ
う
し
た
基
本
指
針
の
も
と
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地

域
や
ア
フ
リ
カ
で
開
発
協
力
事
業
を
支
援
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ

に
お
い
て
は
、
東
ア
フ
リ
カ
の
ケ
ニ
ア
で
「
地
域
保
健
強
化
事
業

（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
～
二
〇
一
七
年
一
二
月
）」
を
、
ウ
ガ
ン
ダ
で
「
母
子

赤十字の国際活動と開発協力　

※
二
〇
二
四
年
六
月
～
一
〇
月
、
ル
ワ

ン
ダ
日
赤
代
表
部
事
業
管
理
要
員
と

し
て
ル
ワ
ン
ダ
に
駐
在
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保
健
事
業
（
二
〇
一
〇
年
一
月
～
二
〇
一
五
年
一
二
月
）」
を
実
施
し
た
他
、

二
〇
一
九
年
一
二
月
か
ら
は
ル
ワ
ン
ダ
で
「
ル
ワ
ン
ダ
気
候
変
動
等

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
事
業
（
以
下
、「
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
」）」
を
実
施
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
国
の

ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
重
点
課
題
は
異
な
る
も
の
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
強
化
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ル
ワ
ン
ダ
の
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
つ
い
て
、
そ

の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
業
名

：

ル
ワ
ン
ダ
気
候
変
動
等
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
事
業

目
的

：

気
候
変
動
に
よ
る
災
害
や
感
染
症
、
貧
困
な
ど
の

社
会
課
題
に
対
し
て
、人
び
と
が
適
切
に
対
応
し
、

将
来
の
危
機
を
予
防
・
軽
減
す
る
た
め
の
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
を
強
化
し
、
い
の
ち
と
健
康
、
尊
厳
を
守

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

期
間

：

二
〇
一
九
年
一
二
月
～
二
〇
二
五
年
六
月

対
象
地
域

：

ギ
サ
ガ
ラ
郡　

ム
キ
ン
ド
地
区　

ニ
ャ
ビ
サ
ガ

ラ
・
セ
ル　

五
村

受
益
者

：

九
〇
〇
世
帯

予
算
規
模

：

一
三
四
、〇
六
一
千
円
（
事
業
費
総
額
）

実
施
体
制

：

首
都
キ
ガ
リ
の
ル
ワ
ン
ダ
赤
十
字
社
（
以
下
、「
ル

ワ
ン
ダ
赤
」
）
内
に
日
赤
現
地
代
表
部
を
設
置
、
日

赤
か
ら
職
員
一
～
二
名
が
常
駐

赤十字の開発協力の概念

Ⅲ　

ル
ワ
ン
ダ
の
女
性
と
本
稿
の
目
的

ル
ワ
ン
ダ
の
事
業
対
象
地
域
、
ギ
サ
ガ
ラ
郡
で
目
に
す
る
の
は
、

働
く
女
性
の
姿
だ
。
子
ど
も
を
背
負
っ
て
、
薪
を
頭
に
乗
せ
て
運
ぶ
、

水
を
汲
む
、
料
理
や
洗
濯
を
す
る
、
子
ど
も
を
は
じ
め
家
族
の
世
話

を
す
る
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
女
性
の
仕
事
だ
。
家
庭
菜
園
で
野
菜
を

育
て
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
男
性
と
一
緒
に
な
っ
て
畑
を
耕
す
の
も
、

女
性
の
大
事
な
仕
事
だ
。
だ
が
よ
く
見
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
真

ん
中
を
通
る
道
路
を
自
転
車
で
走
り
去
る
の
は
、
男
性
ば
か
り
で
あ

り
、
女
性
が
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
。

ル
ワ
ン
ダ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計

１

を
見
る
と
、
女
性
世
帯
主

２

を

取
り
巻
く
環
境
が
、
男
性
世
帯
主
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
困
難
で
あ
る

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
世
帯
の
三
割
を
占
め
る
女
性
世

帯
主
世
帯
で
は
、
そ
の
多
く
が
男
性
よ
り
も
所
得
の
低
い
仕
事
に
就

く
女
性
の
働
き
手
だ
け
で
生
計
を
支
え
て
お
り
、
半
数
が
貧
困
世
帯

で
あ
る
。
女
性
世
帯
主
た
ち
は
、
収
入
を
得
る
の
と
同
時
に
男
性
よ

り
も
圧
倒
的
に
多
い
家
事
労
働
を
担
っ
て
い
る
。
全
世
帯
の
二
八
％

が
女
性
世
帯
主
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
事
実
上
の
女
性
世
帯
主
を
加

え
る
と
、
全
世
帯
の
三
四
％
が
女
性
世
帯
主
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

七
〇
％
を
超
え
る
女
性
世
帯
主
が
未
亡
人
で
、
平
均
年
齢
は
男
性
世

ギサガラ郡の事業対象地域の典型的な風景
　© 日本赤十字社
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帯
主
の
そ
れ
よ
り
高
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
男
性
世
帯
主
の
三
％

が
孫
を
養
育
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
性
世
帯
主
は
一
六
％
が
孫

を
養
育
し
て
い
る
。
女
性
世
帯
主
の
四
七
％
、
事
実
上
の
女
性
世
帯

主
の
五
一
％
が
貧
困
世
帯
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
男
性
世
帯
主
の

四
三
％
が
貧
困
世
帯
で
あ
る
。
女
性
世
帯
主
の
八
七
・
四
％
が
農
業
セ

ク
タ
ー
に
従
事
す
る
の
に
対
し
、
男
性
世
帯
主
の
場
合
は
六
六
・
八
％

が
農
業
セ
ク
タ
ー
に
従
事
し
て
お
り
、
農
業
セ
ク
タ
ー
以
外
で
賃
金

労
働
に
従
事
す
る
機
会
が
女
性
世
帯
主
と
比
べ
て
男
性
世
帯
主
に
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
女
性
は
週
二
七
時
間
を
家
事
労
働
に

費
や
す
が
、
男
性
は
週
九
時
間
、
女
性
は
週
二
四
時
間
を
農
業
な
ど

の
賃
金
労
働
に
費
や
す
が
、
男
性
は
週
三
一
時
間
を
賃
金
労
働
に
費

や
す
。
換
言
す
る
と
、
女
性
は
週
五
一
時
間
、
男
性
は
週
四
〇
時
間

何
ら
か
の
労
働
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
女
性
が
男
性
と
比

べ
て
、
有
償
、
無
償
の
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
般
的
に
女
性
世
帯
主
世
帯
は
、
男
性
の
そ
れ
に
比
べ
、
生
活
に

困
窮
す
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
日
赤
が
支
援
す
る
ギ
サ

ガ
ラ
事
業
で
は
、
世
帯
主
の
性
別
に
は
特
段
の
注
意
を
向
け
ず
、
い

ず
れ
の
世
帯
に
対
し
て
も
同
様
の
支
援
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
実
施
し
た
活
動
が
、
男
性
、
女
性
世
帯
主
の
双
方

に
公
平
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
検
証
し
、
今
後
事

業
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
に
何
を
し
た
ら
良
い
か
、

ギサガラ郡事業対象地域の女性たち
© 日本赤十字社

改
善
策
を
提
案
し
た
い
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
は
事
業
開
始
時
の
二
〇
二
〇
年
に
ベ
ー
ス
ラ
イ

ン
調
査
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
事
業
の
成
果
を
確
認
す
る
目
的
で
、

事
業
中
間
時
点
の
二
〇
二
二
年
に
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン
調
査
を
実
施
し
た
。

本
稿
で
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
と
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン
調
査
で
収
集
し

た
、
事
業
対
象
地
域
の
世
帯
と
非
事
業
対
象
地
域
の
世
帯
で
デ
ー
タ

を
比
較
し
、
そ
の
結
果
を
分
析
し
た
。

Ⅳ　

ル
ワ
ン
ダ
国
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
の
概
要

ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
は
東
ア
フ
リ
カ
に
位
置
す
る
内
陸
国
で
、
国
土

面
積
は
二
・
六
三
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
四
国
の
約
一
・
五
倍
、
人

口
は
一
、三
七
八
万
人
（
二
〇
二
二
年
、
世
銀
）、
人
口
密
度
は
日
本
よ

り
高
く
、
ア
フ
リ
カ
第
二
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
七
月
、
ベ
ル
ギ
ー

か
ら
独
立
し
た
。
独
立
前
か
ら
繰
り
返
し
起
き
て
い
た
ツ
チ
と
フ
ツ

の
民
族
抗
争
が
独
立
後
激
化
し
た
が
、
一
九
九
四
年
四
月
～
七
月
の

一
〇
〇
日
間
に
八
〇
万
～
一
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
る
人
が
虐
殺
さ

れ
た
「
ル
ワ
ン
ダ
大
虐
殺
」
を
経
て
終
結
し
、
以
後
、
出
身
部
族
を
示

す
身
分
証
明
書
が
廃
止
さ
れ
た
。
主
要
産
業
は
農
業
で
、
主
に
コ
ー

ヒ
ー
、
茶
を
輸
出
す
る
。
八
・
二
％
（
二
〇
二
二
年
、
世
銀
）
と
い
う
高

ルワンダ地図（地図下部の黒丸がギサガラ郡）
出典：Wikimedia Commons, Retrieved on September 23, 2024, https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Rwanda_Districts_Map.jpg）
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い
経
済
成
長
率
を
誇
り
「
ア
フ
リ
カ
の
奇
跡
」
と
も
言
わ
れ
る
一
方
で
、

都
市
部
と
農
村
部
の
経
済
格
差
が
大
き
く
、
人
口
の
八
割
が
暮
ら
す

農
村
部
で
は
、
高
い
貧
困
率
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
未
整
備
に
よ
る
安

全
な
飲
料
水
や
ト
イ
レ
の 

不
足
、
感
染
症
、
そ
し
て
気
候
変
動
の
影

響
に
よ
る
自
然
災
害
と
い
っ
た
複
合
的
な
社
会 

課
題
に
直
面
し
て
い

る
。
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
は
、
ル
ワ
ン
ダ
の
中
で
も
最
も
開
発
が
遅
れ
て

い
る
地
域
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
ギ
サ
ガ
ラ
郡
（G

isagara D
istrict

）
の

ム
キ
ン
ド
地
区
（M

ukindo Sector

） 

の
中
に
あ
る
ニ
ャ
ビ
サ
ガ
ラ
・
セ

ル
（N

yabisagara Cell

）
の
五
村
、
約
九
〇
〇
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
。

事
業
対
象
地
域
は
、
首
都
キ
ガ
リ
か
ら
車
で
南
に
五
時
間
、
ブ
ル
ン

ジ
と
の
国
境
地
帯
に
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
の
事
業
開
始
時
に
は
、
一

日
の
食
事
回
数
が
一
回
と
い
う
家
庭
が
お
よ
そ
七
五
％
で
あ
っ
た
（
ル

ワ
ン
ダ
事
業
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
、
二
〇
二
〇
年
）。

事
業
対
象
地
域
付
近
で
は
、
安
全
な
水
や
清
潔
な
ト
イ
レ
が
不
足

し
、
感
染
症
り
患
の
リ
ス
ク
が
高
い
環
境
で
あ
る
と
同
時
に
、
子
ど

も
た
ち
は
遠
く
ま
で
水
汲
み
に
行
く
た
め
、
学
校
に
行
く
機
会
を
奪

わ
れ
て
い
る
。
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
る
豪
雨
、
洪
水
、
土
壌
浸
食

な
ど
の
被
害
が
多
発
し
、
効
率
の
良
い
農
業
が
出
来
な
い
こ
と
に
よ

る
慢
性
的
な
栄
養
不
足
や
貧
困
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
一
二
月
に
開
始
さ
れ
、
現
在
最
終
年
を
迎
え
て
い
る

こ
の
事
業
は
、「
モ
デ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
手
法
に
基

ニャビサガラ・セルの事業対象五村（斜線の地域が事業対象村落）
出典：QARECAS 2022 　© ルワンダ赤十字社

村に設置された給水設備で水を汲む人びと
© 日本赤十字社

ギザガラ事業の概要

 7

ルビレッジアプローチ」は、ルワンダ⾚がコミュニティのレジリエンス強化を
⽬的として開発した⼿法で、2008 年からルワンダ⾚が実施する事業で取り⼊れ
られている。 
 

この事業では、コミュニティとそこに住む⼈びとの⽣活を向上すべく、⽔・
衛⽣環境改善、環境・緑化対策、⽣計⽀援、持続性・組織強化の４つの分野で
活動を実施している。 
 

 

 

 

 

 

ギザガラ事業の概要 
 
５５  ギギササガガララ事事業業ががココミミュュニニテティィににももたたららししたた変変化化  

ギサガラ事業では、事業開始当初の 2020 年ベースライン調査を実施し、
2022 年ミッドライン調査を実施した。両調査とも、事業対象地域 5 村および
⾮事業対象地域 7 村のニャビサガラ・セル内の全 12 村を対象とした。サンプ
ル数については、ベースラインでは 834 ⼈、ミッドラインでは 379 ⼈を対象と
した。⾮事業対象地域でも調査を実施した理由は、事業のインパクトを計測す
るためには、事業対象地域と⾮事業対象地域における変化の両⽅を⽐較する必
要があるからである。 
 

調査名 
サンプル数(%) 

事業対象地域 ⾮事業対象地域 
男性世帯主 ⼥性世帯主 男性世帯主 ⼥性世帯主 

ベースライン調査 269(72) 105(28) 297(65) 163(35) 
ミッドライン調査 132(78) 38(22) 143(68) 66(31) 
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づ
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自
ら
の
社
会
課
題
を
解
決
す
る
力
を
つ
け

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
多
岐
に
わ
た
る
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。「
モ

デ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
ル
ワ
ン
ダ
赤
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
を
目
的
と
し
て
開
発
し
た
手
法
で
、
二
〇
〇
八

年
か
ら
ル
ワ
ン
ダ
赤
が
実
施
す
る
事
業
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
業
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
生
活

を
向
上
す
べ
く
、
水
・
衛
生
環
境
改
善
、
環
境
・
緑
化
対
策
、
生
計
支
援
、

持
続
性
・
組
織
強
化
の
四
つ
の
分
野
で
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。

Ⅴ　

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

も
た
ら
し
た
変
化

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
は
、
事
業
開
始
当
初
の
二
〇
二
〇
年
ベ
ー
ス
ラ

イ
ン
調
査
を
実
施
し
、
二
〇
二
二
年
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン
調
査
を
実
施
し

た
。
両
調
査
と
も
、
事
業
対
象
地
域
五
村
お
よ
び
非
事
業
対
象
地
域

七
村
の
ニ
ャ
ビ
サ
ガ
ラ
・
セ
ル
内
の
全
一
二
村
を
対
象
と
し
た
。
サ

ン
プ
ル
数
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
で
は
八
三
四
人
、
ミ
ッ
ド

ラ
イ
ン
で
は
三
七
九
人
を
対
象
と
し
た
。
非
事
業
対
象
地
域
で
も
調

査
を
実
施
し
た
理
由
は
、
事
業
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
計
測
す
る
た
め
に

は
、
事
業
対
象
地
域
と
非
事
業
対
象
地
域
に
お
け
る
変
化
の
両
方
を

比
較
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

調
査
手
法
は
、
次
の
と
お
り
。

⑴
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
が
事
業
対
象
地
域
で
、

非
事
業
対
象
地
域
に
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
変
化
を
起
こ
し
た
項
目
を
探
す
た
め
、

次
の
二
点
を
満
た
す
項
目
を
抽
出
す
る
。

ⅰ
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン
で

事
業
対
象
地
域
と
非
事
業
対
象
地
域

調
査
結
果
を
比
較
し
て
有
意
差

３

が

認
め
ら
れ
る

ⅱ
両
調
査
の
結
果
か
ら
事
業
対
象
地
域

の
中
で
有
意
差
が
認
め
ら
れ
る

⑵
前
項
で
抽
出
さ
れ
た
項
目
に
つ
き
、
事

業
対
象
地
域
お
よ
び
非
事
業
実
施
地
域

の
世
帯
主
を
男
女
に
分
け
て
、
男
女
世

帯
主
別
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
証
す
る
。

ま
ず
、
上
述
⑴
の
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
よ
っ

て
事
業
対
象
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
イ
ン
パ

ク
ト
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
事
業
対
象
地
域

で
は
、
非
事
業
対
象
地
域
と
比
べ
、
以
下
の

変
化
が
確
認
さ
れ
た
。

調査名

サンプル数（%）

事業対象地域 非事業対象地域

男性世帯主 女性世帯主 男性世帯主 女性世帯主

ベースライン調査 269（72） 105（28） 297（65） 163（35）

ミッドライン調査 132（78） 38（22） 143（68） 66（31）

⑴
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
よ
っ
て
事
業
対
象
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
イ
ン

パ
ク
ト

ⅰ
衛
生
に
対
す
る
考
え
方

事
業
対
象
地
域
で
は
、
非
事
業
対
象
地
域
と
比
較
し
て
、
家
と
そ

の
周
辺
、
ト
イ
レ
を
衛
生
的
に
保
つ
習
慣
が
つ
き
、
住
居
の
衛
生
環

境
が
改
善
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
住
宅
環
境
、
衛
生
設
備
、
身

だ
し
な
み
に
つ
い
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
次
の
と
お
り
。

ⅱ
下
痢

事
業
対
象
地
域
で
は
、
五
歳
以
上
の
子
ど
も
と
大
人
の
下
痢
感
染

症
が
減
少
し
た
が
、
非
事
業
対
象
地
域
で
は
増
加
し
た
。
事
業
対
象

地
域
と
非
事
業
対
象
地
域
で
と
も
に
、
水
の
運
搬
や
保
存
方
法
、
ト

イ
レ
後
の
手
洗
い
習
慣
と
い
っ
た
意
識
・
行
動
変
容
が
見
ら
れ
た
が
、

事
業
対
象
地
域
で
の
変
化
が
よ
り
著
し
く
見
ら
れ
た
。
関
連
す
る
項

目
に
つ
い
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

衛生に対する考え方 （％）

事業対象地域 非事業対象地域

住宅環境 2020 2022 2020 2022

家がとても清潔である 0 45 0 6

家の周囲に排水溝がある 11 46 8 36

家の敷地がとても清潔である 0 36 0 3

衛生設備

家のトイレが臭う 55 11 36 30

家のトイレを毎日綺麗にする 34 68 50 29

身だしなみ

服装など個人の身だしなみが良い 0 41 0 3

下痢に関するインパクト（%）

事業対象地域 非事業対象地域

下痢 2020 2022 2020 2022

調査の 2 週間以内に下痢をした 5
歳以上の家族がいる

3 0.5 2 3

下痢を予防するためトイレを使う 85 92 79 78

飲料水は別の容器に保管する 17 75 23 55

飲料水の保存容器と運搬容器を洗う 47 86 51 63

飲料水をなんらかの方法で処理する 17 66 22 33

トイレのあと、手洗いをする 68 88 71 73

石鹸と水で手洗いをする 69 98 79 89
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ⅲ
呼
吸
器
感
染
症

事
業
対
象
地
域
で
、
五
歳
以
上
の
子
ど
も
と
大
人
の
呼
吸
器
感

染
症
が
わ
ず
か
に
減
少
し
た
が
、
非
事
業
対
象
地
域
で
は
増
加
し
た
。

禁
煙
、
住
居
の
排
煙
、
身
体
の
保
温
の
工
夫
な
ど
、
呼
吸
器
感
染
症

の
予
防
対
策
を
と
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
人
び
と
の
意
識
の
変
化
と

行
動
変
容
が
窺
え
る
。

ⅳ
一
日
の
食
事
の
回
数
と
栄
養

事
業
対
象
地
域
で
は
、
家
庭
菜
園
で
生
産
す
る
野
菜
な
ど
の
食
物

が
増
え
た
。
栽
培
す
る
野
菜
の
種
類
も
増
え
、
乾
季
で
あ
っ
て
も
家

庭
菜
園
を
維
持
管
理
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
食
事
の
回

数
も
増
え
た
。
他
方
で
、一
日
二
回
以
上
の
食
事
を
す
る
人
の
割
合
は
、

非
事
業
対
象
地
域
で
も
大
き
く
増
加
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
社

会
全
般
で
経
済
レ
ベ
ル
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

呼吸器感染症に関するインパクト（%）

事業対象地域 非事業対象地域

呼吸器感染症 2020 2022 2020 2022

調査 2 週間以内に呼吸器疾患に

かかった 5 歳以上の家族がいる
1 0 2 3

呼吸器感染症の予防に暖かい服

を着る
28 56 39 39

調理は薪を使った改良かまどで

行う
8 65 7 28

1 日の食事の回数と栄養（%）

事業対象地域 非事業対象地域

食事と栄養 2020 2022 2020 2022

家族に十分な食料を生

産できている
1 64 2 44

食料は生産するが、購

入する必要もある
68 36 71 56

家庭菜園で多様な野菜

を作っている
6 50 4 15

乾季にも家庭菜園で野

菜が取れる
34 65 24 42

週 3 回、家庭菜園の野

菜を調理する
10 31 14 17

1 日 2 回以上食事をする 8 62 19 41

ⅴ
生
計
の
安
定

事
業
対
象
地
域
で
、「
主
な
収
入
源
が
農
業
で
あ
る
」
と
し
た
回
答

者
の
割
合
が
、
日
雇
い
労
働
者
の
数
よ
り
増
加
し
た
。
主
な
収
入
源

が
農
業
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
農
耕
地
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す

る
。つ
ま
り
、事
業
地
で
は
、自
分
の
土
地
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
人
々

が
増
加
し
た
。
ま
た
、
資
産
の
購
入
や
銀
行
口
座
の
開
設
と
い
っ
た

生
計
の
安
定
を
示
す
要
素
が
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
事
業
対
象
地
域
で
は
、
貯
蓄
グ
ル
ー
プ

４

に
所
属
し
て
貯
蓄
を

貯蓄グループの会合
© 日本赤十字社

生計の安定（%）

事業対象地域 非事業対象地域

生計の安定 2020 2022 2020 2022

主な収入源が農業である 32 74 28 44

過去 1 年間に資産（耐久財）

を購入した
6 19 4 7

銀行口座を持っている 29 53 38 34

貯蓄グループのメンバーである 52 86 40 49

金欠の時には貯蓄グループ

から融資をうける
33 78 23 32

家畜を所有している 45 76 53 61

す
る
と
同
時
に
、
必

要
が
あ
れ
ば
貯
蓄
グ

ル
ー
プ
か
ら
借
金
を

す
る
人
の
数
が
増
え

た
こ
と
が
確
認
で
き
、

貯
蓄
グ
ル
ー
プ
が
経

済
的
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
を
提
供
し
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
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⑵
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
よ
っ
て
事
業
対
象
地
域
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
も
た

ら
さ
れ
た
項
目
に
お
い
て
、
男
性
世
帯
主
、
女
性
世
帯
主
の
そ
れ

ぞ
れ
の
世
帯
に
も
た
ら
し
た
変
化

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
よ
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
も
た
ら
さ
れ
た
項
目
に
つ

い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
調
査
で
は
、
さ
ら
に
男
性
世

帯
主
世
帯
と
女
性
世
帯
主
世
帯
に
分
け
て
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
を

分
析
し
た
。

ま
ず
、
全
項
目
に
つ
い
て
、
男
性
世
帯
主
世
帯
と
女
性
世
帯
主
世

帯
と
で
回
答
を
分
け
、
二
〇
二
〇
年
お
よ
び
二
〇
二
二
年
で
、
そ
れ

ぞ
れ
男
性
世
帯
主
世
帯
と
女
性
世
帯
主
世
帯
と
で
有
意
な
差
が
あ
る

か
を
検
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
全
項
目
を
次
の
四
つ
に
分
類
す
る
。

次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
、
二
〇
二
〇
年
お
よ
び
二
〇
二
二
年
で
、

男
性
世
帯
主
世
帯
お
よ
び
女
性
世
帯
主
世
帯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー

プ
の
変
化
の
大
き
さ
が
有
意
で
あ
っ
た
か
を
検
定
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
上
述
の
分
類
は
さ
ら
に
次
の
四
項
目
に
分
類
さ
れ
る
。

分類 含意

2020 年に男女間で有

意差がなかったが、

2022 年に有意差が確

認された

かつて存在しなかっ

た男女世帯主間の格

差が生じている

2020 年に男女間で有

意差があり、2022 年

にも有意差があった

男女世帯主間で存在

していた格差が、存

在し続けている（あ

るいは格差が逆転し

た）

2020 年に男女間で

有意差があったが、

2022 年には有意差が

無くなった

男女世帯主間で存在

していた格差が無く

なった

2020 年に男女間で有

意差がなく、2022 年

にも有意差が確認さ

れない

男女世帯主間で格差

は生じていない

分類 含意

男性世帯主のみに有意

な変化

事業が男性に作用

女性世帯主のみに有意

な変化

事業が女性に作用

男女世帯主両方に有意

な変化

事業が男女に平等に作

用

男女世帯主両方に有意

な変化なし

事業は男女別には作用

せず

同
時
に
非
事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
も
同
様
に
変
化
を
比
較
し
た
。

結
果
と
し
て
、
概
ね
男
女
世
帯
主
の
両
方
に
と
っ
て
有
意
な
変
化

が
観
察
さ
れ
た
。
他
方
で
、
世
帯
主
の
性
別
に
よ
る
有
意
差
が
観
察

さ
れ
た
項
目
も
あ
り
、
主
な
結
果
は
次
の
と
お
り
。

ⅰ
一
日
の
食
事
の
回
数

食
事
の
回
数
に
つ
い
て
は
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
は
男

性
世
帯
主
世
帯
に
有
意
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

た
ら
し
た
。
事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
、
一
日
の
食

事
の
回
数
に
つ
き
、
一
回
と
回
答
し
た
世
帯
は
、
男

性
世
帯
主
世
帯
の
み
有
意
に
減
少
し
、
二
回
と
回
答

し
た
世
帯
は
男
女
世
帯
主
を
問
わ
ず
有
意
に
増
加
し

た
。
二
〇
二
二
年
時
点
で
は
、
一
回
と
回
答
し
た
男

性
世
帯
主
世
帯
の
割
合
が
女
性
世
帯
主
よ
り
も
有
意

に
少
な
く
、
二
回
と
回
答
し
た
男
性
世
帯
主
世
帯
の

割
合
は
、
女
性
世
帯
主
よ
り
も
有
意
に
多
か
っ
た
。

一
方
、
同
じ
項
目
に
つ
い
て
、
非
事
業
対
象
地

域
で
は
、
一
日
の
食
事
が
一
回
と
回
答
し
た
世
帯
は
、

男
女
世
帯
主
で
は
有
意
な
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

二
回
と
回
答
し
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、
男
性
世
帯
主

世
帯
が
有
意
に
多
か
っ
た
。
ま
た
、
一
日
二
回
と
回

答
し
た
女
性
世
帯
主
世
帯
の
割
合
は
、
事
業
対
象
地

域
の
女
性
世
帯
主
よ
り
も
、
有
意
に
少
な
か
っ
た
。

換
言
す
る
と
、
一
日
の
食
事
の
回
数
に
関
し
て

は
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
は
男
性
世
帯
主
世
帯
に
有
利
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た
一
方
、
事
業
を
実
施
し

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯の 1日の食事の回数（1回及び 2回）
2020年と 2022年比較（%）
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な
か
っ
た
場
合
、
女
性
世
帯
主
世
帯
は
よ
り
不
利
な

状
況
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

ⅱ
家
の
敷
地
の
内
外
の
清
潔
さ

家
の
敷
地
の
清
潔
さ
に
つ
い
て
は
、「
と
て
も
清

潔
（Very good
）」、「
普
通
（M

edium

）」、「
不
潔
（Poor

）」、

「
分
か
ら
な
い
・
回
答
を
希
望
し
な
い
」
の
四
つ
か
ら

一
つ
を
選
択
す
る
形
式
で
あ
っ
た
。
事
業
対
象
地
域
、

非
事
業
対
象
地
域
と
も
に
、
世
帯
主
の
男
女
の
性
別

を
問
わ
ず
、「
と
て
も
清
潔
」
は
有
意
に
増
加
、「
不
潔
」

は
有
意
に
低
下
し
、
二
〇
二
二
年
時
点
で
は
、
男
女

間
の
回
答
数
に
有
意
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
世
帯
主
の
性
別
を
問
わ
ず
、「
と
て
も
清
潔
」
の

増
加
と
「
不
潔
」
の
低
下
に
つ
い
て
は
同
様
の
イ
ン
パ

ク
ト
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

他
方
、「
普
通
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
時

点
で
、
女
性
世
帯
主
世
帯
の
回
答
割
合
が
、
男
性
世

帯
主
世
帯
よ
り
も
有
意
に
多
か
っ
た
。
家
の
敷
地
の

清
潔
さ
に
つ
い
て
は
、
数
値
化
が
難
し
く
、
主
観
的

な
評
価
と
な
る
。
自
宅
の
清
潔
さ
に
つ
い
て
、
女
性

世
帯
主
の
方
が
よ
り
控
え
め
な
評
価
を
下
し
た
の
か
、

現
実
的
に
清
掃
が
で
き
な
い
実
態
が
あ
っ
て
不
潔
で

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯の家の敷地内の清潔さ
2020年と 2022年比較（%）

は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
と
て
も
清
潔
と
も
言

え
な
い
、
と
い
う
評
価
を
下
し
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
。

非
事
業
地
域
で
は
、
世
帯
主
の
性
別
に
よ
る
有

意
な
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

ⅲ
銀
行
口
座
の
有
無

事
業
対
象
地
域
お
よ
び
非
対
象
地
域
と
も

に
、
男
性
世
帯
主
世
帯
に
、
銀
行
口
座
の
保
有
割

合
が
増
加
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
事
業
対

象
地
域
で
は
、
銀
行
口
座
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

二
〇
二
〇
年
時
点
で
は
、
世
帯
主
の
性
別
で
有
意

差
が
な
か
っ
た
が
、
二
〇
二
二
年
で
は
男
性
世
帯

主
世
帯
の
方
が
有
意
に
多
く
銀
行
口
座
を
保
有
し

て
い
た
。
ま
た
、
同
期
間
の
間
に
、
男
性
世
帯
主

世
帯
の
み
に
、
か
か
る
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
。

同
様
の
変
化
は
非
事
業
対
象
地
域
で
も
起
き
て

お
り
、
事
業
対
象
地
域
と
非
事
業
対
象
地
域
の
女

性
世
帯
主
世
帯
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
差
は

な
か
っ
た
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
、
受
益
者
に
銀
行
口
座
を
開

設
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
事
業
外
の
何

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯の家の敷地の周りの清潔さ
2020年と 2022年比較（%）
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ら
か
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
女
性

世
帯
主
世
帯
の
銀
行
口
座
保
有
率
が
、
少
な
い
理

由
は
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ⅳ
主
た
る
収
入
源
以
外
の
収
入
の
有
無

主
た
る
収
入
源
以
外
の
収
入
（
副
収
入
）
に
つ
い

て
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
男

性
世
帯
主
世
帯
の
方
が
女
性
の
そ
れ
よ
り
も
増
加

し
た
。
つ
ま
り
、
現
行
の
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
の
あ
り

方
で
は
、
女
性
世
帯
主
世
帯
に
と
っ
て
、
公
平
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。

主
た
る
収
入
源
以
外
の
収
入
に
つ
い
て
事
業
対

象
地
域
で
は
、
二
〇
二
〇
年
時
点
に
、
他
の
収
入

源
が
あ
る
、
と
回
答
し
た
男
性
世
帯
主
世
帯
は
女

性
世
帯
主
世
帯
よ
り
も
有
意
に
多
く
、
二
〇
二
二

年
も
同
様
の
傾
向
が
続
い
た
。
ま
た
、
二
〇
二
〇

年
と
二
〇
二
二
年
で
は
、
世
帯
主
の
性
別
を
問
わ

ず
、
他
の
収
入
源
が
あ
る
世
帯
は
有
意
に
変
化
し

な
か
っ
た
。

同
様
の
傾
向
は
非
事
業
対
象
地
域
に
も
見
ら
れ
、

女
性
世
帯
主
世
帯
に
と
っ
て
他
の
収
入
源
を
確
保

す
る
こ
と
が
男
性
世
帯
主
世
帯
と
比
べ
て
難
し
い

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯の銀行口座の保有率
2020年と 2022年比較（%）

こ
と
が
窺
え
る
。

ⅴ
マ
ラ
リ
ア

マ
ラ
リ
ア
の
罹
患
率
に
つ
い
て
事
業
対
象
地
域
で
は
、

二
〇
二
〇
年
時
点
、
女
性
世
帯
主
世
帯
の
方
が
家
族
が

罹
患
し
た
世
帯
の
割
合
は
少
な
か
っ
た
が
、
二
〇
二
〇

年
か
ら
二
〇
二
二
年
の
間
に
、
男
性
世
帯
主
世
帯
の
み

有
意
に
マ
ラ
リ
ア
罹
患
者
が
発
生
し
た
世
帯
が
減
少
し

た
。
こ
の
結
果
、
世
帯
主
の
性
別
に
よ
る
有
意
差
が
な

く
な
っ
た
。

非
事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
、

二
〇
二
二
年
の
い
ず
れ
も
女
性
世
帯
主
世
帯
の
方
が
マ

ラ
リ
ア
罹
患
者
が
少
な
か
っ
た
。

非
事
業
対
象
地
域
で
は
、
女
性
世
帯
主
世
帯
の
方
が

マ
ラ
リ
ア
の
罹
患
件
数
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
が
、
事
業

対
象
地
域
で
は
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ

り
、
男
性
世
帯
主
世
帯
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

ⅵ
呼
吸
器
系
疾
患

事
業
対
象
地
域
で
二
〇
二
〇
年
時
点
、
過
去
二
週

間
に
五
歳
以
上
の
家
族
が
呼
吸
器
系
疾
患
に
罹
患
し
た

割
合
は
、
男
性
世
帯
主
世
帯
よ
り
も
女
性
世
帯
主
世
帯

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯の他の収入源の有無
2020年と 2022年比較（%）
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の
方
が
有
意
に
多
か
っ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
か
ら

二
〇
二
二
年
の
間
に
女
性
世
帯
主
世
帯
の
側
に
お

い
て
の
み
有
意
な
減
少
が
観
察
さ
れ
、
二
〇
二
二

年
に
は
世
帯
主
の
性
別
に
よ
る
差
異
は
な
く
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
が
女
性
世
帯

主
世
帯
に
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

非
事
業
対
象
地
域
で
は
、
世
帯
主
の
性
別
に
よ

る
有
意
な
差
及
び
変
化
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

ⅶ
下
痢

事
業
対
象
地
域
で
、
二
〇
二
〇
年
と
二
〇
二
二

年
を
比
較
し
、
世
帯
主
の
男
女
の
性
別
を
問
わ
ず
、

過
去
二
週
間
に
五
歳
以
上
の
家
族
が
下
痢
を
発
症

し
た
世
帯
の
割
合
は
有
意
に
減
少
し
た
。

他
方
で
、
非
事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
は
、
女

性
世
帯
主
世
帯
に
お
い
て
の
み
、
二
〇
二
〇
年
か

ら
二
〇
二
二
年
に
か
け
て
下
痢
の
発
症
割
合
が
大

幅
に
増
加
し
て
い
る
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
下
痢
の
発

生
が
抑
え
ら
れ
た
一
方
、
事
業
が
不
在
の
場
合
は
、

女
性
世
帯
主
に
と
っ
て
不
利
な
要
因
が
存
在
し
た

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯で、過去 3ヶ月間に家族がマラリアに罹患し
なかった割合
2020年と 2022年比較（%）

と
推
測
さ
れ
る
。

ⅷ
生
計
の
安
定
（
収
入
源
・
食
料
・
資
産
の
増
加
）

事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
、「
主
な
収
入
源

が
農
業
で
あ
る
」、「
家
族
に
十
分
な
食
料
を

生
産
で
き
て
い
な
い
」、「
過
去
一
年
以
内
に

資
産
を
購
入
し
た
」、
と
い
う
項
目
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
世
帯
主
の
性
別
を
問
わ
ず
、
有

意
に
変
化
し
た
。
主
な
収
入
源
が
農
業
で
あ
る

世
帯
は
増
加
し
、
家
族
に
十
分
な
食
料
を
生
産

で
き
て
い
な
い
、
と
回
答
し
た
世
帯
は
減
少

し
、
資
産
を
購
入
し
た
世
帯
は
増
加
し
た
。
こ

れ
ら
の
項
目
は
、
二
〇
二
〇
年
時
点
に
お
い

て
、
世
帯
主
の
性
別
に
よ
り
有
意
差
が
あ
っ
た

が
、
二
〇
二
二
年
に
有
意
差
が
無
く
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、「
主
な
収
入
源
が
農
業
で
あ
る
」「
過

去
一
年
以
内
に
資
産
を
購
入
し
た
」
の
項
目
は

二
〇
二
〇
年
で
は
女
性
世
帯
主
世
帯
の
方
が
有

意
に
数
が
低
い
が
、「
家
族
に
十
分
な
食
料
を

生
産
で
き
て
い
な
い
」
は
、
男
性
世
帯
主
世
帯

の
ほ
う
が
有
意
に
数
が
多
か
っ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
事
業
対
象
地
域
で
は
、
世
帯

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯で、過去 2週間に 5歳以上の家族が呼吸器
系疾患に罹患した割合
2020年と 2022年比較（%）
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事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯で、過去 2週間に 5歳以上の家族が下痢に
罹患した割合
2020年と 2022年比較（%）

事業地域及び非事業地域の男女別の世帯主世帯における収入源の確保、食料生産、資産の増加
2020年と 2022年比較（%）
 事業対象地域 非事業対象地域

（2020） （2022） （2020） （2022） 

質問概要 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

主な収入源－農業 0.37 0.21 0.72 0.79 0.32 0.20 0.48 0.38

家族に十分な食料を生産できていない 0.74 0.53 0.36 0.34 0.77 0.59 0.50 0.70

1 年以内に資産を購入した 0.07 0.01 0.22 0.11 0.05 0.01 0.10 0.02

主
の
性
別
を
問
わ
ず
、
収
入
源
を
確
保
し
、
当
面
の
食
料
の
生
産
に

成
功
し
、
資
産
た
る
耐
久
財
を
購
入
す
る
余
裕
が
で
き
、
右
に
お
い
て
、

二
〇
二
〇
年
に
は
世
帯
主
の
性
別
に
よ
る
格
差
が
存
在
し
て
い
た
が
、

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
を
と
お
し
て
そ
れ
を
克
服
し
た
と
言
え
る
。

他
方
で
、
非
事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
時
点

で
、
主
な
収
入
源
が
農
業
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
の
性
別

に
よ
る
有
意
差
は
な
い
が
、
食
料
生
産
及
び
資
産
の
購
入
に
つ
い
て

は
、
女
性
世
帯
主
世
帯
は
男
性
世
帯
主
の
そ
れ
よ
り
も
有
意
に
不
利

な
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。

Ⅵ　

考　

察

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
の
活
動
を
と
お
し
て
、
世
帯
主
の
性
別
を
問
わ
ず
、

概
ね
の
項
目
で
有
意
な
変
化
が
起
こ
り
、
男
女
世
帯
主
間
の
格
差
が

生
じ
る
こ
と
が
抑
え
ら
れ
た
。

他
方
、
生
計
の
安
定
の
レ
ベ
ル
を
推
し
量
る
指
標
と
し
て
、
当
面

の
暮
ら
し
ぶ
り
の
指
標
と
な
る
一
日
の
食
事
回
数
、
長
期
的
な
安
定

の
指
標
と
な
る
銀
行
口
座
の
開
設
、
他
収
入
源
の
存
在
と
い
っ
た
項

目
に
つ
い
て
は
、
男
性
世
帯
主
世
帯
が
優
位
で
あ
り
、
女
性
世
帯
主

世
帯
に
と
っ
て
不
利
な
環
境
が
存
在
す
る
こ
と
が
推
し
量
れ
る
。

食
事
回
数
、
家
の
敷
地
の
清
潔
さ
な
ど
、
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
る

領
域
に
お
い
て
女
性
世
帯
主
世
帯
の
方
に
不
利
な
結
果
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
男
性
世
帯
主
世
帯
と
女
性
世
帯
主
世
帯
と
で
、
世
帯
人

数
が
異
な
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン

調
査
に
よ
れ
ば
、
男
性
世
帯
主
世
帯
の
平
均
世
帯
人
数
は
四
・
四
九

人
、
女
性
世
帯
主
の
そ
れ
は
三
・
七
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
男
性
世
帯
主
の
方
が
有
償
、
無
償
の
働
き
手
が
多
い
と
推
測
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
男
性
世
帯
主
世
帯
で
は
、
男
性
が
一
家
を
経
済
的

に
支
え
、
妻
が
家
事
労
働
を
担
う
、
あ
る
い
は
、
妻
も
何
ら
か
の
賃

金
労
働
に
従
事
し
、
家
計
を
支
え
て
い
る
。
他
方
、
女
性
世
帯
主
世

帯
で
は
、
女
性
が
一
家
を
経
済
的
に
支
え
、
か
つ
家
事
労
働
も
担
う

た
め
、世
帯
主
に
か
か
る
負
担
が
大
き
い
。
こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、

事
業
の
活
動
が
生
計
の
安
定
レ
ベ
ル
を
量
る
指
標
に
関
し
て
、
男
性

世
帯
主
世
帯
に
お
い
て
、
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た

の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
は
、
マ
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
男
性
世
帯
主
世
帯
、

呼
吸
器
感
染
症
に
つ
い
て
は
女
性
世
帯
主
世
帯
、
下
痢
感
染
症
に
つ

い
て
は
男
女
世
帯
主
世
帯
の
両
方
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら

し
た
。
こ
れ
ら
感
染
症
に
か
か
る
結
果
に
つ
い
て
、
確
か
な
因
果
関

係
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
主
な
感
染
経
路
を
特
定
す
る
こ
と
で
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
、
よ
り
効
果
的
な
保
健
啓
発
活
動
が
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
、
方
法
を
工
夫
し
て
み
る
余
地
は
あ
る
。
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非
事
業
対
象
地
域
で
は
、
男
性
世
帯
主
世
帯
と
比
べ
て
、
女
性
世

帯
主
世
帯
に
お
け
る
食
料
生
産
、
食
事
回
数
、
他
収
入
源
の
有
無
と

い
っ
た
指
標
が
不
利
な
結
果
を
示
し
て
お
り
、
当
面
の
暮
ら
し
ぶ
り

が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
事
業
対
象
地

域
に
お
い
て
も
女
性
世
帯
主
世
帯
に
不
利
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
女
性
世
帯
主
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
働
き
か

け
が
な
い
と
、暮
ら
し
ぶ
り
の
向
上
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

Ⅶ　

学　

び

本
調
査
結
果
か
ら
、
事
業
対
象
地
域
で
は
、
女
性
世
帯
主
が
困
難

な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
意
識
を
変
え
、
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
こ

と
が
窺
え
、「
変
革
へ
の
担
い
手
」
と
し
て
、
女
性
の
役
割
が
期
待
で

き
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
女
性
世
帯
主
世
帯
に
、
よ
り
大
き
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
女
性
や
女
性
世
帯
主
の
ニ
ー
ズ

に
配
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

他
方
、
今
の
時
点
で
発
生
し
て
い
る
男
女
の
格
差
が
中
長
期
的

に
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
調
査
か
ら
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
本
調
査
を
と
お
し
て
、
非
事
業
対
象
地
域
の
女
性
世

帯
主
世
帯
を
取
り
巻
く
状
況
が
、
男
性
世
帯
主
世
帯
に
比
べ
て
、
ベ
ー

ス
ラ
イ
ン
調
査
を
実
施
し
た
二
〇
二
〇
年
か
ら
ミ
ッ
ド
ラ
イ
ン
調
査

家庭菜園で野菜を育てる受益者と赤十字ボランティア
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を
実
施
し
た
二
〇
二
二
年
に
か
け
て
悪
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
観
察

さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
事
業
対
象
地
域
に
つ
い
て
も
、
事
業
終
了
後
、

再
び
女
性
世
帯
主
世
帯
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
厳
し
く
な
る
可
能
性
は
排

除
で
き
な
い
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
は
概
ね
、
世
帯
主
の
性
別
を
問
わ
ず
、
公
平
な

イ
ン
パ
ク
ト
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
食
事
の
回
数
、
銀
行
口
座

の
有
無
、
他
収
入
源
の
存
在
な
ど
、
男
性
世
帯
主
世
帯
に
有
利
な
結

果
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
今
次
調
査
で
女
性
世
帯
主
世
帯
に
不
利
な

結
果
が
確
認
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
新
規
事
業
を
形
成

し
て
い
く
際
に
女
性
世
帯
主
世
帯
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
る
こ
と
で
、
事
業
終
了
時
に
男
女
格
差
が
減
少
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

今
回
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
み
え
て
き

た
。
そ
れ
は
、
事
業
デ
ザ
イ
ン
、
事
業
の
実
施
体
制
も
、
女
性
世
帯

主
世
帯
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
公
平
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が

必
要
と
い
う
こ
と
だ
。
非
事
業
対
象
地
域
で
は
女
性
世
帯
主
世
帯
の

暮
ら
し
が
よ
り
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

事
業
対
象
地
域
に
お
い
て
も
、
事
業
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
男
性
世
帯
主

世
帯
に
大
き
く
働
く
項
目
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
女
性
世
帯
主

世
帯
の
利
益
を
考
慮
し
た
事
業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
は
、
そ
の
形
成
、
実
施
、
意
思
決
定
に
関
わ
る
職

員
が
男
性
主
体
で
あ
る

５

こ
と
を
考
え
た
と
き
、
女
性
や
女
性
世
帯
主

の
ニ
ー
ズ
を
理
解
し
、
働
き
か
け
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
推

察
さ
れ
る
。
女
性
や
女
性
世
帯
主
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
向
上
さ
せ
る

に
は
、
女
性
や
女
性
世
帯
主
の
声
を
よ
り
丁
寧
に
聞
き
、
女
性
の
視

点
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
チ
ー
ム
構
成
も
検
討
す

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
に
共
通

す
る
関
心
事
や
課
題
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
で
話
し
合
う

機
会
を
設
定
し
た
。
そ
う
し
た
現
場
の
最
前
線
で
活
動
し
て
い
る
の

は
赤
十
字
の
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
調
査
結
果
か
ら
は
、
モ

バ
イ
ル
シ
ネ
マ
や
モ
バ
イ
ル
ラ
ジ
オ

６

と
い
っ
た
、
単
に
一
方
通
行

で
情
報
を
提
供
す
る
手
段
よ
り
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ク
ラ
ブ
と
い
う
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
が
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
と
も
に
、
特

定
の
話
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
会
合
の
場
が
、
人
び
と
に
知
識
を
広

め
た
り
、
情
報
提
供
し
た
り
す
る
場
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
。

事
業
対
象
地
域
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
を
支
え
る
赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
数
的
に
は
女
性
と
男
性
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
体

制
を
と
っ
て
い
た
が
、
女
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
男
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
比
べ
て
、
短
期
で
や
め
て
い
く
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
の
も
事
実
で
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あ
る
。
女
性
や
女
性
世
帯
主
を
取
巻
く
環
境
が
、
男
性
や
男
性
世
帯

主
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
困
難
で
あ
る
と
い
う
社
会
に
お
い
て
、
女
性

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
働
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
必
要
か
も
し

れ
な
い
。

赤
十
字
の
最
大
の
強
み
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
隅
々
に
赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
存
在
し
、
人
び
と
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
こ
と
だ
。

弱
い
立
場
に
い
る
人
び
と
を
思
い
や
り
、
助
け
合
い
、
尊
重
し
合
う

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
が
少
し
で
も
貢
献
で
き
る

よ
う
、
今
回
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
人
び
と
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

起
き
た
変
化
が
根
付
く
よ
う
に
、
ギ
サ
ガ
ラ
の
人
び
と
と
共
に
考
え

て
い
き
た
い
。

注１　

E
IV

C
3 T

hem
atic Report on G

ender, N
ational Institute of 

Statistics of Rwanda

２　

本
稿
で
は
、
死
別
、
離
別
、
未
婚
、
夫
の
出
稼
ぎ
に
よ
る
別
居
、
そ

の
他
の
理
由
か
ら
、
女
性
が
世
帯
を
代
表
す
る
世
帯
を
「
女
性
世
帯
主

世
帯
」
と
呼
ぶ
。

３　

デ
ー
タ
分
析
は
Ｔ
検
定
を
用
い
た
。
デ
ー
タ
よ
り
ｔ
値
を
算
出
し
、

有
意
水
準
を0.05

と
し
境
界
値
を
求
め
、
両
側
検
定
で
ｔ
値
が
境
界

値
を
超
え
た
場
合
に
差
異
が
統
計
的
に
有
意
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

４　

ギ
サ
ガ
ラ
事
業
で
支
援
す
る
活
動
の
ひ
と
つ
で
、
受
益
者
が
グ
ル
ー

生計支援で家畜をもらった受益者と赤十字ボランティア
© 日本赤十字社

プ
を
作
り
、
個
々
人
の
経
済
力
に
応
じ
て
毎
週
積
み
立
て
を
し
、
必
要

な
時
に
お
金
を
借
り
ら
れ
る
仕
組
み
。

５　

ル
ワ
ン
ダ
赤
の
ギ
サ
ガ
ラ
事
業
に
関
与
す
る
職
員
は
全
員
五
〇
代
男

性
。

６　

モ
バ
イ
ル
シ
ネ
マ
と
は
、
娯
楽
の
少
な
い
農
村
の
広
場
に
大
型
ス
ク

リ
ー
ン
を
臨
時
に
設
置
し
、
公
衆
衛
生
や
栄
養
改
善
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
人
び
と
の
健
康
や
生
活
に
関
連
し
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
啓

発
を
行
う
イ
ベ
ン
ト
を
指
す
。
モ
バ
イ
ル
ラ
ジ
オ
と
は
、
ス
ク
ー
タ
ー

に
拡
声
器
を
も
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
乗
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ゆ
っ

く
り
回
り
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
び
と
に
知
っ
て
ほ
し
い
情
報

や
、
人
び
と
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
情
報
提
供

す
る
活
動
を
指
す
。
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Ⅰ　

背　

景

自
然
災
害
や
紛
争
、
難
民
な
ど
の
国
内
外
の
人
道
危
機
に
お
い
て

医
療
支
援
に
関
わ
る
団
体
や
人
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
こ
で
不
可
欠

な
も
の
が
安
全
管
理
で
あ
る
。
特
に
紛
争
に
関
連
す
る
支
援
に
お
い

て
は
、
様
々
な
特
殊
要
因
か
ら
、
自
然
災
害
時
に
お
け
る
安
全
管
理

に
加
え
て
特
有
の
知
識
と
経
験
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
国

民
の
大
多
数
が
紛
争
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
本
邦
で
は
、そ
う
い
っ

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
た
団
体
や
個
人
は
少
な
く
、
そ
も
そ
も
医
療

が
紛
争
地
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
根
底
で
あ
る
国
際
人
道
法
で
す
ら
、

一
般
市
民
は
も
と
よ
り
、
災
害
医
学
に
関
わ
る
専
門
職
に
す
ら
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
内
容
を
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
た
と

え
ば
災
害
医
療
の
分
野
で
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
専
門
家
が
発
表
す

る
ス
ラ
イ
ド
や
資
料
に
描
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト
や
図
に
、
赤
十
字
標
章

が
救
急
車
や
病
院
の
マ
ー
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
珍
し

く
な
い
。
実
際
に
海
外
に
派
遣
さ
れ
て
活
動
す
る
医
療
職
に
あ
っ
て

も
、
自
分
自
身
の
安
全
管
理
に
関
し
て
十
分
理
解
し
て
い
る
人
は
少

な
い
。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
紛
争
に
お
い
て
中
立
の
立

場
を
と
り
な
が
ら
医
療
支
援
を
行
う
と
い
う
そ
の
出
自
か
ら
、
紛
争

オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー
「
紛
争
地
に
お
け
る
安
全
管
理
」
を
終
え
て

中
出
雅
治

日
本
赤
十
字
看
護
大
学
付
属
災
害
救
護
研
究
所 

国
際
医
療
救
援
部
門
長

下
に
お
け
る
人
道
支
援
団
体
と
し
て
最
も
古
く
か
ら
活
動
し
て
き
た

団
体
で
、
安
全
管
理
の
分
野
で
も
い
く
つ
か
の
書
籍
を
発
行
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
「Staying A

live

」
で
あ
る
。
同
書
は
紛
争
下
に
お

け
る
安
全
管
理
の
基
礎
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
教
科
書
で
、
日
本
赤
十

字
社
（
日
赤
）
が
日
本
語
版
を
制
作
、
配
布
し
て
い
る
が
、
発
行
か
ら

二
十
余
年
を
経
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
大
幅
に
同
書
の
増
補
改
訂
を
行
っ

た
。
改
訂
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
管
理
な
ど
時
代
に
併
せ
た
項
目
を
追
加
す
る

と
と
も
に
、
各
項
目
を
よ
り
具
体
的
、
詳
細
に
掘
り
下
げ
、
約
二
倍

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
な
っ
て
「
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
」
と
い
う
新
た
な
タ
イ
ト
ル
で

二
〇
二
一
年
に
上
梓
さ
れ
た
。

こ
れ
を
機
会
に
、
一
度
〝
国
内
で
紛
争
下
に
お
け
る
安
全
管
理
〟

を
体
系
的
に
扱
う
研
修
会
の
開
催
を
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
よ

う
に
日
本
国
内
で
こ
の
分
野
の
経
験
、
知
識
を
持
つ
も
の
が
少
な
く
、

ま
た
紛
争
に
特
化
し
た
同
種
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
日
本
語
で
受
け
ら

れ
る
オ
ー
プ
ン
な
研
修
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
折
し
も
ウ
ク
ラ

イ
ナ
と
ガ
ザ
の
人
道
危
機
の
勃
発
で
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
国
際
人
道

法
が
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。

Ⅱ　

研
修
の
概
要

諸
準
備
を
経
て
二
〇
二
四
年
二
月
一
七
―
一
八
日
に
大
阪
赤
十
字

病
院
に
て
二
日
間
の
研
修
の
開
催
に
至
っ
た
。
安
全
管
理
と
い
う
重

要
か
つ
繊
細
な
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
か
ら
、
院
内
で
は
未
だ
新
型
コ

ロ
ナ
対
策
が
継
続
中
で
は
あ
っ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
な
く
対
面

で
の
研
修
と
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
同
種
の
研
修
が
国
内
に
ほ
と
ん

ど
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
多
く
の
人
数
が
参
加
で
き
る
研
修
が
望

ま
し
い
が
、
参
加
者
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
、
講
師
陣
と
参
加
者
が

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
関
係
を
保
て
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
今
回

は
定
員
を
二
四
名
に
制
限
し
て
募
集
し
た
。
定
員
を
超
え
る
応
募
が

あ
っ
た
が
、
紛
争
地
、
準
紛
争
地
で
の
活
動
経
験
が
あ
る
、
も
し
く

は
そ
の
予
定
が
あ
る
と
い
う
応
募
者
を
優
先
し
て
参
加
者
を
選
定
し

た
。
参
加
者
の
背
景
は
、
日
赤
関
係
以
外
に
、
様
々
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
自

衛
隊
、
メ
デ
ィ
ア
関
係
、
大
学
関
係
者
な
ど
で
あ
っ
た
。

講
師
は
、
日
赤
本
社
国
際
部
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン

タ
ー
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
駐
日
代
表
部
、
国
境
な
き
医
師
団
日
本
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
安
全
管
理
担
当
参
事
、
国
際
人
道
法
専
門
家
、
広
報
統
括
官
、

活
動
責
任
者
を
招
請
し
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
国
際
人
道
法
と
そ
の
現
実
、
派
遣
ま
で
の
準
備
、

現
場
で
の
リ
ス
ク
分
析
、
紛
争
下
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ト
リ
ッ
プ
、
リ

ス
ク
軽
減
と
現
場
活
動
に
お
け
る
個
人
の
安
全
管
理
、
重
大
事
案
（
拉

致
、
誘
拐
等
）、
メ
デ
ィ
ア
対
応
と
行
動
規
範
、
情
報
の
と
り
方
、
自

分
自
身
の
健
康
管
理
、
の
九
項
目
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
現
場
か
ら
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派遣までの準備

60 分 自分自身の健康管理

60 分

16:00

現場のリスク分析 
90 分

最近の現場から【ウクライナ】

 40 分
17:00

アンケート・事務連絡 

18:00 コーヒーブレイク

紛争下でのフィールドトリップ  
60 分

19:00

最近の現場から【ガザ】 
30 分19:30

オープンセミナー「紛争地における安全管理」プログラム
Day 1 （2 月 17 日） Day 2 （2 月 18 日）

8:30

〈受付〉

9:00

リスク軽減と現場活動における個人の

安全管理

90 分10:00

コーヒーブレイク

11:00
重大事案（拉致、誘拐等）

 60 分

ランチ

12:00

〈受付〉

13:00

メディア対応と行動規範

 120 分

オリエンテーション／概要説明

国際人道法とその現実  
120 分

14:00

15:00 コーヒーブレイク

情報をどうとるか

40 分
コーヒーブレイク
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の
証
言
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
へ
派
遣
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
職
員

と
、
ガ
ザ
で
の
衝
突
発
生
時
に
同
地
で
活
動
し
て
い
た
大
阪
赤
十
字

病
院
の
職
員
の
二
名
に
、
現
場
で
の
実
体
験
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

Ⅲ　

内　

容

対
面
開
催
を
活
か
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
や
り
に
く
い
イ
ン
タ

ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
、
す
な
わ
ち
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
、
講
師
と
参
加
者

双
方
向
で
の
活
発
な
意
見
交
換
が
で
き
る
よ
う
な
進
行
と
す
る
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
各
講
師
と
打
ち
合
わ
せ
、
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
間
を

長
め
に
と
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成
と
し
た
。
講
師
陣
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
団
体
か
ら
来
て
い
た
が
、
建
前
論
で
は
な
く
本
音
を
し
ゃ
べ
っ
て

も
ら
う
た
め
、
録
音
録
画
は
し
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
各
所
属
団
体

の
公
式
見
解
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
冒

頭
で
参
加
者
に
周
知
し
た
。

九
項
目
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
の
内
容
も
引
用
し
つ
つ
、
各
講
師

の
経
験
を
加
味
し
た
講
義
と
、
理
解
を
深
め
る
た
め
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
そ
の
後
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。

同
種
の
研
修
が
な
く
、
こ
れ
が
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
た
め
に

主
催
側
も
ど
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
の
か
予
測
困
難
で
あ
っ
た
が
、

質
疑
応
答
が
非
常
に
活
発
で
、
多
く
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
予

定
し
て
い
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
一
部
を
割

愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

Ⅳ　

開
催
を
終
え
て

現
実
に
は
、
政
策
（
条
約
）
レ
ベ
ル
か
ら
、
組
織
レ
ベ
ル
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
レ
ベ
ル
、
個
人
レ
ベ
ル
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
安
全
管
理

が
存
在
す
る
が
、
実
際
に
は
す
べ
て
が
ク
リ
ア
カ
ッ
ト
に
判
断
で
き

る
わ
け
で
は
な
く
、
中
に
は
答
え
の
な
い
課
題
や
矛
盾
も
存
在
す
る
。

皮
肉
な
こ
と
に
現
在
進
行
形
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
で
の
人
道

危
機
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
現
実
問
題
と
し
て
可
視
化
さ
れ
た
。
医
療

を
隠
れ
蓑
に
し
た
軍
事
施
設
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
医
療
や

文
民
、
非
軍
事
施
設
が
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
代
表
的
な

事
案
で
あ
る
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
紛
争
下
で
支
援
団
体
が

中
立
を
保
つ
（
す
べ
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ー
ル
ダ
ー
か
ら
中
立
で
あ
る
と
認
識

さ
れ
る
）
こ
と
の
難
し
さ
、
支
援
団
体
の
武
装
警
護
の
是
非
、
人
権
法

の
重
要
性
、
紛
争
地
で
の
要
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
も
取
り
上
げ
ら

れ
た
。

結
果
的
に
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
政
策
レ
ベ
ル
か
ら
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
安
全
管
理
に
重
き
を
置
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
を

個
人
レ
ベ
ル
の
行
動
に
ま
で
落
と
し
込
む
ま
で
が
難
し
く
、
参
加
者

個
々
が
、
現
場
で
実
際
に
安
全
を
確
保
し
て
活
動
で
き
る
と
こ
ろ
ま

で
体
得
し
て
も
ら
う
に
は
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
の
現
場
で
活
動
し
て
帰
国

し
た
職
員
の
体
験
談
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
設
け
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
個

人
レ
ベ
ル
で
の
安
全
確
保
の
現
実
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
ま

た
今
回
の
研
修
へ
の
応
募
者
は
そ
も
そ
も
安
全
管
理
に
関
し
て
意
識

が
高
く
、
か
つ
紛
争
下
に
お
け
る
活
動
経
験
の
あ
る
参
加
者
が
半
数

近
く
い
た
た
め
、
経
験
の
共
有
に
基
づ
く
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
、

割
愛
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
補
っ
た
。

Ⅴ　

今
後
の
展
望

前
述
の
よ
う
に
今
回
の
研
修
で
は
、
具
体
的
に
個
人
レ
ベ
ル
の
安

全
管
理
ま
で
落
と
し
込
む
こ
と
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。こ
れ
は
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
講
義
内
容
の
確
認
作
業

の
多
く
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
講
義
内
容
が
個
々
人

の
安
全
管
理
よ
り
も
安
全
管
理
の
管
理
者
向
け
に
寄
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
今
後
、
今
回
の
二
日
間
と
い
う
日
程
、
お
よ

び
セ
ッ
シ
ョ
ン
内
容
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
特
に
医
療
職
に
お
い
て
は
専
門
家
に
あ
り
が
ち
な
こ
と

で
あ
る
が
、
指
導
者
層
を
含
め
て
紛
争
や
災
害
と
い
っ
た
背
景
で
の

「
医
療
」
に
つ
い
て
は
興
味
が
あ
る
が
、
安
全
管
理
に
は
興
味
が
な
い

人
が
多
い
。
言
い
換
え
る
と
、「
安
全
管
理
の
重
要
さ
を
理
解
し
て
い

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
国
内
の
災
害
医
療
、
あ
る
い
は
海

外
派
遣
を
し
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
研
修
で
安
全
管
理
に
関
す
る
研
修
が

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
マ

ス
層
に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
か
が
課
題
と
考
え
て
い
る
。
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は
じ
め
に

日
本
赤
十
字
社
の
創
始
者
で
あ
る
佐
野
常
民
が
国
際
赤
十
字
を

知
っ
た
の
は
、
幕
末
の
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会

会
場
の
中
の
赤
十
字
展
示
館
を
見
学
し
た
時
で
あ
っ
た
。
翌
年
五
月

に
佐
野
が
帰
国
し
た
時
は
、
戊
辰
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
鳥
羽
伏

見
の
戦
い
に
始
ま
り
、
江
戸
城
無
血
開
城
を
経
て
、
戦
場
は
東
日
本

に
広
が
り
、
会
津
戦
争
な
ど
を
経
て
、
北
海
道
に
ま
で
及
ん
だ
。

こ
の
戊
辰
戦
争
の
中
で
、
敵
味
方
の
別
な
く
戦
傷
者
の
治
療
に
従

事
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
と
、
こ
の
医
師
の
人
道
精
神
に
賛
同
し
た

皇
族
が
い
た
。
こ
の
皇
族
こ
そ
九
年
後
の
西
南
戦
争
の
中
で
、
日
本

赤
十
字
社
の
前
身
の
博
愛
社
に
佐
野
常
民
ら
が
総
長
就
任
を
依
頼
し

た
東
伏
見
宮
嘉よ

し

彰あ
き

親
王
（
の
ち
小
松
宮
彰
仁
親
王
と
改
名
）
で
あ
る
。

Ⅰ　

北
陸
へ
の
出
陣

東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
は
、
幕
末
の
一
八
四
六
（
弘
化
三
）
年
一
月
に

伏
見
宮
邦
家
親
王
の
第
八
男
子
と
し
て
誕
生
し
、
一
八
五
八
（
安
政
五
）

年
に
仁に

ん

な

じ

和
寺
に
入
室
し
て
、
仏
道
に
精
進
す
る
身
と
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
九
年
後
の
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
一
二
月
九
日
の
王

政
復
古
に
伴
い
、
還
俗
し
て
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王
と
な
り
、
新
政
府

の
役
職
（
議ぎ

じ
ょ
う定

）
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
翌
年
一
月
三
日
に
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
が
勃
発
す
る
と
軍
事

総
裁
に
、
翌
四
日
に
は
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
て
出
陣
し
た
。
そ

の
後
も
兵
部
卿
、
軍
務
官
知
事
な
ど
を
歴
任
後
、
六
月
一
四
日
に
は

戊
辰
戦
争
・
英
医
ウ
ィ
リ
ス
と
総
督
宮
の
人
道
活
動

吉
川
龍
子

元
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
図
書
館
司
書

会
津
征
討
越
後
口
総
督
に
任
命
さ
れ
、
北
陸
地
方
へ
出
陣
し
た
。

北
陸
で
は
激
戦
が
展
開
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
親
王
は
柏
崎
か

ら
新
潟
を
経
て
新し

ば

た

発
田
へ
向
か
い
、
こ
こ
に
越
後
口
総
督
府
を
お
い

た
。
新
発
田
城
内
の
本
営
に
滞
在
中
の
九
月
二
二
日
に
、
会
津
で
は

会
津
藩
の
降
伏
式
が
行
わ
れ
、
総
督
府
は
鎮
将
府
と
し
て
戦
後
処
理

を
開
始
し
た
。

翌
月
の
一
〇
月
五
日
に
仁
和
寺
宮
の
も
と
に
一
人
の
外
国
人
医
師

が
訪
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
づ
き
医
師
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ

ス 

（W
illiam

 W
illis

） 

で
あ
る
。

Ⅱ　

戦
傷
者
救
護
の
た
め
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
で
、

一
八
三
七
年
五
月
に
誕
生
し
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
医
学
部
を
卒
業

後
、
海
外
で
医
業
に
つ
く
こ
と
を
望
み
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
づ
き
医

師
と
し
て
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
三
月
に
来
日
し
た
。

こ
の
年
の
九
月
に
は
横
浜
近
く
で
勃
発
し
た
生な

ま

麦む
ぎ

事
件
の
際
に
、

い
ち
早
く
か
け
つ
け
て
負
傷
者
の
治
療
に
あ
た
っ
た
。

来
日
し
て
六
年
目
の
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
一
月
三
日
に
鳥
羽
伏

見
の
戦
い
が
勃
発
す
る
と
、
早
く
も
負
傷
者
の
救
護
を
実
施
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
公
使
館
員
は
こ
の
こ
ろ
大
坂
に
滞
在
し
て
い
た
。
兵
庫
の

小松宮彰仁親王（もと東伏見宮嘉彰親王）
日本赤十字社提供

ウィリアム・ウィリス１
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開
港
と
大
坂
の
開
市
が
実
施
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ス
は
天

保
山
に
送
ら
れ
て
き
た
旧
幕
府
軍
の
会
津
兵
数
名
の
治
療
に
あ
た
っ

た
。さ

ら
に
新
政
府
軍
の
薩
摩
藩
の
要
請
を
受
け
て
、
京
都
の
相
国
寺

内
の
養
源
院
に
設
置
さ
れ
た
同
藩
の
臨
時
病
院
で
、
百
名
以
上
の
戦

傷
者
の
治
療
に
従
事
し
た
。
当
時
の
日
本
で
は
近
代
兵
器
に
よ
る
外

傷
の
治
療
法
が
遅
れ
て
い
て
、
充
分
な
外
科
的
処
置
が
で
き
な
か
っ

た
。
こ
こ
に
二
週
間
滞
在
し
て
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
適
用
し
た
手
術

を
は
じ
め
、
最
新
の
治
療
法
を
実
施
し
た
。

ウ
ィ
リ
ス
は
こ
の
年
に
江
戸
神
奈
川
地
区
の
領
事
館
副
領
事
に
任

命
さ
れ
て
い
た
が
、
主
と
し
て
横
浜
に
住
み
、
新
政
府
の
要
請
に
応

じ
て
江
戸
へ
出
張
し
て
戦
傷
者
の
治
療
に
従
事
し
た
。

閏
四
月
一
七
日
に
は
横
浜
に
軍
陣
病
院
を
設
置
し
、
初
め
て
看
護

婦
を
採
用
し
た
こ
と
が
日
本
看
護
史
上
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
病

院
は
弁
天
語
学
所
を
仮
収
容
所
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な

く
患
者
を
収
容
し
切
れ
な
く
な
り
、
元
幕
府
が
建
て
た
兵
舎
も
利
用

し
た
。
軍
陣
病
院
で
は
シ
ド
ル
医
師
（
イ
ギ
リ
ス
人
）
が
日
本
人
医
師
に

医
療
器
具
の
使
用
法
を
指
導
し
た
。

ウ
ィ
リ
ス
は
横
浜
軍
陣
病
院
で
の
医
療
活
動
の
報
告
書
を
公
使

パ
ー
ク
ス
に
提
出
し
た
中
で
、
敵
方
に
捕
ら
え
ら
れ
た
負
傷
兵
が
生

命
を
絶
た
れ
て
い
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
、
自
分
は
差
別
な
く
救
護

す
る
こ
と
に
全
力
を
つ
く
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

不
必
要
な
ま
で
に
残
酷
に
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
、
双

方
の
敵
対
行
為
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
恐
る

べ
き
で
あ
る
。（
中
略
）
人
命
の
不
必
要
な
犠
牲
に
反
対
す
る
た

め
に
、
私
が
全
力
を
尽
く
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。

 

（『
あ
る
英
人
医
師
の
幕
末
維
新
』）

新
政
府
軍
と
北
越
同
盟
軍
と
の
戦
い
が
厳
し
く
な
り
、
戦
傷
者
が

増
加
し
た
た
め
、
大
総
督
府
は
西
洋
外
科
医
の
従
軍
を
痛
感
し
、
こ

れ
ま
で
に
も
戦
傷
者
治
療
に
尽
力
し
た
ウ
ィ
リ
ス
に
従
軍
を
依
頼
し

た
。八

月
二
〇
日
に
筑
前
藩
兵
士
に
護
ら
れ
て
東
京
を
出
発
し
た
ウ
ィ

リ
ス
は
、
碓
氷
峠
を
越
え
善
光
寺
を
経
て
、
九
月
一
日
に
高
田
（
現
上

越
市
）
に
到
着
し
た
。
高
田
に
は
四
〇
〇
余
名
の
戦
傷
者
が
各
寺
院
に

収
容
さ
れ
て
い
た
が
、
従
軍
し
た
各
藩
の
医
師
た
ち
は
外
科
的
知
識

が
不
足
し
、
医
療
器
具
も
乏
し
か
っ
た
の
で
、
ウ
ィ
リ
ス
は
手
術
時

の
医
師
へ
の
教
育
と
副
木
な
ど
の
医
療
器
具
の
入
手
に
力
を
つ
く
し

た
。さ

ら
に
一
一
日
に
は
柏
崎
へ
移
っ
た
。
こ
こ
に
は
越
前
藩
の
医
師

の
橋
本
綱
維
と
綱
常
の
兄
弟
（
左
内
の
弟
た
ち
）
が
い
た
。
橋
本
綱
常
は

後
に
日
本
赤
十
字
社
病
院
（
東
京
）
の
院
長
と
な
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ス
は
次
い
で
寺
泊
を
経
て
新
潟
に
到
着
し
た
が
、
こ
の
日

は
会
津
城
落
城
の
九
月
二
一
日
で
あ
っ
た
。
新
潟
に
滞
在
後
、
一
〇

月
一
日
に
大
総
督
府
の
置
か
れ
た
新
発
田
へ
移
動
し
、
す
ぐ
に
寺
に

収
容
さ
れ
た
戦
傷
者
の
治
療
に
あ
た
っ
た
。

Ⅲ　

新
発
田
で
の
出
会
い　

ウ
ィ
リ
ス
が
新
発
田
に
到
着
し
た
翌
日
、
速
水
八
也
と
い
う
新
発

田
藩
家
老
が
訪
れ
て
、
同
藩
の
戦
傷
者
が
治
療
を
受
け
た
礼
を
述
べ

た
。
さ
ら
に
翌
日
に
は
総
督
の
宮
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
、
中
根
善

次
郎
が
訪
れ
て
、
同
様
に
謝
礼
を
述
べ
た
。

ウ
ィ
リ
ス
は
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
戦
時
中
で
も
守
る
べ
き

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
に
ふ
れ
、
文
明
国
で
は
た
と
え
国
賊
や
重

罪
人
で
も
、
負
傷
者
に
は
慈
悲
心
で
接
す
る
の
に
、
日
本
で
は
こ
れ

ま
で
負
傷
し
た
捕
虜
を
見
な
か
っ
た
。
傷
つ
い
た
敵
兵
を
殺
す
の
を

政
府
が
認
め
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
敵
兵
へ
の
思
い
や
り
が
あ

る
こ
と
を
政
府
が
証
明
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私
の
心
は
慰
め
ら
れ
る

で
し
ょ
う
と
述
べ
た
。
役
人
は
彼
の
要
望
を
総
督
の
宮
に
伝
え
る
と

約
束
し
た
。

そ
の
翌
日
、
総
督
の
宮
が
ウ
ィ
リ
ス
と
の
会
見
を
希
望
し
て
い
る

こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
五
日
の
会
見
の
日
、
ウ
ィ
リ
ス
は
新
発
田
城

を
訪
問
し
た
。
新
発
田
藩
の
正
式
記
録
で
あ
る
「
御
記
録
」
の
十
月
五

日
の
項
に
は
「
英
国
ウ
リ
ス
総
督
府
へ
拝
謁
の
為
登
営
」
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。
仁
和
寺
宮
と
の
会
見
場
所
に
は
、
の
ち
に
元
老
と
な
る
西

園
寺
公
望
な
ど
、
数
人
の
役
人
が
同
席
し
た
。

ウ
ィ
リ
ス
が
「
私
が
一
番
申
し
あ
げ
た
い
こ
と
は
、
す
で
に
使
い

に
来
た
役
人
に
話
し
て
あ
り
ま
す
」
と
い
う
と
、
宮
は
「
そ
の
こ
と
な

ら
十
分
承
知
し
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
ら
れ
、
負
傷
兵
に
つ
い
て
い

ろ
い
ろ
質
問
さ
れ
た
と
い
う
。

会
見
の
翌
日
、
西
園
寺
ら
役
人
か
ら
の
手
紙
が
届
い
た
。「
総
督
の

宮
は
、
若
松
に
お
け
る
官
軍
の
負
傷
兵
、
な
ら
び
に
か
つ
て
は
賊
軍

で
あ
っ
た
負
傷
兵
の
苦
痛
を
い
や
さ
れ
ん
こ
と
を
願
い
、
貴
下
が
若

松
に
向
か
わ
れ
て
、
両
軍
の
負
傷
兵
の
治
療
に
従
事
下
さ
る
よ
う
要

請
し
て
い
ま
す
」（『
あ
る
英
人
医
師
の
幕
末
維
新
』）。

ウ
ィ
リ
ス
が
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
敵
方
の
負
傷
兵
を
も
救

護
す
る
こ
と
が
、
総
督
の
宮
か
ら
正
式
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ス
は
早
速
に
会
津
へ
行
く
こ
と
を
き
め
て
、
新
発
田
藩
士
ら

に
護
衛
さ
れ
て
出
発
し
た
。
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Ⅳ　

会
津
で
の
救
護
活
動　

 
会
津
若
松
の
城
下
町
は
焼
け
野
原
と
な
っ
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ス
の

報
告
書
に
は
「
会
津
藩
の
負
傷
兵
は
、
城
下
町
若
松
周
辺
の
七
つ
の

村
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
負
傷
者
の
な
か
に
は
老
人
や
婦
女
子
も
い

た
」
と
あ
る
。
彼
ら
の
状
態
は
悲
惨
な
も
の
で
、
米
の
配
給
以
外
は

何
も
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ウ
ィ
リ
ス
は
若
松
の
当
局
者

に
必
要
な
糧
食
の
確
保
や
必
要
品
の
支
給
を
求
め
、
自
身
で
も
所
持

金
で
必
要
品
を
入
手
し
て
与
え
た
と
い
う
（『
あ
る
英
人
医
師
の
幕
末
維

新
』）。

会
津
攻
撃
軍
の
中
に
い
た
大
山
巌

い
わ
お

の
伝
記
の
中
に
ウ
ィ
リ
ス
の

活
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ヰ
リ
ス
は
先
づ
御
山
病
院
を
見
舞
ひ
、
収
容
者
中
の
重
傷

者
よ
り
順
次
治
療
を
施
し
た
る
が
、
官
軍
は
勿
論
、
敵
軍
と
い

へ
ど
も
懇
切
な
る
治
療
を
加
へ
た
。

 

（『
元
帥
公
爵　

大
山
巌
』）

ま
た
会
津
出
身
の
柴
五
郎
が
遺
し
た
記
録
を
ま
と
め
た
『
あ
る
明

治
人
の
記
録
』に
も「
御
山
に
病
院
開
か
れ
敵
味
方
を
問
わ
ず
診
療
す
」

と
あ
る
。
今
で
も
会
津
若
松
市
の
南
部
の
門も

ん
で
ん田

町
に
は
御お

山や
ま

の
地
名

が
残
っ
て
い
る
。

会
津
の
民
政
は
越
後
口
総
督
の
管
理
と
な
り
、
一
〇
月
一
二
日
に

は
「
敵
我
之
論
無
ク
」
病
院
で
治
療
す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
（『
太
政
官

日
誌
』
戊
辰
年
冬
十
月
）。

ウ
ィ
リ
ス
は
会
津
に
十
日
ほ
ど
滞
在
し
た
の
ち
、
再
び
柏
崎
に
寄

り
負
傷
者
を
治
療
し
た
の
ち
東
京
に
帰
っ
た
。
太
陽
暦
で
は
す
で
に

一
二
月
末
で
冬
期
の
旅
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
七
月
一
七
日
に
江
戸

は
東
京
と
な
り
、
年
号
は
九
月
八
日
に
明
治
と
な
っ
た
。

こ
の
北
越
か
ら
会
津
で
の
救
護
活
動
の
間
に
、
ウ
ィ
リ
ス
は

一
六
〇
〇
名
を
救
助
し
、
そ
の
う
ち
の
七
〇
〇
名
は
会
津
兵
で
あ
っ

た
と
報
告
し
て
い
る
。
新
発
田
で
仁
和
寺
宮
に
進
言
し
た
の
が
契
機

と
な
り
、
敵
味
方
の
別
な
く
救
護
に
尽
力
し
た
ウ
ィ
リ
ス
の
功
績
は

大
き
く
、
公
使
パ
ー
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
へ
彼
の
人
道
活
動
に

つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
天
皇
は
ウ
ィ
リ
ス
の
活
動
に
対

す
る
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
、
絹
織
物
を
贈
ら
れ
た
。

ウ
ィ
リ
ス
が
新
発
田
城
を
訪
問
し
た
こ
ろ
、
こ
の
城
内
で
少
女
時

代
を
過
ご
し
て
い
た
藩
主
溝
口
家
の
榮は

る

姫
は
、
の
ち
に
有
栖
川
宮
熾

仁
親
王
妃
董た

だ

子こ

と
な
り
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
日
本
赤
十
字

社
篤
志
看
護
婦
人
会
の
設
立
を
首
唱
さ
れ
て
、
同
会
の
初
代
幹
事
長

に
就
任
し
た
。

お
わ
り
に

ウ
ィ
リ
ス
は
そ
の
後
、
の
ち
の
東
京
大
学
医
学
部
の
前
身
に
あ
た

る
医
学
校
兼
大
病
院
で
治
療
と
医
学
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
ま
も
な
く
政
府
が
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
を
決
定
し
た
た

め
、
ウ
ィ
リ
ス
は
鹿
児
島
の
医
学
校
兼
病
院
へ
移
る
こ
と
と
な
り
、

同
地
で
多
く
の
弟
子
た
ち
を
育
成
し
た
。

西
南
戦
争
が
勃
発
し
た
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
ウ
ィ
リ
ス
は

鹿
児
島
を
離
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
。
の
ち
一
八
八
四
（
明
治

一
七
）
年
に
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）
の
バ
ン
コ
ク
駐
在
医
官
に
任
命
さ
れ
、
八

年
間
こ
の
地
に
西
洋
医
学
を
根
づ
か
せ
た
が
、
病
気
の
た
め
帰
国
し
、

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
永
眠
し
た
。

仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王
は
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
七
月
に
兵
部
省
兵

部
卿
に
任
命
さ
れ
（
一
二
月
ま
で
）、
翌
年
一
月
に
東
伏
見
宮
と
改
称
す

る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
外
国
語
を
習
得
す
る
こ
と
を
願
い
、
天
皇

か
ら
許
可
さ
れ
て
プ
ロ
シ
ヤ
国
領
事
の
指
導
を
受
け
た
。
つ
い
で
イ

ギ
リ
ス
留
学
が
許
可
さ
れ
、
閏
一
〇
月
一
二
日
に
出
発
し
た
。

こ
の
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
七
月
に
は
普
仏
戦
争
が
勃
発
し
、
八

月
に
日
本
か
ら
観
戦
武
官
四
名
が
渡
欧
し
た
。
そ
の
中
の
林
有
造
（
土

佐
出
身
）
が
記
し
た
「
欧
州
視
察
報
告
書
」（
林
有
造
関
係
文
書
）
に
は
「
敵

味
方
を
論
ぜ
ず
伴
い
帰
り
て
病
院
に
介
抱
す
」
と
あ
り
、
す
で
に
赤

十
字
に
よ
る
人
道
活
動
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
年
に
は
大
阪

の
軍
医
学
校
で
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
（
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
）
が
赤
十
字
規
則
の

講
義
を
行
っ
て
い
た
。

東
伏
見
宮
は
ロ
ン
ド
ン
で
西
欧
文
化
を
学
び
、
王
室
の
儀
式
に
も

参
列
し
た
。
こ
の
留
学
体
験
で
外
国
王
族
が
軍
部
に
従
事
す
る
こ
と

を
知
り
、
帰
国
後
は
軍
人
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
、
一
八
七
三
（
明
治

六
）
年
に
陸
軍
少
尉
に
任
官
と
な
っ
た
。
翌
年
二
月
に
勃
発
し
た
佐
賀

の
乱
で
は
征
討
総
督
に
任
命
さ
れ
た
。

こ
の
戦
い
の
中
で
陸
軍
二
等
軍
医
正
の
橋
本
綱
維
が
陸
軍
大
輔
に

あ
て
た
書
に
は
、
戊
辰
戦
争
の
時
の
総
督
の
宮
の
行
動
が
示
さ
れ
て

い
た
。

我
戊
辰
ノ
役
ニ
於
ケ
ル
ヤ
総
督
宮
既
ニ
千
古
未
曾
有
ノ
御
卓

見
被
為
立
矢
石
ニ
創
傷
ヲ
致
ス
者
ハ
自
他
ノ
別
ナ
ク
厚
ク
救
療

可
致
旨
英
慮
ノ
寛
典
ヲ
布
キ
以
テ
起
死
肉
骨
ノ
御
仁
恵
ア
リ

 

（『
陸
軍
衛
生
制
度
史
』）

橋
本
綱
維
は
前
述
の
よ
う
に
北
陸
に
置
い
て
ウ
ィ
リ
ス
の
指
導
を

受
け
て
い
た
。
前
佐
賀
県
令
の
岩
村
通み

ち

俊と
し

は
、
戦
後
処
理
に
お
い
て

「
病
院
を
速
や
か
に
建
て
て
官
兵
と
賊
兵
を
分
け
ず
に
厚
く
傷
の
治
療
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を
す
べ
き
」
と
述
べ
た
と
い
う
（『
大
久
保
利
通
文
書
』）。

一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
二
月
に
西
南
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
佐

野
常
民
ら
が
五
月
に
創
設
し
た
博
愛
社
が
、
征
討
総
督
の
有
栖
川
宮

熾
仁
親
王
の
許
可
を
得
て
、敵
味
方
の
別
な
く
救
護
活
動
を
開
始
し
た
。

こ
の
こ
ろ
東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
は
東
京
鎮
台
司
令
長
官
で
あ
っ
た

が
、
五
月
に
新
選
旅
団
司
令
長
官
兼
務
と
な
り
、
七
月
に
新
選
旅
団

を
率
い
て
出
征
が
認
め
ら
れ
た
。

博
愛
社
は
八
月
一
日
に
政
府
か
ら
正
式
に
許
可
さ
れ
た
た
め
、
同

日
に
東
京
で
会
議
を
開
き
、
終
戦
後
も
永
設
の
社
と
し
、
東
伏
見
宮

を
総
長
に
推
戴
す
る
こ
と
を
き
め
て
、
総
長
請
願
書
を
提
出
し
た
。

東
伏
見
宮
か
ら
は
、
九
月
一
三
日
付
け
で
総
長
承
諾
書
が
届
い
た
。

一
二
月
四
日
に
東
京
で
戦
後
総
会
が
あ
り
、
東
伏
見
宮
が
告
諭
を

発
せ
ら
れ
た
。
以
後
、
毎
年
の
総
会
に
は
必
ず
臨
場
さ
れ
、
諭
旨
を

賜
る
の
が
慣
例
と
な
っ
た
。

一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
一
月
の
社
員
総
会
で
は
「
改
定
博
愛
社
規

則
」（
全
八
一
条
）
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
総
長
の
序
文
に
続
い

て
社
の
拡
張
趣
意
書
と
も
い
え
る
条
文
が
示
さ
れ
、
戦
時
に
お
け
る

派
遣
病
院
建
設
や
病
院
船
の
就
航
に
も
及
ん
で
い
た
。

東
伏
見
宮
は
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
一
二
月
に
小
松
宮
彰
仁
親

王
と
改
名
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
日
本
の
シ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
、

博
愛
社
病
院
の
開
設
な
ど
に
尽
力
さ
れ
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年

一
〇
月
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
訪
の
た
め
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
に
総

長
の
職
を
託
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
六
月
五
日
に
は
、
日
本
の
赤
十
字

条
約
加
入
が
実
現
し
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
五
月
二
〇
日
に
博

愛
社
は
日
本
赤
十
字
社
と
改
名
し
た
。

小
松
宮
は
同
年
一
二
月
に
帰
国
さ
れ
、
日
本
赤
十
字
社
総
裁
に

就
任
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
二
月
一
六
日
に
薨
去
さ
れ
る
ま
で
、

常
に
日
本
赤
十
字
社
の
各
県
支
部
総
会
に
出
席
さ
れ
、
社
業
の
発
展

に
寄
与
さ
れ
た
。
初
代
社
長
の
佐
野
常
民
は
、
か
ね
て
か
ら
小
松
宮

の
銅
像
建
立
を
望
ん
で
い
た
が
、
銅
像
の
完
成
は
一
九
一
二
（
明
治

四
五
）
年
三
月
で
あ
り
、
生
前
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
小
松

宮
銅
像
は
現
在
も
上
野
公
園
内
に
あ
り
、
そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
を

見
続
け
て
い
る
。

注１　

佐
藤
八
郎 

述
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
略
伝

： 

英
医
』、
佐
藤
八
郎
、

一
九
六
八
．
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン https://

dl.ndl.go.jp/pid/3449078 

（
参
照 

二
〇
二
四
―
〇
九
―
一
八
）

【
主
要
参
考
文
献
】

ヒ
ュ
ー
・
コ
ー
タ
ッ
ツ
ィ
著
、
中
須
賀
哲
朗
訳
『
あ
る
英
人
医
師
の
幕
末

維
新  

Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ス
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年

小
田
部
雄
次
『
大
元
帥
と
皇
族
軍
人 

明
治
編
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六

年

日
本
史
籍
協
会
編
『
百
官
履
歴
』
北
泉
社
、
一
九
九
七
年

『
太
政
官
日
誌
』
第
百
十
一
第
百
十
二
明
治
紀
元
戊
辰
年
冬
十
月

日
本
赤
十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
日
本
赤
十
字
社
、
一
九
一
一

年
陸
軍
軍
医
団
編
『
陸
軍
衛
生
制
度
史
』
陸
軍
軍
医
団
、
一
九
一
三
年

大
山
元
帥
傳
編
集
委
員
編
『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』
大
山
元
帥
傳
刊
行
所
、

一
九
三
五
年

石
光
真
人
編
著
『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』（
中
公
新
書
）
中
央
公
論
社

一
九
七
一
年
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は
じ
め
に

二
〇
二
五
（
令
和
七
）
年
、
大
阪
・
関
西
万
博
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

本
稿
は
、
万
博
訪
問
の
際
に
少
し
寄
り
道
を
す
れ
ば
訪
ね
る
こ
と
が

で
き
る
赤
十
字
ゆ
か
り
の
地
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
大
阪
の
赤
十
字
で

は
大
正
時
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
孤
児
受
入
れ
や
昭
和
初
期
の
日
本
初
の

救
急
車
配
備
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
南
北
朝
時

代
の
美
談
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
の
歴

史
と
交
わ
る
と
い
う
、
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
光
を
当
て

て
み
ま
す
。
気
楽
に
お
読
み
い
た
だ
き
、
気
に
入
っ
た
ら
ぜ
ひ
実
際

に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

Ⅰ　

「
小し

ょ
う
な
ん
こ
う

楠
公
義
戦
之
跡
」
の
石
碑
に
刻
ま

れ
た
、
赤
十
字
加
盟
に
関
す
る
謎

日
赤
大
阪
府
支
部
や
大
阪
城
の
最
寄
り
駅
、
天て

ん
ま満

橋ば
し

。
万
博
会
場

か
ら
大
阪
メ
ト
ロ
を
乗
り
継
い
で
三
〇
分
ほ
ど
の
場
所
で
す
。
大
阪

メ
ト
ロ
谷
町
線
や
京
阪
電
鉄
の
駅
が
あ
り
、
毎
日
多
く
の
利
用
客
で

賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
駅
か
ら
地
上
に
出
て
川
沿
い
を
歩
く
と
、「
か
わ

の
駅
は
ち
け
ん
や
」
近
く
に
「
小
楠
公
義
戦
之
跡
」
と
い
う
大
き
な
石

赤
十
字
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
謎
解
き
の
旅

森
　
正
尚

大
阪
赤
十
字
病
院
附
属
大
手
前
整
肢
学
園
事
務
部
長
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

―
楠
正
行
、
日
本
赤
十
字
社
と
佐
野
常
民

―
時
を
越
え
て
大
阪
で
紡
が
れ
た 

人
道
・
博
愛
の
こ
こ
ろ

―

碑
が
あ
り
ま
す
。
一
九
四
〇（
昭
和
一
五
）年
に
大
阪
市
東
区（
現
中
央
区
）

教
育
会
に
よ
り
建
立
さ
れ
、
漢
学
者
の
藤
澤
黄こ

う
は坡

に
よ
る
次
の
よ
う

な
内
容
の
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

• 

昔
は
こ
の
大
川
も
幅
が
広
く
、
渡
辺
橋
と
い
う
橋
が
た
だ
一

つ
架
か
っ
て
い
た
。

• 

一
三
四
七
年
、
瓜う

り
ゅ
う生

野の

の
戦
い
で
敗
北
し
て
逃
げ
る
敵
兵
が

こ
の
川
辺
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
わ
れ
先
と
橋
を
争
い
、
川
に

落
ち
て
流
さ
れ
る
者
が
五
百
人
を
超
え
た
。

• 

小
楠
公
は
部
下
に
命
じ
て
こ
れ
ら
敵
兵
を
救
わ
せ
、
衣
食
や

薬
を
与
え
、
京
都
に
帰
し
て
や
っ
た
。

• 

公
は
翌
年
四

し
じ
ょ
う
な
わ
て

條
畷
で
戦
死
し
た
が
、
こ
の
時
の
恩
に
感
じ

て
帰
順
し
た
兵
も
、
み
な
討
ち
死
に
し
た
。

• 

公
は
忠
孝
（
忠
義
と
孝
行
）
の
二
つ
を
全
う
し
、
し
か
も
勇
気

と
仁
愛
と
を
備
え
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
日
本
精
神
の
化
身
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

• 

我
々
は
、
天
や
地
や
山
や
川
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
橋
も
岸
も
み
な
変
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
功
を
立
て
た
小
楠
公
も
再
び
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

• 

た
だ
、
公
の
敵
を
も
愛
し
ま
れ
た
こ
の
ゆ
か
し
い
心
の
み
は
、

い
つ
ま
で
も
我
が
士
道
の
華
と
し
て
我
々
の
心
を
動
か
し
、

さ
ら
に
は
欧
米
の
人
を
も
感
動
さ
せ
て
、
我
が
国
の
赤
十
字

写真１　小楠公義戦之跡の石碑
（筆者撮影）

写真２　石碑には赤十字の文字が ･･･
（筆者撮影）
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社
加
盟
が
容
易
に
な
っ
た
。

• 

こ
の
碑
に
向
か
い
、
公
の
こ
の
心
を
思
う
と
き
、
我
々
も
ま

た
正
し
く
大
き
い
心
を
修
め
て
、
こ
の
精
華
を
培
う
こ
と
を

勉
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

要
約
す
る
と
「
こ
の
近
く
で
昔
、
小
楠
公
が
溺
れ
て
い
る
敵
兵
を
助

け
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
行
い
が
欧
米
の
人
を
も
感
動
さ
せ
日
本
の
赤

十
字
加
盟
が
容
易
に
な
っ
た
」
…
…
こ
れ
は
本
当
な
の
で
し
ょ
う
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
で
は
石
碑
の
紹
介
は
見
つ
か
り
ま
す
が
、

こ
の
件
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
赤
十
字
国
際
人
道

研
究
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
に
発
行
し
た
「
赤
十
字
ゆ
か

り
の
地
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」（
四
六
頁
）
も
同
様
で
す
。
私
が
知
る
唯
一
の

記
述
は
産
経
新
聞
の
記
事

１

で
す
が
、
そ
の
結
論
も
「
そ
れ
を
裏
付
け

る
資
料
は
な
い
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
石
碑
に
刻
ま

れ
た
赤
十
字
加
盟
に
関
す
る
内
容
は
、
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

Ⅱ　

小
楠
公
は
父
と
と
も
に
、
江
戸
か
ら

昭
和
の
終
戦
ま
で
国
民
誰
も
が
知
っ

て
い
た
有
名
人

小
楠
公
は
、
南
北
朝
時
代
に
南
朝
の
後
村
上
天
皇
に
仕
え
た
武
将

楠く
す
の
き

正ま
さ
つ
ら行

２

の
尊
称
で
す
。
生
年
不
詳
で
す
が
、
大
阪
府
東
部
の
河か

内わ
ち
の
く
に国

を
治
め
、
室
町
時
代
の
軍
記
物
語
「
太
平
記
」
で
は
一
三
四
八

写真 5　日赤大阪支部が昭和一一年に発行した絵葉

書（日赤看護大学所蔵）

(Endnotes)
1　 「楠木」と「楠」で諸説あるが、本稿は正行ゆ

かりの地である大阪府四條畷市に従い、父は「楠
木正成」子は「楠正行」と表記

2　 湊川神社「大楠公墓所　嗚呼忠臣楠子之墓」

年
二
月
の
四
條
畷
の
戦
い
に
お
い
て
二
三
歳
の
若
さ
で
戦
死
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
行
の
父
は
、
日
本
三
忠
臣
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
皇
居
外
苑
の

騎
馬
像
で
も
知
ら
れ
る
楠く

す
の
き木

正ま
さ
し
げ成

（
一
二
九
四
？
～
一
三
三
六
）
で
す
。

後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
貢
献
し
ま
し
た
が
、
の
ち

に
足
利
尊
氏
に
反
抗
し
て
南
北
朝
時
代
の
南
朝
側
に
付
き
、
ど
の
よ

う
な
逆
境
に
直
面
し
て
も
天
皇
へ
の
忠
義
を
貫
い
た
忠
臣
と
し
て
、

写真 3　楠正行（JR四条畷駅構内に設置された小楠公像・
黒岩淡哉作）

（筆者撮影）

ま
た
、
戦
死
し
た
人
々
を
弔
う
た
め
に
敵
味
方
問
わ
ず
石
塔
（
大
阪
府

千
早
赤
阪
村
に
現
存
す
る
「
身
方
（
味
方
）
塚
」・「
寄
手
（
敵
方
）
塚
」）
を
建
て

た
仁
愛
の
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
成
は
幕
府
に
反
抗
し
た
「
悪
党
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸

時
代
に
徳
川
光
圀
が
編
纂
を
始
め
た
歴
史
書
「
大
日
本
史
」
に
よ
り
忠

臣
と
し
て
見
直
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
一
六
九
二
年
（
元
禄
五
年
）、
光
圀

の
筆
に
よ
る
正
成
の
墓
碑
が
現
在
の
神
戸
市
内
に
建
立
さ
れ
る
と
観

光
名
所
に
な
り
広
く
知
れ
渡
り
ま
す
。
幕
末
に
な
る
と
、
日
本
の
近

代
化
に
貢
献
し
た
吉
田
松
陰
や
西
郷
隆
盛
、
伊
藤
博
文
、
坂
本
龍
馬
、

大
久
保
利
通
な
ど
数
多
く
の
志
士
が
訪
れ
、
正
成
の
忠
誠
心
を
慕
い

敬
っ
た
と
さ
れ
ま
す

３

。

そ
の
後
、「
正
成
の
忠
義
の
功
績
は
永
遠
に
輝
き
千
年
に
一
人
の

存
在
で
臣
下
の
鑑
で
あ
る
」
と
し
て
、
明
治
天
皇
の
命
に
よ
り
墓
碑

の
あ
る
場
所
に
正
成
を
祭
神
と
す
る
湊
川
神
社
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
明
治
以
降
、
正
成
は
「
楠な

ん

公こ
う

・
大
楠
公
」
と
称
さ
れ
、
長
男
「
小

楠
公
」
正
行
と
と
も
に
、
忠
君
愛
国
を
国
民
道
徳
と
す
る
教
育
制
度

の
な
か
で
忠
義
・
孝
行
の
精
神
が
国
民
の
手
本
と
し
て
学
校
で
教
え

ら
れ
、
誰
も
が
知
る
人
物
と
な
り
ま
す
。
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年

の
国
語
教
科
書
「
尋
常
小
学
読
本
」
巻
七
で
は
、
死
を
覚
悟
で
足
利
尊

氏
の
大
軍
を
迎
え
撃
と
う
と
し
て
い
た
正
成
が
、
父
亡
き
後
も
後

醍
醐
天
皇
へ
の
忠
誠
を
尽
く
す
よ
う
諭
し
て
、
一
一
歳
の
息
子
正

行
を
桜
井
の
地
（
現

：

大
阪
府
島
本
町
桜
井
）
で
帰
す
場
面
（
桜
井
の
別

れ
）
な
ど
が
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
正
成
は
子
ど
も
の
憧
れ
の
人
で
し
た
。

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
岡
山
県
下
の
小
学
生
に
行
っ
た
「
各
自
の

模
範
と
な
す
べ
き
人
物
」
の
調
査
で
は
天
皇
や
先
生
を
抑
え
て
正
成

が
一
位
で
あ
っ
た

４

ほ
か
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
講
談
社
発
行

の
雑
誌
「
少
年
倶
楽
部
」
一
月
号
の
偉
人
投
票
で
は
四
位
に
入
っ
て
い

ま
す

５

。
そ
の
時
の
一
位
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
二
位
は
乃
木
希
典
、
三
位

は
豊
臣
秀
吉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
へ
と
時
代
が
変
わ
り
ゆ
く
中

で
日
本
が
戦
争
へ
の
道
を
歩
み
、
次
第
に
正
成
・
正
行
の
忠
義
は
解

釈
が
変
更
さ
れ
戦
意
高
揚
に
利
用
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
戦
後
、

正
成
・
正
行
に
関
す
る
教
科
書
の
記
述
部
分
は
真
っ
黒
に
塗
り
つ
ぶ

さ
れ

６

、
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
正
行
は
「
正
成
の
子
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
や
が
て
父
の
遺
志
を
継
い
で
忠
義
や
慈
悲
の
心
を
実
践
し
た
こ

と
で
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
た
武
将
で
す
。

Ⅲ　

渡
辺
橋
の
美
談
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
た

正
行
の
渡
辺
橋
の
美
談
は
、
先
に
紹
介
し
た
太
平
記
の
第
二
六
巻
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に
描
か
れ
て
い
ま
す
。「
正
行
参
吉
野
事
」
の
タ
イ
ト
ル
に
続
く
、
次

の
よ
う
な
内
容
で
す
。

• 
安
部
野
の
合
戦
は
、（
旧
暦
）
一
一
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

• 
渡
辺
橋
か
ら
落
ち
て
流
さ
れ
た
兵
五
百
人
ほ
ど
が
、
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
命
を
楠
に
助
け
ら
れ
て
、
河
か
ら
引
き

上
げ
ら
れ
た
。

• 

秋
の
霜
が
身
体
を
痛
め
、
明
け
方
の
氷
が
肌
を
凍
え
さ
せ
て
、

助
か
り
そ
う
に
な
か
っ
た
が
、
楠
は
情
け
の
あ
る
者
で
あ
っ

た
た
め
、
衣
服
を
着
替
え
さ
せ
て
身
体
を
温
め
、
薬
を
与
え

て
傷
を
手
当
さ
せ
た
。

• 

四
、五
日
皆
を
労
わ
り
、
馬
の
乗
る
者
に
は
馬
を
与
え
武
具

を
失
っ
た
者
は
武
具
を
着
せ
て
送
り
返
し
た
。

• 

そ
れ
ゆ
え
、
敵
で
あ
り
な
が
ら
楠
の
情
を
感
じ
た
人
は
、
そ

の
日
か
ら
心
を
通
じ
よ
う
と
思
い
、
そ
の
恩
に
報
い
よ
う
と

す
る
人
は
、
や
が
て
家
来
と
な
っ
て
、
四
条
縄
手
の
合
戦
で

討
ち
死
に
を
し
た
。

こ
の
「
美
談
」
は
、
太
平
記
に
の
み
描
か
れ
て
お
り
創
作
で
は
な
い

か
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
実
際
に
調
べ
ら
れ
る
範
囲
で
も
、
明
治
か

ら
大
正
・
昭
和
の
長
き
に
わ
た
り
、
数
多
く
の
教
科
書
や
書
籍
に
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
の
「
立
志
美
談
」（
天
福
堂
主

人
編
、警
醒
社
書
店
発
行
）
に
は
「
正
行
の
徳
行
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
（
三
七

～
三
八
頁
）、「
今
か
ら
五
五
〇
年
の
昔
、
そ
の
若
武
者
の
行
っ
た
博
愛

事
業
は
、
父
の
教
え
を
し
っ
か
り
守
り
行
動
し
た
か
ら
だ
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
の
「
忠
勇
録
」（
兵
林
館

編
、
兵
林
館
発
行
）
に
は
「
正
行
が
忠
義
の
誉
れ
を
後
世
に
残
し
た
こ
と

は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
情
け
深
く
士
を
愛
し
、
敵
と
い
え

ど
も
信
義
を
も
っ
て
待
遇
し
た
こ
と
も
ま
た
、
昔
か
ら
今
に
至
る
ま

で
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

日
赤
で
は
、一
九
一
〇（
明
治
四
三
）年
に
京
都
支
部
が
発
行
し
た「
忠

愛
」
二
四
～
二
五
頁
に
「
小
楠
公
の
生
捕
の
待
遇
」
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
翌
年
に
日
赤
本
社
が
発
行
し
た
「
日
本
赤
十
字
社

史
稿
」
の
二
五
～
二
七
頁
に
は
「
日
本
国
民
は
古
来
よ
り
、
平
時
戦
時

に
お
け
る
尚
武
（
武
道
、
軍
事
を
重
ん
じ
る
こ
と
）
と
仁
愛
（
情
け
深
い
心

で
人
を
思
い
や
る
こ
と
）
と
を
信
じ
て
い
る
」
と
記
し
、
そ
の
例
示
と
し

て
加
藤
清
正
や
上
杉
謙
信
と
と
も
に
「
楠
木
正
行

７

が
敵
軍
の
溺
者
を

渡
邊
川
に
救
助
せ
る
こ
と
」
が
紹
介
さ
れ
、「
こ
う
し
た
古
今
の
名
将

は
、
国
民
に
深
く
敬
愛
さ
れ
、
そ
の
土
壌
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
短
期

間
で
日
本
国
内
に
お
け
る
赤
十
字
活
動
が
発
展
し
て
き
た
」
と
い
う

趣
旨
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
発
行
の
「
赤
十
字
讀
本
」
前
編

第
一
章
「
日
本
人
の
博
愛
」
で
は
、「
日
本
は
昔
か
ら
仁
義
の
国
で
あ

り
、
博
愛
は
日
本
人
の
最
も
大
切
と
す
る
精
神
の
一
つ
で
あ
る
」
と

し
た
う
え
で
「
楠
正
行
が
渡
邊
の
戦
で
敵
の
溺
者
数
百
名
を
救
っ
た

こ
と
は
皆
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
ょ
う
」（
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
お

り
、当
時
は
誰
も
が
知
る
美
談
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
そ
の
他
、

大
阪
支
部
は
こ
の
美
談
の
絵
葉
書
を
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
発

行
し
て
い
ま
す
が
、
赤
十
字
精
神
に
つ
な
が
る
逸
話
の
舞
台
が
す
ぐ

近
所
で
あ
っ
た
た
め
、
広
報
活
動
に
活
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

Ⅳ　

こ
の
美
談
が
日
赤
の
国
際
赤
十
字
加

盟
に
際
し
て
欧
米
人
の
感
動
を
誘
っ

た
…
…
事
実
は
な
い
？

正
行
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
誰
も
が
知
る
武
将
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
渡
辺
橋
の
美
談
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
で
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
通
り
、
こ
れ
が
日
赤
の
国
際
赤

十
字
加
盟
に
際
し
て
欧
米
人
の
感
動
を
誘
い
、
加
盟
が
容
易
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

博
愛
社
は
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
欧
州
の
赤
十
字
に
倣
っ
て

設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
際
赤
十
字
の
一
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
博
愛
社
の
創
業
者
た
ち
は
赤
十
字
へ
の
加
盟
が
必
要
と
考
え
、

渡
欧
す
る
政
府
関
係
者
に
調
査
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
一
八
八
四
（
明

治
一
七
）
年
に
は
「
負
傷
軍
人
救
護
国
際
委
員
会
」（
現
在
の
赤
十
字
国
際

委
員
会
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
グ
ス
タ
フ
・
モ
ア
ニ
エ
事
務
局
長
よ
り
「
日

本
政
府
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加
入
す
れ
ば
博
愛
社
が
赤
十
字
に

加
盟
す
る
の
は
差
し
支
え
な
い
」
と
の
書
簡
を
受
け
取
り
ま
す

８

。
 

こ
れ
を
受
け
て
博
愛
社
は
政
府
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
入
の
建
議
書

を
提
出
し
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
条
約
へ
の
加
入
が
実
現
し

ま
す
。

博
愛
社
は
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
三
月
に
臨
時
総
会
を
開
催
し

て
社
則
を
改
正
し
、
社
名
を
日
本
赤
十
字
社
と
改
称
し
ま
す
。
初
代

社
長
に
就
任
し
た
佐
野
常
民
は
、
同
年
五
月
モ
ア
ニ
エ
に
書
状
を
送

り
日
赤
の
加
盟
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
九
月
二
日
付
の

公
認
通
知
書
が
届
き
、
こ
こ
に
晴
れ
て
国
際
赤
十
字
の
仲
間
入
り
を

果
た
し
ま
す
。
こ
の
過
程
は
、
日
赤
の
社
史
稿
（
五
〇
七
～
五
一
一
頁
）

に
当
時
の
書
状
の
内
容
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
際
赤

十
字
へ
の
加
盟
は
会
議
を
経
て
で
は
な
く
「
書
状
の
交
換
だ
け
で
実

現
し
た
」
こ
と
が
日
赤
の
公
式
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

公
開
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
文
献
を
調
べ
た
だ
け
で
、
何
と
も
あ
っ
さ

り
、
石
碑
の
内
容
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
…
…
本
来
な
ら
こ

こ
で
旅
は
お
終
い
で
す
…
…
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
石
碑
に
刻

ま
れ
た
の
か
、
こ
の
視
点
で
も
う
少
し
深
掘
り
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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Ⅴ　

考
え
ら
れ
る
「
可
能
性
」
の
数
々

実
は
、
日
赤
の
国
際
赤
十
字
加
盟
前
後
に
、
い
く
つ
か
気
に
な
る

記
述
が
文
献
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
加
盟
前
の
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
。
博
愛
社
は
渡
欧
す

る
陸
軍
軍
医
監
の
橋
本
綱つ

な

常つ
ね

（
博
愛
社
病
院
初
代
院
長
）
な
ど
に
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
加
入
に
関
す
る
調
査
を
依
頼
し
、
橋
本
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

に
赴
い
て
第
三
回
赤
十
字
国
際
会
議
に
博
愛
社
代
表
と
し
て
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
参
加
す
る
傍
ら
、
モ
ア
ニ
エ
と
会
談
し
て
い
ま
す
。
帰
国

後
に
提
出
さ
れ
た
橋
本
の
報
告
書
で
は
、
そ
の
際
モ
ア
ニ
エ
は
橋

本
に
対
し
「
日
本
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
加
入
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、

道
徳
・
法
律
・
医
師
・
標
章
の
四
項
目
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
条
件
を
付
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
国
と
同
等
の
基
準
を
求
め
た
と

さ
れ
ま
す

９

。
こ
れ
に
対
し
橋
本
は
「
道
徳
に
お
い
て
日
本
人
は
野
蛮

で
は
な
い
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
日
赤
が
社
史
稿
を
発
行
す
る
以
前
の
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）

年
に
博
愛
社
と
い
う
出
版
社
が
発
行
し
た
「
日
本
赤
十
字
社
沿
革
史
」

に
も
類
似
の
記
述
が
あ
り
、「
四
つ
の
資
格
の
具
備
の
有
無
を
調
査
・

証
明
し
な
け
れ
ば
、
容
易
に
（
条
約
へ
の
）
加
盟
（
加
入
）
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
三
三
頁
）。
そ
の
一
つ
が
「
そ
の
国
の

風
習
と
し
て
戦
時
傷
兵
に
対
す
る
実
例
が
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
「
西
南
戦
争
に
お
け
る
博
愛
社
の
敵
味
方
を
区
別
し
な

い
救
護
活
動
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
ま
す
（
三
六

～
三
七
頁
）
が
、
こ
れ
ら
資
格
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
提
示
さ
れ
た

の
か
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
日
赤
が
国
際
赤
十
字
へ
の
加
盟
を
果
た
し
た
直
後
に
開

催
さ
れ
た
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
萬
國
赤
十
字
第
四
回
會
議
（
第

四
回
赤
十
字
国
際
会
議
）
に
お
け
る
出
来
事
。
日
赤
は
陸
軍
軍
医
監
の
石

黒
忠た

だ
の
り悳

（
日
赤
第
四
代
社
長
）
ら
が
代
表
と
な
り
、
国
際
赤
十
字
の
一
員

と
し
て
初
め
て
会
議
に
参
加
し
ま
す
。
こ
の
時
に
ド
イ
ツ
語
通
訳
の

一
人
と
し
て
同
行
し
た
の
が
森
林
太
郎
（
鴎
外
）
で
し
た
。
こ
の
会
議

中
に
「
欧
州
以
外
で
の
戦
争
に
際
し
（
敵
味
方
の
区
別
な
く
）
傷
病
兵
を

救
う
必
要
は
あ
る
か
」
と
い
う
議
題
が
提
案
さ
れ
た
直
後
、
石
黒
は

通
訳
の
森
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
い
ま
し
た
。

「
も
し
こ
の
賛
否
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
残
念
な
が

ら
退
席
し
て
評
決
は
棄
権
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条

約
は
人
類
が
互
い
に
憐
れ
む
慈
仁
の
心
を
持
ち
、
こ
れ
は
地
理

学
的
な
境
界
を
定
め
て
区
域
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ど

の
国
で
あ
っ
て
も
、
惨
状
を
前
に
す
れ
ば
互
い
に
助
け
合
う
こ

と
は
決
し
て
免
れ
る
こ
と
の
な
い
義
務
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
日
赤
は
ど
こ
で
戦
争
が
行
わ
れ
よ
う
と
も
傷
病
者
の
救
護

に
全
力
を
尽
く
す
の
は
必
然
と
考
え
る
。
国
際
会
議
の
場
で
慈

仁
の
境
界
を
定
め
る
と
い
う
度
量
の
狭
い
こ
と
を
決
め
る
の
で

あ
れ
ば
、
欧
州
外
の
我
々
は
そ
の
場
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な

い
」10

こ
れ
に
対
し
、
ロ
シ
ア
の
代
表
は
す
ぐ
に
起
立
し
て
日
赤
の
意

見
を
称
賛
し
、
さ
ら
に
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
代
表
も
日
赤
を
称
賛
す

る
発
言
を
行
っ
た
と
さ
れ
ま
す

11

。
ま
た
、
会
議
の
公
式
記
録
に
は

「Bravo!

」
の
声
が
上
が
っ
た
と
い
う
記
述
も
残
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
12

。い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
、
そ
の
時
に
正
行
の
美
談
が
語
ら
れ
た
記
録

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
残
さ
れ
た
記
録
が
発
言
要
旨
で
あ
る

な
ら
ば
、
実
際
は
正
行
の
美
談
な
ど
を
例
示
し
て
「
日
本
は
昔
か
ら

博
愛
精
神
に
満
ち
た
国
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
り

ま
す
。
当
時
の
日
本
は
欧
米
と
の
文
化
的
な
差
異
を
埋
め
よ
う
と
し

て
い
た
た
め
、
日
赤
の
発
言
に
対
し
て
「Bravo !

」
の
声
が
上
が
っ
た

こ
と
で
「
日
本
が
欧
米
に
称
賛
さ
れ
た
」
と
な
り
、
そ
れ
が
正
行
の
美

談
と
結
び
つ
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

Ⅵ　

絵
画
「
楠
正
行
救
敵
兵
の
図
」
と
日
赤

時
代
は
少
し
後
に
な
り
ま
す
が
、
先
の
産
経
新
聞
の
記
事
に
は
も

う
一
つ
気
に
な
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年

に
英
国
開
催
の
赤
十
字
国
際
大
会
に
近
代
歴
史
画
の
父
と
呼
ば
れ
る

小こ
ぼ
り
と
も
と

堀
鞆
音
（
一
八
六
四
～
一
九
三
一
）
の
絵
画
「
小
楠
公
救
敵
兵
」
が
展
示

さ
れ
、
こ
れ
が
日
本
で
赤
十
字
精
神
が
古
く
か
ら
尊
重
さ
れ
て
い
た

と
の
ア
ピ
ー
ル
に
一
役
買
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
内
容
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
正
行
の
項
目
に
も
同
記
事
を
引

用
す
る
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
「
赤
十
字
国
際
大
会
」
と

い
う
聞
き
慣
れ
な
い
名
称
に
違
和
感
を
覚
え
、
日
赤
や
英
国
赤
十
字

社
な
ど
の
歴
史
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
に
英

国
で
国
際
的
な
赤
十
字
の
会
議
な
ど
が
開
催
さ
れ
た
記
録
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
日
赤
社
史
稿
の
年
表
に
は
同
年
に
巴
奈
馬
（
パ
ナ
マ
）
太

平
洋
博
覧
会
（
別
名
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
万
博
）
に
出
展
し
、
賞

し
ょ
う
は
い牌

を
受

け
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
基
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
博
覧
會

協
會
桑
港
萬
國
博
覧
會
事
務
報
告
」（
一
九
一
六
年
、
博
覧
會
協
會
発
行
）

に
日
赤
は
教
育
経
済
館
で
「
沿
革
、
紀
要
、
救
護
材
料
、
消
毒
装
置
、

写
真
図
表
」
を
展
示
し
、
大
賞
牌
を
受
け
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
万
博
の
別
会
場
（
美
術
館
）
で
展
示
さ
れ
た
日
本
画
の
中
に
、
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小
堀
の
「
楠
正
行
救
敵
兵
の
図
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
日
赤
と

小
堀
の
絵
画
が
同
じ
万
博
会
場
内
に
あ
る
つ
な
が
り
ま
で
は
確
認
で

き
ま
し
た
が
、
展
示
場
所
が
異
な
る
た
め
「
絵
画
が
赤
十
字
の
ア
ピ
ー

ル
に
一
役
買
っ
た
」
の
か
は
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
絵
画
は
戦
前
に
焼
失
し
た

13

と
さ
れ
、
産
経
新
聞
に
も
掲
載

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
東
京
芸
術
大
学
大
学
美
術
館
に
は

一
九
一
四
（
大
正
三
）
に
描
か
れ
た
下
図
が
残
さ
れ
て
お
り
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
閲
覧
可
能
で
あ
る

14

ほ
か
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
日

赤
が
発
行
し
た
「
赤
十
字
博
物
館
報
」
第
一
三
号
（
五
九
頁
）
に
は
「
佐
々

木
嘉
太
郎
氏
所
蔵
」
と
し
て
正
行
の
美
談
と
と
も
に
絵
画
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
は
私
自
身
、
こ
の
絵
画
の
絵
葉
書
を
所
蔵
し
て
い

る
の
で
す
が
、
葉
書
の
下
部
に
は
「
第
八
回
文
部
省
美
術
展
覧
會　

楠
正
行
救
敵
兵
圖　

小
堀
鞆
音
氏
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

か
ら
、
こ
の
絵
画
は
下
図
が
描
か
れ
た
同
年
開
催
の
「
文
展
」
に
出
品

さ
れ
た
の
が
最
初
で
、
そ
の
翌
年
に
パ
ナ
マ
・
太
平
洋
万
博
で
展
示

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
後
、
青
森
県
五
所
川
原
市
の
大
富
豪
佐
々
木
嘉
太
郎
の
手
元

に
わ
た
り
、
昭
和
に
な
っ
て
赤
十
字
博
物
館
報
の
取
材
を
受
け
、
そ

れ
を
見
た
日
赤
大
阪
支
部
が
絵
葉
書
を
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
大
阪
支
部
の
絵
葉
書
が
小
堀
の
作
品
に
構
図
が
瓜
二
つ
な

の
は
、
こ
う
し
た
流
れ
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

写真 4　小堀鞆音「楠正行救敵兵圖」の絵葉書
（筆者所蔵）

写真 5　日赤大阪支部が昭和 11年に発行
した絵葉書

（日赤看護大学所蔵）

Ⅶ　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
が
広
ま
っ
た
の
か
？

話
を
元
に
戻
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
大
阪
の
石
碑
に
正
行
の

美
談
が
赤
十
字
と
絡
め
て
刻
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
碑
文
を
記
し
た

藤
澤
の
創
作
と
は
考
え
に
く
く
、
何
か
元
と
な
る
資
料
が
存
在
す
る

は
ず
で
す
。

今
回
調
べ
た
中
で
最
も
可
能
性
が
高
い
の
が
「
国
民
性
十
論
」
と

い
う
書
籍
で
す
。
国
文
学
者
で
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
國
學
院
大
學

学
長
な
ど
を
歴
任
し
た
芳
賀
矢
一
（
一
八
六
七
～
一
九
二
七
）
に
よ
る
も

の
で
、
日
露
戦
争
後
の
社
会
を
背
景
に
、
日
本
人
の
国
民
性
に
関
し

て
一
〇
の
項
目
に
分
け
て
論
じ
て
い
ま
す
。
初
版
は
一
九
〇
七
（
明

治
四
〇
）
年
発
行
で
す
が
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
一
九
二
二
（
大
正

一
一
）
年
ま
で
に
二
二
版
が
出
版
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
広
く
読
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

こ
の
二
四
五
頁
、「
赤
十
字
事
業
」
の
見
出
し
に
は
以
下
の
よ
う
な

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

• 

楠
正
行
が
瓜
生
野
の
戦
に
、
敵
の
溺
者
五
〇
〇
人
ほ
ど
を
助

け
て
、
衣
服
や
薬
を
与
え
て
労
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

• 

こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
赤
十
字
事
業
と
し
て
著
し
い
も
の
で

あ
る
。

• 

は
じ
め
日
本
が
赤
十
字
社
に
加
入
し
よ
う
と
し
た
時
は
、
外

人
は
例
の
通
り
日
本
を
野
蛮
視
し
て
い
た
か
ら
、
日
本
に
も

昔
か
ら
赤
十
字
の
よ
う
な
事
業
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。

• 

そ
の
時
に
こ
の
例
を
も
っ
て
答
え
た
の
で
、
こ
れ
が
た
め
に

赤
十
字
社
へ
の
加
入
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
内
容
と
瓜
二
つ
で
す
。
気
に
な
る
の

は
「
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
伝
聞
表
現
で
出
典
元
が
不
明
で
あ

る
点
で
す
。
し
か
し
、
芳
賀
の
社
会
的
地
位
や
書
籍
の
認
知
度
な
ど

を
考
え
れ
ば
、
こ
の
内
容
は
真
実
と
理
解
さ
れ
、
藤
澤
が
石
碑
の
碑

文
に
引
用
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
そ
う
で
す
。

Ⅷ　

佐
野
常
民
と
正
成
・
正
行

赤
十
字
ゆ
か
り
の
地
巡
り
と
言
い
な
が
ら
、
ま
だ
最
初
の
石
碑
の

前
か
ら
一
歩
も
動
け
て
い
な
い
た
め
、
そ
ろ
そ
ろ
移
動
し
ま
し
ょ
う
。

石
碑
の
あ
る
大
川
沿
い
を
西
の
方
に
し
ば
ら
く
歩
き
、
北
浜
と
淀
屋

橋
の
ほ
ぼ
中
間
地
点
、
ビ
ル
の
間
に
現
在
も
当
時
の
姿
を
残
し
て
佇

む
の
が
、
佐
野
常
民
や
福
沢
諭
吉
も
学
ん
だ
、
緒
方
洪
庵
の
適
塾
で
す
。

わ
が
国
唯
一
の
蘭
学
塾
の
遺
構
で
、
現
在
は
国
史
跡
・
重
要
文
化
財

と
し
て
内
部
を
観
覧
で
き
ま
す
。
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適
塾
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
佐
野
は
一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
年
）、
二
七

歳
で
入
門
し

15

そ
の
半
年
後
に
は
和
歌
山
県
の
別
の
塾
に
移
っ
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
ま
す

16

。
適
塾
に
は
福
沢
諭
吉
や
花
房
義
質
（
日
赤
第

三
代
社
長
）
が
学
ん
で
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
佐
野
と
は
時
期
が
異
な

り
ま
す
。
む
し
ろ
、
半
年
し
か
在
籍
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
在
で
も
著
名
な
塾
生
の
一
人
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
佐
野
の
偉
大
さ
を
感
じ
ま
す
。

渡
辺
橋
の
美
談
の
舞
台
は
適
塾
に
ほ
ど
近
く
、
余
暇
に
川
沿
い
を

散
策
し
た
で
あ
ろ
う
佐
野
が
、
当
時
誰
も
が
知
っ
て
い
た
こ
の
美
談

を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
佐
野
は
、
大
阪

で
無
意
識
な
が
ら
人
道
・
博
愛
の
息
吹
に
触
れ
、
後
年
パ
リ
万
博
で

赤
十
字
と
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
し
た
際
「
我
が
国
に
も
古
来
よ

り
敵
味
方
の
別
な
く
救
う
美
談
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
思
い
出
し
、
赤

十
字
創
設
の
想
い
を
抱
き
始
め
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て

時
を
越
え
て
紡
が
れ
た
人
道
・
博
愛
の
こ
こ
ろ
が
、
博
愛
社
の
創
設
、

日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
入
、
そ
し
て
日
赤
の
国
際
赤
十
字
へ
の

加
盟
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
と
て
も
素
敵
な
こ
と

だ
と
思
え
ま
す
。

先
に
紹
介
し
た
正
成
を
祭
神
と
す
る
神
戸
市
の
湊
川
神
社
の
境
内

に
は
、
佐
野
が
日
本
に
初
め
て
持
ち
帰
っ
た
日
本
最
古
の
オ
リ
ー
ブ

の
樹
（
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
も
の
）
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
社

写真６　適塾
（筆者撮影）

写真 7　日本最古のオリーブ樹の案内プレート
（筆者撮影）

に
は
、
当
時
の
宮
司
が
懇
意
に
し
て
い
た
佐
野
か
ら
珍
し
い
植
物
を

も
ら
っ
て
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に

間
接
的
で
は
あ
れ
、
佐
野
と
正
成
・
正
行
父
子
と
の
つ
な
が
り
を
示

す
場
所
を
訪
れ
て
み
る
の
も
興
味
深
い
で
す
ね
。

写真 8　四條畷神社境内の案内板
（筆者撮影）

最
後
に

適
塾
の
近
く
に
は
、
佐
野
が
命
名
に
関
わ
っ
た
西
洋
料
理
店
自
由

亭
の
跡
地
が
あ
り
、赤
十
字
関
係
者
の
間
で
も
知
る
人
ぞ
知
る
ス
ポ
ッ

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
四
條
畷
の
戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
大

阪
府
四
條
畷
市
に
は
山
の
麓
に
正
行
を
祭
神
と
す
る
四
條
畷
神
社
が
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あ
り
、
そ
の
境
内
に
は
赤
十
字
に
言
及
し
た
案
内
板
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
の
駅
周
辺
に
は
正
行
像
や
墓
所
な
ど
、
多
く
の
ゆ
か

り
の
地
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
万
博
会
場
か
ら
は
電

車
を
乗
り
継
い
で
約
一
時
間
で
す
。
正
行
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、

ぜ
ひ
少
し
足
を
延
ば
し
て
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。

今
回
の
旅
は
、
こ
こ
ま
で
で
す
。
石
碑
の
謎
に
は
未
解
明
の
部
分

が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
正
行
の
人
道
的
な
行
い
が
五
〇
〇
年
以

上
の
時
を
越
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
佐
野
常
民
や
日
赤
と
繋
が
っ

て
い
た
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
お
話
と
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回

の
万
博
で
も
、
来
場
者
に
赤
十
字
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、

き
っ
と
多
く
の
繋
が
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の

繋
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
二
〇
二
七
（
令
和
九
）
年
の
日
赤
創
立

一
五
〇
周
年
に
向
け
て
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
い
ま
い
ち
ど
先
人
に

学
び
、
原
点
に
立
ち
返
り
、
新
た
な
明
る
い
歴
史
を
紡
い
で
い
き
た

い
も
の
で
す
。

注１　

二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
六
月
二
八
日
一
〇
面
オ
ピ
ニ
オ
ン
記
事

「
日
本
人
の
心　

楠
木
正
成
を
読
み
解
く
」。
産
業
経
済
新
聞
社
が

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
に
発
行
し
た
同
名
の
書
籍
三
六
―
三
七
頁
に

も
掲
載

２　
「
楠
木
」
と
「
楠
」
で
諸
説
あ
る
が
、
本
稿
は
正
行
ゆ
か
り
の
地
で
あ

る
大
阪
府
四
條
畷
市
に
従
い
、
父
は
「
楠
木
正
成
」
子
は
「
楠
正
行
」
と

表
記

３　

湊
川
神
社
「
大
楠
公
墓
所　

嗚
呼
忠
臣
楠
子
之
墓
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

二
〇
二
二
年

４　

産
経
新
聞
社
「
楠
木
正
成
考
「
公
」
を
忘
れ
た
日
本
人
へ
―
後
編
―
」、

二
〇
一
七
年
、
七
五
頁

５　

同
―
前
編
―
、
七
六
頁
、
二
〇
一
六
年

６　

同
―
後
編
―
、
七
六
―
七
七
頁
・
二
〇
一
七
年

７　

こ
こ
は
原
文
の
と
お
り
「
楠
木
」
と
し
て
い
る

８　

吉
川
龍
子
「
日
赤
の
創
始
者
佐
野
常
民
」、
吉
川
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一

年
、
一
〇
九
頁

９　

喜
多
義
人
「
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟　

―
博
愛
社
時
代
の

外
交
交
渉
記
録
か
ら
」、
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ルVol.8

、
東
信
堂
、

二
〇
一
九
年
、
二
一
六
頁

10　

内
閣
官
報
局
発
行
「
官
報
第
一
三
四
五
号
」、
一
八
八
七
年
一
二
月

二
一
日
、
二
二
一
―
二
二
二
頁

11　

同
上
、
二
二
二
頁

12　

吹
浦
忠
正
「
赤
十
字
と
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
」
中
公
新
書
、
一
九
九
一

年
、
一
七
四
―
一
七
七
頁

13　

産
経
新
聞
の
記
事
に
は
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
が
、
青
森
県
五
所
川
原

市
に
あ
っ
た
佐
々
木
嘉
太
郎
氏
の
邸
宅
「
布
嘉
御
殿
」
は
一
九
四
四
年

の
大
火
で
焼
失
し
て
い
る

14　

文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン　

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/
detail/198765

15　

藤
野
恒
三
郎
監
修
「
緒
方
洪
庵
と
適
塾
」、
適
塾
記
念
会
、
一
九
八
〇

年
、
五
五
頁

16　

上
記
「
日
赤
の
創
始
者
佐
野
常
民
」、
一
四
頁
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編集後記

■ 2 億 5,000 万年前、地球に出現した恐竜は 6,600 万年前に絶滅した。彼らはその間の 2 億年、

地上に君臨した。人類の祖先は 20 万年前にホモ・サピエンスへと進化したが、人間の世紀は、

恐竜の歴史からみればほんの一瞬にすぎない。その「一瞬」を生きる我々は何とも「争い」「共

食い」がお好きなようだ。人類史の終焉かもしれない「総決算の世紀」を迎えても目覚めるこ

となく迷走し争いが絶えない。人類に救いはあるのか、ちょっと宗教的にならざるを得ないよ

うな今の地球である。（T）
■「歴史は韻を踏む。」とは、ある歴史学者の言葉である。正の歴史も負の歴史も、等しく人間

の歩みではあるが、近年の世界のありようを見るにつけ、歴史の教訓を生かすことの困難を知

るばかりである。

　グローバル化が進む今日において、日本社会は世界と無縁でいられない。2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックに際しては、日本外傷学会が「銃創・爆傷患者診療指針」を策定した。こ

れは国内においても大規模なテロなどを想定した備えが必要な時代を迎えたといえよう。その

ようなとき、従軍看護婦として、戦場で傷ついた人々の看護に献身した先人の歴史に思いを致

し、これを冷静に分析し後世に伝えることが、歴史をただ繰り返すのではなく「韻」を踏み、

良い方向への偏差を生む。これは少々楽観にすぎるであろうか。（K）

■今回も様々なご寄稿・ご投稿をいただき「人道研究ジャーナル」第 14 号発行の運びとなりま

した。制作にご協力をいただいた皆様に心より感謝申し上げます。引き続き様々な観点に立つ

論考のご投稿をお待ちしています。（事務局）
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